
日野市政白言



市政白書の発刊にあたって

日野市は今年市制施行10周年をむかえました。

このまちの変化はおよそ15年前に始まりま した。それ以前は日野 5社と呼

ばれた企業の進出はあ ったが環境は山紫水明の 円然豊かな農村でした。

およそ15年前頃から|到のと った経済成長政策が動因とな って都市の人口集

中現象が著しくなり，その波及によ って距離，交通，地勢などの条件 と相ま

って宅地開発，団地造成がすすみ，いわゆる人 1-1の社会則が急速化していま

す。現在日万6千の人rIですがそれは15年前の 4倍， 10年前の 2倍という増

えかたです。

かつては宅地開発などによる人口増加は地域発展のバロメーターとして抵

抗なく受けとめられ，むしろ l打の行政のある面では歓迎されることもありま

した。

しかし多摩丘陵といわれる南部丘陵地帯の開発が急速に進み，人口が急速

なテンポで増加 し向然環境も大きく後退することになりました。

一方ではGNP一辺倒の経済成長が進められ，技術卒新に導かれて大量生

産，大量消費の|時代 をむかえましたが，その反面で大気汚染，水質汚濁，ゴ

ミ廃棄物の公害などの諸問題がひきおこされて市民の生活にも直接影響をお

よぼすようにな っています。本111も都市化の中でこの渦tj，にまきこまれ，か

つて山紫水明の自然郷は姿をかえ， 山の緑は後退し，水流はよごれて悪臭を

生み，いたるところで不潔なゴミが捨てられて環境はますます悪化していま

す。つまり急速な人円増や開発のための自然破かいが市民生前を快適，安全

な方向に発展させる}J式でないことに気づき，反省をせまられております。

財政が傾き， di民が求める公共施設や，文化，スポーツなどの市民施設に

当然たちおくれが生じて，ますますそのギャ ップがひろがる傾向にありま

す。

しかし，このように山積する難問題はひとつひとつ解決してゆかなければ

なりません。



またこれらを効率的に実行しようとするには，市政が市民の皆さんの参加

によることが前提でなければなりません。そして市民参加が行われるには，

市政の現状をまず皆さんに知ってもらうことが必要です。

このためにできるだけの資料を集めて提供し，市民参加の手がりとしても

らうためこの「市政白書」の発刊を考えました。この白書は始めての試みで

あり，作成の時間も十分とはいえませんので，未熟な点，整わぬ面も多々あ

ろうと思いますが，市政についてのご理解を深めることに役立てば、幸です。

昭和 48年 12月25目

日野市長森田喜美男
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人口の推移

本市の人口にはどんな特徴があらわれているかを考えてみます。

この問題については，今日まで各種の資料が刊行されていますので，

では市制施行後の人口のすう勢を中心におきました。

( 1) 総人口

-10万人台を突破した日野市ー

ヲ'・ ヲ-

、ー、一

市制施行〈昭和38年11刀3日〉以来の平均増加人口は，年間約 5，800人を

かぞえ，巨大都市“東京"のスプローノレ化の波は，都心から40K圏に位置す

る本市にも大きな影響を与えています。

この人口増は，これまで農村地帯であった本市を東京のベットタウンと位

置づけつつ，昭和45年12月7日には，ついに10万人に達しました。

昭和48年 9n ]日現在では， 115，821人と人口増はめざましいものがあり

ます。この人 II J'i"1 )JIlを全|玉1，東京都，T打郡部に別けて表 1-1を参考に比較

してみました。

年平均増加率をみますと，全凶では，昭和30年以降約1.0必とややびが安定

し，その人数は約900--1，100千人となっています。

東京を中心にした場合は，全国の安定した仲びとは異なり，昭和25年--30

年 5.6必，昭和30年，....，35年 4.15ぢ，昭和35年，....，40年 2.4%，昭和40年，....，45年
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には， 1%と減少の傾向を示しています。

さらに区部は，昭和25年--30年 5.996，昭和30年---35年 3.9タム昭和35年

--40年1.496，昭和40年--45年には O.1労減と同様のパターンを示していま

すが，減少傾向はさらに顕著です。

市郡部は，増加の一途をたどっていますが，昭和35年--40年をピークに若

干鈍化しています。しかし，市部のうち武蔵村・山市，町田市，狛江市，東久

留米市，周辺 3県(埼玉県，千葉県，神奈川県〉への増勢は強まっています。

前述の市以外で人円増が若干弱ま っている原因としては，地価の高騰，各

市の人口抑制施策などの影響が考えられます。

さて，本市の人口の推移はどうな っているかを，周辺各市との比較もまじ

表1-1 rl野d了，東京都および[1i1の人 [1推移
えて考えてみまし

Oii.位千人，oo) fこ。

|全同|東京都 1 r<部|市附 1
11町di 本市と境を接して

実|
25 5，385 885 24 いる市(八王子市，
30 89，2761 8，037 6，969 1，068 27 

立川TIi，府中市， OR 
35 93，4「1684 8，310 1，374 43 

40 98， 275i 10，869 8，893 1，976 68 島市，国立T!l)およ

45 103， 720 11，408 8，841 2，567 98 
び市制施行が，本市

草叶平均県三 25-30 
1，215 352 317 35 0.6 

と接近している市
30-35 829 329 268 61 3.2 

35-40 971 327 117 120 5 (小金井市，小平市，

40-45 1，089 108 ;:，. 10 118 6 東村山市〉との比較

年平加率同県i 

25-30 1.5 5.6 5.9 4.0 2.5 は表 1-2および図
30-35 0.9 4.1 3.9 5.7 11.9 

35-40 1.0 2.4 1.4 8. 7 11. 6 
1-1のとおりです。

40-45 1.0 1.0 ;:，.0.1 6.0 6. 1 ちなみに，各市の

1001 
対

25 7.55 6.47 1. 06 0.03 20年間〈国勢調査時〉

30 100 9.00 7.81 1. 20 0.03 
の人円推移をみるノニJヘニ

35 100 10.37 8.90 1. 47 0.05 
|主|

40 100 11.06 9.05 2.01 0.07 L 昭和30年--40年
比 45 100 11.00 8.52 2.47 0.09 

の平均地加率は表 1
資料「国勢調査」 -2のとおり，本市
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表1-2 n野市および他市の人口推移 (1手位百人)

mlxh巾王「立)111行|府中一行lv|小平!神村山同

年 125-30I 2.5 

213M51119 

明 I35-40 I 11.6 
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率 140~45 1 8.8 
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は小平市，東村山市についで第 3位の

伸びを示しています。さらに昭和40年

--45年の間では 9市中第 1位の仲びと

なっています。しかし，各市とも増加

率は10労台を下回り，前述のとおり人

口増はやや鈍化しつつあるのが現状で

す。

(2) 世帯

一日野市の一世帯あたり の人員は約

3人一

つぎに， 1つの生活の単位である世

帯について考えてみました。

35年国勢調査， 45年国勢調査によ

り，世帯人員の推移についてみますと，
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万人

25 

図 1ー 1
八王子市

日野市と周辺市の比較
23 

21 

19 

17 
府中市

15 

小平市

13 

11 

人
口

資料「国勢調査」

25.q- 30年 35年 初年 45.q-



lí~ における一世帯あたりの人員は， 35年で3.95人， 45年では3.15人と減少し

ています。
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さらに，区部の傾向をみますと， 35年で3.90人， 45年では3.08人と同じよ

うに減少傾向を示しています。この位帯人員の変化は，核家族化の進行と，

単身世帯の増加傾向が原因と考えられます。
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市部，郡部を中心に考えますと，市部における一世帯あたりの人員は35年

で3.93人， 45年では3.14人と都全体および|豆部とほぼ同様の減少傾向を示し

ています。郡部は， 35年で4.34人， 45年では3.77人と都全体，区部，市部に

比べて減少傾向はゆるやかです。

本市の一世帯あたりの人只は35年で4.12人， 45年では 3.41人となってお

り，その減少傾向は市部，郡部のほぼ中間にあり比較的ゆるやかです。しか

し，単身世帯を含めた昭和48年9月 1日現在の一世帯あたり人民は2.96人と

都市型となっています。この比較は単身世帯が含まれていないため完全なも

のとはいえません。

(3) 年令別 (5才階級〉男女別人口

さて， 日野市の人口を年令別，男女別の角度からみてみました。

まず，第一に生産年令 (15才--59才〉が大きな害IJ合を占めていることに注

目できます。この割合は昭和42年で約69.4~ぢ，昭荊147年では約66.5% をしめ

ており，生産性型の市であることがわかります。

さらに，昭和42年と昭和47年を比較した場合，その人口の増加率80%とな

っていますが， 15才--19才の階層をとりあげると 3%減となっています。

図 1-2
ー

ト}
 

t
1
0
m
 

C.e:二七二1昭和42年度 I n I日総人口 75.592人

I 1昭和47.qo度 l月|日総人口 111，974人

男 女

一てコ

一二二コ

一てコ
一一一一二コ

70 05 00 55 らo 4f
J 

資料「住民基本台帳」
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この原因は明確な説明はできませんが，原因として考えられることは公団

住宅，民間アパートなどの住居形式によるのではないかと思われます。つま

り世帯構成人員が多くく 4人以上位〉な った場合は，転山し，この世帯の代

りに，夫婦あるいは， 3人世帯 (0'"'-'4才児 1人をもっ一世7貯〉が転入してい

るというパターンが反復して起こっているということがいえます。

(4) 居住環境等移動理由別人口

昭和46年 5月から昭和47年 4刀までの一年間において，東京都府住環境等

表1--4 1昭和42年， 47年， 11:令|初日児kJ.lIJ人Ll l~位人， pg

([IH和42年 1)J11-') (昭和47年 1刀111) 

男 女別. .I 
~ 総数 | 児 | 女 |構成比|総 数 I 95 I 女 |構成比

午仰 J ~I 一一ーし一一上一一」
総数 175，5921 38，8301 36，7621 1 111，9741 57，3681 54，606 
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移動理由別人口調査が実施されました。

その結果については，表 1-5から表 1-8に示すとおりですが表 1-5

の他府県からの転入事由別をみると， r職業的事由のため」によるものが，

表15 他府県nnlls入地II¥Z;人珂111月IJ転入件数および人は

総 数 ]職業 1
1

1り事 rll の た め

総 数
件 数 人員 96

件数|人以 46 

東京都 499，044 650，808・ 100 304，961 408，987 62. 9 

市部 92，937 136， 159: 100 54，389 82，931 60.9 

11里子di 3， 738 5，580 100 1，980 3，148 56.4 

間 き)I 職 業 的 'Ji-出

就 職・転職|求 職

件数|人員 ;労 |件数|人員 第

東京都 [197，叫 221，5叫 34.0[ 即 26[ 町 421 3 

市部 130，5001 35，590; 26.1 2，3361 3，365; 2 

日野市 1，2731 1， 760j 31. 6 301 30l 0 

職業的事由のため
住宅事情解決のため

そ 。〉 他

件数|人員 i% 件 数 | 人 員 : 箔

東京都 3，880 
5，3059Eα7 M 08 

19，37140，321 1 CK62 

市部 681 1，097: 0.8 5601 13，351: 9.8 

日野市 。 。 2171 461; 8. 3 

(つづき) 学校関係のため 結熔，聞t婚などのため

件数|人員; 必 件数|人員) 労

東京都 68，302 
72，03393847 R 111 

69，018 
74，827491272 j1 114 

市部 11，389 12，087; 8.9 13，541 14，747: 10.8 

日野市 305 7.1 863 16.0 

- 8 -

転 勤

件数 |人員 :労

19，3641 39，757; 29.2 

6771 1，358; 24.3 

fこ め

開業 ・転 業

件数 j人員 :箔

8，9971 15，8191 2.4 

1，5111 3，124; 2.3 

01 0: 0 

生求活め環て境の良い所を

件数|人員!箔

18，987 却，515j 4.7 

4，151 7，720: 5.7 

124 339; 6. 

そ の 他

件数|人員 i 労

18，405 24，441! 3.7 

3，900 5，326; 3.9 

240 342; 6.1 



3，148人 (56.4%)とも っとも多く，ついで「結婚・離婚等Jによるものが

893人 (16.0%)，I住宅事情解決J461人 (8.3%)とな っています。

表 1-6の都内聞の転入事由別をみると，表 1-5とは逆に 「住宅事情解

表1-6 都内問転人地転入国!山yJIJ{'I:数及び人九

1悲 数 職業|杓 弔山の た め

総 数 !I忌 勤

件数 人民 ヲ。
件 数|人員 ;ゐ 件数|人 n!先

東京都 422，986 669，114! 100 142，402 202， 115: 30. 2 40，393 65，405: 9.8 

ili 部 109，383 193，6841 100 28，410 44， 742! 23.1 10，420 17，835: 9.2 

11野di 4，089 8，541; 100 1，068 1，590: 18.6 396 532: 6.2 

(つづき): 職 業 |判 事 山の ため

就職・転車j~ 1 求 職 | 開業・転業

H!先 |件数|人 n:必

7，044! 1. 0 1 11，6611 23，266: 3.5 

件数|人員 労 |件数|人

東京都 180，4681 98，854: 14.8 1 5，773 

市部 113，5591 18，2561 9.4 1 758 9041 o. 5 1 2，6091 5， 7501 3.0 

11野市 5591 764: 8.9 1 22 23: O. 3 1 901 271: 3.2 

(つづき)¥ 職業的事由のため

そ (/) 他

件 数|人員; 必

東京都 4，108 7，546! 1. 1 

市 部 1，055 1，977: 1. 0 

H野市 。 。。

(つづき)1 学校関係のため

件 数|人只( 労

東京都 121，3211 27，464 4.1 

市部 4，8001 5，938: 3.1 

"出fd j 1 1091 176: 2. 1 

住宅事情ffJlj~決:のため 生求前め環て境の良い所を

件数|人員! 96 件数|人員; %

103， 775 231， 140! 34.5 49，107 84，860: 12. 7 

33，016 81， 192! 41. 9 13，591 27，108・14.0

1，138 3，831: 44.9 618 1，566: 18.3 

結婚，離婚などのため| そ の 他

件数|人只 )労 |件数!人只 ;労

89，0911 99，505: 14.91 17，2891 23，7601 3.6 

24，7631 28，0591 14. 5 1 4，8011 6，636! 3.4 

8921 1， 023: 12. 0 1 2641 354: 4. 1 
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決」によるものが 3，831人 (44.996)と非情'に高いウエイトをしめ，ついで

「職業的事由のため」が1，590人(18.696)，r生活環境J1，566人(18.396)

となっています。

総 数

去1-7 他府県市転山Jlli'l~ iJ \r!TI rLJ 月 IJ件数及び人Ll

件数|人只%

職業1'1句 !j~ 山のため
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表 1-5，表 1.6をみて他府県からの転入者の場合，転勤，就職，転職な

どの理I-Oがもっとも多いということは，交通機関が便利であることから都心

への通勤圏内にあたるからです。また都内聞からの転入者の場合， I住宅事

決1-8 都内 II ;JWL~ I L¥1l!J11¥L;/ J IIJ!Elj I別件数及び人只
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情解決」によるものが多いことは，都内に比較すればまだまだ生活環境に恵

まれていることからマイホーム作りの他，民間団地や公団住宅などが建設さ

れたことによります。

いっぽう，転11¥の弔由別からみると表 1-7，表 1・-8にしめすとおりで

す。

まず，表 1ー 7の他府県への転出事由では，r職業的事由のため」によるも

のが2，276人(52.9%)と一番多く，ついで「住宅事情解決J1，181人(27.5%)，

「結婚・離婚等J385人 (8.9%)とな っています。表 1-8の都内問での転

出事由をみると， r住宅事情解決」によるものが1，987人 (40・7労〉とも っと

も多く，ついで「職業的事由のため」が1，472人 (30.2%)，r結婚・離婚等」

904人 (18.5%)とな っています。

表 1-7，表 1-8とも， r住宅事情解決」の理由で転出者が比較的多いこ

とは，転山前に民営借家に住んでいた人が転山後，持ち家，公共借家に変っ

ているケースが多くみうけられます。

その他，東京都全体からみた人口動態は， 自然噌の変化はほとんどなく社

会増に著しい変化がみられます。

この社会増の変化についてみると戦後，都市集中化によ って著しい増加を

示したが，昭和32年をピーク(198，726人〉として，次第に減少の傾向を示

し，昭和42年には，マイナス(ム20，648人〉に転じました。そして，その後

も社会増のマイナスはつづいています。

この要因は，転入そのものが同一水準にとどまっているにもかかわらず，

転出人口が急速に増加したことによるものです。

表 1-1から表 1-8の差引合計をみると，東京都全体ではマイナス102，

564人ですが，市部では逆にプラス57，322人(郡島部ではプラス 6，107人〉

本市の場合はプラス 4，956人の社会増となっています。このことは大都市の

人口が減少し，周辺都市の人口が増大するという人口のドーナツ化現象を反

映しているものであり，今後もつづくものと考えられます。
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1 上水道

( 1) 概況

本市の地勢は，おおむね，西部の台地と，東部の台地とに大別されます。

西部丘陵地帯の一部は，八王子市と隣接して，その南側を浅川が西より東に

流れ，市街地をはさみ，北側を多摩川が流れて，東部において合流していま

す。このような地勢の影響で，かつては豊富な地下水脈により，比較的容易

に生活用水が得られました。従って，市民の飲料水，その他の雑用水は，昭

和35年 6月16日にはじめて水道が給水されるまで浅井戸に依存していたのが

実情です。

その後，昭和34年に日本住宅公団が西部の台地を開発し多摩平公団住宅を

建設したころより，者rSTIJ化の現象が激しくなってきて地下水の枯渇，水質の

汚染などにより，太陽や，空気と同じように大切な水を供給する水道の重要

性が，近代都市化による生活の向上にともなって，ますます著しいものとな

ってきま した。水道は，このような状勢にあわせて計画し，施行しています。

市水道の経総は，昭和133年 3凡に創設の認可を受け， ng和35年6月16日に

通水を開始しました。当時の規模は給水人口10，000人， 1日最大給水量1，700

tとごく小規模なものでした。この!日1]，日本住宅公団多摩平団地の造成がは

じまり，この影響で，団地周辺が開発されるとともに，国鉄中央線並びに京
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王電鉄などの利用により，都心と30分から40分程皮で結ばれる本市の住宅化

は，急速に進んできました。このような状況のなかで，水道の普及をはかつ

てきましたので，事業についても拡張につぐ拡張，また新しく事業計画をた

てるいとまがないため，変更計画などをたてて市民の飲料水の確保について

努力してきました。しかし，まだ，多摩丘陵地帯の専用水道地域など，若干，
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水道の普及していないところがあります。この地域においても，市では昭和

49年度中に水道水を供給するための計画をたてて拡張工事を進めています。

(2) 水j原

拡張計画にあたって，重要な問題は，水源の確保で、あります。本市の水道

は昭和38年度に計両をした第 2期拡張計阿 (2拡〕までは，全部地下水に求

めてきました。その後の計阿から，地下水並び、に東京都水道局の広域水源計

画に依存しています。

現在， 白己水源は，深井戸で 18井あり，揚水能力は，最高で 26，600tで

す。この水源の最高湯水能力を配水量が上回るときは，東京都水道局より水

道水を 1t 19円で購入し補っています。

このことは，地下水源利用の増加が著しくなり，各水源の水位の低下が激

しくなって，将来の水源を地下水のみに依存できない状態にな ってきたから

です。まず，この水源問題〈地下水の不足〉がはじめて生じた武蔵野市が巾

心となり，昭和37年に「北多摩水資源対策促進協議会」を発足させ，多摩川

の水源を多摩地域へ分水してもらう要望書を東京都へ提出しました。

その後，多摩地域の計阿給水量の基礎調査並びに多摩川分水路などの調査

が行なわれ。将来にわたる需給計岡の策定とその具体化をはかるために，東

京都の副知事を会長として，三多摩地区給水対策委員会を設置しました。そ

して，各市町村-の計岡給水量，不足水量;の充足方針などを検討した結果，要

望をした多摩川水路については，多摩地域に広域的に継続して給水すること

は，水資源的に無理なので，これを都の開発ポ業である利根川系の開発によ

り多摩地域へ，昭和40年から分水することが決定されました。

その後，工事は順調に進み，本市で、は小作汚1-水場よりの送水管が昭和46年

度に接続され，同年 7刀1nより分水を受けはじめています。

(3 ) 都営一元化問題

多摩地域の水道を東京都が一元的に経?守することを，都営一元化と称して

います。そもそも，との問題が検討されはじめた原因は，多摩地域32市町村

が水道事業をそれぞれ独自に経営していますがその実情は，おのおのの地域
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における給水の需給や，財政の状況が社会的または向然的な特殊性によって，

区市町村・ごとにきわめてまちまちであるからです。このような状況のため，

区部と多摩地区並びに多摩市町村問においては、料金をはじめもろもろの問

題で格差が生じていました。またさらに加えて先に述べた広域水源対策によ

る分水料金が， J正大な資金の投入により区部の一般住民の使用料金 (14円〉

より高い19円となり，料金の格差はますます著しいものとな っています。こ

のように重要である格差是正問題をとりあげ，昭和44年 2)~都では，東京都

水道事業調査会(代表 高橋正雄九大名誉教授)に検討を依煩しました。そ

して，昭和45年 1刀同調査会は，多摩地区の水道事業を吸収合併し一元的に

経営することが一番よい方法であると，都知事に答申をしました。その後，

この答巾にもと づき都および多摩市町村は，協議を重ね一部の修正は行われ

ましたが，この実現に着々進んでいます。現在，この問題について都と個別

協議に入仏具体的なことを検討しています。

(4) 水道の使用状況

水道需要量は，年々人口の増加とともに著しく延びています。左の曲線は

図 2-2 

調 3 則拡張計画における人口~ :~ I 日高士配水量曲得
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それを表したものです。

このように水を使う量がふえて

きたのは，私たちの暮しかたの変

化が，大きく影響しています。洗

たくを以前はたらいを使い手で洗

っていましたが，いまでは，洗た

く機を使っています。便所は，汲

取りから水洗便所に変りつつあり

ます。半をもっ人が多くなり，車

を洗うための水をたくさん使うよ

うになりました。学校のプーノレが

できるにつれて，水を使う量がふ

え，また最近は，冷房用のクーラ



ーなどが普及して，ますます使用水量は増加しています。このように私たち

の生活が進むにつれて，水を使う量はふえつづけています。

(5) 施設

大切な水をつく ったり ，送ったりするためには，多くの施設が必要です。

現在の水道施設のあらましは，つぎのとおりです。

大坂上沖水場 日野市日野5，646番地

甲州街道日野坂の南側にあり給水区域は，ロ区〈ポ ンプ圧〉 低|丘 CII然流

下〉にわけで，高区は円野台地j戒に，低区は新町，栄町， 日野，万願寺地区

に給水しています。水源は 5井で約17，000人， 6，800 tを給水できる施設で

す。

多摩平沖水場 日野市多摩平2丁目 7番地の 2

豊田駅より北側， 日本住宅公団多摩平団地の中心部に所在し，多摩平，豊

田，東豊田，川辺堀之内，上団地区に給水しています。水源は， 9井並びに

都分水の受水により，約25，000人， 10，000 tの水を給水する施設です。

三沢浄水場並びに三沢配水場 日野市三沢

京王線高11.替不動駅と百草園駅の中間，通称川崎街道ぞいにあり，水源、 4井

を浄水し，また部分水を受水して百草同地内にある三沢配水場まで、送水する

施設です。

三沢浄水揚より送水を受けた三沢配水場の施設は，約 5，000tの配水池よ

り，高111番，百草，石田，下回，落川，程久保，南平地区に給水し，また配水

池よりポンプ圧にて，場内の高架水槽に揚水したのち，自然圧にて，高11番，

百草団地に給水しています。なお，昭和47年度事業でさらに同配水場内に送

水ポンプ施設を建I没i[-lです。この施設が完成し， 48年度， 49年度計阿の配水

本管の布設工事が完成しますと，約43，000人， 17，400 tが，給水可能と なり

ます。

平山台、沖水場 日 ~ýïl-î加が丘 2 丁 n42番地

平山台画整区理地内の都立工業短大前にあり給水区域は，多摩平地区の一

部，J巴が丘，平山，西平山，ネI[J明上区画整理地内に給水する施設で，昭和49
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年度中に，本浄水場系統の配水本管の布設工事を完成させる予定で，現在実

施中ですが，能力は約48，000人， 19，200 tを給水する施設で，水源は，全部

者I~分水の受水です。

以上が水道施設のあらましですが，との施設が 100%か動いたしますと，

約133，500人に対し， 53，400 tの供給ができるわけです。

(6) 給水並びに管理

水道事業は，みなさんの日常生活と直結し，深いかかわりあいがあります。

朝起きて，歯をみがき，顔を洗うことからはじまって，食事，洗たく，そう

じ，おふろなど生活にかかせないものです。この水道をみなさんが使用する

にあたって，主につぎのことを知っていただきたいと思います。

給水装置の新設，改造，修繕などの工事については，使用者から印込みに

よって，市の指定工事庖(現在16庖舗〉が行います。指定工事庄の工事の区

分は，止水栓からじゃ円までです。との工事:lS:用は，申込んだみなさんの負

担となります。これは，水道の本管から家庭へ引きこんだ給水11が，それぞ

れみなさんの所有物となるからです。また，水道の工事の施工は，指定工事

庖でなければできません。それは，市民のみなさんに，市が責任をもって安

心して使用していただくためです。市では，指定工事活に対して一定の技術

水準を保っとともに，工事を正確に行うよう指導をしています。なお，指定

工事庖には，必ず市が定めた給水技術者と配管技能員を置くことを義務ずけ

ています。また，受水槽を設置している場合の水道施設の管理については，

その設置者か，実際に水道を使用しているかたがたが責任をもって管理する

ことになっています。管理にあたっては，水道が衛生上きわめて重要である

ことを充分認識されて，最善の管理をしていただくことになっています。

その他，年々激増している交通量と車輔の大型化，また各種道路関係工事

の噌加などにより，給水管などよりの漏水事故などが多くなっています。市

では，大切な水を無駄に流すことを極力さけるため，昼夜にかかわらずでき

るだけすみやかに，修理するよう心がけています。このように水道事業は，

市民サービスを心がけ，常に一歩先を考え努力を重ねています。
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2 下水道

近代的な町という点からいうと， し尿などはすべて公共下水道によって処

理することが，望ましいことはもちろんです。木市においては，多摩平を区

間整理事業として行った時，この区域を排水処理区域とする約130haが公共

下水道として，昭和33年にできあがり処理場を設けて処理を開始しました。

また民間の大きな宅地造成には，将来のことを考え下水道施設を設置する

よう指導しています。この宅地造成の合計面積は，約190haになり，とれら

の区域内で、は水洗便所が使えることになります。

以上の区域外は，ほとんどが各戸ごとの浸透式か，道路側溝により処理し，

またし尿については，汲み取りによってそのほとんどが収集され，処理され

ています。

しかし家の中に便査があるということは家の中は臭く，ノ¥エや， ~肢により

伝染病などの発生する恐れがあり，また大雨などが降ると浸水騒ぎを起こし，

住民に迷惑をかけることになります。

そのほかに河川，とくに飲料水を取水する多摩川などでは，河川の汚濁と

いうことは重大な問題になるわけです。

浸水騒ぎということを書きましたが，緑や田畑の多い時は，降った雨の約

805ぢが地中にしみこんだり，溜まったりして，流れだす雨水量は205ぢぐらい

のものでしたが，宅地化し，道路がととのい家が建ちますと， どっと降った

雨水が40%から50%も流れだして，今までの曲がりくねった小さな水路や中

小河川では，水があふれ浸水するととになるので， この雨水を管渠などによ

って多摩川なり浅川までもっていく必要が生じます。

このための下水道を都市下水路といいますが，この都市下水路は，旭が丘

の区域を中心とした約137haの平山台都市下水路があります。また神明上の

区間整理区域をはじめとして，四ツ谷下の区画整理区域および，下宿の一部，

仲町，金子橋，森町，横町などの区域を処理する約200haの都市下水路を計

画し，神明上区画整理区域内は工事中です。地区外については計阿はきまり
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ましたが，工事について利害関係者の方々と話し合いをしています。

つぎ、に多摩平の下水道終末処理場については，この処理場の敷地面積はがJ

1haあり，多摩平の全区域のし尿を処理しており，計画では23，000人の処理

が可能です。現在，処理している人口は約20，400人です。

しかし汚水量がふえ，また処理施設などの不足により処理水の水質が，悪

くなってきたので，浅川をきれいにするという点からも，施設の一部増設を

行い，昭和40年に完成しました。

この処理方法は，あまり効率の良いものではなかったので， 1，戸ノミエが発生

し，また悪臭などにより付近住民の苦情が多く，日目和46年から約 1億円の費

用をも って 2ヵ年計画で，活性汚泥法による処理方法に切り換えました。

また民間による宅地造成地の処理方法は，良い7l<~を確保するために，小

さいながらも，活性汚泥法を採用しています。その団地の数は12ヵ所になり

ます。

これらの管理方法は，多摩平の終末処理場については，市が直接行い，同

地などの処理施設は，業者委託にな っています。

下水道使用料金については，多摩平地区は水道使用量10m3まで55円， 1m3

ますごとに 5円50銭です。(表 2-3のとおり〕

民間の団地については，おのおの団地によって多少異なりますが，だいた

い処理施設の管理維持費を戸数の均等割にし，これを共益:m:とともに徴収し

ています。

公共下水道の普及率は，市街化区域〈市街地を形成している区域および，

おおむね10年以内に優先f内，かつ計画的に市街化をはかるべき区域のことを

いいます。〉の面積の5.9%になります。水洗化率は 100;:;ぢになっています。

雨水のみを排除する都市下水路の集水面積は，市街化区域面積の 7.4%で

す。

計画されている神明上都市下水路の同比率は， 9.0%です。(図 2-4のと

おり〉
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表2-3 下水道使用料

都市1'1 I ~~ 

部 l処理区域

| 排水尺J或

八王子 l

JE 規 準

一般用 8m3まで 80円 1m3:!;目すごとに 10円

一般用 8m3まで、 40円 1m3地すごとに 5円

日記

処理|天城一般用 10m3まで 100円 1m3出すごとに 10円

排水区域一般用 10m3まで 60円 1m3地すごとに 6円

市|
処理区域 排水区域の料金にそれぞれ1m3につき5円20を加算

|排水区域水道汚点 1m3につき6円，井戸汚水1m3につき4円

li I 処理区域水道料金比例f!JJj水道料金の却先

| 排水!灰烹刃j域成 水道料金比例制 水道料料.金の2却05箔ぢ

1市|打JI 処理区城一般用 1m
3につき叩

| 処理[5z域外一般j川日 1m3~にこつき 5円

武蔵野

立 } 11 

水道使用 10m3まで、 55円， 1m3増すごとに 5円50

日 里子 ili I 大便器 1伯J 20円

小便器 11阿 10円

1長 用 1何 30円

IIIT 江| リiI水道汚水町で 幻0円
1m3.!.片すごとに 27円

水道汚水 1m3につき 4円

小 金井 市|水道汚水以外家刻1布初机i:J叩j用TI 1世帯 3人まで ω
1人増すごご、とに 1叩O円

束…久川留似M米ト引川…|バ市川|打川7j I … 口
水道料料.金比{ザ例F列d制 水道料金の5叩O央労6 

便器

10m3まで 130円

1m3増すごとに 14円

1 {同 30円

多摩市

多摩ニュータウ| 一般用 10m3まで

ン 1m3増すごとに

130円

14円

また他市町村との公共下水道普及率および、水洗化率は図 2-5のとおりで

す。

下水道は，今まで市町村を単位として計画を考えてきましたが，市町村を
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単位として考えるのではなく，一つの河の流域を単位として，下水道を考え

ようということに，民|の方針が変わってきました。

本市でも落川[，百草の一部約200haが，多摩ニュータウンの流域下水道の

I天域に含まれています。(図 2-3のとおり〉

図2-5 下水道率及び水洗化率(第三表)ω一一下水道普及率

※- 水洗化率
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3 住宅

( 1) 住宅の推移

今日， I住生活」は，衣，食，住のなかでも っとも遅れ，また深刻な問題

となっています。狭い家，危険な住居，遠い家，高い家賃，巾し込んでもな

かなか入れない公営住宅，これらの住宅難は，ほとんどの市民が日常感じて

いることです。こうした事態が起きた原因は，戦後の日本経済が生み出した

大きなひずみの一つであり，土地政策の貧困がもたらした，都市問題そのも

のであるといえます。このような実情のなかで，私たちの 11野市は， n者1)近

長2-5 家財の惟移 (J.ポ[同点=m3
)

V分| 総 数|木 造 | 非 木造 |概数の比率 I，jii{f艮=
¥ 1棟数|床日II ~j'J 1棟数|床Tfii;fJ~ 1椋数|床而秘|木造 |非木造|比(椋)年次¥11Jf" -w.. 1 J/l'. IUI 1J..1 1 '1!1'- f#. 1 VI' 111.1 1J.~ 1 '1Jf"f#. 1 VI' 1111 1J..1 1 /1'J.!.1. j71-/I'J.!.1.1 

も| 句|先
38 1 13，9681 1，067，9061 13，2671 705，6151 7011 362，2911 94，91 5.11 107.5 

Q

d

n

V

1

ょ
っ
L
M
q
u

3

4

4

4

4

 

14，880 1，177，222 14，114 765，378 766 411，844 

15， 726 1，249，431 14，861 804，843 865 444，588 

16， 792 1，343，537 15， 765 863， 752 1，027 479，785 

17，103 1，448，861 15， 763 828，094 1，340 620， 767 

18，373 1，584，654 16，814 897，151 1，559 687，503 

19，876 1，847，505 18，176 1，046， 6511 1、700 800、854

94.81 5.21 106.5 

94.41 5. 61 105.6 

93.81 6.21 106. 7 

92.11 7.91 101. 8 

91. 51 8.51 107.4 

し046‘65111. 7001 800.8541 91. 41 8.61 108. 1 

45 1 22，3181 2，163，8361 20，2281 1，240，0731 2，0901 923，7631 90.61 9.41 112.2 

46 1 23，6101 2，392，2271 21，2601 1，299，1381 2，3501 1，093，0891 90.01 10.01 105.7 

47 1 24，6861 2， 530， 335122，2151 1，371，1031 2，4711 1，159，2321 89.91 10.11 104.5 

一

表2-6 11::宅の刑力11状飢

if 前年度より 前年度より l

馴住宅 1 1)1:)]1}:宅 | 農家住宅 ~ I の増 ;JJII数 のiW力"率労

43 15， 164 1，308 780 17，252 1，514 109.62 

44 17，217 1，407 768 19，392 2， 140 112.40 

45 17，274 1，516 750 19，540 148 100. 76 

46 18，324 1，651 740 20，715 1，175 106.01 

47 19，202 1，876 733 21， 721 1，006 104.85 
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郊都市として，東京がかかえる人口増加の波頭をかぶり，市内各所において，

日本住宅公団，東京都住宅供給公社，東京都，および，民間企業による住宅

建設が活発に行われ，その建設戸数は年ごとに増加の一途にあります。この

建設戸数を昭和38年の市制当時と比較してみると， 1. 5倍にあたり現在では，

21，721戸が建設されております。これを東京都と比較してみると，東京都の

住宅総戸数が 350万戸であるから， 160分の 1の住宅が面積27.llkm2に点在

または，集団となって市街地を形成していることになります。一口に21，721

戸の住宅といっても，供給の型が違い，居住者の生活様式や，経済条件など

の違いにより， さまざまな型の住宅に区分されています。

(2) 住宅の型

住宅の区分，分類として最も基本的なものは，住宅の所有関係と供給の型

に区分されます。住'壱の所有は持家，借家，給与住宅のいずれかであり，さ

らに供給の型によってさまざまな住宅の分化がみられます。持家は個人によ

る新築と，民開業者，公共団体などによる建売り分譲住宅に大別されます。

持家の場合には，資金の利用として，公的には住宅金融公庫や，東京都の住

宅貸付資金があり，民間では銀行ローンや提携ローンがふえてきています。

また，多摩丘陵団地にみられるような建売り住宅や，市街地内の分譲マン

ションなど，立地条件や建築形態によっても住宅の型の違いが見受けられま

す。借家も，社会政策に基づく公営借家と，家賃収益を目的とする民営{昔家

に大別され，公営借家は公開住宅，公社住宅，市，都営住宅などそれぞれ違

図2-6
住宅 -

I 十 ‘前

崎用住宅 87.9%し引を
し 一一 1'"J 11¥ 

(1持家 fi ~ 28. 1% 1毛

高 {昔家住宅;借家民営借家51.5"lo 

!! I 41.5"lo 内訳公営借家48.5"10

丙|給与住宅 0.3% I 
訳 r i 

その他(建売)30. I% 

った形で市民に供給されています。給与住

宅は企業や公共団体による社宅や官公舎と

して供給されています。ところで，木市の

住宅はどのような形で構成されているか，

所有関係を昭和46年の建築統計年報から，

住宅の状況を調べてみました。

まず，全体の 9割近くが専用住宅であり，

j古~JIìや事務所，工場などの市の負担が増大
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同居している併用住宅，その他は12.1%となっています。これは本市が住宅

都市へと，成長していることを端的に示しているといえます。

(3) 住宅建設の動向

一建設の主流は貸家住宅一

本市の住宅建設の推移をみると，住宅を建築する場合に，建物が法律の規

定にあっているかどうかを，調べてもらうために届出の義務があります。こ

の届出がすむと，建築が行われるわけですが，図 2-7は，その応出による

着工新設住宅の戸数です。これには無Jill建築は入りませんから，正確な数と

はいいきれませんが，おおかたの傾向を知ることができます。新築持家は昭

和39年以降毎年約500--700戸の建設で，ほぼ一定しています。またそのほか

の住宅「建て売り住宅」などは，その年により tN減はありますが，この比率

は実際よりも低い数値のようです。これは，建売住宅が比較的無届けによっ

て建築され，その数の多いことが起因しているようです。昭和20年代の後半

は，住宅建設はおおむね持家で、あって， {日二家は低い比率を占めていました。

昭和30年代の日皮経済成長による人円の急激な増加とともに，借家建設が再

び復活し，全体に住宅建設の主流として増加しました。

図2-7

6，000 

5，000 

lu工新設住宅

(利用関係別)

4，000 

。
38 39 40 41 42 43 44 45 46-4， 
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(4) 公共機関による住宅供給

本市内に建設された公的機関の住宅施策は，多種多様にわたっていますが

大別すると，公営住宅，公団住宅，公庫住宅などがあります。公営住宅の建

設累計は，市営住宅399戸，都営住宅1，565戸，合計1，964戸です。この中に

は，収入制限による第 1種住宅，第 2種住宅が含まれます。多摩平団地や，

多摩丘陵地帯の百草台，高|播台団地にみられる公団住宅は，賃貸住宅のほか

分譲住宅を含めて， 6，068戸が建設されております。さらに住宅金融公庫融
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資で，できる東京都住

宅供給公社の 830戸の

建設があります。

このように市I或内の

公的住宅建設の累計

は， 8，862戸であり，

市内全戸数24，686戸に

対して約40~ぢの割合で

す。

(5 ) 市の住宅施策

本市では，昭和26年に制定された「公営住宅法」にもとずき，国および都

の補助を受けて，昭和30年から第 1種公営住宅の建設を実施してきました。

この結果，今日では総数399戸が市内各所に建設されました。その建設戸数

は，多摩地区27市の中で 3位，人口対比では，青梅市につぎ 2位となってい

ます。このことは，昭和30年代の建設初期の本市が開発途上にあり，比較的

用地の取得が容易であ ったことと，行政需要が現在ほ ど多様化していなかっ

た時代で，財政的にも比較的安定していたことで，計画的な建設ができたも

のといえます。しかし，今日では人口の増加とともに，道路，上下水道など

の都市施設や義務教育施設の整備に追われ，財政的にも窮地にたたされ，さ

らに地価の高とうがいちじるしく，住宅用地の取得が困難となりました。ま

た，建設工事費が，実際工事費と国できめた標準工事費の差が大きくなって，
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し，建設がむずかしい実情となってきています。

市営住宅の入居資格収入基準は，表 2-8のとおりです。第 1種住宅は，

30，000円から58，000円の範囲の層を対象としています。住宅公聞が家賃の 4

倍という下限をつけていますから， 20，000円の家賃の住宅は， 80，000円以上

の収入がないと入居できないことになり，公同住宅家賃の上昇は，いわゆる

第 1種市営住宅と公団の格差が拡大しています。市営住宅明設の問題は，用

地取得難のほか，昭和30年， 31年に建設された川原付団地および¥城跡ケ丘

同地の木造住宅67戸の老朽化に ともなう，維持修繕費の上昇であり ます。こ

れは家賃収入が年額26，400円に対し， 200 ， 000~300 ， 000円の修繕費を必要と

し，凶収するには10年かかるという現状で，建て替えなどの対策がせまられ

ています。
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4 医療

( 1) 市内の医療施設の実態

m民の健康を管理する市内の医療施設は，日目和48年 8)J末日現在において

病院 7(病床総数860床)，診療所66(内有床16，病床総数110床)，歯科診療

所34，lJ)j産所 5(内有床 1，病床数41未〉とな っています。

なお，これらの病医院の診療科'-1，病床数，所在地等については，表 2--

21のとおりです。

IIH荊148年 9)J1日現在の日野市の人11は 115，821人なので，病院は人口

16，546人に対し 1施設，診療所は1，755人に対し 1施設，歯科診療所は3，407

人に対し 1焔設とな っており，病床は人1-1135人に対し 1床の割合とな って

います。

また，精神，伝染病床を除く一般病床総数は 673Wで，人口 172人に対し

1床の割合とな っています。

(2) 市内各病院の患者数

市内の病院の入院，外来別患者数について， A:g和45年度から昭和47年度ま

での 3年間をみると， n:g和45年度の入院患者数は3，936人(延患者数286，972

人)，外来267，630人，昭和46年度は入院 3，682人(延患者数286，249人)，外

来241，275人，昭和47年度は入院3，965人(延患者数299，032人)，外来244，245

人となっています。

この病院の患者のすべてが円野市民であ ったとすると，昭和47年度におい

て市民 1人が 1年間に約 2回の診察をうけ，約28人に対し 1人(精神，伝染

病などを除く 一般忠、背は52人に対し 1人〉が入院したことになります。

(3 ) 休日診療

ili民の対話の'1'でiI曜，-，または祭，-，には，病気にならない方がよいなどと

いうことを耳にすることがあります。

これは，骨と異なり現在では，産業，経済の日度成長に対する反省が高ま

り，労働時間の短縮が社会の常識となり医療機関のほとんどが日曜nおよび
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国民の祝祭日は休診となっているのが現状です。

そのため，病気には日曜日も祭日もないのですが，休日に病気をすると診

療をしてくれる病医院が少ないために病気は出来るだけ休日にかからない方

がよいという意味で話されているのです。

このような現状のもとに，本市では休日診療の問題に取りくみ東京都に先

がけて日野医会の協力により救急診療体制を強化するため，昭和45年 4刀5

日から救急指定病院〈市立総合，花輪，石塚病院〉の当直制とあわせて休祭

日には 1日2病医院づ、つ輪番で，内科，小児科を主体とした診療を実施して

います。なお，市では毎月「日野市広報」に救急病院宿日直表と休円診療日

程表を掲載し，市民にお知らせしています。

(4) 乳児および老人医療

本市では赤ちゃんの病気を早くみつけて治療し，そしてすこやかに育つこ

とができるよう， 日野市乳児医療費助成に関する条例を昭和47年12)Jに制定

し，昭和48年 1月 l口から乳児(1才未満〉の保護者に対し乳児の医療費の

一部(国民健安保険および社会保険法の規定による被保険者または被扶養者

が保険診療により支払った医療費の個人負担分，ただし保険組合からの附加

給付額は控除する〉を助成しています。

この制度は日野医会の協力により実施したもので，国や都，イ也市に先がけ

て行われ大変市民から喜ばれています。

つぎに老人医療についてみると，東京都が昭和46年10月より 70才以上(た

だし日常生活に著しい制限を受ける障害者は65才以上〉の老人を対象に医療

費の助成をはじめました。そして昭和48年 1月より国もあらたに70才以上の

老人を対象に助成をはじめ，固と都の二本建で老人医療対策としての医療費

の助成が行なわれています。

また，東京都では，昭和48年 7月 1日から対象年令の引き下げを行ない65

才以上の者で所得制限以下の老人に対し医療費の助成を行なうようになりま

しfこ。
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(5 ) 市立総合病院

市民の健康管理の一端を受持っている市立総合病院は，当時，市内には特

殊病院(精神，結絞病院〉に付随した一般病床が 9床，他に診療所(眼科，

耳鼻咽喉科〉の病床が28床という現状であったことを背景として病床20床の

町立国民健成保険病院として，昭和36年10月25日に開院し，昭和40年度に 3

科〈小児科，皮ふ利，泌尿路科)80床を増設し，昭和41年4月より 100床 8科

となり，昭和43年4月に総合病院の指定をうけ名称を日野市立総合病院と改

めました。また，昭和45年度に42床の増築を行い，現在は診療科 8科 142床

の総合病院で，地域住民の中核病院として医療サービスにつとめています。

つぎに経営状況および診療実績などについてみるとつぎのとおりです。

経営状況

現在，全国的に自治体病院(都道府県立，市町村立，一部事務組合立病院〉

の赤字経営が社会問題となっています。

昭和48年 9刀20日付の某新聞の夕刊に「危篤です自治体病院」というタイ

トノレで自治体病院の赤字経営について大きく取りあげ，昭和46年度決算にお

いて全国の自治体病院 940病院のうち 633病院が赤字決算 (213億円〉であ

ることを報道しています。

当院の経営状態も，診療科5科，病床20床当時はまだ収入，支出の均衡が

保たれていましたが，診療科 8科，病床 100床に増設し，地域の中紘病院と

しての性格をもつようになった昭和40年度ごろから悪化し，その後は毎年赤

字経営となっています。

昭和43年度から昭和47年度までの 5カ年間の経営状況についてみると表 2

-11にしめすとおりです。

収益的収支において，昭和43年度から昭和46年度までは年々赤字額が増加

しています。昭和47年度においては 500万円台の赤字決算となっており，前

年度に比較し大幅に赤字額が減少していますが，これは一般会計からの負担

金が大IIJji;:\によ1~ljJI1したこと，および昭和47年 2 月に診療報酬の改訂が行われ入

院収益が噌加したことによるものです。
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}{2-11 収抗的収支の決算状川 Cqi_f心:千/1]) つぎに一般会l汁からの繰

"1 皮|刊 I~益田 lA諜 121例主午 入金および負担金を控除し

た実質収支についてみる
43 207，109 228‘889 21， 780 13，917 35， 797 

44 253，998 280，013 26，015 25，374 51，389 
と，昭和44年度以降は毎年

45 302，514 332，634 30，120 25，172 55，292 5，000万円以上の赤字とな

46 327，2981 367，7001 40，1201 27，013 68，415 
っています。

47 429，2121 434，5861 5，3741 50， 174 55，548 
入院，外来患者数別およ

び収益について，昭和43年度から昭和147年広までの 5年間についてみると，

点2 12 人/&'6，外来別忠斤数および収益

1 ~I:.)~ 1 入院|外来年度 1111，1;1.1.1 11 11" 1 ! 

|延延延)Jj，('i

人 人 午千-円 円 人 人 T千.r円問q引| 円
43 35，604 97.5， 90，424 2， 5401 90， 937 301. 11 90， 5631 996 

44 35，878 98.31 102，004 2，843 111，363 375，01 113，1091 1，029 

45 36，429 99.81 1日19，325 3，276 118，302 395.0 136，544 1，154 

46 1 38，198 104.4 134，749 3，528 119，316 399.1 143，306 1，201 

47 / 4μ88 山 91 188，568 い59川 637 制 7 163，927 1，394 

表2-13 診療科別入院外来患者数

利|小児:fl1外 科|整形外科

年度 ~I叫者数I41安易|延患糊I，~\宜供患者数14 |識|延患者数|らすゑ
|人|人l 人|人|人|人|人|人

43 /入院 118，8761 51. 61 1，3001 3.61 3，3381 9.11 7，5551 
外来 12幻2，1目69到 7η3.2到1 7，0ω9ω矧9到 2幻3.5引1 6，1日58副 2却0.4引114，8ω90叫 4羽9.3

4イ41~い入院 |川1叩山M山9.4山4必8
外来 1 2別4，8邸6侃倒6剖 8幻3.7引11臼3，13矧3訓 4叫4.3訓1 6，7打72到 22.8副12却0，1口781 67.9 

51一20ぺ 56.1引|ぺ l21l3「881[7ぺ川外来 27，0371 90.41 10，9341 36. 51 6， 8871 23 . ~ 2~29~ 74.5 

J 120「日1|0|0| 4「「 872
外来 29， 1791 97. 61 10， 8671 36.41 8， 4901 28.41 21， 1491 70. 7 

l4Ml…1よ。叫 36J13問 45.5ー 18到L71入院|叶 5 | ]ぺ 411 6「口 1| 1l 
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表 2-12にしめすとおりです。

入院患者は，年々増加の傾向をしめしていますが，外来患者については昭

和46年度が最高で，昭和47年度にはやや減少しています。

入院，外来患者 1日1人当りの収益についてみると，入院は昭和 43年度

(2，540円〉から昭和47年度 (4，459円〉の 5年間で約1.8倍，外来は 996円

から1，394円となり約1.4倍とな っています。

また，診療科ごとの年度別および 1日当りの入院，外来患者数についてみ

ると表2-13にしめすとおり，内科の患者がも っとも多く，ついで整形外科，

外科，産婦人科の)1慎とな っています。

診療圏

市立総合病院において診察をうけた患者の地域についてみると表2-14に

しめすとおり，病院所在地付近である多摩平地区がも っとも多く，入院，外

来とも全体の約30--40;;ちをしめています。

また，市外の患者は入院で約15;;ぢ，外来で約25%をしめています。

( 6 ) 救急医療

産業の発展と社会構造の改革にともない交通事故，労務災害などによる救

皮ふ泌尿器科 産 婦 人 科

延患者数 I患1日者当数り 延患者数 I患1日者当数り 問者数147A延患者数1415lA
9人.7 59人3 1人.6 0人.8 

6，112 10，439 34.6 10，042 33.3 46.5 

刊~i 1.1 

22. 10，869: 36.6 9，819 33.1 19，192 64.6 

2.2 

7，855 26.2 11，18 37.4 38.9 68.4 

0.9 

7，274 24.3 11，612 38.8 11，440 38.3 19，305 64.6 

2.1 

6，688 12，255 41.1 11，666 39.1 13，853 46.5 
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急患者の数は年々増加の傾向をしめしています。

そこで，よく救急医療が問題となりますが，市の救急医療体制についてみ

ると，救急告示病院は 3院(市立総合，花輪，石塚病院〉ありますが，これ

だけではとても救急患者をさばききれないので， 日野医会の協力により救急

告示病院とあわせて 1日2病医院が輪番で休日診療を行い，救急患者にそな

えています。

つぎに，急患に対する心がまえについてのべてみますと，正しい医療は，

医師と患者との正しい人間関係のもとに相互信頼の上にたって行われます。

従って，積極的に主治医を選び，つね日ごろからよく医師と接触しておき

衣.2-14 地JJ!J<.JJIJ忠者の;1，IJ台

I~I ;附147主14J11H-Jl キ
地l時¥入院||外34先来0 入院|外来
多摩平 46，u山.O3， 37/口.uO4/ 28日.u VO 6 

分主 IUT 4.4 2. 1 5.6 1.0 

監 同 7.3 6.2 14.1 13.9 

司L 111 9.7 14.6 7.5 11. 9 

iJ 車 4.0 4.2 3.8 3.0 

14.4 17.4 14. 7 14.9 

{也市町村 13.9 21. 5 16.9 26. 7 

*入院は 4月2011，外来は 4)J20日-2211調

a同入院は 4 月 251~1 ，外来は 4)123日-2511調

特に赤ちゃんや病弱な子供のい

る家庭，老人のいる家庭，成人

病などのほか病気をもっている

人は，それぞれの体質や病状に

ついてよく相談できる医師を選

んでおくことです。そして病状

が急変，悪化したときどうした

らよいかを相談しておくことが

大切です。そうすれば急患のと

きあわてることがないと，思いま

す。なお救急車を利用しないで

すむような病人が休祭日などに発生した場合は， I日野市広報」に掲載され

ている救急病院宿日直表および休祭日診療日程表をみて， どこの病院へ行っ

たら診察してもらえるかを調べ，行く前に先方へ電話で確認してから行くの

がよいと思われます。そうでないとせっかく病医院へ行っても専門医がいな

い場合などは，また他の病医院に行かなければことが足りない場合がありま

す。

。全国各市に先がけて尖施された日野消防署の救忠テレホンセンター

休日や夜中に急患が発生した場合， どこの病医院へ行ったら診察してもら
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えるのかわからない時には，急忠テレホンセンター (81-0119)へ問合せま

すと適当な当番医や協力医院を紹介してもらえます。

念、患テレホンセンターは，救急病院と休日当番医制度をより充実させるた

めに，深夜土曜日の午後などを合め24時間体制の救急診療が必要となったた

めに，急患からの①電話の問介せに対する応答，②救急病院の当直医，担当

科目，受入れ状態、などの回答，③休祭口診療所の所在地，担当科目などの回

答，④土曜H午後の診療可能な病院を回答，⑤深夜の医療機関との連絡，⑥

イ也市医療機関への紹介，⑦その他急忠に対する必要な連絡などを業務として，

日野医会の協力をえて，昭和46年 4)Jに全国ではじめて口野消防署内に設置

され，昭和47年には 719件の利用がありました。また，最近では他市町村の

住民の利用も相当数に達しています。

急患テレホンセンターの昭和48年 1月--6刀までの利用状況を曜日別にみ

ると， 日曜祭日がもっとも多く 434件，ついで土曜日 147件，金曜日71件，

木曜日69件，月，木曜日各63件，火曜日56件の順で合計 903件となっていま

す。また，これを診療科別にみると小児科がもっとも多く 408件 (45.2%)，

ついで外科148件 (16.496)，内科136件(15.1必)，耳鼻IIltjll供科97件(10.796)， 

眼科44件 (4.9;;ぢ)，その他70件 (7.7;;ぢ〉となっています。

つぎに，昭和48年 1月から 6 表2-15 紹介医僚機関の状況

刀までの急患テレホンセンタ一時機闘い1- I救急医卜般医 |ω
I IIIII ，，\~ I jil 療機l}t]I療機関|が紹介した医療機関の状況につ |地域別 ..... 1 I 7}Al)'X<IRJ I 7}，t;P'lGlkJ I 

いてみると表2-15にしめすと | l汁
I 1"1 ~fTli内

おり全体の79%が市内の医療機|他 di 

qa
円

4

1

i

口

O

可

t

唱

i

A
せ

丹

、
U

1

i

司

i

Q

d

Q

O

只
U

つ白

p
h
d

q

d

q

J

 

33 

33 

関 で診療が行われています。(資料11町消防署w供)

このように急患テレホンセンターは，毎日四六時中休みなく活躍されてお

り市民から感謝の手紙や電話がたくさん守せられています。

( 7 ) 予防衛生

かつて乳幼児の死亡率と守年の結以死亡率が異状に高い比率を占めていた

時代もありましたが，今円では生活水準の向上と，衛生思想、のめざましい普
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及とともに，結校予防対策や母子保健対策が強化されるとともに，治療法の

飛躍的進歩，栄養の改善なども積極的にすすめられ，これらの死亡率も急速

に減少してきました。そして現今では，西欧諸国の水準にほぼひとしい長寿

国の仲間入りをすることができるまでになりました。

表2-16 :::i:gg死因別死亡者数

[43年 !44{]三 [45年 1
46年 [47{]:_ 

k~レL、 数 [311 ! 336 [390 1 379 [423 

結 核 8 8 9 10 9 

I，じfE:、 '1"1 新 ~t 物 55 64 78 69 91 

良↑~I: 及不祥 の 新 ~I ~ 物 8 6 6 4 

'1 1 枢ネ11 1 経 系の JrIL~刊t1f1Jj 85 77 72 92 107 

Jし、 !日義 ぴヲ f;ミ 忠 39 48 65 51 53 

l1f，可j 血 疾 9 16 30 10 11 

肺炎， 気 付支炎 15 13 24 17 19 

胃， 腸 炎 8 9 3 5 

賢炎ネ フ ロ ー ゼ 3 5 4 2 2 

抗 : 娠 ， 分 娩 兆梶 2 3 

大 1ハ'f n~ 4 3 7 2 

山生H寺損傷，分。紅L後輩忠、 3 6 2 3 

新生児悶有疾忠，未熟児 3 8 3 14 

老 京 11 15 14 6 15 

気管支ゼ、 ン ソク 5 4 6 6 5 

不 bE σ〉 司王 l吹 11 14 30 26 23 

自 章受 7 7 7 11 14 

そ の 他の全 死 35 33 51 58 43 

死亡する人が高い比率を占めています。

しかしながら反

面難病，奇病など

が医学の進歩とと

もに発見され，公

害病，成人病とい

う名のもとに現代

人の身体をむしば

むようにな ってき

ました。

本市においても

この例にもれず，

最近 5カ年間の死

因をたどってみる

と，表2-16のよ

うに，脳中枢系の

疾患を筆頭にガン

疾患，心臓疾患で

このような疾病の予防は，一次的に個人の努力によって可能な場合もあり

ますが，いったん限病したときには，十分な手当が受けられ，また働くこと

ができなくな った場合には，本人 ・家族の生活が保障されるような対策もよ

り必要なことです。

本市では，成人病対策の一環として，家庭にある婦人層を中心に，早期発

見，早期治療という観点から，心臓病・胃ガン・子宮ガンの検診を実施して
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います。

成人病

①心臓病については， ug和47年より 51年にわたる 5カ年聞の計画で， 市内を

5地区に分けて延2，500名を目標に心電図，血圧，糖尿を主として集団検診

を実施したところ，昭和47年では，検診者277名中68名の異状者を，また昭

和48年では， 520名中98名の異状者がそれぞれ発見されました。

②ガンの中で最も死亡率の高いと云われている胃ガンの早期発見・早期治療

を目的として， 35才以上の家庭にある人を対象に集団検診を実施してきまし

たが，年々受診者が増加し本年
表2-17 門ガン検診

21zzl引引212;;lv
は検診予定数を大きく上回るほ

どに関心が高まってきました。

とくにH宇年では受診者のうち30

1'，をこえる異状者が発見されま

した。

③子宮ガンは胃ガンについで死亡率のifljいものです。この検診は， 30才以上

の婦人を対象として受診希望者の受付を行ったところ，多数の応募者があり

予定数を上回ったため希望者全員の検診をすることができませんでした。
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そこで本年からは昨年の

(1昭和46年より実施，48年は予定数)

伝染病

予防衛生の中で非常に重要視されているのが伝染病の予防対策です。

最近の伝染病は，社会情勢の変化にともないその疾病構造にいちじるしい

変化がみられ，この対策についても発生時防波と平常的防疫とに分けて考え

られるようになっています。とくに平常時防疫を充実することが急務とされ，

とりわけ消化器伝染病対策に重点がおかれています。表2-19にしめすとお
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り近年は，赤痢疾患者の発生

は暫次減少の傾向にあるもの

の，時期的には年間をとわず

発生しているので，保菌者検

索を実施して， ~件在患者・保

菌者を早期に発見することが

必要とされます。

このほか感染症の中で狸紅熱が近年急激に多発するようになりそのほとん

どが幼稚園・保育園などの幼児期から小学校低学年の集団生活の中で発生す
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る傾向があります。

結核

結核の検診が急速に普及して，胸部レントゲン間接撮影とか，ツベノレクリ

ン反応検査が比較的容易にうけられるようになりました。そして未感染者に

は， B・C・Gの接種が，また忠者には同期的な新薬が1)日発されて結核によ

る死亡者は激減したことが統計上明らかになっています。しかし結肢は今な

お，撲滅されたわけではありません。これは70人に 1人が結核患者であった

り， 3人に 2人は円分が結核であるととに気づかないといったことをみても

うかがえます。

表2- 20 市l核検診状況(一般日:L(;)
このようなことから，検

14314一 I45 I 46 I 47 I診を受ける機会の少ない人43 I44 I 45 I 46 I 47 I 

-' -n .nl 1 .nni 1 n̂nl 1 n~~ i 1 1 Ĵ達を対象とした検診がより
ツベノレクリン抜種 84311，4831 1，0321 1，2751 1，1061 

BCG 接利 1 4701 7001 4351 5451 6601 容易に行われるよう，そし

II¥J 接 撮 影 11，4901 9叫 8明 8901 鉛 71 て桝在的限病者の発見・治
|立故似影 201 441 391 461 561 

具状発見者 101 161 241 161 371 療が今後もなお地道にすす

められることが必要です。

木市の結抄検診の状況は表2-20のとおりです。

予防接種

予防接種法によって一定年令期に接種が義務づけられているものは，山そ
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ジフテリヤ，百日咳，急性灰白髄炎(小児麻庫〉の 4種類で，任意の接フ，

日本附炎などがあり，臨時接種として，腸ノぞラインフノレエンザ，種として，

ベストなどがあります。コレラ，チフス，発しんチフス，

地区いづれも区市町村-長となっていますが，接種の面では，実施主体は，

医師会の協力によって行っています。

蚊 ・ノ、ェ ・ゴキブリ ・ネまた間接的な予防措置として伝染病を媒介する，

このために本ズミといった昆虫 ・そ族の駆除は必要で欠かせないものです。

市では，駆除のための薬物配布と白主的防除を折導しています。

(昭和48iF8 )J末11現在)~I 野市内の医療機関-5:X J{ポ2-21

f~'G 病

利 口 |病床数

人
れ
品
川住h

y
 

療

一
肱
科

-
同円線

診

'

射

利

内

欣

内

けす番手
門屯t山在所税Lfl 

44 82-0563 多摩平3-11-2院病塚:{I 

184 91-4181 南平10891111心堂南平病 院

38 内科2761 81 37-10 ;監;山3l涜病第 二 方p，

58 l札小児，円!場，f:l81-0434 40-3 畳1113|涜病111 

277 判事1'，神経科

1)'，] ，外，円!協，整形外，
何環掛， 1文防， p宮川・人，
小児，ひ尿山， J;J.g学診
療， 方ム身J糾平1・

82-3053 24-3 四千・1111f¥内?u ?
-uw 

生dじ

50 

142 
内，外，小児，整形外，
jI(j_婦人， 11民，耳J571，皮
j丹，泌尿器科

82-0061 

81-2677 

11 ffif2， 537 

多摩平6-1--1 

|涜

n野市立総合病院

輸-:/t 

0T 療
山
ニV/;"
n五'

F| 円 !病床数療
=̂  ::"/}" 

ロク'|屯話番号|I也在所手~J~dYI 

皮!汚科82-3069 11盟}4， 336--9 5[;;1-)白f皮生朝

17 内，外，強形外)J!.照不|81-0548 多摩"乙1-8-3あ づ ま 外科 医院

IlR:fl 3250 81 畳間3-40-14、、
イ
ポ
什
IIlli! 里子天

1)'，] ，小児， IlU科2840 91 II，'jlll番39 2 

1可市阿地
医~fiセ ンタ ー内

|涜12f 且|山

ω

5 p'C_-婦人，外:FI6134 91 
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名 称|所在地|電話番号|診療科円|病床数

牛 j己 医 院 |平iJJ6-5-13 I 91-2001 I 1札小児，外科

仰 木 医 院 |多摩平6-32-14I 81-0477 I内，小児科

江 洲 医 院 |多摩平6-36-1I 81-0475 I内，外，皮膚科 I 9 

小 県産婦人科 |平山6 22 1 I 91-4621 I産婦人科 3 

落川診療所|子制11345

オリエント|時計診療所|口!Jly347

91-5216 I内，小児rl

81-1511 I 1札外科

折 橋産婦人科 |豊佃 1，485 I 81-0476 I産婦人，外，fl I 8 

lRlb 耳以因聯|クリ |多J~'f- 1 --3-5 I 81-2361 I IIhL耳川駅l

1'，藤幣形外 科 IHi平1，340 91 6397 

く ちら幣形外 利， I 11野台5-19-21 83 6515 

小悦医院 |多摩平6-35-10I 81-2204 

小林医院| 豊1114 34-4 I 81-0433 

小i珂六 11日!fT):J，}診療所 |さくらIlfr1 I 83 1521 

小松医院|多摩平4 9 1 I 81 0474 

佐々木医院|豊田4-31-5 1 81-6344 

#'t交島診療所 l日野5，504

塩 谷

τfで 口1
JQj、件4

柴山

医 院|日野1，085

医 院|程久保344

医 院|南平1，313

81-0362 

81-0158 

91-6186 

81-2404 

整形外，外， 11[[学診療 111 
fl 
整形外，外，胃腸， ).点 1 13 
射線，王19学診療:fl
内，小児，消化器，術
環持利

内，小児，外科

1)'.1 ， 外， )!x身仰~fl

内， !]、YG，川助，此射
線科

小児科

内，小児，外，皮，婦
人科

内，小児，外，皮，胃
腸科

内，小児，胃腸科 7 

内，小児，外科

耳鼻咽喉科篠原医院|南平1，564-54 I 91-4156 I耳鼻咽喉科・

白木産婦人科 |多摩平6-28-3I 82-0459 I内，小児，外，産婦人科 3

菅 野 医 院 |多摩平3 2-1 I 81 3627 I内，小児科

高 11膚 医 院|高幡701 I 91-5578 I内，小児，放射線科

高 l陥 H良 科|高幡25 I 91ー 0166I眼科

高 l幡 診療所 |程久保650 I 91-6186 I内，小児，放射線利

日 JIll 医 院|日野2，808 I 81-5230 I産婦人，外科 I 5 

高山産制人科医院 |束平山2-26-16I 83-8783 I婦人科 8 
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名 称|所在地|電話番け| 診 披門 11 I州j

川沢内利 l峨科医 院 1醸215ター内

III 111 眼 5fl医院 !多摩平4-1-4

多 摩平医院 |多摩平6-25-9

多限、1':111 火診療所 |多摩平1-3-5

帝人川先 診 療所 |旭が正4-3-2

111， 11 医院 |新:mrI-7-2

.，'j: 川医|応部)111，135-3

点以りIi前気(株)11肝胞が丘311
1'.以医務五

JR );C光の家診療所 !加が丘1-17-17

点氾学|占1?1~lj等部術生や |
Jlll宅 ¥百1;'I.460
京電学岡大学部衛生件 |
川室 IJ I百草460

111 ，'::j 診療所高l幡5

商品医院 |栄町1-3-9

出f 沢 医 院 |多摩平6-42-1

野田医院 |豊田3-27-8

土方医院 |石田119

91-6133 I内，胃腸科

81-4577 I眼科

83-8733 I耳山11肉l朕，気代;食道-fl・

81-0455 内，小児，外科

81-4321 内，外科

81一附 |内，小川:1

91-2852 I札皮府，ひ)A({;_:I・

83 1111 1内，外科

81-2340 I内，外科

81-7451 J札外，皮府，耳山1.111材
l侯，歯科-

91-3111 I内科

91-6566 

81-2525 

81-2402 

81-0435 

81-0040 

眼科

内，小児科

内，小児，外， 1支府，
ひ尿科

内，外，皮膚科

内，小児，外，産婦人科

H 野 医 院 |日野2，513 I 81-0309 I内，小児，外rl

11野 fl動 車診療 所 I11野台3-1-1 I 81-3111 I I仏 外科

FI 野台診療所 I11野台4-26-16I 81-6175 I内，小児，外， 1呼吸器科

íl 野台共立診療所 | 口 ~t台4-23-12 I 81-0341 I内，小児，外不|

栢 |同 医 院 |南平1，071 I 81-8281 I内，小児科

1 

4 

日Ij 品 医 院 |平山4-1-19 I 91-1013 I内，小児科 3 

'lt;土屯機京);(])J，l診療
所

富士IUj"1 

品1¥ 111 珍味 }JfI '多摩平6-5 1 

松 illi 医 院 I 11野民間

松森 内 科 多摩平3-4-3

本 11小児科 医 院 |多摩平4-1 5 

83-6111 I I九小川，外， 11比ユ[
~:，~U問H供fl

I)サ，小児， タト， )支j荷，
81-3035 I性病，産， レン トゲ ン

1 f:1 
81-0463 I内科

81-1230 I内，小児，外，J支府宇|・

81 0573 1 /トリcfト
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ギl 科: |所 泊i 地 |電話番号| 2ロ0五ト' 庶、 手1. |司 |病床数

みやも と小児科医院 百医朝療、]'1地
センター内

91-1312 

もぐさ岡三沢台診療所 三沢1，309-38 92-0466 人内科， 小児， 外， 産，Y'rIt 6 

望)J小児科医院 多摩平6-31-4 81-0504 内，小児科

森久保 医 院 高|陪328 91-2222 内， ノト児， 外科

/¥ 木 医 |涜 多摩平3-3-13 81-0371 内，小児科

雪|lU|τ1|fj乳1:業場位診療以所保険組作 口illF53 81-3081 内，小児科

話主 辺 医 |涜多摩平3-19-7 81-1324 内， 整形外科

歯科診療所

名 称|所 在 地 |電話番号| 診 療科 1-1 I病床数

チ|二 11'， 1者 ヂ|医院 豊旧3-42-11 82-2360 

Irti] 111 歯科医院 多摩平3-14-9 81-2465 

桁方歯科医院 高I幡18 91-0121 

Wd山歯科診療所 日出子5，524 81 0377 

円 ミl~ 歯科 診 療所 百2草iL l~守8lJ山
-1-202 

91-4159 

小作歯科医 院 南平1，605-34 91-2115 

斎野歯科医院 日里子1，119 81-0166 

さ くらば1宮科医 院 多摩平3-4-10 81-0648 

須旧歯科医院 豊田3-39-22 81-0447 

染谷歯科医院 豊田4-35 81 8327 

高木歯科医院 日野2，697 81-0066 

日橋歯科医院 新1IIT1-1-10 81-8421 

旧中歯科医院 多摩平1-2-9 81-2424 

多摩平歯科医院 多摩平4-10-1 82-0310 

土屋歯科医院 口里子5，537 82-1720 

歯科沼 III医院 栄町1-6-13 81-0563 

根 ITI 歯 科 医院 多摩平1-4 2 81-0505 

長 特川 歯科 医院 多摩平3-11-3 81-0303 
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1'， 称|所在地|電話番号|診療科 円 |病床数

11 野歯科医院 I 11野2，562 82-1374 

ひ の歯科 診政所 |東平JlI2-16-23I 81-6191 

11野台歯科診療所|多摩平5-7-4 1 81-0345 

平山歯科診療所|平1112-20-1

藤木歯科医院 I11野3，295

白iT 沢歯科医院|三沢930-3

歯科松井医院|多摩平4-1-16

松山歯科医院!日111番95

一 輪歯科医院|部)11338

森旧歯科医院 | 協 臨 お

森田歯科医院|多摩平6 3-20 

91-2269 

81-3573 

91-4825 

81-1496 

91-3838 

91-0704 

91-0145 

81 3460 

山 11 歯科|世田3-42-5 1 81-0438 

山名歯利医院|多摩平6-22-2I 81-0570 

111 木歯科医院|多摩平6-26-1I 81-1500 

山本歯科医院|南平800 I 91-3731 

和光立歯科医院|多摩平6-40-21 81-1758 

助産所

1'， 称 右5 j也 l電話番号|

HI 木 助産院 日l幡351 91-6582 

当5 I山 助産所 豊田4-29-1 81-1234 

同 橋 助 産 所 栄町1-18-8 81-0695 

谷 11時 助 産 所 豊田4-30-8 81-0437 

付t 1~1 助産所 11 日lf2，771 81-7054 
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5 国民年金・健康保険

( 1 )年金

“すべての IJ~I民に年金を"をスローガンにして， 1 Ei民年金は，昭和34年 4

)Jに制定され，今日に至っていますが，発足当初は支給される年金額と，物

仙iに対する不安感tt.ど， fIjリj立の不11mも豆な って， 11'-1民全体の理解と，協力を

得ることが困難な尖情でありました。

しかし，その後数川の改正があり，特に本年は Li.)j川年金と称して， 1世論

の而まりもあり，厚生年金とともに，わが1klの二大年金として，ようやく先

進諸Iklに追いつくかたちとなりました。

本iljの年金)JII人主は，昭和36年当時， 3，990人で総人Uの8.8%でありまし

たが，最近では表2・ 22のように，任怠加入者の上回加がめだっております。

これは，例えば、サラリーマンの家庭などで，主婦が主人の年金とは別に， 自

分の年金として老後の安定を考え，この制度に対する理解が深まってきたの

ではないかと思われます。

}{2-22 I長|民年金加入者数

イ1:. 山J 1Q /.1: J1J1 /.1: J1C;: f.l: I J1t:: /.:r: 
l種 jl「¥¥¥|43qt|44 年 I45 年 |46 年 I47 年

強1IlIJ 1J11人 5，920人
任，む力11 人 2，960

1 fi ~I' I 8，880 
人 11 比 10，5も

8，313人
5，374 
13，687 

12.1 <?o 

r 1;1民年金制度は，拠山tlJlj(積立〉が本来のたてまえですが，年令その他の

事情により，積立期間をみたすことができない人々のために，他の公的年金

との通算制J立とか， 10年々 金， 5年々金を設ける他，印紙検認の手聞を符く

ため，納付:jf:~ による制度もあり，また納入困難な人たちには，免除の道もあ

ります。

年金の積立金は，同が運用していますが，特別融資を受けて福祉事業をす

ることができ，本市では市立病院，福祉センター，保育園などを建設してい
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点2-23 拠山による受給背(年度末現在)

年度I43 年 I44 年|積 別 -:lV ~1 ~ -x-x ........r 

老令年金

附干昨年金

通算老令

1;): 了ー年 金

準 1;):子年金

遺児年金

諒; Þ'!J~. (.1三金

死亡 一 時余

O人

p
o
n
u

ワ臼

n
U
F
D

ハU
1
i

q
L

つ臼

0人

5

0

1

0

5

0

2

 

2

1

 

0人

45 年 146 年

78人

7 

0 

20 

n

U

8且
τ
n
u
n
h
v

司
l
ム

9

1

8

0

4

1

1

 

q

b

q

J

 

47 年

170人

11 

4 

36 

0 

3 

3 

20 

長2 24 無拠山によ る叉・給者ー(福祉年金)

年度 I43 1ド |44 年 I45 1']二 |46 年 I47主
老令年金 I1，002人 I1，014人|い54人 I1，413人 I1，623人

11読者作金 198 193 176 181 232 

1;):子年金 7 6 5 5 2 

ます。年金受給者は，表 2-23のとおりです。 表2-25(.ドliDJIJ老令栢

福祉年金は，本人の所得，扶養義務者の所得など 祉年金対象者

による制限があり，年々その制限が緩和され，支給

金額も明力11しています。

老令福祉年金の対象者をみると，表2-25のとお

りとな っており， 1昭和47年度は63~ちが受給をうけ，

43年 1，666人

44 1，884 

45 2，121 

46 2，311 

47 2，577 

他は受給資格が無い方とな っています。

(2 ) 国民健康保険
点2 26 

|主|民健康保険は，会社，工場，事業
年 度 1長I??袋 |総人|市l比

Jfrなどに勤務し ないで，決業，商業な
43 15，112人 17.9も

どの 1'1常業の人たらを，対象としてい 44 15，983 17.5 

る弘khJ~保|倹で，被保険者の数は，人1-1 J円
45 17，630 17.4 

46 19，493 18.1 

)JIIに比例して，年々明)JIIの傾向を示し 47 20，875 18.5 

ています。

11'-1民健康保険は，サラリーマンと異なり，刀給から保険料を納めるという
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ことはありません。保険税は，前年の所得，世帯，構成人員などの割合で賦

課しています。この保険税と，国や都の補助金，木市の持ち出し分とによっ

て，国民健康保険特別会計は成り立っており，これを被保険者一人当りにし

てみると，平均金額は，表2-27のようになります。

表によっても明らかです 表2-27

が，昭和44年， 45年度は，

多額な市の一般財源によっ

て負担されております。昭

和46年度は，税額の改訂に

より，税の限度額を 8万円

とし，やや安定のきざしを

M
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J
 

平
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凶
口
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ま
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額

方

ま
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ら
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必

の
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療

も

方

療

増
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し
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の

卯

こ

し

医
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一

医
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在
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せ
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種

'

。

と

'

に

'

額

担

の

ゆ

み

各

が

す

業

ら

れ

り

高

負

政

を

年 度 I 納保険め税た I 国の補及助び金部 I Tliの負担分

43 3， 786円 6，685円 471円

44 4，040 7，628 1，515 

45 4，505 8，917 1，445 

46 6，275 9，465 934 

47 7， 155 11，567 271 

表2 28 

1 .\'cr>-Ô;/}..<ll!， ll'-~Y， 1 1件、'iり 1 1人叶り
年皮 |受診総件数| の医療12| の医療貨

q

O

A

せ

に

1
U
F
O

司

t

必
せ

A
せ

A
斗

A

A

性

8
生

72，393 

78，341 

87，918 

96，872 

110，752 

2，966円 14，210円

3，365 

3， 756 

4，085 

4，634 

16，495 

18，729 

20，299 

24，588 

表2 29 

年度|助産政|育児下山金|葬祭賀

43 318件 289ftl二 95{11二

44 347 345 109 

45 375 374 107 

46 457 456 134 

47 453 449 118 

の医療費をみると，1.6--1.7倍 (5年前に比し〉

と増加しています。

この他に，国民健康保険給付としては，助産費 1万円，育児手当 2千円，

葬祭費5千円があり，年度別支給件数は，表2-29のとおりです。
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6 ごみ

( 1) 処理

ごみ処理作業は四つの作業から成り立っており，収集，輸送，処理，処分

のうち，市民の手から収集され輸送されてきたごみは処理し，処分しなけれ

ばなりません。処理処分の方法は，今でこそ衛生工学の発達により焼却，圧

縮，破砕，そして埋没と色々な方法がありますが，昭和28年当TIiがごみの収

集作業を始めたH寺代はそうした設備もなく， J:t[I立てという不衛生処分による

以外にありませんでした。しかし，昭和29年 4月滑掃法が新たに公布され，

法律的にも清掃の事業が市町村に強く義務づけられることになりました。こ

れに対し昭和33年4月本TI1でも清掃条例が制定され，同時に法律に定める特

別清掃地域の指定を受けました。こうして、清掃に対する考えはますますきび

しいものとなってきた l-tで，ごみ処理がいつまでも迎立などによる不衛生処

分であってはならないとして昭和 33年から 34年にかけて現在の衛生処理場

に， し尿処理施設と合わせて焼却日量7.5トンの焼却施設が約300万円をか

けて作られました。これが本市におけるごみ焼却施設のはじまりです。

この焼却炉は，固定炉とかパッチ炉と言われて手作業によりごみを投入す

る焼却方法で，その構造はきわめて筒巾なものでした。またし尿処理施設に

併設して作らていますので， し尿の中に含まれている不純物を焼却すること

もできました。当時のごみ質は生ごみが対象となっていましたので，色々と

苦労がありましたが， しだいに増えて行くごみの量に備えて36年には，更に

7.5 トンの同じ規模の焼却炉が約 400万円をかけて作られました。合計で 1

日15トンのごみを焼却処理する事ができるようになりました。それから41年

に至る 5年間，ふえ続ける焼却量と高温の為に焼却炉も故障が続き，更に埋

立処分の増加は総収集量の半分にも達しましたので，この不衛生処分の解決

の為に更に焼却口盈30トンの焼却炉が3，570万円の費用をかけて敷地内に建

設されました。しかし激しい人口の明加は，当然ごみ盆の増加につながるも

のであり， 43年にはその総収集量は 1日55トンとなり， うち31トンが焼却処
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理されました。この頃の増加の傾向とご、み質の多段化は焼却施設の整備計画

に大きな影響を与えるようになってきました。匡|においても清掃施設の整備

計画として 5年毎の計画を立てていますが，それが実情になかなか合わせら

れないのは残念な事です。何よりも重要なことは財政的に苦しい中で，多額

の費用をかけて施設を作らなければならないことです。この中で将来の推移

と現在の能力を脅え合わせて計画されたのが，昭和144年，..._，I府軍1145年を第 1~~J 

とする連続燃焼式焼却炉，別名を機械炉と 11手ば‘れている焼却炉の建設計四で

あリました。この焼却炉の規模能力は 1口24時間で 120トンのごみを焼却で

きる能力があります。この機械炉の特長は何よりもまず作業職員が直接ごみ

に手を触れることなく作業をすることが山来るということにあります。従来

の同定炉では何らかの形でごみに手を触れなければ、ならない状態にあり，ま

た焼却炉内に空気を入れて燃焼を良くする為，掻きならし棒と言われる鉄製

の道具を使ってごみをかきまわした重労働を余儀なくされてきました。この

意味ではより衛生的で、労力も軽減されてきております。

しかしその反面，機械炉のも っとも大事な+操作運転，推持管理に高度な技

術能力が求められるのです。機械炉はその名が示す機に連続燃焼させるのが

本来のあり方で， 1日も休むことなく 24時間運転を続けるのが理想的です。

なぜなら焼却炉内部のレンガであるとか金属部分のロストルが熱を加えたり

さましたりすることが非常に悪影響を及ぼす原因になるからです。一度火を

つけたら消すことなく続けて燃焼させていれば一定の温度を維持することが

出来ます。焼却炉の寿命を縮めるのは，ほかにも要因がありますが，この温

度の変化が最大の原因であるといわれています。また，通常の維持管理運転

にも多額の経費が必要となります。運転するためには電力がもとになり，燃

えにくいごみの時には助燃料としてよE~J3 が使用され，そのほか，ごみ量や作

業員の勤務形態が問題となり， 24時間運転をするには色々と難しい問題があ

ります。このような条件と，色々な問題のうえにたってその計画が立てられ，

更に第 2期工事として同規模の焼却炉の建設計画も作られたわけです。総工

費19，800万円，約 2億円の費用をかけて昭和45年3月第 1期工事が竣工しま
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した。この焼却炉は，第2期工事の関連も考えてあらかじめ主要な箇所は 2

炉分の規模のものとして作られました。ごみを貯留して置くごみピットと言

われる塵芥壕，そして公害防止装置である電気集塵器，煙の引き出し口であ

る煙突，これらは将来 2つの焼却炉とな っても使用出来る様に完成されてい

ます。この焼却炉の完成に追いつく様に， 43年に焼却していたごみの量が31

トンであ ったのが， 2年後には倍の約60トンの焼却量とな っています。ごみ

の焼却処理処分と焼却施設の整備は，まるで追い駆けご っこでもしている様

に， 46年には第 2期工事に着工しました。この時には粗大ごみの処理に対応

できる様に，破砕設備として切断機を設置しました。焼却炉の規模能力は前

回と|可じく 24時間で 120トンの焼却能力を持っています。これも 2カ年の継

続事業によ って47年 8凡， 20，450万円の工!t!f:をつかって完成しました。この

ように 2炉 1対の施設として完成しましたが，能力的には最高 240トン，約

20万人分の焼却処理が可能となりました。種々の経過をたどり現在の施設が

整備されましたが，現代社会が急速な進歩を続ける一方で，その生活様式の

変化にともない排山されるごみの質も大きく変化し，複雑にな ってきていま

す。このごみの変化の中で，いま特に問題とな っているのは，石油化学が生

んだプラスチック系廃棄物の処理問題です。プラスチックは絶対に焼却不可

能なものではありません。専用の高温焼却炉であれば焼却も可能なのです。

しかし通常の機械炉では炉を損傷させるばかりでなく，公害のもとになる有

毒ガスなどが発生し，大気汚染もひき起します。現在木市におけるごみの処

理量は毎日100トンを越えていますが，そのうち可燃性のごみは約80トンで，

その中にプラスチック系のごみが10%前後含まれています。これは全国平均

と同じ数値ですが， この10%がくせ者で，機械炉はその性質からいって毎年

1回多額の費用をかけて点検補修が行われますが，その時に見られる状態が

明らかに高温，有毒ガスによると見られるものが多数発見されます。これが

10%前後のプラスチック系ごみによるものだとは信じられないようなことで

すが，事実なのです。日常生活にと ってのプラスチックはありとあらゆる所

に日用品，住宅機材として使用されていますが，それが一度ごみとして排出
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されると，その始末，処理には大変な労力と， 11寺間と，経費がかかることが

わかると思います。

焼却処理は終ってもごみ処理作業の全体の仕事が終ったわけではありませ

ん。まだ後に残された焼却灰の処分が残っているのです。昔ならば，燃えか

す，残りかすなどと言われて問題になるような性質のものではありませんが，

どこにでも埋立処分出来る様な場所がありました。しかし，今ではその燃え

かすさえj旦立山来るような場所がなかなかありません。埋立処分をしなけれ

ばならないのは，この灰だけはなく，先に述べましたように不燃性のごみが

あります。そしてプラスチック系廃棄物も，今の処では埋立処分より他に処

分の方法がないです。また量的にいっても不燃性のごみが約20トン，更に焼

却量の15~ぢ--20%近い焼却灰 12---3 トンが出るため，合せれば約30 トン以上

の埋立処分量があるのです。最少限度毎日これだけの残灰とごみが蓄積され

てゆくのです。本市ではこれを一時的に処理場用地の一部に保管する形でま

とめ，年に 1回東京都知事に許可された正式の埋立地に搬出して急場をしの

いでいる状態にあります。これに要する費用も，毎年のように上昇し48年度

だけでも 1千万円前後かかりそうです。しかもこの埋立地も無制限ではあり

ません。この数年のうちには一杯になってしまうでしょう。もうこの多摩の

どこにもごみの埋立地などは無いといっても過言ではありません。

東京23区にごみ戦争が宣言されて以来，本市も含めて多摩全域にも及んで

きているのです。

7台
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(2) 収集

消掃事業は， di氏の日常生活に最も密者した行政サーピ、スのーっとして，

地方自治法第二条第三羽に市町村・の義務として明示されています。そして，

この事業がより効率的に正確に実胞されるように昭和29年 4月，清掃法が公

布されました。その後，昭和45年12刀に至り全面改正が行われ「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」として，新たに公布されました。この法律が，iIT

|町村清掃事業の恨拠法令となるものであります。

本111で、も， この法千lt改正に基づき，昭和147年 3)JI日野di燐棄物の処理及

び清婦に関する条例」が公布されました。これらの法律，条例の中で今まで

ごみ・し尿などを， liI.に汚物とし 1う包活的概念で11予ば、れていたのが，改めて，

ごみ，本Il人ーごみ，汚でい， し尿などとこまく分類I~J記されました。これらを

総称して廃棄物と 11子び， 11常生活に{'I旬、排/1¥される廃棄物を一般廃棄物と H予

びます。このほかに， ものの製造，生産にともな って排山される廃来士物を産

業廃棄物と 11予びます。法律は，このように出来物を排出する者の責任を明確

にするとともに， dilsr村の行う清掃'jI:業に協力するように義務づけておりま

す。

本市の，ごみ収集作業は， I昭和28年 5刀から荷車， リヤカーにより開始さ

れ現在の収集方法に発達するまで，さまざまな経過をたどってきました。ご

みは，ただ収集しただけでは処理されたことにはなりません。そのごみが焼

却されて灰となり，円然に還元されるまでの作業が加へられなければ、，完全

に処理されたとはいえません。ご、み処理作業は四つの作業に分けられます。

収集，輸送，処理，処分， とどの一つをと ってみても大事な作業ばかりです

が，とりわけrli民にと って，かかわりの深い作業は収集作業です。

ごみの区分けは，混合ごみ，危険物，和大ごみの三とおりに分けられ，混

合ごみは可燃性の焼却可能の廃棄物として，生ごみ類，紙くづ類などを可燃

ごみと呼び，一方焼却不適な危険物などこれは，ガラス，せと物，空かん，

空びん等焼却不可能な廃棄物として，不燃ごみと呼んでいます。|打が扱って

いるのはガラス，せと物，空かんなどを対象としています。粗大ごみは家財，
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家具などで冷蔵)I!(・テレビ ・洗濯機 ・タンス ・ベット ・応接セ ットなど比較

的大型の廃棄物をさします。

ごみを山すときに可燃ごみはポリ容探(一部の地区にはダストボックス〉

へ，不燃ごみはダストボ ックスへ，粗大ごみは指定場所へそれぞれ出すよう

に協力をして頂いています。これを分以l収集といいますが，まだまだ問題が

あります。最近，特に増えてきているプラスチック系の廃棄物とその処理問

題があります。 I=!然から作られた物は，自然に戻されるのが一番良い方法で

あり，多くの廃棄物処理はそのような形をと っています。可燃ごみは焼却炉

に投入されて灰となり，不燃ごみは埋めたてられて大地の円然に還元されて

ゆきます。 しかし，プラスチック系廃棄物だけは間取にゆきません。焼却炉

で燃焼すると向い温度になり，有毒ガスがIJ 1，て焼却炉を傷めるばかりか，公

需の発生源にな ってしまいます。とのためプラスチック系廃棄物については

とりあえず不燃物界器のダストボックスへ投入してもら っています。公需は

そればかりではありません。生ごみの水切りがよくないと，集められたごみ

から多量の汚水が流れ1L'rし，収集車からあふれて道路を汚します。そして，

焼却炉へ入れても良く燃えません。このように，分別収集をしたり， 7k-切り

のお願いをしたりするのは，収集作業ばかりではなく，廃棄物処理作業全体

の問題として提起されているからです。

現在のポリ容部による収集がそれまでの木製のいわゆるごみ箱から手作業

によ ってかき集められていた方法から，切り替えられたのはIlR和39年からで

す。それも一部のモデソレ地区による生ごみだけの収集でした。そして昭和41

年になりそれまで建設が進められていた 1日30tの処理能力をもっ焼却炉が

完成しました。これにともない翌42年になり現在のような形の生ごみと紙く

ずなどもまぜて混合ごみとして本市の直営の収集車と，委託業者の収集車が

それぞれの地区分担により決められた円に決められた場所へ収集にゆく，ス

テー ション方式として本格的に収集が13似合されたのです。この方法を実施す

るために， -m内各円治会の役員さんに集ま って頂き，実際の収集について，

具体的なこまかい事柄を色々と討議したり，質疑応答をくり返して，m民と
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市の協力のもとに発足しました。この方法は，電車が一定のレーノレの上を走

り， !駅釘:に停車してゆくように，あらかじめ決められた場所へ 2--3軒の共

同で使用する 45l入りのポリパケツを設置して，これを週 3回 1日おきに

月・水・金および火・木・土の予定日にそれぞれのコースを巡回して収集し

ます。

ここで問題になるのは，ポリ容器の設置場所です。美観上，環境衛生上，

あるいは道路交通上などの問題と，ポリ容器の清掃上の問題です。

どこの家庭でも，ごみ容器が門前に白かれることは嫌がります。ポリ容器

がいくらきれいでも，よく掃除がゆきとどいていても，それがごみの容器で

あるということになると果して美観上良いといえるかどうか。また，衛生上

も掃除がゆきとどかず，ひび割れなどしてそこから汚水が流れ山すなど。設

置場所に適当な用地がなく，道路上に設置されれば，通行上問題があります。

そして，容器の掃除は収集が終った後で、行われていますが，夫婦共稼ぎの留

守家庭などでは思うように掃除ができません。掃除をするために，わざわざ

勤務を休まなくてはならないような状態になります。これらの問題を，他の

収集方法と比較して存えてみる必要があります。たとえば、容器を紙袋にかえ

た場合設置場所の問題はどうでしょうか。美観上はポリ容器よりもすぐれて

いるでしょうか。環尻，衛生上から見た場合紙袋が定められ，規定の袋が使

われていれば犬，制iなどにくい荒され散らかされることもないのです。そし

て，このような袋は!1!l:用がかかります。費用をかけて焼却処理するのです。

界器の掃除という手間ははぶけますがしかし，道路上に山となる恐れはない

でしょうか。それではダストボックスにした場合はどうでしょうか。ボック

スの大きさは金属性でが01m四方あり，重量は 80kgあります。これだけの

大きさのものを置くとなると，それだけで色々な問題が出てきます。さらに

このボックスを収集する白動車はクレーン装置を取りつけてあり，ボックス

を持ち上げて工11に積み込みます。そのため1'1動車の巾だけではクレーンが操

作できません。かなりの余裕がないと困難になり，道路がひろくなくてはな

りません。市内には残念ながらこのクレーン車が自由に通行できる道路が完
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備しているとはいえません。可燃ごみ全部をダストボックスによるクレーン

収集方式に改めることがIL¥来ないのはこのためともいえます。不燃物のよう

に量的に少なければ市民の協力によ って解決できるかも知れませんが，難し

い問題です。

不燃物の収集が危険物としてコンクリート製のごみ箱による手作業収集で

委託によりはじめられたのは昭和40年からです。収集車はダンプ型のトラッ

クでしたがトラックへ積み込むために作業は大変手間がかかり，また，他の

ごみ収集のはじめと同じように非衛生的な収集方法で、した。これが現在のダ

ストボックス方式に切り替えられたのは，昭和45年になってからです。 30世

帯に 1個の割で設置され週 1回収集によりステーション方式で利用されてい

ますが，この方法も多くの市民の着想と協力のもとに討議が重ねられてスタ

ートしたものでした。

不燃物は危険物という別の呼び名でいわれていますが，この危険物という

呼び名は他の爆発物とか劇薬，有害物などと混同され易く，問題があるので

検討する必要があります。

粗大ごみは以前特殊ごみとして美化運動の中で処理されていましたが， Ilfl 

和46年から，粗大ごみ収集として週 1回作業がはじめられました。この作業

でも大きな問題点があります。その一つは集積場所の選定です。粗大ごみと

いう大型廃棄物のため用地の確保が難しく一部地区でご迷惑をかけていると

ころがあります。粗大ごみ収集は容器収集と違い定められた場所へ直接ごみ

が山されるため， ともすればごみがさんらんして見苦しくなりがちでありま

た衛生的にも良くありません。ごみがさんらんしていますと収集のさいに能

率的な作業も不可能ですし，可燃性のごみと，不燃性のごみとに区分するこ

とも容易ではありません。粗大ごみのうち可燃性のごみについては焼却され

る前に破砕機と呼ばれる切断機にかけられ，焼却しやすいように切断されて

処理されるので，この時に不燃性のごみがはいっていると切断機を故障させ

る原因となります。
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7 し尿

( 1 )収集

人間の生活にともない排他されるし尿の処理はごみ処理と並んで重要な課

題であり，その処理が適切に行なわれるか否かは市民の生活環境の良否を支

配するものということが山来ます。

し尿処理の方法は大別して公共下水道に直結した水洗便所を通じて下水処

理場で、他の汚水，排水と共に処理する方法， し尿浄化槽の設置によって生物

化学的に処理する方法，そして汲取り便所から一旦汲取り所定の施設で処理

する方法の 3つに分けることがn¥来ます。これらのうちし尿処理の方法とし

て最も理忽的とされているのはいうまでもなく，公共下水道直結の水洗便所

方式です。しかしながら木diにおける公共下水道は，多摩平地|孟に|浪られ全

体としては10数パーセントにすぎず，東京231;{の約50パーセント，欧米主要都

d1の100ノミ一セント近い普及率と批べるとこのたち遅れは今後の重要課題と

して残されております。木mにおけるし尿処理の現況はその約4096が公共下

水道直結の水洗便所とし尿浄化槽方式によって処理され，残りの約60%は汲

取り便所により処理されています。このし尿の汲取り作業を市の清掃事業と

して開始したのは昭和31年 4月からでこれは市の許可を受けた汲取り業者に

よって実施されました。本市で、は業務全般について当時の日野町農業協同組

合に委託し，汲取り業者によって昭和37年まで続けられましたが，この間接

的な委託形態を了|了と業者による直接の委託業務に改め現在に至っています。

この汲取り対象戸数は現在約24，000戸で月 1回汲取りを原則として 1.8kl積

のバキューム車により実施しています。 1Rに汲取りされる量は平均91kl，

パキューム車で約50台分です。ここで問題なのが昔ながらの「かめっぽ」と

言われる極端に汲取り槽の小さいものが相当数残っているということでとれ

らに対しては，刀 2回の汲取りを実施しています。汲取り槽の容量は現在阿

一化されたものがあり，最近建てられる家屋でもその選定を誤り，世帯構成

人員の数に合わないような容量のものを設置している場合もあります。しか
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し折角新築されるのですから衛生設備も充分に検討して作られるようにした

いと思います。また最近汲取り便所の構造そのものに色々工夫され，特に臭

気については多くのメーカーが新しい形のものを作っていますが使用方法を

まちがえますと必要以上の負担がかかりますので使用方法は良く理解する必

要があります。

もう一つのIl¥JMrU'，(として挙げられるのは狭い路地など，道路の完備 してい

ない所です。普通のバキュームl_1fの入らない道路では特に小型の三輪ノミキュ

ーム車を使用 していますが，この作業も非能率的で、三輪ノξキューム車では，

通常の汲取り糟で 1軒か 21肝しか汲取ることがIU来ませんので普通のバキュ

ーム車と 2台親子にな って作業を夫施しています。この戸数は約 300戸あり

1週間位かかります。

バキューム車10台，従業員20名で， 1カ)J24，000戸の一般家庭と約 200)，

の事業所などの収集作業が行われています。吏に48年 4Jlより実施されたし

尿浄化糟経費の軽減措置に伴い浄化榊汚でいが新たに収集処理されることに

なりこれが収集処理には重大な意味を持っています。前にも述べているよう

にし尿処理の一つの方法として浄化梢による処理方法が近年特に増加 してい

る傾向にあり浄化槽の設置基数は，推定約 1，800必で，これら沖化槽から毎

年 1回の清婦による収集汚でい盆は相当な詰に上り，特にコミュニティープ

ラントと呼ばれる大規模沖化槽はその処理方式もし尿と雑排水などを合わせ

て処理する方式の施設で，その汚でい盆は其大な量ともなり大きな問題であ

ります。
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(2 ) 処理

し尿の終末処分は，その収集量全部が処理施設に投入されて終末処分され

ています。し尿処理胞設の処理方法も消化処理方式，化学処理方式，酸化処

理方式と三つの処理方式がありますが，本市では昭和34年にごみ焼却施設と

同じく現在の衛生処理場内に27k1の消化方式による処理施設が初めて建設さ

れました。し尿の処理方法は公共下水道に直結したもの， し尿浄化槽で処理

されるもの，汲取り便所と 3種類に分けられますが，公共下水道の普及率が

低く，また浄化榊の普及率も決して高いものでもないので汲取りし尿の終末

処分はどうしてもし尿処理施設において，処理されなければ、ならないもので

あります。急激に朋力11する人口にともなって同じように明加するし尿処理の

ために，処理施設の整備は欠かせないものであります。昭和38年10月には，

54k1の消化方式による施設を増設し，吏に43年には60k1の施設を消化方式に

より附設しました。こうして合計 141k1の消化処理方式による施設が整備さ

れました。更にJ:¥II)JIIすると恩わわれる人口増と浄化糟汚でい処理を見込ん

で， 48年9刀には酸化処理方式による新式の施設が (50k1の処理能力〉誕生

しました。木市におけるし尿処理施設の処理能力は，これで介せて 191k1の

施設になります。

し尿の終末処理もごみの場合と同様に浄化槽汚でいなど，一般汚水も含ま

れた性質のし尿も処理しなければならず，施設処理に困難な問題が提起され

ています。ごみを焼却した後焼却灰が残るように， し尿の場合も処理課程の

最終段階で汚でいケーキと呼ばれる有機質の固形物が排U¥されます。この処

理も埋立によるか焼却処理をして更に減益化し，残灰として処分されなけれ

ばなりません。

自然から生まれたものは自然に帰ると言う原則に立ち，この自然の循環サ

イクノレに沿った埋立の方法が一番好ましい方法ではありますが，最早この埋

立地もない状態、にあります。現在し尿は 1口91k1が収集され施設に投入され

ています。更に浄化槽汚でいが約25k1で、介わせて 1161<:1のし尿汚でいが処理

されています。下水道の水処理と並んでこのし尿処理も水処理と言われてい
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ます。とのことは多量の水を使うことにもよるものです。下水道の汚水にし

ても， し尿・汚でいにしても清水により希釈することが，処理における重要

な課程のーっとなっています。その為に水の使用量は京大な量に上り今や井

戸水も底をつくのではないかという不安にかられています。 1日の水の使用

量は約 5千トンでし尿処理のためにこれだけの水が毎日使われているので

す。木市を含めて，こうした施設が多摩地区には12カ所あります。これらの

施設が毎日数千トンの清水を使用し，しかも大部分が地下水に頼っています。

このことはし尿処理施設に限らず他の産業も多量の地下水を使用し，工業用

水として消費しています。このため東京都全域において地下水の汲上げ量も

規制を受け，更に新規に井戸を堀ることは，ほとんど不可能に近いような状

況にあります。多量の処理水が，そのまま放流水として，河川に流されてし

まうことは，消費が多すぎるということの中でいま，三次処理として放流水

の再生利用が検討されています。しかしこの三次処理も，その使途方法によ

り高度な技術的問題もあり，更に施設装置の建設に多額の経費が必要と言わ

れています。本市がし尿処理に必要とする水は現在の 5千トンに加え，更に

2千トンから 3千トンの水が必要になりますと合わせて約 8千トンもの水量

になります。これだけの水はおいそれと確保することはできません，そのた

めにも是非とも三次処理の計岡が検討されなければならないとおもいます。

このようにし尿の終末処理には先づ、水が確保されなければなりません，使用

水の確保によりその処理量が多少増加することはあ っても，処理するのにさ

して困難ではありません。だからと言って質の変化は安心していられるもの

ではなく，大きな不安を感じさせます。人間の排せっ物は本来変るものでは

ありませんが，人間の生活に付随して排せつされる汚水，雑排水は，もろも

ろの性状を帯びたものとして排出されます。

公害問題について今さかんに使われている j-ii位で言いますと，普通し尿の

場合は15，OOOppm位と言われていますが，雑排水の場合は 30，OOOppm以上

にもなっていると言われています。汚れているという意味では， し尿よりも

雑排水の方がはるかに悪質だということが出来ます。
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浄化榊の汚でい，特にコミニュティープラントの合併処理方式による人ー型

浄化糟からの汚でいには，このようにし尿と雑排水の混合されたものとして

の性状があるため，終末処分と しての難かしさが11
1

1
てきます。公共下水道の

終末処理施設はし尿，雑排水，汚水などの介併処理胞設として作られていま

すが， し尿処理施設は本来， し尿処理専門の施設として設計されているもの

なのです。これは消化方式，化学方式，酸化方式に|以らずし尿処理技術とし

て発注してきたものです。

こうした脳設でまだ技術的にも未解決のII¥Jj起が残されている中で，終末処

分に当たることは不安この上もないことですが，処理を休むことは不可能で

す。特に本diのように消化)jよの施設てやあるJ易it，i下化槽の汚でいの投入量

はその能力の10もから20~ぢが限界であるといわれています。この数字は厚生

官において示されている数字ですがまだ確同とした研究結果によるものでは

なく，研究段階の中間的資料によるもので決定的なものではありません。各

diにおいてもその実情にそって，各々の技術者が施設に応じた処理量を定め

ているのが現状です。し尿処理で最も重要なことはその処理された放流水を

如何にきれいにするかということにかかっています。 放流水の良否は水質汚

濁防止を左右します。そのために も技術的な解明と施設の改者に最大の努力

をつくさなければなりません。

図2-11

し尿人口の推移

公共下水道浄化槽 汲取槽

44年務ZZ務!;;;jj:i.l盆;蕊ミSミミミミおミミミミミS

45年物多国:ミ隠さ芯t~

46年際協~;ill~~.f~i~~~~~~~~~ぶ総泌総泌総

47年 務Z錫訟と窓会..尽ぷミおおぶミミミお
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8 交通

( 1) 鉄 道

本市を通過している鉄道は国鉄中央

線，私鉄京王線があり，国鉄日野，豊

田2駅と京王線の百草，高幡不動，南

平，平山城跡公園，多摩動物公園駅が

あります。いずれの駅も住宅団地，工

場の進出により乗降客数は昭和38年度

を100とすると昭和47年度悶鉄日野駅

128，豊田駅 138，昭和46年度，京王

線百草園駅 418，高11番不動駅 724，南

平駅 569，平山城跡公園駅 454とそれ

ぞれ著しい増加をしめしています。

表2ー 30 国鉄，私鉄来降客数の惟移
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このため国鉄では豊田電車区の建設，特別快速電車および電車の増発が行

われ，京王線では特急および電車の増発により輸送力増強対策がなされてい

ます。

(2) パ ス

本市のパス路線は都営ノξスと京王帝都ノξスがあり，市内を区域とするもの

7系統，本市を起点とするもの 7系統，市の一部を通過するもの 1系統，全

部で15系統となっています。

表2-31パス路線一覧表

I ~.-， ，- I _'-- L_ Ir<I '''' "，. I M ， 1- I料程| 運行1"1数
11肝線名|起 点|主な経過地|終 点 1''-'.'=1_ _  ， 

Kml平|1 1休日

日野線 15王子駅北|小西六，日野台 |日 野駅 15.51日 159 

八豊線 1 11 1日野台，中央公園 |豊田駅加 14.5 1 65 1 31 

|小丙六南門 1 " 1 3.8 1 16 1 29 

l豊田駅 |富士電機 1 " 1 4. 0 1 42 1 13 
立 川線 12王子駅北|小西六，日野台 |立川駅北口 110.41 70 I 70 
高 11暗線|日 野駅|町屋，南平 !日111膚不動駅 16.41 59 1 49 

日豊 線 11l 野駅 111野白工前，緑地公判豊田駅北口 13.41 49 1 29 

立 川 線|立川駅北"1万願寺 |日1幡!噴番不動駅 16.4ペ14ω9 1必

高豊線|高耐11怖|

系摩テツク 1 " 1下程久保，動物園 |多摩テツク 13.21 26 1 26 

E!?議ケ 1 " 1三沢 |日|幡不動駅 12.41 37 132 

百草線 1 " 1高幡団地 |百草団地 14.31 78 1 70 
| 11 1 高4附l

市内線|豊田駅|化七日|八王子駅北口 |長房団地 121. 7 1 41 1 52 

|日野駅 1" 1並木町 119.01 21 1 26 

市の一部を通過する系統は国道20号線が通過しており，市の区域内ノξス路

線の起点は国鉄日野駅，豊田駅，および京王線高|幡不動駅となっています。
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多摩丘陵近辺の宅地開発および本市西部地区の区画整理事業などにより 人

口が急激に膨張しそれに対処しパス路線の新設，運行回数の増加をしていま

す。また最近の車i岡(営業者 ・マイカーなど〉の通行量増加にともないパス

の運転に支障をきたし，中・長距離路線が短距離路線に切換えられ，そのた

め乗換え連絡の不便を生じています。

また，浅川南部地区と豊田，多摩平方面との連絡が悪く， とくに西平山，

東光寺方面にはパス路線がなく，市民生活上きわめて不便をきたしていま

す。
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9 公 害

( 1 )大気汚染

大気汚染とは，事業活動など人間の活動にともなって，いろいろな汚染物

智が大気中に放山され，人間の生活がそこなわれることをいいます。しかし

このように表現しでも私たちが大気の汚れによって受けつつある影響につい

ても明らかでない部分が多いし，影響を与えている物質がなんであるかもは

っきりしない部分が多いことなど “大気汚染とはなにか"と規定しようとし

ても，かなり 抽象的な表現になってしまいます。しかし大気汚染について脅

えるとき，問題は“人-気汚染とはなにか"を定義するのが重要でなく，定義

することにより働きかける対象を明確にすることです。

大気汚染の現状

本iIiの大気汚染は，産業の発展と人1Iの集中，それにともなう Cr動車のm
jJnなど年々汚染は進み，光化学スモッグが原閃と思われる被存者がl出るなど

ますます複雑，多係化しふたたびあのすばらしいず7空をとりもどす努力が今

こそ必要と，思われます。大気汚染の発生源については，工場， ピノレなどの燃

焼施設からの固定発生源と白動車などの移動発生源から排出される汚染物質

と気象条件がからみあ ってひき起こされています。日野の空をよごしている

主な汚染物質は，つぎのとおりであり，これらが単独であるいは相互に複雑

に作用して現在の大気汚染を形成しています。

固定発生源

(ア) いおう酸化物:工場やビ、ノレなどで重油をボイラーや炉で燃焼すると

き重油に含まれているいおう分が，燃焼にともなって発生するガスです。昭

和35年当時から従来の石炭にかわ って重油がエネノレギーの主役として多量に

消費されるようになり，その結果“すす" “粉じん"が少なくなるとともに

今度は日で見えないいおう酸化物へと大気汚染物質が変ってきました。

これは無色の刺激性の強い気体で，呼吸器を刺激し，慢性気管支炎などを

起す有力な原因になります。
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(イ〉 浮遊粉じん・降下ばいじん:ボイラー，燃焼炉などから発生する微

粒子には，さまざまな大きさのものがありますが.このうち粒径が約10ミク

ロンニO.Olmm以上のものは重力によってかなり速く降下します。一般に

“すす"といっていますが，これが降下ばいじんです。そして10ミクロン以

下のものを浮遊粉じんといい，発生源は，ばいじん同様で他にセメント，肥

料工場，自動車からも排山され広域汚染のスモッグ発生原因の一つでありま

す。

その他にも各種の汚染物質がありますが，工場をはじめ一般家庭の焼却炉

などから排出される目で見える汚染物質“すす"特定工場からの有害ガスに

よる悪臭など，市に苦情，陳情の申立てがあり，広域ないし局地的な公害と

して発生源に対し大気汚染防止法，東京都公害防止条例などによる規制強化

行政指導の徹底をはかっています。

いおう酸化物濃度の経年変化

図2-15
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表2-32 いおう酸化物濃度年

平均値 (ppm)

祖抑測I J ι l長記均i5必J必1所 」1竺竺竺町:tl型到~Iソ46年引I47 

H野保他所 I0.01 I 0.0ω21 ，1野!駅却駅ミ前交番 I0.0ω2 I 0.02羽6 

(n野保健所)

0.06 

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

PPm 

表2-33 市内いおう酸化物、濃度

l l町|平均

H 野市 I0.0 I 0.08 I 0.019 

(48.7.9-7.14，三地点の平均値)

いおう酸化物濃度月別変化 (46.1 2~48 . 1) 

図2-16
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移動発生源

自動車排山ガスによる大気汚染は，交通が常時渋滞する地区や自動車集中

地区などにおける高地汚染と考えられていましたが昨今のモータリゼーショ

ンの急激な進行の結果，幹線道路の昼夜かわらぬ走行によってきれ目のない

汚染状態がつづ、き汚染地区も点あるいは，線の汚染からその周辺地区を含む

面に広がっています。例えば〉光化学スモッグは，住宅地をも通り魔のよう

に襲っています。現象面でいえば自動車排出ガス汚染の中心をしめてきた

一酸化炭素 (CO)に加えて，光化学スモッグの原因といわれる窒素酸化物

(NOX)および、炭化水素 (HC)鉛化合物の問題など自動車の量的増大により

汚染が著しく悪化し今や大気汚染の主役をしめるようになりました。
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大気汚染物質 ・発生源別汚染寄与率(昭和47年〉単位 :9o 

いおう酸化物
図2-17

窒素酸化物

(束京都)
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自動車排出ガスの種類と発

C 0， N 0 x (N 0 I N 0 2 )濃度の経年変化 生状況

NOx 

0.18 

0.16 

0.14 

0.12 

CO 

10 0.10 

8 0.08 

6 0.06 

4 0.04 

2 0.02 

PPm 

図2-20

都庁前 NOx

街生研究所CO

40 41 42 43 44 45 

(東京都)

一酸化炭素 (CO): II動車

排山ガスのうち一番はじめ

に注目された物質，ガソリ

ンの不完全燃焼から生じる

もので，体内に入ると血液

中のヘモグロビンと結合し

て血中の円安素を欠之させ，

頭痛，めまい，その仙の巾

毒症状を起す原凶となりま

す。

炭化水素 (HC):ガソリン

の主成分で，主にシリング

ー内で燃焼しなか ったガソ

リンが分f9liニして発生しま

す。炭火水素の中には発ガ

ン物質があり，また窒素化

合物と合成して光化学スモ

ッグの原因となります。

窒素酸化物 (NOX):これは，一酸化炭素と異なり，燃料が高温で燃焼する

ときに空気中の窒素が酸化され，窒素化合物とな ったものです。現在のエン

ジンでは燃焼方式の改善によ って除去できない点でその防止対策は最も困難

とされています。強い刺激性の物質で呼吸探系の疾忠の原因となるとともに

光化学スモッグの原因になる物質の一つです。

光化学スモ、ソゲ

Ilf!和45年 7月東京都杉並区で、光化学スモッグと思われる汚染物質による被

害が続山し， 東京都では世界ではじめての複合汚染と発表してから汚染波度
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の低下が目立つイオウ酸化物汚染に代って大気汚染公害の主役になりつつあ

表2-34 光化学スモッグ注芯報発令|百|数(多摩南部) ります。

(昭和45年-48年10月 1，-，現在)
オキシダント

N~146年 I 47~'.148年ドc:.146年 1 47年 1 48年
光化学スモッグ発生。。。 7 7 1 10 

の原因となるもので，
2 。。。 8 7 2 6 

3 。。。 9 1 1 。 窒素酸化物や炭化水素

4 。 1 。10 1 1 
が太陽の紫外線により

5 3 。。11 。。
6 9 2 1 12 。。 2次的に光化学反応に

28 8 17 より合成されたもので

(注) 昭和4611'.のH野市は多摩西部 す。正常な大気中にも

通常O.04ppmほど含まれていますが，
長2-35 光化学スモッグによると

忠われる被害JoJ山状況 O.15ppm を越えると日などを刺激し

l A6年1 叫 |48年| 植物に被害を与えます。都ではオキシ

百野 -dj-I- 50{lTl 27 {II:I 10件| ダント濃度が 1時間平均 O.15ppm以

東京都 128，223 1 8，437 I 4，034 1 上の高濃度にな ったときには注意報

1I{1和45年-48年8月31日 を， O.30ppm以上で警報， O.5ppm以

上になったときに重大緊急報を発令して都民に注意を促すとともに，不要不

急自動車の運行の自点工場，事業所に対するばい煙排出量の削減を要請し

ています。

(2) 騒音

概要

われわれすべての人が生活する上で，音を山さないことは不可能であると

ともに，情報の伝達手段として最も重要な役割を呆たしています。人がもち

いる言葉は，その代表的なものでありますが，口然のなかにしても，応や虫

の声，川のせせらぎ，風のそよぐ音などがあり，また人々の安全を守るため

に，サイレン，警報器などがあります。このように音は聴覚を通じて，人間

の快適と安全に寄与しています。しかし，都市における人口の集中，産業の

発達によって， 白動車騒音，工場騒音，建設騒音または一般家庭のテレビ，
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ステレオ， ピアノ，クーラーなどの騒音を毎日耳にしているわけです。

騒音とは

騒音とは「好ましくない音」のことですが，きわめて主観的で，その人そ

の人によって感じかたが違います。そこに騒音のむずかしさがあります。市

内で生活する場合でも，私たちが意識する， しないにかかわらずいろいろの

音が身の回りで常に発生しています。これらの音のうち，その人が「好まし

くない音」と感じるものが，騒音とされています。

騒音の目安

図2-21 騒音の目安

飛行機のエンジンの近く ⑪ ホン

自動車の警笛(前方 2m)、リベッ ト打ち ⑪ ホン

電車が通る時のガードの下 ⑪ ホン

大声による独唱、騒々しい工場の中 @ ホン

地下鉄の車内 @ ホン

電話のベル、騒々しい事務所の中 @ホン

⑪ ホン静かな乗用車、普通の会話

@ ホン 静かな事務所

⑪ ホン 市内の深夜、図書館

@ ホン 効外の深夜、ささやき声

@ ホン 木の葉のふれ合う音
」 一 一一」
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発生源(背をIUすもの〉は，無数にありますが，その音が「何ホン」ある

かは図 2・ 21によって，だいたいの感じがつかめると思いますが，音の内容

発生源の状態(連続的，断続的，突発的など)，発生原閃〈自然の音，交通機

関の背，工場の音など〉によ ってその感じかたが異なるものでありますが，

さらに問題なのは，音を聞く側の受けとり方によって相当左右され，また聞

く人がどんな状態におかれているかによっても影響され，同じ音でも，休養

中，睡眠中の人であればさらに強く感じることはぢ尖であります。

騒音公害の現状

15件

10 

騒音公r，l;:源の主なものは

図2-22 交通騒音，建設騒音，工場

騒7千， 商業7Zイム放送， 一般

京庭などがあげられます。

11日和47年&に受けた苦'hlJ

総数 169件のうら， 3l. 9先

にあたる54{'1つが!騒仔で， そ

の内訳は図 2-22のとおり

であります。この|苅でもわ

かるとおり，最近 1--2年

のデータによると，工場か

らの騒音よりも一般家庭な

図2-23

〈

ノ 47年度(54件)

../て，.""46年度(59件)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 l月 2月 3月
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どからの騒音が5096をしめているのが注目され，この内界をみると，セント

ラノレヒーティング，クーラー， ピアノ，ステレオなどです。また，これを季

節的にみると，図 2-23のようにやはり一番多いのは，夏季における隣家と

の問題で，おたがいに生活の仕方が開放的になるためです。

自動車騒音

都内の自動車介数は35年に約60万台で、したが， 47年には約240万台と急速

にふえ，がJ4. 8人に 1fiの'，I;.IJで保有していますが，この kうな li!fYJ車の千平及

によ . )て，幹線道路はもちろんのこと，住宅地のつ~iill りまでjよがり，ほとん

どの道路が騒背の発11:場所とな って今後1'1動11i公万の大きな謀胞となると推

定されます。 (1励 Ili，!騒背は11工種によ って述いますが，表 2-36によ って理解

できると思いますが， I'I["YJ-rl工騒音の主なものは，走行中のエンジン音，排気

汗，クイヤ背で， とくに渋併時のひんぱんな道路での停止，発進，加速n寺の

騒音や高速道路でのスピードアップにともなうタイヤ音が問題となります。

また，道路幅，路面の状態，交通量なども大きな原口(1とな っています。市内

においても，巾州街道と川I[時街道の 日野駅附近の騒背は図2・ 24のとおりで

ありますが，交通量は，が.J 1，700台/時，であります。また， 川 11ほ街道高11幡

交差点の平均交通量は約 1，570台/11寺，で騒音の中央値も72ホンと甲州|街道

よりやや低くなっています。

工場騒音

都内に多種多傑な工場が約90，000，市内でも約600の工場があります。こ

れらの工場の過半数は騒脊を起す可能性があります。 しかも住宅や商j苫の中

ぷ2-36 図2-24 ('1'例中心線から 7m換算値)

*極 ず1 1)前レベル ( 町
|、 17.均C11~Ü\;-Mjr:i)__I ゲン

大当I~ 貨物 ' I( 1 79 (71-89) 

大 型パ ス 75(64-83) 

小型貨物 'I(1 75 (66-88) 
二輪 'IC1 72 (63-81) 

I降1'1到1) rlC I 73 (65-80) 
来 m II( I 71 (63-80) 

'/~ 

77 

76 

75 

74 

73 

中央値

バ~ 1， 11 12 13 14 15 16 11¥ 

45年 8月凋査
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に工場が，逆に工場地域の中に住宅が混在しているのが現状で公害多発の要

工場が建てまた，現行の法律で住居専用地域以外では，囚となっています。

工業地しかも，られ，
音源より 1mの地点、図2-25

域であっても住宅が建

てられるというシステ

工場公ムがある以上，ネン

120 

害を皆無にすることは

にも多種多様な工場が

騒音発生型工場

プレス加工，金属

としては，木工木製

困難であります。市内

あり，

口
n口，

110 

100 

90 

80 

二次加工工場などがあ

り騒音となる主な機械

は図2ー25のとおりで
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図2-26地価の高騰によ っ

そ

建設工事騒音

最近の建物は，

て高層建築がふえてきましたが，

のほか，道路，地下埋設工事などが

この作業に使われる機械は80あり，

ホン以上の高い騒音を山すものがあ

そのうえ屋外で作業が行われるり，

ため，効果fのな防止対策がなく周辺

住民に物質f巾，精神的な影響を与え

昭和47年度に騒ています。市内の，

音規制法にもとづく，特定建設作業
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深夜騒音

スナック，ボーリング場，ガソリンスタンドなどの深夜営業にともなうも

ので，営業自体の騒音よりも，むしろ，それに附随する車や人の芦によるも

ので，最近では住宅地域にも拡がり，大きな社会問題となっています。

その他の騒音

自動車騒音，工場騒音以外に鉄道騒音，航空機騒音や一般家庭ーからの騒音

などがあります。これらの騒音は現在の法例では，規制しておらず，これか

らは，大きな問題となる騒音とされています。

(3) 水質汚濁

かつての木市は，多摩川・ 浅川の主要河川が東西に流れて，その支流が低

地の沖積層をうるおし，都下最大の穀分世帯として評価されてきました。そ

して水は清く，魚が豊富で，大きな用水路で、は，あゆがとれ，子供たちは水

泳ができ，また野菜洗いなど市民の生活に密着しておりました。昭和30年に

・ はいりますと，者j)iiiのスプローノレ化によって，大住宅用地の進出，農地の宅

i也化，工場の増加と生産規模の拡大によ って，工場および作業場や家庭の排

水が多くなり，河川の上流部分においても，工場，家庭排水の流入によ って

汚染され(表2ー37のとおり)，加えるに治水の役割を果たしていた山林が開

発され，河川の水量が減少してきたことも原因とされています。ほかに清流

を保っていた間接的原因と しては，従来，水回全域に稲が作付され，耕作者

により組織している用水組合によって，良好な管理がされていたことがあげ

られます。

以上のように，排水の増加に対応できる下水道などの都市施設の整備が遅

れたこと，工場・作業場および家庭から，新しい物質が生産され，それが使

用されたことにより汚染形態の複雑化したことが，河川の汚濁の原因をなし

ていると恩われます。
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工場および作業場

lIiI人jには，水質汚濁防止法並びに東京都公害防止条例によ って規制される

T.lJ，}お上び限定作業j坊が，あわせて約 300施設ほどあり，排出される処理水

について規制されています。ここでいう工場および指定作業場とは，食料品

製造業，金属製品製造業，下水処理場， し尿処理場，清掃工場などで，サー

ビス業については，洗たく業，ガソリンスタンドが含まれています，水質の

汚濁に上る人間への影響は，健康の障害と生活・産業環境の破壊としてあら

われています。現在111内には，人の健康を害するにいた った例は，認められ

なかったが) I昭和45年から|昭和47年にかけて，カドミウムに (Cd)より汚染

された農地，産米が発見され，全l'ミ|的に問題とな っている PCB， 水銀など

にならんで人体への影響が心配されています。人の健康に被害を生ずると思

われる物質の基準値は表2-38のとおりです。

生活環境および産業への影響は，水道，工業，農業用としての水質汚濁に

よる機能の低下となって悪影響をおよぼし，過去において，多摩平汚水処理

場の処理水が，上回用水に入札水稲の窒素過多により倒伏などをおこして

減収し，補償問題に発展したこともあります。河川の汚濁は，魚類の生息環

境を破壊し，悪臭による不快，美観などの仙-値の低下など精神的内面の影響

をこおむっています。
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図2-38 重金屑\~r~等に関する基準

項
|環境 Jr~ 準 1 m 制 J，~ 准|ノk 道)，~準

1:1 {llfl45. 4.21¥ I {1lf{41. 5. 6¥ 
| l閑議決定I I (法.条例) ¥P呼正 生 1作門門?令/

シ ア ン 州 l同検術刷l日山Jハlされ竺三 lい川1均ppm以肝下 l同*検術|↑h険附、1食釦;食如州食如l

カドミウム向 ! O.Olppm以下 |いO.lppm以下 | 一

I (6価) I () (()6~~~Yn I ' I -~ I ( 6価)
ク ロ ム (Cr) |0 05ppm以下 |0 05ppm以下 |05ppm以下I v. vvpp'" Y/， I I (全)2ppm以下 | 

鉛 (町) ! O.lppm以ド !lPpm 以下 ! O.lppm以下

ヒ 素 (As) O.05ppm以下 IO.5Ppm以下 ! O.05ppm以下

71< 銀 (Hg) !検山されないこと|検出されないこと |検出されないこと

有機リ ン |検1[¥されないこ と !lPpm 以下 |制されないこ と

銅 (Cu) ¥lPpm 以下 !lPpm 以下

市e 鉛向 !5Ppm 以下 !lPpm 以下

生活排水

水質汚濁の原因として，工場などとともに大きな汚染寄与率をしめている

と考えられているのが， 日常生活から生ずる排水で、あります。 とくに小住宅

団地の下水処理場(処理能力 500人糟以下)， 家庭の簡易沖化槽が多数設置

され， その放流は，道路の排水溝および、用水路などに放流され，管理の不足

から高濃度の BOD (生物化学的酸素要求量〉が排山されている。また家庭

の雑排水は，有機物を含有したまま放流され，水質汚濁に寄与しています。

(注) BOD とは，水中の汚物を無害なものにまで分解するため好気性微

生物が必要とする酸素の量，この数値が高いほど川はよごれているこ

とになり 5ppm以下が望ましい。
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10 消防・防災

( 1) 消 防

急激なる都市化により，都市構成は大きな変革をみせ，人口の増加，多摩

丘陵地帯の開発，建築物の増加，住宅の密集，危険物貯蔵所の増大など，こ

れに加えて消費生活の質的向上などとあいま って，社会環境は複雑化し，火

災，風水害，あるいは地震による第 2次災害の原因となる要素を増大してい

るといえます。

災害でも っとも多いのが火災です。火災は風水害，地定などと異なり， 95 

9ぢは人々のちょ っとした不注意から発生していることから，人災として社会

的にも大きな損害を与えています。

火災による損害は，単に建物や財産の焼失にとどまらず，人的にも大きな

被害を与え，その損害は，はかりしれないものがあります。火災発生状況は

表2-39のとおりです。

表2-39 火災発生状況の推移

設司火災件数 人 円

43 66 84， 133 

44 67 91，075 

45 75 101，320 

46 75 107，465 

47 75 112，518 

火災件数は，昭和45年度

以降， 75件と なっており，

出火件数を人口 1万人あた

り山火率にすると毎年減少

しています。これは，住民

の火災に対する注意心の向

上L 消防署，消防問によ

る予防査察などの指導が効

会llZ会1 m害 額|死者|傷者

7.8 8，170，000円 。 6 

7.4 43，351，235 1 3 

7.4 26，562，504 1 7 

7.0 42，974，730 2 8 

6. 7 61，572，484 1 6 

表2-40 火災種別出火件数の推移

31U|(;) キ木 里子 枯草等

件数 I(雲)件数|あ

43 18 27.3 1 1.5 47 71. 2 

44 30 44.8 1 1.5 36 

45 19 25.3 1 1.3 55 73.4 

46 31 41. 3 2 2. 7 42 56.0 

47 34 45.3 4 5.3 37 49.4 
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果をあげていると推測されます。つぎに，火災種別出火件数をみると，表 2

-40のとおりであり，枯草火災がも っとも多く，つぎに建物火災となってい

ます。枯草火災が多いのは河川敷や原野，空地などの多いことが原因となっ

ています。また建物火災が昭和46年度以降，増加していることから，表 2-

39でみられるとおり，それにともな って損害額も増加しています。

さらに，原因別火災発生状況をみると表2-41のとおりであり，タパコ，

たき火による出火が多いことがわかります。

表2-41 原因別火災発生件数の推移

年度明タバコ I"?'Yチ|石油器具|ガス器具lたき火 l風呂釜|その他! 万l

43 11 16 2 1 13 23 66 

44 12 13 6 4 12 2 18 67 

45 12 19 1 5 18 6 14 75 

46 20 6 3 5 14 3 24 75 

47 15 7 。 5 11 7 30 75 

それから，最近の一般的傾向として，火災による死傷者が多くなっていま

す。これは都市火災を中心として，大規模化，複雑多様化していることが，

死傷者数を増大している大きな原因です。その代表的な例が 118名の尊い犠

牲者をだした大阪市の千日デ、パートビ、ノレ火災で、す。

本市においても，表2-39でみられるとおり，昭和44年度以降，毎年死者

をだしています。

最近年度において，火災件数こそ増加してはいませんが，まだまだ市内に

は木造家屋の密集するところが多く，一歩まちがえば，大火災が発生する危

険性を多分にもっているといえます。したがって，火災予防体制をより徹底

的に推進するとともに，消防施設の整備充実をはかりながら，市民に対して

は，防火思想，初期消火，危険物取り扱いなどについての講習会などを実施

し，火災に対-する注意心をさらに高めるよう指導することがのぞましいとい

えます。

常備消防
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(ア) 常備消防力

日野消防署は， n百和23年に，郷土の安全を願う市民の強い要望により誕生

し，昭和35年4凡，消防事務の広域処理化をはかるために，東京都に事務委

託をするなど，幾多の変遷を経ながら，市民の安寧維持のためにひたすら防

災業務に遁進してきました。現在の常備消防力は，表2-42のとおりです。

表2-42 常v1 1l 1ì~防力-~~

本 ri'I 山張所 11附職只| 同 機 事先 告詰 1
ノ
1
〓

消防ポンプ白動車 61 IIJ搬式動力ポンプ 1 

化学消防ポンプI1動車 11 iiT搬式発動発電機 5 

字文 d' 生巳~~、 車 2 空 気 呼吸器 12 
1 1 100 

広 幸良 車 2 人円そ生器 1 

都 市ー 1 仙圧式救助探兵 2 

械その将兵他防災， 救急問機 45 

本暑のほか，多摩平山張所があり，署員も 100名に増員され，車両，機械

器具についても表2-42のとおり充実されてきています。また，昭和49年度

には高幡出張所も閉所され，高層住宅火災に備えてハシゴ車も配備されます。

(イ〉 救急

消防業務のなかで，救急病m)]も相当なウエイトをしめています。近時，火

災以外にも交通事故などによる死傷者も増加しており，救急サービスに対す

る市民の需要は増大しています。救急活動の状況については，表2-43のと

おりです。

これをみるとやはり一番多いのが急病であり，つぎに交通事故，一般負傷

表2-43 救急車出動[111数の推移

年度区分|火災l交通l労災 1顕 |戒|問|犯罪|急病|その他l 計

43 4 196 20 1 。
44 13 236 26 1 1 

45 10 265 29 1 l 

46 13 292 60 1 。
47 16 315 53 1 7 

110 18 12 

127 17 12 

167 20 16 

246 15 22 

295 30 18 
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の)1阪となっています。また，本市では昭和46年に救急テレホンセンターを消

防署内に設置し，救急病院の情報などを市民に提供しており， とくに休日な

どに効果をあげるなど，救急体制の拡充，強化がはかられています。

非常備消防

消防団は，地域住民に密接し，あらゆる災害に対し住民の安全をはかるた

めに活躍しています。

日野市消防同は，団長以下 472名で組織され， 8分団からなっており，各

分団の区域は，図 2--28のとおりです。

消防団の車両などの配置状況は，表2-44のとおりです。なお，消防ポン

プ口動車については，今年中に全分団に配置が完了します。

長2-44 消防凶車両等配世状況

Iド制等 分I，nI 郊 1! t1}2/~'~3/ 釘 4/ !Ã}5! 第 6 / f，T}7 /第8 / 

消防ポンプ白山~ll[ I 1 

IIJ搬式動力ポンプ 3

運搬市

1 

3 

1 1

i

q

J

q

L

 

1
A
q
L

守

i

句
E
A

句
E
よ

唱

E
4

1

4

2

 

2 2 

また，消火活動

に必要となる消防

水利施設について

は，表2-45のと

おりです。消防水

利のうち，貯水槽，

消火栓は毎年計画的に増設につとめていますが，とくに貯水槽については用

地の確保が問題となっています。しかし，地震時における火災には消火栓の

表2 45 消防水利)il!i，1)t状況

E昆み}弁士 水M州川川手利刊叩t!J1JtJ，リ1いヤj1ヤヤ1)(IJt
公設 I 5幻7I 6ω45引I 29 I 0川I 54 I 2却6I 81日1 

私 ;2改tI 20 I157 I5  I 11 I 0 I 0 I 193 

百計l' / 771 802/ 34 1 11 / 54 / 26 / 1，ω川004

ほとんどが使用不能になると考えなければならず，そのためにも貯水槽の増

設はかかすととのできない事業であるといえます。

(2 ) 防 災

風水害

丘陵地帯の宅地造成によって雨水の流出量は増大し，台風，豪雨時には浅
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川，程久保川|の流域および低地帯の家屋，農作物などが，これまでもしばし

ば被害をうけています。

台風，豪雨時に備えて危険カ所を調査し，それぞれの管理者に対し改善，

改修を強くはたらきかけてきた結果，浅川については昭和47年度に危険カ所

の堤防の築造，補強などがなされたため，まずは安心な状態にあり，程久保

川についても高幡付近まで改修がすすみ，下流地域での危険性は程久保川に

関するかぎり除去されたといえます。

また，丘陵地帯の宅地造成もまだつづいていますので，砂防対策について

も東京都と連絡をとりながら危険カ所の発見につとめ，宅地造成業者への警

告，指導を徹底し行う必要があります。昭和47年度中に発生した風水害の被

害状況は，表2-46のとおりです。

表2-46 IIg;r1147年度風水科被害状削

がけくずれ被千年iX1111 農作物被害額 卜 一一|人的被害
件数 I1民主額

7月12口

7月15日

27，000円。
9月15日 |11 I 55 I 0 

計 1 11 I 176 I 27，000 I 

3 

0 

5，000，000円。

3 I 広州000 I 

。
。

被害状況をみると，家屋の床下浸水が 176件とな っています。被害地区は

高幡橋上流右岸の浅川のいつ水，第八小学校付近の程久保川護岸の損壊によ

るもののほか，Ji陵地帯の宅地造成地から流出した雨水による低地帯の被害

が主なものです。そのほか，住宅地の排水施設の不備によるものがあります。

また，宅地造成地のがけくずれによ って大きな損害がでています。

このように，がけくずれによる災害は損害額も大きく，また，人命にかか

わる大きな災害となる恐れがあります。これらの災害を未然に防止するため

に，十分な調査を実施して危険カ所の発見につとめ，関係者に対する警告，

指導をしていくことがのぞましいといえます。

震災
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わが国は，世界でも っとも地震の多い国です。今日のように科学技術が進

歩した時代であ っても，地長の発生を防ぐことはできず，また，いつどこで

どの程度の地震がおきるかを予知することも不可能です。

しかし，日常の心がまえと準備で地震の被害を少なくすることはできます。

その心がまえの第 1として，まず火災をださないことであり， もし火事にな

ったときは初期に火を消し止めることです。

関東大震災で被害を大きくしたのは火災だといわれています。当H寺の東京

市の例をみると建物の倒壊などで死亡した人は約 700人であり，とれに対し

火災で死亡した人約 52，000人，でき死者約 5，000人もいたと記録されてい

ます。

との例をみてもわかるとおり，地震そのものよりも，地災後におきる火災

がいかに大きな被害をもたらすかがわかります。

木市は，震災H寺の火災防止のため，昭和47年から 3カ年計阿で自治会に対

し消火器の配備を実施中でありますが，すでに 2ヵ年度分 440本の配備を終

わっています。また，生活保護全世帯に対しでも交付済です。

また，震災対策の一環として，防災対策実行委員会が設置されています。

これは， 自治会を単位とした防災市民組織であり，災害が発生したときに住

民の先頭にたって初期消火，避難誘導にあたるものであり，震災対策のなか

でも っとも重要な部分をうけもつことになります。

地域防災計画のなかで震災対策はできていますが，まだまだ完全なものと

はいえません。十分なる検討を加えながら現状に適応するものに修正してい

く必要があります。 とくに，避難場所，避難道路については，市内の状況変

化が著しいとき，常に現状をは握することにつとめる必要があります。

さらに，食料対策，飲料水対策，通信対策などについてきめこまかい対策

を講ずるとともに，有事の際，市民がどういう行動をとればよいか迷うこと

のないよう十分周知しておく必要があるといえます。震災H寺における避難場

所にてついは，表2-47のとおりです。
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表2-47 避難地と地r'Zi¥IJ当表

No. 避 英m I山 |有効而積|収容人口

町}2

1 栄IllJ北側河川敷 9，000 4，500 

2 日野柿附近河川敷 40，000 20，000 

3 "lIJ賞多摩川総合グランド 28，500 14，250 

4 高l幡橋下流河川敷 7，000 3，500 

5 神明上区画整理地 20，000 10，000 

6 実践女子大グランド 21，000 10，500 

7 多摩平第一公園，第二中学校 35，000 25，000 

8 東芝屯機KKグランド 40，000 20，000 

9 沌 0~市際河川敷 20，000 10，000 

10 第二小学校及び浅川グランド 13，400 6， 700 

11 市営プール附近河川敷 5，000 2，500 

12 平ill小学校グランド 8，900 4，450 

13 一番楠際河川敷 10，000 5，000 

14 高11極右需上流河川敷 10，000 5，000 

15 新井桁l際河川敷 10，000 5，000 

16 第八小学校クゃランド 16，900 8，450 

17 落川|河川敷 10，000 5，000 

18 百:f;lfi小学校グ、ランド 12， 790 6，390 

19 明星大学第三巾学グランド 32，000 16，000 

計 19カ所 349，490 182，240 
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避 期I 士山 区 |余裕人口|避難人口 | j商 要

丁栄町目-全部， 新町 1，3，4，5 1，000 3，500 

日野大部分 5，000 15，000 

石田，新井の一部 12，500 1，400 

の万一!広部寺， 下回， 宮， 上回 850 2，650 オ第含むリ1小エ学ン校ト時の計昼，間市人役μ所も， 

日野一部 6，000 4，000 4同， 7野00自人動車を含の昼む間人口

日2野丁台H，l，日2，野3丁一部n， 新町 小人4ロ西1を2六含の昼間※人1口 2，500 2，000 8，500 算む山， 人当り1.
で した

多U摩野平台l4，325，丁3，4臼， 5，，6さ丁くHら， 1，000 24，000 東車芝， 帝ッパ人， 千代富田屯円機動
人，トッ ン， 士

町 の員を含む

平日野111一，西部長沼， 富士町， 12，800 7，200 

平山西部 2，500 7，500 

豊田 700 6，000 

川辺堀ノ内 800 1，700 

平山東部 450 4，000 

南平，豊田の一部 1，000 4，000 

上回の一部，南平 2，000 3，000 

高l幡，新井の一部 1，000 4，000 

三沢，落川 3，450 5，000 

落川，百草の一部 1，000 4，000 

百草台団地 2，390 4，000 

程久保，市11萌団地 10，000 6，000 

66， 790人| 同 450人|
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11 市民集会施設

地区センターについて

表2-48 地|又センター設置状況

j血 設 1'1 事年業月開始11 構 造

?井大地!くセンター 42. 4. 26 木造モノレタノレ 2F

t|天也アh| 平山大地医センター 43. 6. 4 11 

豊田地区センター 40. 8. 18 木造平家建

多摩7・宅了11" 42. 1. 10 11 モルタノレ平家~

1ιケ任 46 1. 6 コンクリートブロック平家建

下町下河床 H 40. 3. 31 木造平家建

/J、 |万))j~i{E 40. 8. 21 11 

第 11-'野万 11 44. 2. 7 11 

三 沢 43. 12. 27 

j也 | 第 2武蔵野台 11 45. 12. 22 11 

南 平 11 45. 3. 12 " 
新)1日辺 " 37. 3. 31 " 

灰 | 大手nlLl 40. 9. 14 " 
多摩平ril央公園 " 44. 7. 10 コンクリートブロック平家建

セ | 多摩平六 6丁1-1" 45. 3. 12 木造 2F 

日野台 44. 8. 30 木造平家建

新東光寺 " 42. 10. 30 " モノレタノレ平家建

ン |谷仲山 " 40. 10. 11 木造平家建

上 田 11 40. 4. 1 " 
豊田下 46. 3. 31 " 

タ I) 11 北 " 47. 4. 6 11 

田 中 " 47. 4. 6 木造 2F 

東光寺 " 48. 1. 17 11 

東 町 11 48. 3. 10 " 
鹿島什 11 48. 4. 2 木造平家建

程久保 " 48. 4. 6 " 
西ケJI: " 48. 4. 10 

大坂阿 " 48. 3. 31 木造 2F 
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地区センターは，市民の福祉を増進し，あわせて文化，教養の向上など諸

活動の実施の場として地域住民が利用できるよう，一定の基準により各地域

に設置されている。

II{{手1148年 9)J1 11現在

キIj JIl 状 況
よ見 4葉 所 在

(m2) 年 11'd利用数 )]平均件数

298.08 111野市新井103 421 35.1 

269.40 H 平山 5T1118-1 290 24.2 

34. 70 11 ~f市豊田 3Tn31-1 369 30.8 

59.49 1/ 多摩平3丁 1129 402 33.5 

101.10 旭ケ丘5丁 111-1 66 5.5 

79.33 1/ H野579 55 4.6 

80.99 1/ 11野844ー7 293 24.4 

92.50 1/ 日野47-1 69 5.8 

94.60 1/ 三沢649-1 135 11. 3 

112.39 1/ 担久保563 173 14.4 

96.31 1/ 南平1，235-1 78 6.5 

61. 87 川辺刷之内860 62 5.2 

79.34 1/ flq平1115-14-1 119 9.9 

92.47 " 多摩平4TI12 233 19.4 

87.55 1/ 多摩平6丁 118 165 13.8 

132.21 1/ 11型ffi4了日17 362 30.2 

98.54 1/ 栄町 3丁 r114 358 29.8 

79.34 1/ 11肝3067 50 4.2 

80.99 1/ 上回474-1 74 6.0 

99.98 1/ 豊田 l丁 1125-1 239 19.9 

92.00 1/ V可平I111丁 1123-2 203 16.9 

101. 36 " 巾-平1025 140 11.7 

107.97 " 栄町 5r 1116 9 30 10.0 

93.65 H 11肝1228 15 15.0 

84.97 1/ |十J可三1558 3 

95.57 1/ 位久保445

76.57 1/ 新lHJ・2丁 1113-17

90.06 1/ 日出子5645

4，401 16.4 
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この利用にあたっては法律などで禁止されている事項以外は，規定にした

がって自由に地域住民が利用することができます。この設置の目的をより一

層効果的に利用達成するために，地区センターの管理については，大地区セ

ンター以外のものは原則として，地区内の自治会，または周辺自治会あるい

は自治会連合会などに管理を委託し，その運営にあたってもらっているのが

実態であります。

設置状況は表2-48のとおり，大地区センター 2館，小地区センター26館

と全市的な配置を考慮しながら毎年その建設に努めています。

またこれら施設の利用状況をみると，地域により若干の差異はあるが，お

もに白治会会合，文化サークノレ活動に利用されている。利用件数においては

最高，月利用件数 353件，月平均 16.4件と地域住民に広く利用されていま

す。
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12 市役所

( 1) 庁舎

「三本市では日野地区に市役所の本庁があり，出先機関として高幡地区に七生

支所，多摩平地区に多摩平支所があります。またこのほか市民が直接市役所

支所に出向かなくても用件が足せるよう「動く窓口」と呼ばれる，いわば移

動市役所とも育うべき巡向車が各地区を廻っています。

口頭の人円の項でもふれたように木市の人口は，東京都のr!i部でも上位を

占めるほどの日い人口増率加を示しております。このことから必然的に各種

の行政事務量が質量とも t~大しています。身近な例として印鑑証明，住民票，

戸籍謄抄本，転出入などの事務件名をとりあげてみても表2-49にしめすよ

うな大変な激哨ぶりです。

人口の増力n，そして事務量の増大，これは単に量的な面ばかりでなく質的

にも大きな変化をもたらします。このようなことから当然その仕事に従事す

る職員も増えていくことになり，事務室なども手ぜまになってくると同時に

各種の能率的な事務機などの導入の要請も高まってくるわけであります。ま

たこれに加えて，市街化が進行することによって交通の問題とか，土地の問

題が関連して，色々な問題をひき起こすことになります。この項ではこうし

た面から市役所の問題をとり上げてみました。

一建物も土地もせまい市役所庁舎一

会議室のない市役所庁舎，傍聴席のほとんどない市議会議事室，職只休息、

室のない職場，建物の半分がプレハブの庁舎などどれをとっても信じられな

いようなことですが，これが木市の庁舎の実態なのです。どうしてこのよう

なことになったのかと言えば，やはり人口の急激なj付加が大きな原因である

と言えます。つまり人口の急増によって教育施設，福祉施設と言った諸施設

が最優先としてとり上げられ，庁舎などの施設は軒定的な小規模改造にとど

められてきたことにほかなりません。またこのことは至極当然のこととして

受けとめられてきたわけです。これは日野市ばかりでなく首都圏の各市が同
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じような状況におかれて， どうにもならない時点で大改造が行われると言っ

たことが通例となっています。 I町同Tli，制布d'i，東村111Tli，三鷹市，国分寺市

ω14J介などいずれもそのようたことから庁舎が新しく建設されたものです。

本11iの場fT，本jJ::勤務のl隙μはがo450 ~I で，今までに年間約 5 ，...- 6%の噌

)JIIとなっています。また人口は年間約 8.4必の増加で職員の増加率を上まわ

っています。とれに対して庁舎事務室の面積は人口，職員数の県加率とは必

ずしも均衡的に増加していません。これが現在のような事務室不足の状態を



招来したのです。

人口と市庁舎面積の関係は日本建築学会のデータによれば¥人l-I1，000人

当り大都市では 30m2
，......60m2，小都市で、は 50m2

，......100m2 とされています。

また庁舎面積と職只数との関係は 円治省による庁舎の地方伏査定基準によっ

て，職11 1 人当 りの[日絞が約 15m~ となっています。木市の場合職只 1 人当

りの而積が約 7m2で、法準をはるかに下まわ っている状態です。また庁舎の面

積(半rr!Iを除く〉についていえば延べ約 3，300m2，これは人口に対応する適

正規模5，800m2
，......11， 600m2をやはり下まわる状態です。

庁舎がせまい，不足している，分散している， といったことから色々な障

害が生じてきます。例えば，

0 市役所に用件のある d=i氏にと って分散している庁舎では不便なことが多

レ、。

0庁舎が狭く，十分なスペースがとれないため各種の相談室などの配置が

できにくい。

0職員の執務環境が恵化して行政事務が非能率となる， と言ったことがあ

ります。

庁令の問題は人 1I念、附とかかわりあいがあることは内ii:述のとおりでありま

すが，こればかりではありません。本市の場介市役所の敷地の面積が十分で

ないこともありますが，この敷地が土地区阿整理'J¥:業を実施するために減歩

され，さらに四つの部分に分芹IJされたことも見のがせないことです。これは

立地条件，権利者の換地計画，区画道路の築造などのことでやむをえない事

情もありますが，将来の庁舎の土地利用の面で不効率になることはまぬがれ

ないのです。

(2) 本庁舎

本庁舎が建設されたのは19年前のl昭和129年で，当H寺は人円も約 2万人，役

所の組織は 6課16係で職員数も吏只30人を含めて総数80人ばかりでした。

その後の人n:!:Nにともない職員数を増員されるにしたがって事務室の増改

築，新設が行われ現在で、は，第 2.....，第4庁舎が噌設されました。しかし，こ

- 97-



れらの建物はいずれも木造，またはプレハブ構造で執務環境は極めて悪い状

況にあります。

第 1庁舎・……・・…(仮換地後の敷地面積約 3，700m久市有地〉

1号棟，市役所の中心的な建物で|昭和29年に建築され，若干の増改築が

行われ，現在木造2階建延面積 1，581m3で、ここに 4部12課と市議

会の議事室，議会事務局，および山納関係の諸部門が執務を行っ

ています。

建物の西部分は昭和47年皮で区間整理事業の区阿道路築造のた

め改築移動が行われました。

2号棟，昭和38年度に建設されたプレハブ平家288m3の庁舎で、現在印刷

と浄 S関係，食堂，倉庇などが配置されています。

3号棟，昭和47年度に建てられたプレハブ 2階建 356mヨの庁舎で総務

部，民生部の 2部 5課が配置されています。

第 2庁舎・・……・…(敷地 1，511.28m2，借地〉

都道 137号線をへだてて第 1庁舎の北側にプレハブ平家建488m2の庁舎

があります。この庁舎敷地は借地で 1，511.28m2 ありますが，借地契約は

昭和49年 6刀で満了になります。

第3庁舎・・・………(仮換地後の敷地面積約 307m久市有地〉

昭和29年，第 1庁舎が建設された時期に建設され日野消防署庁舎として

使用されていましたが，消防署新庁舎が建設され移転したため市役所庁舎

として使用されているものです。しかしこの敷地の一部は神明上土地区画

整理事業の巾で，区間道路用地になり換地，減歩され約 307m2と狭まくな

り，建物も一部とりこわされ東方に約20m移転されました。

現在の第 3庁舎は木造 2階建，延面積264m2で、す。

第4庁舎......…… 〈仮換地後の敷地面積約 505m2，市有地〉

第 3庁舎が改築され狭くなったため，ここで執務していた教育委員会は

I1R和48年に建設されたプレハプ平家建283m2の第 4庁舎に移転しました。

しかしこの庁舎は中央高速道路の北側にあるため日照， 白i動車騒音など

Q
U
 



市役所庁舎位置図

図2-29

きわめてJ思い立地条件におかれています。

/ N 

¥ 

このほか監査本務局，選挙管理委員会事務局は第 1庁舎の近傍にある 日

野農業協同組合の倉庫事務所を借り受け執務しています。

このように市役所本庁舎が図 2-29に示すように分散して配置されている

ことから利用される市民には大変迷惑をかけているわけです。

これは区画整理事業による市役所用地の減歩換地，あるいは区画道路の設

計からやむをえないとはいえ，早急に改善の施策がまたれるのであります。

(3) 七生支所

現在の建物は昭和34年に建てられたもので，木造2階建で延床面積285m2

あります。建築10年後にあたる昭和44年頃より 川|崎街道南側の多摩丘陵地帯

の開発のテンポが急激となり今では本市の大規模団地はおおむね浅川の南側

に集中しております。このため住民関係の業務をとりあつかう窓口の中で最

も人口の伸びが激しい事務所と なっ ております。

建物の利用形態も建築当時は 11暗に七生支所のほか，農業共済事務所，消
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rw臼動車の車wがあり 21惜を会議室としておりましたが，今では農業共済事:

務所，消防rl助lj[j_1l庫のi可方を改造し七生支所としておりますが，急激な人

口の増加にともなう各台11長類の急i札職員の増加lはこの程度の改造では対処

しえたいものがあります。又 2階については外|併段を設け図書館として利用

してお』しまjしておりますが会議宅の転用であり イづ〉なスペースがありませ
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間J く窓口の取扱い事務の ql て証明l芹 rJ-l~I'H土次の巡Inl 日 交付となります。

左記以外に各組依~{fI 'J~:務あり。
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各窓円における取扱業務は表2-50にかかげたとおりです。利用者の立H}j

に立てば支所の取扱業務が拡大されることが理担、l切なことでしょうが， )XlilI 

事務を管理する側からみれば集巾 (Ý')~.Î;理が理想的なすがたであるわけです。

この辺をある程山充足するような本務問機もIJll発されていますが，これも件

事務所にかなりのスペースを必要とすること，利)TJJJ法によっては寸F務が}!"i

そうしかも乱をまねくおそれがあることなど，さらに今後検討を要する )1'，(が，

少なくありません。

(4) 多摩平支所

多h刊え支所は 円木住宅公卜1"1が11目別-133イ1:.より火:施した多摩平r:F1地の建設にと

もないその必要性がでてきたものです。、ii時のみ:di (1-1 rr'Hlr)の人 IUよ1":川;

数 6，443総人1129，818人 (11日午1133年 2)J111)で，多摩平トパj山の I;-j-jllij人11が

15，000人，_， 16 ， 000人ですからンヒJ ~えすると人 11 が斗主に 1. 5 付:にもふくれる，iI・

1n1でした。現夜本di全体で、lよイI:I!'J]5，000人前後の人Ilが]-I('/)JIIしていますが，

11時 としては早い時期の IJH発であり驚~(Ý') なできごとでした。

多摩平支所が業務を開始したのはIlH和40年です。これは多摩.平団地建設の

さい日本住宅公団が現地事務所として設置した鉄筋コンクリート造2階辿，

延 368m2の建物を市が買取 り，そのまま利用してきたものです。

管かつ区域内人口 は転入，転山件数が多い割合には急激な増え方ではなく

年間 1，000人位を上下しています。

ここの取扱業務が他の二つの窓円と違う点は，戸籍事務を取扱っていない

ことにあります。こ れは戸籍事務が他の主任務と異なり国(法務省〉の所空事

務 〈機関委任事務〉であり ，その取扱にI-Y;Jしては事務所，戸籍原本の保管設

備，組織， 1阪口の配置などについて系111かな基準が設けられており ，現在の建

物ではこれらを充足できるだけの広さが確保できません。もちろん仙の業務

と l'lH、菜に台 111•長を置かずにこの機能をおぎなう守[務器機もありますが，七1:支

所の項ですでに触れたような問題があります。

ここでの事務取扱件数は他の二つの窓口とともに表2-49にかかげたとお

nu
 



りです。これをみると一つの特徴はさきに触れましたが人口に比較して転入

転出の件数が多いことが目につきます。

(5 ) 動く窓口

「動く窓口Jが誕生したのは昭和45年ですが，これには二つの背景があり

ます。直接的な動機は同年に市内 3ヵ所にあ った出張所を廃止したことにあ

りますがもう 一つの理由は 27，llkm2ある行政面積の中を縦横に結ぶ交通機

関がなく，窓口ヘ証明一つ取りにくるにも非常に不便をかけていた事実があ

ります。実施当時は市が持っていたマイクロパスを改造しただけの簡単な車

であ ったため，担当職員は夏は酷暑に，冬は酷寒に悩まされ非常につらい勤

務でした，現在の車は発足 1年後の昭手1146年に「動く窓口」専用車として購

入したもので冷暖房装置があり暑さ，寒さの点では改善され能率良く運行さ

れています。

ここで取扱う業務は表2-50のとおりです。窓口と皆様とを結ぶ中継車と

いう性質から，証明の交付を中心とした一部の事務は即日処理ができず，次

の巡回日にお渡しすることとなりますので，急ぐ場合には利用できないとい

う難点があります。 I動く窓口」の駐車場所は廃止した出張所3カ所の他5

カ所あり，位置および巡回日程は表 2-51，図2-30のとおりです。

表2-51 r動く窓口」巡lill駐車日程表

月 火 7.K 木 ~ム¥ 土

午 9豊0田O~団9地:50|1 9日OO~書10高20 1 豊9:0田O~団9叫5叫 9臨叩~書10高201 豊9:0田O~団9地.50i| 9品:OO~書9高50 
西平山 西平山 西平山

9:55~10:35 豊田郵便}II) 9 :55~ 10 :35 豊田郵便}nJ 9 :55~10:35 豊田郵便局

前平山地区 10: 10~ 11 :40 平山地区 10:10-11 :40 平山地医 10: 1O~ 11 :00 
セ40ン~タ1- セ Oン~タ1- セ40ン~タ1-10:40~11 :40 10 :40~ 11 :40 10 : 40~ 11 :40 

午 百草団地lr1|百草回払liJ二号。|百草団地|
1:30~ 3:0012:00- 2 : 40 1 1:30~ 31  :30~ 3 :00 

後 百草駅刊 |百草駅 |百草駅前|
3:20~ 4:001 1 3:20-4:001 1 3:20-4:00 
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1 道路・はし

( 1) 道路

本m-の道路は幹線道路とこれを連絡するネ!日以J道路からなりたっています。

幹線道路は市街化の骨格を構成するものであり， i!i街化を進め誘導する性

質が強く，本市においては，都市計阿街路(!_W道，者1)道，i!i道を含む〉が幹

線道路として道路網に組まれています。通過幹線道路としては，国土計画に

基づく高速道路(中央道)，古くから甲州街道として呼ばれてきた国道20号

線，同じく川崎街道と呼ばれた都道 137号線ほか 6路線，主要地方道20号線

があり，これらの道路が市の伸展とともにたゆみなく発達してきました。国

道，都道は毎年小区間整備していますが，市街化の発展による交通量の増加

と自動車による交通渋滞を処理することがむづかしくな ってきています。

これらの国道，都道を密接に連絡し補助する路線として市道があり 1，597

路線あります。市道は，国道，都道にくらべ幅員が狭小で、す。国道，都道，

市道はいわば市民の日常生活の血管というべき重要，不可欠な役割を果して

おり，整備も年々推進されていますが，最近，市内の急激な開発行為にとも

ない市内各地に宅地開発卒業が進められています。更に交通量の増加と車両

の大型化により，道路需要がその性質を一変し，急速な都市施設としての道

路整備の必要に迫られて，道路改修，舗装工事を実施しています。
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道国

国道|

表3-1

員

13m 

~I@ 長

4299.0m 

延~ 乱軍

20号線東京~塩尻線

路Bリ種

種 路 お長 宰1 積 |平均幅員

者日 道 137号線稲城日野線 5，309m 36，821m2 7.0m 

11 154 11 相模以立川線 7，546 50，693 5.6 

11 155 11 鶴川平山八王子線 4，651 16，506 4.6 

11 159 11 豊田高11暗線 2， 703 12，054 4.5 

11 169 11 淵上日野線 1， 757 5，576 4.2 

11 173 11 上町旧野線 6，151 33，893 5. 7 

11 235 11 豊田停車場線 1，326 29，170 22.0 

29，443 184，713 

道者rs表3-2

主要地方道表3-3

| 平刊均11悩11凶l凶同

|6.4m 

ゴt寸£

1.J..l 国長延.1'， 線路

主要l肋道|

矧j手重

1，280m2 200m 20号線府111+川英lj;〔線

道路補修については，道路の機能を保維し，安全で円滑な交通を確保する

ため常時維持を行っています。

道路補修，道路付属物補修については，直営方式と請負方式を採用し，直

営方式は，道路補修車を配置し，舗装の穴埋，側溝の応急処理，砂利道補修

などを行っています。直営方式で処理できないものについては，請負方式で
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表3-4 市道舗装状況

よ〉年次
f1Fl和 43年度 昭和 44年度 昭和 45年度

延長|回顧 延長|而積 延 長 | 国 税

総
ml m2l ml m2ml 3ω，0701 870，6111 3仰 83 織刈 31刊 41 932，ω 

告fij コンクリート 1，278 8，409 1，293 8，484 1，298 8，484 

装 アスファノレ ト 65，418 301，133 83，466 375，377 100，561 433，6951 

道 66，696 309，542 84， 764 383，861 101，859 442，1791 

砂 キIj 道 237，374 561，069 224，619 504，428 215，285 490，455 

改 良 済 117，111 515，715 139， 784 609，327 149，882 657，666 

未 改 良 186，959 854，896 169，599 278，962 167，262 274，968 

38.51 45.18 47.26 

舗 装 率第 35.56 43.21 47.41 

~ 年次 昭和 46 年度 |昭和 47 年度

区分 ~I 延 長 | 而 和 延長|面制

総 数 |
告市|コンクリート

装|アスファノレト

道|計

砂利道

改良済

未改良

改良率 96 1 

舗 装 率第|

(2) 橋梁

m I m2 

320，504 1 944，374 

703 1 8，069 

115，928 1 48~ 155 

116，631 1 483， 224 

203，873 I 461，150 

153， 779 I 670， 697 

166，725273， 677 

47.98 

51.16 

| m m2 

3M~ I 似 1，735 

703 1 8，069 

122，040 1 495，012 

122， 743 1 498， 621 

194，871 I 443，114 
153，919 1 671，355 

163，695 I 270，380 

48.46 

52.94 

主幹道路と各方面に延びる道路との連絡するに重要な使命をもっ橋梁は，

その交通の円滑を図る重要性をもつものです。そのため道路を改修整備する

ことにより，橋梁の改修整備を施行してきた結果，市内橋梁数136橋すべて

の永久橋が整備されています。

最近特に住宅の建設が増大し，それにともない農林地が漬廃され，道路，
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点3-5 11町民別市道の延長及び面積
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水路の整備が要求されており，在来の木橋，狭小な石橋が交通の支障となり，

廃止されたり，新設拡巾整備されることが多くな ってきました。おおむね交

通量が少なく，巾Hのせまい道路に架橋されていますが，これも市街化によ

る市道の拡巾整備と平行してすべてを永久橋にかけかえるよう推進していま

す。
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一番橋 七生中学もよりの市道補助18号線に架り，南平地区と豊田地区を

連絡するもので，橋長 130m幅員 5.5mの永久コンクリート橋で，

昭和38年 3月に市が架橋しました。

滝合橋 浅川上流の平山地区を連絡する永久コンクリート楠で，橋長 120

mlll l-~7. 5mです。
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国道関係

日野橋 国道20号線に架孔本市と立川市を連絡するもので，橋長 368.9

m，11届員1O.5mの永久コンクリート橋で大正15年8月，建設省によ

って多摩川に架橋されました。

都道関係

高幡橋都道 137号線に架り高|幡地区と上田地区を連絡するもので，橋長

114.6m，巾員 5.4mの永久コンクリート橋で大正12年東京都によ

り架設されましたが，交通の増加並びに車両の大型化にともない，

橋梁の老朽化がはげしく，現橋の上流側は架替工事を施行していま

す。新橋は京王線と立体化し，施工延長326.0m(内橋梁部193.0m)

の長大橋で， 47年度より 3カ年計岡で完了予定です。

平山橋都道 155号線に架り平山地区と豊田地区を連絡するもので，橋長

126. 3m， 1幅員5.5mの永久橋で，昭和11年3月東京都によ って架橋

されました。

新井橋 都道 154号線に架り浅川下流の新井地区を連絡するもので，橋長

136m幅員7.5mの永久コンクリート橋で，昭和35年3刀東京都によ

って架橋されました。
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2 交通安全

( 1) 現在の交通安全

人々の急激な増加と

図3-3
経済の高度成長などの

社会環境の変化にとも

日野警察署管内交通事故発生状況 ない， 自動車の保有台

700 I 

1::，十日|||
数は画期的に増加し，

さらに自動車輸送量の
600 I 

増大した当然の結果と

500 

;不 刈右
して道路交通量は急増

している現状にありま
400 

す。一方道路について

300 は，道路交通量にとも

20 
¥ / ¥ なっ た整備が行われな

15 

10 ¥一L/ ¥死 者 かったため，いきおい

5 交通混雑の激化と交通

司E\故~年 41 42 43 44 45 46 47 事故の増大を招いてお

件数 411 535 539 645 579 458 328 
ります。市ではIIB和41

死者 18 9 9 17 17 16 10 

負傷者 482 687 670 807 732 572 413 年に制定された交通安

全事業法にもと づき，

総合的な計四のもとに

交通安全施設整備 5カ年計画を作成して，道路における交通環境の改善を行

い， もって交通事故の防止とあわせて交通の円滑化に資するよう，交通安全

施設などの整備をはかつてまいりました。

(2) 交通安全施設整備事業

ア 都道府県公安委只会の行う事業

0信号機，道路標識，または道路標示の設置に関する事業
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0交通符制センターなどの設置に関する事業

イ 道路管理者の行う事業

0横断歩道橋の設置に関する事業または緊急に交通の安全を確保する必要

がある小区間について応急措置として行う歩道の設置などの事業

0道路標識，さく，行刊:fなど安全な交通を確保するためのものまたは|丘1IIIj

線の設置に関する事業

以上二つに大別されます。さらに道路管理者の行事う業は， 11~lili，者IS JjJ:，

バi道によ って，それぞれ管理者が異なるため， "iで、は年次，11.plijの中でili道に

おける交通:兵士全施設の整備をはかるとともに， "i 1止の要求に応じて関係機関

に単期実現ノゴを要望し，者々とその成果をあげている引状であります。

交通安全施設の具体的な現状

。歩道の設置

0中央分離帯の設置

0ガードレーノレの設置

。センターラインの設置

。標識の設置

0道路反射鏡の設置

9，031m 

1，300m 

14，153m 

8，750m 

419本

94本

歩道設置については， I!屈員 5.5mが確保される道路でなければ，実質的に

設置が不可能であり，その条件にあてはまる市道については，おおむね設置

済であります。

ガードレーノレ，道路反射鏡などについては，市民の要望を総介的な見地で

調整し，設置順位を定めております。

( 3) その他の交通安全対策

交通交全対策整備事業は， Irl，有IS の初日以~"Jl:業の|共l連の'1 1 で‘行われるため設

置時期などに問題があり，緊急性のあるカ所については，i!Jの単独事業とし

て整備しなければなりません。とくに通学路などについては，児童の安全を

確保する必要があり，沌合小学校開設にあたっては，人，車分間fのガードレ

ーノレを設置してその安全に努めました。その他警察署の協力のもとに，立看
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板などを作成して，危険カ所に掲/J¥し，交通安全思似の持及をはかつており

ます。

自転車専用道路については，指定可能な道路について 円下検討中であり，

現状では平山橋，一番橋間の浅川左岸段|坊上の約 1，100mの道路を指定し，

白転車道として利用しております。

踏切近の安全対策については， 11;1鉄，私鉄ともに「踏切の統廃介」という

方針の中で， 小中踏切の閉鎖を希望しております。たしかにほとんど道路と

平而交差する現在の踏切の状態では，交通渋滞，並びに発生する ']l:i)5(の重大

性を考えると一応当然の措置ではありますが，反面利用する一般J!J民の立場

を考えると，一方的に廃止することはできない問題と言えます。

市では， 利用状況などを十分検討して， il川路などを整備 し，できるだけ

市民に不使をかけないよう， 1共j係機関と打合せを行ってまいりま した。

なお，道路の拡幅整備並び、に道路の新設などの|探には，立体交差を行うよ

う検討する必要があります。

(4) スクールゾーンの設定

交通事故被害者の総数にしめる子供の割合は，年々高くな っており，約18

%に達しております。そこで児童，生徒を交通事故から守るために，学校施

設周辺の面の規制，いわゆるスクーノレゾー ンの設定が，交通事故防止の一つ

の柱にな っております。本diでは，現在一小，五小，六小の区域にスクーノレ

ゾーンが設定されております。 もちろん立地条件，並びに市民の生活に直接

影響をおよぼすなどの理由で完全な規制を行うことはできませんが，二小，

四小の区域にも可能な範聞での規制が実施されております。

(5) 交通安全教育の実施

春秋交通安全運動

交通の安全をはかるには，道路施設などの盤備，環境を良くすることに努

めるのはもちろんでありますが， IriJ時に交通安全を確保するための教育の徹

底を期することが必要であります。市では，春秋交通運動の中で安全思想、の

普及徹底をはかるとともに， I子供の交通安全のための母親教育」など安全

-113-



教育の実施に力を入れております。

ノー力一運動

表3-7 日野警察署管内交通事故発生状況

年|発生件数|死亡|重傷|軽
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都下の各市では，毎月第 3

日曜日をノーカー運動実施日

と定めております。これは行

き過ぎたモーターリゼーショ

ンを反省するとともに，車公

害から人間凶復をはか ること

を目的として，不要不急、の車

を使わなないことを市民に対

し呼びかける精神運動と言う

ことができます。



3 土地区画整理

(1) 土地区画整理事業のあゆみ

本市の土地区画整理事業は，昭和31年日本住宅公団の施行によ る，多摩平

地域の開発を契機に急速な人口の増加をみ，これらに対処するため積極的な

開発計画が行なわれてきま した。

表3-8 n本ft宅公同施行

司王 J勾減 ~þ 率

公共|保留l山In'm: 
I 'jJ，:業 時 I )jむ行イ1:.度

も [ ?o [ あ| 千円|
133halnR和32fl--3jlull|160|1831343|約 616J0014|||仰|間二度

[ "'11"~~ 'I ' ~ JJ Á~ " [ AV.  V [ AV.  V [ V..  V ["'，) VAV， VVV[ 至l昭和38年度

表3-9 組合施行

平均減歩率
名称|施行而積|認可年刀 11 I 1 事業費 IJj包行年度

| 公共|保街地|合算

ha [労|剣先| 千円|
| | l | | | Od|白|附府手荊|日lβω3拘9年度

吹上団地 1 2幻7.6 1阿"昭府肝附R悶手和和n同3泊9年 6 凡2却O口l門23.7叫8司16 叫3却0.3ω叫01 4巳96ιい，0∞001至|昭呼府附?明叩刑不和和[口附l

1 34.8 1準 古制耐備11出i打i委員会が発足し現在は認11げJに要する引|同司意書をとりまとめ
七生東部 1 34.8 1 ~I~ である。

表3-10 市施行

平均減歩率
名称|施行而積| 認 IIJ年刀打 事業費|施行年度

| 公共 |保関凶作算

| ha l J l W 必| 場| 千明白昭和38年度
平 山台 I 133 IlIfl手11381r9 ) Jl9 n 116. 42 8.311 24.7311，614，0001至|昭和48年度

I 136 111:: Ji'4HI'.10 J 1 1 ，， 1 21. 581 2. 191 23.771 2. 780. 0001門I1R和4HH支判I1川上 136 [ "I :~1:4HI :.10)J 1 II[ 21. 58[ 2.19[ 23.77[ 2，780， OOO[ 
"_VV ["f''II:''''_JI'.LVJJ .L "[ <"，I，_.VU[ <....L"[ <"""'''[ ~，， ~v ， vvvl至昭和50年度

15 :1I!HI14HI'.10 J 1 1 111 21. 001 6.031 27.031 375.0001円IIflfl14H刊立JlLjツ符ー卜 15 [1川 l叫 :.10)J1 111 21. 001 6.031 27.031 375，0001至11叩 4811二度

IIIl1-r:nAf'lh: c. " '7 ，， 1 1 11)('.城 を二つに
')r:;C， [11日和401r6)J 7 H 1 フj似守 256 I ~~~~;;~:b V ) J • 1 '1 分けて胞行準
LJvV 1計画決定

[fill.l!ilfA IJ:. 仙巾

77 11別手11幼年 6)J7111新坂下 77 I ~' ，~~;，~T V)J  ' 11 1 ，. 1;11'画決定
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昭和34年本市は，甘都圏整備法にもとずく市街地開発|丘j或に指定され，工

業都市として開発整備されることがうちだされ，この施策に同調すべく， 1If: 

和38年平山内ヒ地区間整理事業認IIfを得ました。続いて昭和39年 6月に|火上

同地土地区阿整理 'Jl:業を，権利者みずからの手により，木市はじめての組介

施工として認可を得ました。

昭和40年肯都圏整備法の改正により，近火I~整合iIJ地帯として指定を受け，住

宅都市としての構想、に変り，土地区pflj盤理'jI:業による而的13H発が盛んになり

ました。 |昭和41年10)J 円 野駅周辺を合む神J~J上および:， ITqツ谷下土地|メ:Irhj整

理事業を同時に着手し，国の胞策と相まってi[i独r'=Jの立場ーから適正な人11の

収容を日途に計|山i的な市街地形成にとりくみましたコ現在di内で実施，完了

および計|阿 している土地区間整理事業は，表 3-8，...，表 3--10のとおりです。

(2) 市施行の土地区画整理事業の概要

土地区画整理事業は，昭和29年に制定された「土地区凶i整理法」にもとず

き行なう事業であり，その目的は，道路，公園などの公共施設の整備改持と

宅地の利用増進を日的としています。この目的を達成するために，一定範凶

の土地を区阿整理の施行区域として定め，都市計阿街路を基幹に区阿街路，

公園，排水施設の整備，拡ふく，不正形な宅地 を正形にし，袋地をなくし，

各宅地 を全部公道に面するようにします。このため土地の面積が減りますが

これを減歩といい，減歩された残りの土地は整理前の土地の位置， i也積，環

境， 利用状況などを検討し，それに見合った場所え，新しく換地されます。

(図 3-4参照〉との一連の作業をするためには，公共施設の工事，建物，

または農耕作物の移転補償などがされ，さらには換地による土地の過不足清

算を行なうことになります。これらは，各地区別に 'Jl:業計Jrhjをたて，資金百1-

Jfhj ， 減歩率，設 ，1 1 - 1~ 1 などを権利者に説明し，了解を得て施行されています。

平山台土地区画整理事業

平山台土地区間整理事業区域は，多摩平岡地の西方に接する標高 90，...，110

mの平Jn.なE陵地帯で、あり，地区内の従前の土地の利用状況は，大部分が農

耕地と山林で，わずかに住宅が散在していました。(図3-5)
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図3-4

換地設計の例
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図3-5

区画整理施行後

区画整理施行前
、、、ー
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地域は，同鉄中央線豊田駅より徒歩で15分--30分のととろに位置し，道路

は，東西に都道 155号線が縦断し，それに農道が不規則に接続され，交通の

便きわめて悪い地域ともいえました。また，排水も大部分が地下浸透により

処理され， 一部は門然排水により地区外に流下していました。

昭和38年 9月19日，平山台土地区画整理事業を施行すべく，都知事の認可

を受け，都市計画街路2・2・6外4路線を基幹に区画街路，公園など縦横に

位置づけ，排水については浅川へ放流する計画をたて，都市下水路を敷設し

た。土地利用については，住宅地の外に工業地域を指定し，東芝電機，帝人，

千代田向動車などの工場を集約しました。この区画整理によ って，図 3-5

の道路網が完成されました。

四ツ谷下土地区画整理事業

~I ツ谷下土地l玄阿整理事業|メ:域は， 円野駅周辺市街地の両1rllJに位置し，北

側は，多摩川に狭まれた水旧地;肝であります。地区内の道路は非常に狭く四

ツれ西部地1)くに抜け る1117aU3. 5mの舗装道路が，ゆいつの通過道路となって

おり， それ以外は，せまい|陥只の農道で、ありました。

地区内には，宅地専用の排水施設はなく，農業用水路が排水路を兼ねてお

りそれ以外は地下浸透により処理されていました。(図3-5)

昭和41年10月四ツ谷下土地区画整理事業を施行すベく，都知事の認可を受

け都市計画街路 2・2・11号線を基幹に，区画街路，公園などを縦横に位置

づけ，排水については， U字潜により放流する設計をし，土地利用について

は，住宅地として利用しやすいよう道路網の配慮をしました。(図3-5)

神明上土地区画整理事業

神明上土地区阿整理事業区域は，木市のほぼ中央に位置し，国鉄中央線日

野駅を含み北側は国道第20号線のセンターを地区境とし，商庖街の一部を含

み，西側は吹上団地土地区画整理組合，および多摩平にはさまれた台地で，

東西約 1，000m，南北約 1，500mにわたる面積 136haの区域です。道路状況

は北側に国道第20号線，東側に都道137号線 ()IIII時街道〉があり，地区内を

補助第 6号線 (1日同道〉が通過し，これに住宅の発展にともない増設された

Q
d
 



および農道が不規則に敷設されています。せまい道路，

地区内の排水施設は，多摩川水系による日野用水，小西六工業(株)の処

宅地排水路として整備された理水放流水路〈宝泉寺似.iJ水路〉があるほかは，

台下台地においては，農耕地が大部分のため地下浸透であり，ものはない。

の水田地帯は用水路が排水路を兼ね，地区外に流下されています。(図3-5)

昭和 41年 10月，ネi:llゆj上土地区画整理事業を施行すベく，都知事の認可を受

駅前広場などの計四を策定し，け，都市計画街路を基幹に区間街路，公開，

現在施行中です。(図 3-5)

日野駅周辺に賠j楽地域土地利用については，住宅地域の開発が大部分で，

日野用水支流を一部とりいれ，排水施設については地区内の地形を考慮し，

また，幹線街路下に管渠敷設工事を行な(宝泉寺系統の用水路〉を整備し，

い流末は多摩川に放流すべく，村'I~I上地院外都市下水路事業を準備巾です。

万願寺土地区画整理事業

(256ha)のl昭和40年 6月7日区域万願寺土地区間整理事業については，

昭和46年10月より地元懇談決定を受けました。その後区域を二つに分けて，

これによると，大部分の

権利者は区画整理事業に賛成であり，

公園，資金計画，減歩率などを現在計画中です。

とこに，市施行による区画整理事業の，過去5年間の比較などの表を参考

昭和47年現形測量を実施し，計画街路，

会や，意向調査などを実施し意向をとりまとめた。

つぎのとおりです。までにあげると，

上

額

判1 ゆ]

数| 金十束手高

谷下

金
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平 111 台 | 四ツ

棟数 |金額|棟数 |

千円
約 29，200

日

間

¥

泰
一
地
¥

¥
昭
一

千円。千円
6， 760 

26，200 

34，000 
630 

3， 700 

。
1 

2 

36 

9 

30 

32 

7 

34，300 

26，200 
10，400 

36 

43 

22 

10 

4 

q

J

F

D

F

O

可

i

4

ι

τ

4

4

A
唖

8
H
T
Aせ

34，400 
100，400 

-120-

71 

10，500 

1，850 1 。。



表3-12 整理前後の道路率の比較

整列前 | 整理後
J也l'くHIIfJ'l 

地|材 I~I J[I_J， 1;>( HII fJ'l I道路 H峨 |道 路 卒 道路 I(II杭|道路 車

m2 釘}2

4.あ12 
m2 

16.8/
円
0 

5 平 111 fi が01，282，000 52，847 215，919 

判明j 上 1，332，000 65，083 4.88 256，400 19.24 

IJLIツ谷 下 150，000 人714 3.81 35，967 23.39 

表3-13 過去 5 年II\Jの I ) Ji軌千i ~Tl

年度
1 11日和143年度|昭和44{]，皮

1 11円和145fJ'度 1 II?~和46fl ê皮 1 lIi叩11471r皮
j山|〆別

I円 | 千円 | 下円 | 千円 | 下円
平 111 fi 1約 113，750 1約 145，460 1約 136，320 1 約 117，660 1 約 54，400

ネ"， rYl _I.. I 153，000 

IiLlツれ下 10，380

118，230 

31，540 

213，660 
41，150 

104，970 
18，140 

ぷ3 14 4特J'I'liij後の'ヒj山のlf"I)JIII(liW

年度|整 JIj!前|整列!後 |

J山|州 、I
:if(nÑ~hr JI(IIR47t" WI;JJ@I 

ロ}2

平 111 fi 1 約 86，000
利， rYl 上 121，000

四ツ谷上 48，000

(3) 都市計画道路

ロ}2

ff{.J506，000 

166，000 
82，00。

立町1

420，000 

45，000 
34，000 

110，850 

5，630 

本市をはじめとする多摩地域は，新しい住宅が建てられたり，工場が進山

したりして，都市化が目立ちはじめたために，道路などの公共施設の整備に

ついて，新ためて考えなおす必要が生じたので，都市計同道路の~ I '阿変更を

昭和36年に行ないました。それによると，市内を約 5kmにわたって通って

いる甲州街道 〈国道20号線〉の拡11屈をはじめ，東京~八王子方町との連絡を

スムーズにするための 1・3・1号線，多摩川をへだてた立川ITI)を橋で結ぶ 2

・2・1号線および， 2・2・10号線など，そのほか21本の路線が計画されそ

の総延長・は 56.4kmです。 II~I道，者1)道など現在の道路を拡幅するものは一部

であり，ほとんどは新設道路です。

現在では，急激な都市化の進行による新しい計阿の追加1，地形の状況によ
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る計画の一部変更などにより24本の路線計画がされ，総延長も 57.6kmと延

長されております。

とくに，多摩丘陵周辺は最近，宅地造成などによ って人口が急増し，交通

量も非常に増加しているため計画を変更したり追加して，将来にそなえてい

ます。また，鉄道， 自動車，人などを有機的に接続し，無駄のない交通処理

をしようとして，駅前広場を日野駅，豊田駅に計画しました。

この計画にあわせて事業がおこ なわれたのは，昭和33年からの日本住宅公

表3-15 都市計阿道路一覧表

道路才l称 |計画|lHli(m)[百|阿延長(l11) 

1. 3. 1 
1. 3. 2 
1. 3. 3 
]. 3. 4 
2. 1. 1 

2. 1. 2 
2. 1. 3 
2. 1. 4 
2. 1. 5 
2. 2. 1 

2. 2. 2 
2. 2. 3 
2. 2. 4 
2. 2. 5 
2. 2. 6 

2. 2. 7 
2. 2. 8 
2. 2. 9 
2. 2.10 
2. 2.11 

2. 2.12 
2. 3. 1 
2. 3. 2 
2. 3. 3 

合(24路線計~- I 

28 6、690
22 2，640 

18~22 1，680 
25~34 ]，100 

15. 5~20 1，170 

16~18 480 
16~24 1，530 

18 1， 140 
18 410 

12~20 4，410 

16 2，010 
16 3， 270 
16 460 
16 970 

16~25 3，830 

16 840 
16~20. 5 1，800 

16 660 
16~20 2，050 
15~20. 5 10，390 

16~25 6，670 
12 2，090 
12 70 
12 1，280 

57，640 

改良済 13，980m 
未改良 43， 660m 

同が施行した多摩平団地内の 3路

線，北口駅前広場，吹上団地土地区

阿整理事業内の 1路線，市施行によ

る区画整理市業では，平山台|天画整

理区域内に 5路線，神明1上内に 4路

線，四ツ谷下内に 1路線， そのほか，

京王帝都電鉄が施行中の平山七生台

内に 2路線，および，東京都が買収

によ って施行したものが路 2線で，

総延長 13.98kmが完成されており

ます。残された路線は周辺住民が生

活するうえに大切な路線であり，交

通量も著しく多い。 しかし，接続す

る地域の整備が遅れているため，各

路線が十分な機能をはたしていない

のが実情であります。

-122ー



都市計画道路図
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4 自然と緑地

( 1 )概要

本flTも都市化という白然破壊の波にさらされ，農地や緑が急速に減少して

きました。 I~然が人間の生活にとってどれほど必要であるかは説明するまで

もありません。人間も白然を構成する一つにすぎず円然の中にしか生存でき

ない以上安易に円然を軽視したり破壊することは， Il分の生存と命を否定す

ることに等しいと言えましょう。

近年ほとんどホタルやトンボが見うけられなくなりました。また台風など

の被告ではなくて点去にケヤキの葉が緑色のまま14{ちたりします。これは，

1'1然界の均衡がくずれはじめている徴候であり， 1"然が破接されつつあるこ

とです。このようにホタノレやトンボがし、なくなるということは，ただ現象的

なことだけでなく，人IIUの生活環境が破滅されつつあるという桁棋であり，

??的でもあります。故近di此の!日]で白然保護への重要性が認識され，ょたわれ

つつある白然を凶復したり，現在あるr'I然や緑を大切に保護していこうとい

う気運や運動が高まってきました。そして自然をとりもどすことは，荒鹿し

つつある人間性の回復，あるいに快適な生活を守ることにもなるのです。

(2) 破壊される自然と緑

南部の丘陵地帯は，すぐれた自然景観や緑地などの自然環境を保全するた

め白然公園法による都立自然公園，首都圏近郊緑地保全法による多摩丘陵北

部近郊緑地保全区域などが指定されています。このように地域の住環境をよ

くするために地域の指定がなされたにもかかわらず関係法例の弱いこともあ

って，宅地やリクレエーション施設などに開発されていきました。

現在市内の緑地で I~I 然 (1句景観をそなえ，かっ集団的に存在している地域は

北部で、は ~ II積層と洪積層との境にある段丘誕の緑地で，一部の地域には，歴

史的に重要な横穴古l民が多数あり，考古学f内にも貴重な存在であります。南

部では，都立多摩動物公園-fiJ:で市街化調整区域，近郊緑地保全区域，都立

(1然公園が重複して指定されている地域で，との地域だけが昔の多摩丘陵の
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多摩正陵自然公園破演状況(昭48.9現在)7 

仁 1公園区域
凡例

L J宅地等による破壕区域

図3

¥ 
¥ 

自然保護関係地域地区指定図図3-8

~ 

/ジ/六二1
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長3-16 ~.災地~;;~I(lih'~推移 (ha) たたずまいを残すだけになりま

した。

"j'-(大 jJ 
j出

1，046 I 268 

農地は自然環境を構成する貴

11日和47什t 705 212 881 
車な要素であり，市内の農地は

生産緑地としてまた空地として
資料 川定資産相旺~訓，'}:より

の役訓は大きいといえます。そ

して減少した良J山の大i'f15分は，工場・七地などに転用されました。残った農

地は民業後継斤の不jム lJllit3 J:.び労働の11:1束性のfJ1さから，残存農地の多

くが作物が(刊、J~hf:HLl山とな J ていますり

破壊の原因

IIT何1130_{H~lìíj 、|えには|出刊を小心に人 11 1'/1))11 が続き IlîJ年代の後半からは増加

が鈍り， 1肝不1140年代には|出'f15においては逆に減少してきました。他方本市に

おいては他のIlii'i!)と friJ様に|豆古15の人 11の減少と反対に人口増のスピードが増

し，本diにおいても急激な人円増にみまわれました。これは，都に集中する

人円を I:K存15お k びその周辺では地利liの)J指~などによる住宅事情の悪化で比較

f内llli11 11 iの低成な郊外のiI i部に集巾したことと，さきに述べたとおり自然公悶

やその仙の法例で (1然保護の立場にたった刷制ができなかったこと，また宅

地1m発業者の (1然保護に対する認~の低さなどがあり，大量の自然破壊が行

なわれるにいたったのです。

(3 )公園

本市は，かつて市全体が公園と言って良いほど，緑と清流に恵まれていま

した。ところが，人口の都市集巾と言う波をまともに受け，七生丘陵は勿論

いたる所に'む地造成が行われ，緑が日に日に失なわれて米ました。この結果

大気汚染， ~反 JYJ ，騒音などの公iIJ日\J題および， IIJ照川題などに見られる生活

環涜のJE化が11¥て米ました。このため，公出1，緑地に対する認識が深まって

きましたが，何と育っても緑の保護が必要でありましよう。では，本市の公

l卓!のりL状はどうか，仙リJと比il0どしてみましよう。

本市の公園の設置状l}Lは，下表のように27の公園があります。これらの公
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|吋 3-9
ロンドン

23m'/人 ニューヨ-'7

「つ巴… ih4.31 1 ~口m'/人 同山町ド分 人
全凶平均

2.4m' 人
2.41 ， ~' 

l口l口

表3-17 11パ不1148{1・4)J 1 11 Jj~在:

公 民l ノI、1 

公(1m人開z/H当人H航ロ) PlT :r， I而 積|人
数 仙 (m2)

jl.... -f- 187.79 282，095 52 343，951. 15 1. 22 

_¥/. ) 11 24.32 132，654 12 216，095.00 1. 63 

!Il&; 国f 11.03 136，236 2 170，666.38 1. 25 

li抵 16.83 158，676 1 115，050.96 O. 73 

背 {旬 104.01 80， 742 23 294，183.89 3.64 

)(、l 29.86 175，037 34 580，789.47 3.32 

11f{ ~，j 17.20 79，030 12 197，964.00 2.50 

訊i 1'li 21.79 168，691 7 273，753.08 1. 62 

lur 田 73. 15 233，806 29 180，547.12 O. 77 
〈以ム， チド 11.35 97，164 4 239，840.73 2.47 

平 20.85 142，965 2 28，600.00 0.20 

日 野 27.11 113，609 27 594，400.20 5.23 

JU ホl 111 16.58 104，010 6 179，314.58 1.72 

llil /OJ} 寺 11. 40 83，172 3 20，752.00 0.25 

11.:1 立 8.08 61，679 10 81，779.00 1. 33 

旧 釦1: 6.89 61， 763 

保 谷 8. 77 86，215 

福 生 10.30 40，680 10 958.00 3.28 

狛 江 6. 15 64，335 3 3，934.05 O. 77 

束 大 fn 13.52 53， 757 5 1，085.37 1. 89 

1ilj ト組 10. 19 58，928 1 7，601. 98 O. 14 

"*久留米 12.98 93，288 12 91，757.39 0.98 

此 11:抵村 111 15.23 46，693 7 92，312.81 1. 98 

多 Jf芦 18. 71 59，350 14 128，049.17 2.16 

稲 bお 17.61 40，295 3 49，527.14 1. 23 

毛k )11 22. 14 34，566 2 84，480.00 2.44 

fflS 目l'I 723.84 I 2，689，436 281 4，256，831. 36 1 1. 58 

i孟 fflS 言1.I 577.09 I 8，724，383 890 10，840，011. 03 1 1. 24 
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園は，そのほとんどが区阿整理'J'f.業にてできた公闘で，これらは，表 3-18

のとおりです。

-;<3 18 11肝diι日IS，'{公|占|一覧ぷ

公 1，;11 十l |公 開 HII f~'t 
η1。“ 

1 多j官、|え郊 1 公 I~il 24，680.0 

2 2 11 3，561. 8 

3 1/ 3 11 1. 677. 2 

4 4 11 2，082.9 

5 /1 5 11 2、523.4

6 6 11 4，616.4 

7 /1 7 11 2、809.1 

8 /1 8 11 4、163.8

9 /1 9 1/ 3，001. 3 

10 多!1~' v.m1 紋J山 10，562.4 

11 2 1/ 2，580.7 

12 3 1/ 4，315.2 

13 平Illi守山 1公|羽 26，274.0 

14 /1 2 /1 3，618.6 

15 1/ 3 /1 2，571. 7 

16 1/ 4 " 3，308.8 

17 /1 5 11 2，945.6 

18 IILJツ作卜'un公協| 2，241. 5 

19 /1 2 !I 2，259.3 

20 新w:光午公l主| 66. 1 

21 栄IUf公国 206.0 

22 平山見〔公悶 2，016.4 

23 l火 1:公悶 2，273.0 

24 !， I，~川 公I-;;:~ I 9，326.0 

25 大J).よ|川公|胡 1，531. 3 

26 大久保公開 2、169.3

27 じ'1三公l京1(日IS，'，:) 467，015.4 

594，400，2 
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1 児童福祉

(1) 概要

児童福祉の基本的精神がとなえられている児童福祉法は，昭和22年に制定

され，その冒頭の第一条に「すべて国民は，児童が心身ともに健やかに生れ

かっ，育成されるよう努めなければならない。JIすべて児童は，ひとしくそ

の生活を保障され，愛護されなければならない。」と規定されています。

このように，あすの世代をになう子供たちは，暖い愛情のもとで育てられ

ることが理想であります。しかし現在の社会は複雑多様化し，また巨大化し

てきております。このため子供たちをとり囲むところの生活環境にも著しい

変化が現われてきています。

経済の高度成長にともなう種々のひずみは，婦人労働者の進出， 自然破壊

公害の発生，交通戦争などをひき起してきています。一方では家族制度の変

化による核家族化への移行などにより，子供たちの生活環境は著しく阻害さ

れてきています。したがって， I保育に欠ける児童JI鍵っ子」の増加，児童

厚生施設建設の立遅れなどが目立ち，子供たちの生活する家庭，社会環境は

非常に悪化されているのが実態です。

これら悪環境から子どもたちを守って行くのが，われわれ大人に課せられ

た責務であり，児童福祉の基本精神にそうものと思います。
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ここに木市の児童福祉関係の実態、を示し，参考に供してみたいと思います。

( 2) 保育所

児童の保育ということは，本来その両親の家庭において行われることが最

も白然の姿であり理忽でありますが，その家庭において十分な世話ができな

い場合，例えば児童の保護者が労働に従事したり，病気にかかっているなど

して，家庭において十分な保育をすることができない児童乞家庭の保護者

にかわって，その児童を保育することを目的とし，児童の心身の健全な発達

をはかる役割をもってい去す。

保育所では，このような家庭の保護者になりかわり，一定の時間乳幼児を

保育するところです。

最近，本市では人口の増加が著しく，また婦人労働者の進出などにより，

家庭での保育に欠ける児童が増加してきています。このため木市では毎年の

ように保育所を新築し，また増築したりしてこれら保育に欠ける児童を一人

でも多く収容できるよう，またお母さんが安心して仕事につけるよう常に前

向の姿勢で努力しています。

このように，保育所は保育に欠ける乳幼児を保育することを目的とする施

設であり， したがって，保育所における保育は，ここに入所する乳幼児の福

祉を推進することにもっともふさわしいものでなければなりません。

保育所においては，乳幼児が昼間の大半をここで生活し，個々の子どもの

欲求を満たしながら集団の生活を経験する。このため保育は，常に乳幼児が

安定感をもって十分活動で、きるようにし，その心身の諸能力を健全で調和の

とれた姿に育成するよう努めています。

また養護と教育とが一体となり ，豊かな人間性をもった子供を育成するよ

う努めています。

保育所の設置，児童定員の状況

昭和26年に始めて民間保育所(日野保育園〉が建設されました。当時の日

野町の人 1-1は，わずか18，628人で保育所の必要性は現在ほど緊迫したもので

はありませんでした。その後同じ民間保育所2カ所が開設されました。市立
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保育所は昭和36年になりはじめて「とよだ保育閤」および「たかはた保育園」

が開設されました。

現在，市立保育所は 8園あり，収容定員 1，066人の規模となっています。

一方民間保育所は 5 園(うち定員30~，の小規模保育所 2 園〉で，収容定員591

名の規模となり，あわせてm-内には13園，収容定員 1，657名の規模を有して

います。

表4-1 rI野市における保育所設置，定員の状況 (nR~1148年 9)J 1 n現在)

施 号ITιu 11 設 立 年 月 日 模|定 員

m2 

1
名
35 と よだ 保 育 園 昭和36年4月1日 540 

たかはた保有閑 |昭和36年4n 1口 489 168 

立 たまだいら 保 育 問 昭和37年10)1111 525 161 

f~~ 
ひらやま保育問 昭和41年5月1n 329 107 

あらい保育協| IlR;fn45年4n 1 11 407 90 
ずf たかはた f?保有閑 IIR;fn46年4)J1 11 584 150 

f舟 みさわ保育問 11日和45年5n1 1:1 469 105 

みなみだいら保育問 昭和46年12)J1 I1 614 150 

民 口 型? f* 育 I~~I lI?i和261f4刀11-1 307 105 

IIn 日野第二保有国 昭和29年3)-J111 968 300 

保 至誠第二保育闘 昭和34年7刀1n 449 126 

Tf 吉宮ベビーホーム 昭和46年12月1n 104 30 
所 つくしんぼ保育闘 I昭和47年4月1日 100 30 

各市における保育所設置および児童定員の状況

昭和48年 4月 1日現在の各市の状況は表4-5のとおりである。本市では

公立保育所， 8園，民間保育所， 5園があり，合計で13園となっています。

児童定員においては，公立 1，066名，民間 421名，計 1，487名となっていま

す。

これを各市と比較してみますと，公立保育所の設置数および児童定員では

各市の規模〈人口〉からみても最上位にランクされています。

一方民間保育所での定員のしめる割合は，本市では291ぢと各市に比較し相

当低い位にランクされています。しかし総体的にみましでも本市の保育所の
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表4-2 各市における保育所設置及び定只状況(昭和48年 4月1日現在)

公立保育所 民間保育所 一に一i n 回いl 

所民る害間のdllf占tT育め
市 名 人 口

数|定員 数~I 定(A)員 数 I定(B)員 A/B5ぢ

八王子市 276，399 15 1，402 26 3，465 41 4，867 

立川市 132，456 8 746 10 1，258 18 2，004 

武 7/l誌野市 135，235 7 740 3 334 10 1，074 

三 鷹市 154， 762 8 623 6 610 14 1，2E3 

青梅市 80，197 2 200 18 1，921 20 2， 121 

府中市 169，558 11 1，025 8 749 19 1，774 

n日 島市 79，404 2 200 10 1，157 12 1，357 

調布市 169，43..:i 9 839 9 902 18 1，741 

町田市 231，364 8 713 14 1，372 22 2，085 

小金井市 95，138 4 430 5 688 9 1，118 

小平市 140，633 7 890 3 346 10 1，236 

東村山市 102，968 3 254 4 444 7 698 

|五|分寺市 81，338 4 337 1 79 5 416 

同立市 62，800 2 250 4 562 6 812 

回無 市 61， 742 6 506 1 70 7 576 

保谷市 87，531 7 500 1 120 8 620 

福生市 41，886 4 345 4 390 8 735 

狛江 TIT 63，248 4 360 2 182 6 542 

京大和市 53，442 2 218 7 843 9 1，061 

清瀬市 57，401 8 649 1 100 9 749 

東久留米市 92， 729 7 670 4 280 11 950 

武n~司;'J-山市 46，096 1 150 6 927 7 1，077 

多摩市 57，991 3 236 1 158 4 394 

稲城市 39，881 1 100 6 906 7 1，006 

秋川市 34，325 4 425 2 260 6 685 

日野市 112，518 8 1，066 5 421 13 

設置数および児童定員は各市に対し相当高い水準にあると言えます。

保育所入所状況
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本市における昭和48年 4月 1日現在の O歳-5歳までの対象人口は， 0歳

児 2，664人， 1歳児2，937人， 2歳児2，764人， 3歳児2，570人， 4歳児2，479

人， 5歳児 2，490人と15，904人です。

このうち，いわゆる「保育に欠ける」状態におかれている児童(要措置児
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表4-3 il野市の保育所入所状況

施 設 ~I 卜ケl吋 1歳|吋 3歳I4歳I5歳1

(定員 8 10 25 44 58 145 
たかはた保育困 措 置 児

53 137 1 15 24 44 

(川{三 ム門L 12 24 39 41 45 161 
たまだいら保育園 持園児

44 161 12 24 40 41 

(定員 10 18 33 25 49 135 
とよだ保育園 措 置児 33 46 134 10 18 27 

(定 員 3 13 22 39 30 107 
ひらやま保育園 措 置 児

36 26 97 3 10 22 

(定 員 4 18 25 27 31 105 
み さわ保育園 措置児 31 101 3 18 22 27 

(定員
4 11 20 28 27 90 

あらい保育園 措置児 27 25 88 4 11 21 

(定只 10 20 40 50 30 150 
たかはただい保育園 措 置 児

29 141 10 19 37 46 

みなみだいら保育|主l{措定置児問

8 24 38 42 38 150 

36 41 32 139 7 23 

(定只 59 138 242 298 306 1，043 
公 "5L 

50 138 235 289 286 998 措置児

(定員 5 100 105 
日 野保有国 措置児 14 13 24 53 105 

(定員 300 
Il野 3i1二保育園 措置児

103 83 300 22 87 

(定員 11 115 126 
至誠第二保育悶 措置児 1 10 18 45 52 126 

士号ベビーホーム (定 員
3 4 23 30 

山 措置児 19 10 1 30 

(定員 6 6 18 30 
Jコ く し んぼ 措置児 16 11 3 30 

(定員 9 10 41 591 
民 nn 

措置児 35 28 50 118 172 188 591 

表4-4 保育所邦2置理由別 (昭48.4.現在)

寸どT~I竺ùI土古川l竺1;空|附|部l不判的イt!J1'卜



表4-5 各市における保育所入所状況
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l 市 I0才 I1才 2才 I3才 I4才 I5才|

(イ)対 象 人 口 国 1，247 1，313 1，252 1，239 1，188 1，259 7，498 

(ロ)措 置 児 数 30 74 103 144 202 247 800 

わ)保 留 児 数
立

7 56 84 93 55 7 302 

(ニ) 要措置児数(ロ十ノ....) 市 37 130 187 237 257 254 1，102 

童〉は，全体の13.6%にあたる 2，165名となっています。これら措置児発生

率は各市に比較してみると，ほぼ平均的数値を示しています。

また，この要措置児のうち実際に入所できたものは 1，653名と要措置児に

対し76%の人が入所されています。したがってなお 512名の児童が入所する

ことができず現在保留児となっているのが実態です。

なお，これら保育所に措置されている「保育に欠ける児童」の母親の状況

は，表 4-4のとおり(1 )外勤者， (2)自営業者， (3)内職， (4)疾病の)1原

となっています。

保育所の運営状況

保育園の運営，管理に要する経費については，毎年多額の財政負担を余儀

なくされています。

表4-6 保育所運営管理費の財源状況 (単位千円)

区分 一空竺I43 I比率I44 I比率| 45 I比率| 46 I比率|

経運費営，管理に要した 69，657 100 88，904 100 133，176 100 195，997 100 291，343 100 

11，866 17 12，907 15 22，543 17 33，146 17 52，184 18 

者I~ 支出金 7，164 10 11，021 12 17，894 13 36，045 18 57，470 20 

保護者負担金 18，511 26 20，013 23 25，847 19 35，133 18 42，306 15 

市 !PI: 32，116 47 44，963 50 66，892 51 91，673 47 139，383 47 

表4-7 保育料の状況 (単位千円)

区分 千里」 43 44 45 46 47 

国基準による徴収額(A) 25，301 30，513 45，993 67，190 94，498 

rli基準による徴収額(B) 18，511 20，013 25，847 35，133 42，306 

差 額 6，790 10，500 20，146 32，057 52，192 

比 率 (芸) 73.2 65.6 56.2 52.3 44.8 
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運営，管理に要する経費の主なるものは，保母，栄養士，給食調理員など

に要する人件費と，保育に使う教材費，あるいは児童の給食に要する経費で

す。これら経費にあてる財源は，国の負担金，都の負担金および補助金，保

護者負担金(保育料〉と市の一般財源でまかなわれています。

昭和47年度の決算見込では保育所の運営管理には，実に 2億 9千百万円あ

まりの財源を支出したことになります。この財源の内訳をみると，国の負担

金18%，都の負担金および補助金20~ぢ，保護者負担金15タム市の一般財源47

9ぢとなります。

このうち，国の負担金においては，最低基準を定めこの最低基準の維持に

要する経費から，保護者負担金(国基準による〉などを差し引いたものの10

分の 8に相当する額を負担することになっています。しかしこの最低基準維

持に要する経伐と，尖際にかかる経費との差額は著しく，このため市ではこ

の差額を一般財源にて負担しているのが実態であり，市財政の圧迫となって

きております。

一方，保護者負担金である保育料は，昭和42年以降改定がなされていませ

ん。国の基準による徴収金は毎年改定が実施されてきているため，市の基準

による保育料の徴収金とは倍以上の差がでてきています。市の基準が低いの

は，保護者負担の軽減をはかるため低い基準におさえであるのが実態です。

無認可保育所(保育室〉および家庭福祉員の状況

公立保育所などの不足が解消されないため，また O歳児保育施設の不足に

より，最近においては「家庭保育」が盛んになっています。

本市では， ng和45年 7刀よりこの保育室および家庭福祉員制度をとり入れ

実施してきています。これらの設置は市が認定し，入所希望者のうち，市が

その必要があると認めたものについて紹介，あっせんをしています。

了11としては，保護者の保育料に対する負担軽減，あるいは施設の運営管理

に要する経費の一部を助成して行く意味・で、施設に補助金を支出しています。

(3) 乳児医療費の助成

本iljでは，赤ちゃん (0歳川〉の病気を早く見つけて治療し，乳児が健や
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表4-8 乳児医成療JJ}]状況

¥IK士| ー lx己ノ| 資格登録者 | 受 診 件 数

)J ¥1 t1 ~ ['E1 ~， 1政府|土ー 保一己保 l政ヱ
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います。

かに育つことができるようにと，この制度を昭和48年 1刀 1日から実施して

475 139 

これは乳児が病気やけがなどで医者にかかったときに，入院，通院に関係

なく他jお保険診療でかかった医療資の個人負担分をd1で、助成するものです。

昭和18年 1)J1 n現在の対象児は， 2，683 ~，で， そ のうら資格登録斤は，
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表 4-9 保育室等における委託児童数及び助成状況

lX 
i~ ff 室 家 庭 福 ネ止 員

数委託児 童 市 助 成 金 まk 委託児童 rli g)J h父 合

八王子市 。 。 。 26 56 。
立 川市 。 。 。 。 。 。
武威 n市 2 36 3才水i，:自1，500 3 9 3才未満 1，500

lぼ 市 6 121 3-}未満 3，000 。 。 。
Jf 締市 1 6 3-}以上2，0003-d-" A~i，埼 3 ， 000 l 。3-}-未満~以上 2，000

J{f '1' 市 。 。 。 2 3 。
11(1 山市 4 108 

111!i，没)f日 。 。 。
60，000 

訓イ'Ii rli 4 47 3才以上1，000 3-}'~渦 1 ， 000 。 。 。
PII 111 di 10 150 3朋才末未手満当I職，5員003-}'以 J-.l，OOO

20，000 
。 。 。

小合 )1'di 4 53 3才未満 500 3才以上 4 12 3才ぷiJ均一以上 GOO 

小平市 3 66 3才未満3，8003才以上3，000 21 105 3才Jバ，:':]3，000:l HJ， U ，8()O 

*村山市 12 244 3才未満~以上 1，600 。 。 。
I品分寺市 3 44 。 。3，000 4 12 3才ぷu:IO----以上 3，000

国立市 2 25 。
ク 1，250 7 19 。 。1，250

凹 無市 5 108 
i~ ，<，強行へ 1 ， 000 胞ぷへ 1 人当 。 。 。
200 i~吋 i l'， 言(l 10，000 

保谷市 2 40 。 。 。 。
品川 公ミ けi 1 15 。 。 。 。
d(1 ?J~ di 3 39 3ナ'_，j.とU:ID--以上 1，000 。 。 。
米大和市 1 25 '" ，100 。 。 υ 

it'i i新市 3 101 3-}木i!:IJ6，500::l-}' r.Ll:.4 ，000 。 。 υ 

*久留米di 5 88 3寸';.-ku:'tl-rJ.1'，3，500 。 。 υ 

武蔵村山di 。 。 υ 。 。 。
多 r4f- di 1 35 3-}'A~ iJ日。L"J， I: 200 。 。 。
稲城市 。 。 o 。 。 。
秋川市 。 。 () 。 。 。
日盟T 市 4 51 3JJLiiliGi H，岐00i03，十U 1.:.2，000 

JtlJ)、f、lillolW15，000 6 12 3jt!rl本Jと子;':1、ll6i柄，04010 3寸'rJ，1:2，000 
Ul 15，000 
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1，361名となり，その後毎月平均 170名の方が登録申請をしています。診療

件数は毎月平均 766件とな っています。

またこの診療額は 1件当り約3，100円になり，このうち社会保険組令およ

び政府管掌保険に力n入している人は 5割が個人負担額となり，国民健康保険

加入者は 3害IJが個人負担額となっています。このように 3捌ないし5割が個

人の負担額となり，保険組介などからの付加給付-を控除したあとののこりの

金額をr!了が助成しています。この助成額は 1件当りおおむね 1，000円です。

(4) 児童手当

児童が，心身ともにすこやかに成長することは， IJ，:j民すべての願いであり，

社会や家庭で， ともに健全な育成につとめることが望まれています。児童手

当制度は，家庭生活の安定をはかるための施策の一つでありますが，単なる

低所得者対策というせまいものでなく，広く，一般家庭の児童も含まれ，家

計における児童養育費負担の一部を，社会的に分担し，児童の養育にともな

う家計支出の増大に対処し，これを，軽減することを目的としています。

家計における児童養育費は，養育児童数が増加すればそれに比例して増大

しますが，家計収入は，必ずしも養育児童数の増加に対応してふえるとは限

らず，この制度は，その不均衡を是正するということが，ーっと，もう一つ

は，児童の他企育成が図られるもととなる「ところ」は，家庭であり，児童

福祉の観点から，そのような役割をになう家庭が，保護尊重されるべきもの

であることはいうまでもありません。

児童手当制度は，このような点から，次代をになう児童の健全な育成と，

資質の I~J上を期待して，匡|や社会が家庭における川主の養育について，応分

の負担をし，家庭と共に，児童の養育の責任をわかちあうことを，大きな目

的としています。

また，この制J立=と平行して，心身に障害のある児童に対するもの，父親，

または，母親のいない川童に対するものなどがあります。

要件

日野市内に住んでいる人で，つぎの児童を扶養している方に，それぞれの
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手ゴi庁、文給されています。

(1') 一般9~m手当

18才未満の児童を， 3人以じJ犬美している家庭の場合に該ヨし，その

郊3予が義務教育を終 fするまで支給されます。

(イ) 障害児手当

20才未満の心身障害児で，次に該:1守するL場号f介子に支給されます。

O精神薄弱児で「愛の手11峡|限長」の 1ト.2.:3r 

O身f休本障:件T存~1背号で 「身{休木判|防埠:宍i作??官~.手 I!帳!阪長 J の 1 .2 級の児Z主E 

0)脳j脳向附↑性生摩ひ， または， .l並行性筋支絞首位の児TE

(ウ)遺児手ヰ

義務教育終了，)ijの児童で，次に該当する場合に支給されます。

O父親，もしくは母親が死亡し，廃疾の状態にある児童

0父親，同:親が離婚した児童

0父親，または母親が生死不明である児童

0父親，または母親に一年以上遺棄されている児童

0父親，または母親が法令により，一年以上拘禁されている児童

O母親が婚畑によらないで懐胎した児童

手当の額

(吋一般児童手当 児童一人について，月額 3，000円

(イ)障害児手当 児童一人について，刀額 5，000円

(ウ)遺児手当 児童一人について刀額， 2，000円

ただし，一般児童手当に該当する児童が，障害児，遺児である場介は，

一般児童手当にそれぞれ2，000円が加算されます。また， I埠吉児手当に該

当する児童が，遺児である場合は， 7，000円が支給されます。

支給の制限

所得制限が定められており，表 4--10の限度内所得者に支給されます。
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&4-10 所得限度額表

扶養親族等の数 所得限度額 扶養親族等の数 所得限度額

0人 1，602，500 5人 2，302，500 

1人 1，742，500 6人 2，442，500 

2人 1，882，500 7人 2，582，500 

3人 2，022，500 8人 2，722，500 

4人 2，162，500 9人 2，862，500 

表 4-11 受給状況

¥ 
昭和45年度 昭和46年度 昭和47年度

児童人員支給金額 児童人民 支給金額 児童人員 支給金額

一般児童
人 千円 (775)人 千円 l(8，39210 )人 (30，776)千円

691 24，888 1，03 45，078 

一般かっ遺児 25 1，455 34 38 2，105 

一般かっ障害児 。 。 G (4，632) 1 168 

41，014 

進 児 234 5，616 285 344 7，518 

F市 害 児 24 1，455 32 40 2，125 

防害かっ遺児 2 168 8 8 154 

976 33，672 1，389 41，014 l(8，9715) 1 (30， 776) 
57，148 

昭和47年1月 1日から国の児童手当制度実施 ( )内は法によるものの内数

表 ι-11を見て，全般的に増加の傾向にあります。これは，支給範聞の拡

大がその主な原因であり，その誘因として，社会的が多く，又円然的もかな

りの比重を占めていることが，表4-12でもわかります。
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表4-12 Jlt近の出生の状況

区 分 全日Il生数③ うち第3子以降山生数⑤ 柿成比⑤/@

昭和43年 1，872千人 272千人 14，5% 

昭和44年 1，890 291 15，4 

昭和145年 1，934 301 15，6 

nnf1146{1と 2，001 318 15，9 

「人口動態統計」によるものです。

今後，所得限度額の引上げ，支給対象児童の拡大などにより，さらに該当

児童数は，用力11の一途をたどるものと考えられます。

児童扶養手当

父親が，死別などの理由により，母親が代って家計の中心となった場合，

義務教育終了前児童の養育は，経済的に圧迫を受け，生活が不安定となりま

す。そこで，これら母子世帯の生活の安定をはかるため，児童扶養手当法が

制定され，昭和37年 1月から施行されました。

これは，児童手当による遺児手当と同じ目的をもっています。最近では，

人口増加とともに受給者も多くなり，表4-13でもわかるように，ここ 2--

3年間の受給者の増加は，著しいものがあります。

表4-13 児童J火炎子当年度別交給-ti-数

受給者内訳で， とくに円につくのが，離鯛によるもので，全体の約535ぢを

しめています。次に交通戦争の'1-1での交通事故による父親の死亡ケースです。

つづいては，児童を遺棄するケースで，いわゆる父親の蒸発したものです。

全体にみて，受給者数のうち37世帯約30労が，生活保護を受けており，さら

には，父親がいないことによる児童への影響も憂慮、されています。
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ぷ4-14 受給者年度別父の状況内訳

ゐ~ご 3911ミ 40年 411:下 42{j:' 43年 44年 45年 46年 47年

ii佐 女将 191'1二 17件 16件 15件 16件 18件 28件 35件 63件

ili 棄 。 2 1 。。 3 12 17 

生死不iリ] 1 l 1 2 1 5 2 3 4 

1矢 ?丙 。。 1 。。。。。 2 

タヒ じ二 3 5 4 4 5 13 3 14 19 

その 他 2 1 5 6 2 3 7 11 

(5) 学童保育クラブ

保護者が， 外勤， その他の事情により不在となる，留守家庭の児童(小学

校 1 年生~3 年生まで〉を，保護者に代 っ て ， 下校H寺から午後 5 時までのあ

いだ，危険防止と児童健全育成のため，組織的に保育を行うもので，本了11に

おいては，表4ー15のとおり，昭和42年度 2カ所〈多摩平社会教育センター

内，福祉センター中央会館内〉にそれぞれ設置し，昭和46年度には，本市初

めての平山児童館の設置により，館内に「つくし学童クラブ」を設置した。

その後， 47年度には，百草台児童館の設置により， I行革台学童クラブ」を

設置しました。

現在，学童クラブの事業は，社会福祉法人， 日野m社会福祉協議会に委託

していますが，都下26市をみますと， 25市が学童保育を実施しております。

そのうち，17市が直接事業を行い，事業委託が 7ili，市直接及び委託の両だ

てが 1il1あり，地域により事業内容は異っております。

また，学主保育クラブ入会にともなう，保護者からの費月j負担は，おやつ

代の一部を|徐き徴収しておりません。

学童保育クラブへの児童の山席率は， 3年生になるほど低いようですが，

これは時期的に， じゅくや，クラブなどにかよいだす児童が多くなることと，

大きくなると，学童保育クラブ以外の児童との交流が多くなり?どう しても

欠席者が多くなるのが現状のようです。また，都下全域にこの傾向がみられ
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るようです。

表 4-15 学童クラブ設置状況 48.4. 1現在

クラブグl 辛H子X凡 il( 土品 Pli- 桁導H数 児童定数
登録

設置年月日
児童数

ふたはり、;::五tクラブ II~n614 
相祉センター

21'， 40人 20人 1l?~43. 1.1 
中央館内

さくら節 l ィシ 多摩平4-3 社会教育 21'， 40人 31人 43.3.1 
センター内

っく し イシ 、|ミ1115-18-2 平山児童館内 31ノl 40人 65人 46.4.1 

さくらi，i¥2 // 多!字、IZ4-3 多r'f干支所内 2 ?" 40人 31人 47.4.1 

(r .1¥'( fi ~ (I ，'，'(999 了I，'，'(fì~~ 可I1nîfl)サ 3 ?" 40人 48人 47.4.1 

(6) 児童館

最近，交通事情の悪化，住宅の過密化などいわゆる都市化により，こども

の遊びの場が少なくなり，交通事故などが続出し，こどもたちの活動は，大

きくおびやかされています。

そこで，本市では，児童福祉法にもとづく児童館の設置を行っています。

児童館は，児童に健全な遊びを与えて，その健康を増進し，情操をゆたか

にすることを目的として，地域社会における児童健全育成活動の中心となっ

ており，対象児童は，幼児から小学生が，中心となり，時には，中学生，高

校生も利用する場合があります。

また，館内では，留守家庭
表 4-16 

児童を対象とした学童保育ク
名

市立児童館一覧表

称 | 所在地
ラブ(対象は，小学校 1年生か

l平 山 児 童 館 |平山 5-18 -2 
ら小学生 3 年生〉がl没けられ I ~~_~ ，.~

|百草台児童館 |行平999百平団地内

ています。本iliにおいては，

昭和45年度に平山児童館が，昭和46年度には百草台児童館が，表4-16のと

おりに建設され，それぞれ翌年度から閃館され，児童育成の助長にきわめて

重要な役割をはたしています。
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児童館の運営および利用状況 表 4-17 児童館利用状況

館は，本市が管理運営を行つ

ており，専任の厚生貝が児童の

遊びの指導にあたり，各種の行

事計画をたてる場合でも，こど

もたちの意見をとり入れ行事計

岡を作成，実施しており，毎年

5月5日のこどもの口には，児

童館でも っとも大きな行事を行

うほか， グノレーフ。活動も活発に

行われています。

平山児童館においては，絵画

パ トン，合奏，卓球，パトミン

トン，幼児の各グ、/レープがあり，

幼児 小、中学生 その他

4 132 759 

5 163 2，132 

6 283 1，197 

7 276 1，112 

8 312 873 

9 217 903 

10 549 1，053 

11 255 740 

12 79 672 

1 42 603 

2 181 591 

3 313 682 

2，803 11，317 

昭和46年度(平山児童館)

累計

891 

2，295 3，286 

1，481 4，667 

1，388 6，055 

1，185 7，240 

1，120 8，360 

1，602 9，962 

995 10，957 I 

751 11，708 

645 12，353 

772 13，125 

995 14，120 

14，120 

(単位 :人)

表 4-18 (平山児童館) 昭和47年度 (百草台児童館)昭和471f.皮

幼 児 小学生 rl'学生 その他 幼児 小学生 小学生 その他

4 87 518 232 837 390 1，077 33 。1，500 

5 308 702 296 1，306 666 1，447 64 2 2，179 

6 310 640 114 18 1，082 881 1，253 65 。2，199 

7 174 683 60 22 939 687 940 38 。1， 665 

8 180 764 106 22 1，072 376 811 29 。1，216 

9 244 1，843 81 68 2，236 836 1，159 12 。2，007 

10 186 936 155 30 1，307 788 1，137 23 。1，948 

11 208 1，320 99 19 1，646 666 1，173 39 。1，878 

12 329 1，555 139 3 2，026 630 1，319 15 。1，964 

1 204 2，093 75 5 2，377 832 1，237 6 。2，075 

2 319 2，252 40 2 2，613 815 1，293 5 27 2，140 

3 276 2，343 104 5 2， 728 684 1，155 26 。1，865 

2，825 15，臼9 1，501 194 20， 169 8，251 14，001 355 29 22，636 

('ii..位:人)
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百草台児童館においても，卓球，パトミントン，音楽，工作，粘土，折紙な

どのグノレープがあります。

(7 ) 遊び場

遊び場(児童遊園〉は，都市公閣法により設置された都市公園に対して補

足的な役割をもっています。

遊び場は，こどもたちの心身の発育にとって欠くことのできない栄養剤で、

あるといわれており，また，都市化が進み，交通事情の悪化した社会で，児

童を交通事故から守る役目も重要です。

さて，市民 1人あたりの面積は，都市公園を含んで(都立公園を除く〉約

1. 5m2で，東京都の1.2m2を上まわってはいるものの，外国の都|行と比較し

てみますと，西ベノレリン24.7m2， ロンドン22.8m2，ニューヨークの 19.2m3 

にはとてもおよんでいない現状です。

本市では，年々あがる地価とともに遊び場の確保は困難をきわめていま

す。

そこで，昭和46年度から民間の土地を土地所有者のご協力で借りうけて一

定期間遊び場としてこどもたちに開放しようという試みから，昭和46年度 5

カ所，昭和47年度 4カ所の遊び場を設置しました。(表4ー23を参照〉

このほか，以前から設置している児童遊園(表 4-20を参照〉が19カ所，

河川敷を悶から借りうけこどもたちの運動がで、きる広場としての運動広場が

2ヵ所(表 4-21を参照)，このほかに， 門治会，民間会社，神社などが設置

した民間児童遊園(表 4-22を参照〉があり，それの分布は図 4-2のとお

:&4 -19 q:.J江川 l12iiへとIM~G

むトご112 13 ，1，1 45 1G 17 τ托

J! i 立リよ立i~ J些|占| 3 5 2 。
こども!ム:.tM ーーーーー、ーーー~ー~ーーー~ー~ーーーーーーーーー~ーー 5 4 11(1利46{I~J長から実胞

。Jlli動 jぶ助 l 。o 。。l 

l¥;問児2E遊凶 。。。。。o 令て42年以|、)ijの，;立iiq
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1< 4 -20 rlî 江児童遊r~l _1とU<

』包 H14 L 日 I'Jr (1 地 1(lih'l(m' ) 
IJ山の

IlILt'zq:，) J 11 
liJj'イO;IJ

~~: JIJ1委託先

1111 11[- f1 VUi'lirtlvl 11 Pffi4-1i 3，558 lI (jfll ， I:~. 4. 1 1 1 11ff11'1 if;会

2 出 2 ~日川 ~E 。 '~~: 1113-14 2，197 43. 1. 5 イシ 日2~~IIW:(I ifi会

3 H " 、!と 1113-1 396 41. 1 1， 1;村I'Ii{i会

4 、lelliJ山Iベセンターliijλ 、le 1115-18-1 1，047 41.12. 1 4シ 見{件，::t卜tl'1ifìj'~ 

5 箭 2 11 Pf )j " 11 PH077 i60 41. 4. 1 l( :;~ 2 11 P f )j l' 1 ifi j，; 

6 あ 111 Yf )j '" r 1 11f4i-1 613 4.1.12.1 十1111-1: 江¥1IIPUjl' 1 治会

7 1 ~~í祉センター lìíj イシ 11 Pi' 261.1 42. 7. 1 l( 

8 新見〈光.'j: 4シ 栄町'3-1，1 ，150 44. 4. 1 新米光.'j:j'1i{i会

9 1 ~:! ;jI，本、 1， flr 111 rr -10-1 2:~8 45. 4. 1 
11¥1、

相:!.#I'Iiti会
:'fI;J.(J血

10 新 坂 '" 1fi P1f3-4-3 1，257 45. 4. 1 公 I.tl 1'4ケliことも j?

11 -* 。 11 PH228 466 43. 4. 1 L( 米間Ji'1i{i会

12 和i )1: 今 新 )1:103 99 42. 4. 1 民 新Jド白ifi会

13 日2止にJliBffi '" ね久保583 2臼 46. 4. 1 日2止t縦型ffi1'1 ifij;-

14 十員 JHf '" 11 Yf5717 887 46. 9. 1 公 I.tl 刈Ufl'''':'とも j?

15 、I[山武必ずf イシ 点、I~ 山2-29-3 129 47. 4. 1 見けi'IIIJiにJlliifi 1'1 i{ij:-

16 i)¥ '" i 以944-2 359 46. 4. 1 tlll fl j)¥1111'1 ifij，; 

17 ~)\ 1， ;10318 233 46. 4. 1 L( :_;I¥ 1; 1'1 ifi j，; 

18 111 '" 11 ~lf3098 l，.IU 46. 4. 1 公 I.tl ?i(II'111品川'1ifjj'~ 

19 IJ; IIlJ J出 今 11 ~!f2860 1，.176 46. 4. 1 。 。
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表4ー 21 市立運動広場一覧表

施設名 所 在 地 而f1'!(m') /lf.J，l5til'.}J 11 
上地の

ワキ Illl委託先/i)iイi7JIJ

1 盟問児童グラウンド 盟印 1Tnl也先 11，419 Il(~手1142.8 Ilil mrdi少年野球辿1，~\I 

2 大手11回運動広島j/¥ユ=-I-rli ~tn 1UJl 648 10，202 48.6 国一部民間 大尉11111'1治会
L_______ 

表 4ー 22 民間児童遊園一覧表(第 6表)

施 号両足凡 名 所 在 地 面積(ば) 開設if-月 11
七地の

1{ 理 t
所イï~ IJ

l 下回安養寺児童遊園 下回28 892 昭和28.3 寺 下回自治会

2 若宮町児童遊園 宮366 198 34. 8 若宮町自治会

3 下団団地児童遊園 下回197 66 38. 4 下団団地自治会

4 今朝ヶ島児童遊園 日野1，288 132 41. 4 者11 今朝ヶ品自治会

5 束光寺児童遊園 栄町5-5 991 27.10 寺 東光寺自治会

6 日野台2丁日児童遊園 日野台 2-23 1，688 37. 4 縁ヶ丘円治会

7 盟国荘児童遊園 盟国 4-11-1 991 27. 10 や11社 第l豊田荘n治会

8 西官舎児童遊園 束手山3-24 1，221 42. 4 同 同官舎Il治会

9 大和田児童遊園 西平山 5-14-1 231 34. 8 JJ:: 大和凹11治会

10 大阪上都営第 1児童遊園 日野6，451 231 32. 3 制i 大阪 上部常Il治会

11 大阪上都営第2児童遊園 日 ~f6 ， 451 231 32. 3 郁 大阪上初l'~・i' l 治会

12 大阪上都営第 3児童遊園 日野6，451 231 32. 3 相i 大阪上自nl'，世自治会

13 新川辺第 l児童遊園 川辺堀之内847 297 34. 7 新川辺1'1治会

14 新川辺第2児童遊園 川辺堀之内847 297 34. 7 新川辺1'，治会

15 新川辺第3児童遊園 川辺堀之内847 297 34. 7 新川辺I'Jif1会

16 東光寺東児童遊園 栄町5-17 760 27.10 民 *光寺山"治会
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表 4-23 市立こども広場一覧表

施 吾d又1" 名 所在地 面積“) 開設年月日
土地の

管 理 委 託 先
所有別

1 上田こども広場 上田 439 2，310 昭和46.12 民 新井自治会

2 盟国第 lこども広場 京豊田1-49-1 1，269 46. 12 // 豊田第 l自治会

3 官舎西こども広場 東平山3-18-2 1，101 46. 12 イシ 宮下束自治会

4 程久保こども広場 程久保673-1 558 48. 2 // 程久保第 2自治会

5 田中こども広 場 南平1819 1，500 48. 4 // 困 ~II 第 2 自治会

6 南新井こども広場 石田325-1 592 47. 12 // 新 井白治会

7 南平こども広場 市平521 165 48. 1 '" 田中第 1自治会

8 落川こども広場 部川 130 998 47. 11 今 たけのここども会

9 新町こども広場 新聞J1-10-10 1，989 48. 4 イシ 姫森口治会

りであります。新興住宅団地には，本市の設置した遊び場はありませんが，

各団地を造成する時点で，入居する人口に応分した都市公園などが整備され

ております。
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2 老人福祉

( 1 ) 概要

多年にわたり社会の進展に脊与してきた老人は，すべての人から敬愛され

かつ健全で安らかな生活が保障されることが必要です。このような老人福祉

に対する理念を明らかにし，老人に対レ心身の健康の保持および生活の安定

のために必要な個々の措置を講ずることによ って，老人の福祉をはかること

が，昭和38年老人福祉法の制定によ って，明確にな ってきました。

なかでもとりわけ，国民の祝日として， 9月15日を敬老の日として定め，

ひろく l可民が老人福祉の問題に対し関心をもち，理解を深め，また老人自身

が臼らの生活の向上に努める意欲を高めるような行事を行うことが，匡|およ

び地方公共団体のっとめとされるようになりました。老人問題がこのように

広く一般にとり上げられ，種々の具体的な施策がここ数年ほどこされている

ことは，よろこばしいことです。しかしながら法制定から10年を経過したば

かりという浅い歴史の中で，たち遅れているといわれる老人問題に対し，今

後ますますきめ細かい施策が必要であることは言うまでもないことです。

ここに本市における老人関係の実態にふれ，みなさまの参考に供したいと

思います。

(2) 老人人口の推移

戦後「人口転換Jあるいは「人口革命」が急速に進展してきたといわれて

います。このことはいうまでもなく，従来の「多産多死型」の人口構造から

「少産少死型」への人口構造の推移を意味するものです。戦後におけるわが

同の人口構造は，新生児の出生制限，医学の進歩，公衆衛生の向上あるいは

栄養の改善などの条件がかさなり，ますます平均寿命をのばしているととろ

です。最近ではよく 「人生70年」といわれますが，これらは，上記の条件が

生んだ結果であるといえましよう 。このようなことは，必然的に老人人口の

附加につながることはいうまでもありません。

多くの文化と，多くの同民の経済を将来になわなければならない児童の問
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題と，すでに増加の一途にある老人の問題は，現在はもちろん，今後もさら

に力を注がなければならないことを，これら人口構造は如尖に示していると

いえます。

さて，ここで老人人円 (65歳以上〉が全人口にしめる訓合を示してみまし

よフ。

全jJ~l的にみると，昭和30年において，老人人口は， 5.396の数値を示して

いましたが，昭和45年では，これが 7.0労となり，さらに現在は，約 8.596

となっています。したがって全凶的にみると，医l民 100人のうち 8.5人が65

才以上の老人であるといえます。

京京都では， f1B和48年 l)J1日現在の人口が， 11，360，670人であり，その

うち老人人11は， 649，731人で， したがって， 5.71%が老人であるといえま

す。東京都が全国的にみて，はるかに低い数値を示していることは，首都圏

の特殊性を表わしているものといえます。

木diにおける老人人口を，つぎの凶 4-24によってみてみますと，全凶お

よび京京都に比較し，総人rlにしめる割合は4.0396と低く， di民の平均年令

の若さを物語っています。

このことは大都市周辺の人口急増地域であること，また団地などが多く，

計い位帯構成が多いことなどの特徴を表わしています。

しかしながら，ここ 5年間の人口の仲びが，昭和44年を 100とした揚f合，

昭和48年において133.99の数値に対し，老人人nのそれは 146.8とな ってお

り，人口増加率を上回っていることは，次第に老人人口のしめる率が山くな

っているものであり ，世帯の定着など今後の条件によ っては，いままで以上

に，この傾向が強くなることは明らかといえます。
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表4-24 65才以上の老人人口の推移

一
調査年月日 人 n 65 --r以上人，-， 総人"対比

78，571 2，896 o 3.68 
43. 1. 1 (男 4山 1，265 3.12 

女 38，049 1，631 4.28 

83，566 3，080 o 3.68 
44. 1. 1 (見山2 1，331 3.07 

ム: 40，304 1，749 4.33 

90，632 3，482 o 3.84 
45. 1. 1 (男 46，873 1，523 3.24 

女 43，759 1，960 4.47 

ト一一一一一

100，789 3，848 o 3.81 
46. 1. 1 (児 52，114 1，681 3.22 

'̂ 48，675 2，167 4.45 

106，695 4，090 o 3.83 
47. 1. 1 !見山8 1，810 3.29 

女 51，807 2，280 4.40 

111，974 4，522 o 4.03 
48. 1. 1 1，967 3.42 

女 54，606 2，555 4.67 

(3) 老人福祉施設

老人福祉法に定める老人福祉施設の種類として，

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

の4つの施設があります。

特別養護老人ホーム

老人福祉センター

{I'./ltJ人4l・人m 
l 加数

184人

402人

366人

242人

432人

わが国においては，まだ子や孫と同居している老人の割合が高いものの，

家族の核化への変化は，まぎれもなく進行している現状です。

これには，住宅の問題あるいは扶養意識の問題などそれぞれ理由はあるに

せよ，老人にと っては切実な問題といえます。

このような時代に即応し，経済的にも，精神的にも安定した老後の生活を

送るための基礎となる種々の施設がこれからますます必要となってくるわけ
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です。ちなみに扶養意識について，資料は若干肯いが総理府世論調査の結果

をみてみましょう。

老人の扶養について， 60歳以上の方は，それは家庭の責任であると答えて

いる者が49.6%あるのに対し， 20歳代の方は， 15.8~ぢという数です。

また，これが社会の責任であるという回答をしているのは， 60歳以上の方

では17.2%，20歳代の方は32.4%となっており，若い人の扶養意識が減退し

ていることは，数字の上からは明らかです。

一方老人にも意識の変化がみられます。東京都が実施した調査でも，子ど

もがいながら別居している老人のうち， 48.6必の人は， I別に暮らす方が気

楽である。」と答えています。

このように時代とともに，それぞれの意識に変化は見られるものの，子ど

もとのきずなを断ちきることなく，離れて暮しても親密な関係を保つことこ

そ老人の精神的安定のために必要なことと思われます。

したがって，今後の老人福祉施設についても，このような点が十分配慮さ

れることとそ必要であります。

それでは老人ホームおよび福祉センターなどの施設について，その実態に

ふれてみます。

老人ホーム

子どもと同居するには家が狭い，子どもが近くにいない，子どもが同居す

ることに賛成しない，別に暮らす方が気楽であるなどいろいろな理由はある

にせよ東京都区市町村内にある老人ホームには，つぎの表 4ー25のように

9，619人からの老人が入所し，同じ境遇にある友達と共同生活を営んでいま

す。

老人ホームの種類

(ア) 養護老人ホーム

O原則として65歳以上

0身体上，精神上または環境上の理由および、経済的理由により居宅において

養護することが困難な方で，生計中心者の市町村民税所得害11が非課税の世帯
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付)特別養護老人ホーム

O原則として65歳以上

0身体上，精神上著しい欠陥があるため，食事，用使など日常生活全般にわ

たって他人のせわを受けなければならない方

0収入の有無にかかわらない

(ウ)軽費老人ホーム (A型〉

O原則として60歳以上

0利用者は，生活費に充てることのできる資産，所得，仕送りまたはこれら

を合わせたものが月額利用料限度額の1.5倍に相当する額程度以下で，身寄

りのない方または家庭の事情で家族と同居できない方

軽費老人ホーム (B型〉

0原則として60歳以上

。家庭環境，住宅事情などの理由により居宅において生活することが困難で，

自炊ができる程度の健康状態にある方

件) 有料老人ホーム

060歳以上

O健康で身の回りのことができ共同生活にたえられる方

市内には，表4-25のように，老人ホームは存在しませんが，老人人口の

約 1労にあたる44人の老人が，市外に存在する各種の老人ホームに入所して

おります。なお市内居住者で老人ホーム入所者の，ここ 5年間における入所

理由はつぎ、のとうりです。この中で、経済的理由または居住環境が悪いなどの

理由の人は少なく，こと数年，1"家族との折合が悪い」という理由でこれらの

施設に入所している人が50;;ぢにな っていることは，考えさせられる点です。

さらにこれら老人ホームの設置の状況をみてわかるとおり，施設経営は公

立が少なく，社会福祉法人立が90%以上をしめていることが特記されます。
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表4-25 老人ホームの設置および入所の状況

老人ホームの
公・私、工の日IJ

定nまたは /lnl打の老 口 ~!r' "i!i 1スl
.fJI ~í[ 

1-31Y L 円げ'"f. {i" ホーム数
入所者数 人の入所者 所布施設数

養 護 老 人 公 立 4 1，945人 2人

オ= 一 ム 社会福祉
。

i1 人
31 4，203人 30人

特別養護 ノ4ι1、 」工 。 O人 0人

老人ホーム 社会制 tJI:
。

71 人
25 2，385人 12人

'1珪'1!( ~人 I_;_'戸¥、 、工 3 360人 O人

ホーム (A型) 社会悩十11:
。

法 人
8 510人 0人

経費右人 ノIj一k、 。 0人 0人

ホーム(B型) 社会福祉
。

法 人
2 100人 0人

~司1、 立 。 0人 0人

有 車、↓ 財団法人 2 41人 0人

?lミ 人
。

老人ホーム 社会福祉
1 30人 O人

{岡 人 2 45人 0人

」一ーー ー一一一一一一

公 立 7 2，305人 2人

{t 
法 人

7，228人 42人
社会福祉 67 。
その他 4 86人 0人

78 9，619人 44人

表 4-~ (単位:人)

lメ分三~主 43q~- 44'.1三 45年 46'r.ド 47'.1:. 

lji_身Ji-(1よiをする-r'i1Jし) 4 12 12 13 15 

家政との iH作 い 6 16 17 26 23 

}，'; 1i:環 J克 が : 巴 い 5 4 4 5 4 

車正 j行 (1'，) JIJ1 111 2 3 3 2 

17 35 36 47 44 

-158-



老人福祉センター

老人が孤立感を解消し，健康a で明るい生活を送ることができるように，研

修およびレクリエーションを中心とした活動の場を提供する施設として，各

地に老人福祉センターが設けられています。

木市においては

福祉センター中央会館 日野市日野2，614番地

福祉センタ -1白幡会館 日野市高11番696番地の 1

の2館が，老人を中心として利用されるよう設置されたものであります。利

用の状況はつぎのとおりですが， 利用内容も，老人クラブの活動を中心とし

たものが多く，また趣味の議習，四iL民謡，詩吟，生花教室などあるいは

交歓の場として巾広く利用されています。

しかしながら現在の利用は，老人クラブ単位の利用に，ある程度制限され

ることが多いため，個々の老人の利用は不可能に近い。そのためセンターと

しての老人行事をとり入れ，個人でも参加し，またたのしく利用できるよう

に，施設の整備とあわせて行う必要を痛感いたします。

また数字の上からは， 65歳以上の老人が一年間に 1人平均2.5回程度利用

することになります。

なお老人クラブを利用する際には，福祉ノξスで送迎をしています。

ぷ4ー幻 制祉センタ一平IJm;IRi.兄

中央会館 d可 申書 ~.・ム f.!': 

:'.11:11'1川行
そのうち

:1'1:11 f11lT111 
その j!)

1';人 [11111Ki~ 主人 [11111行以

43 q.}'t 32，286人 6，871人 15，830人 3，166へ

44q .}I~ 41，148人 9，053人 11，320人 2，26'1人

45 :II')_ 36，510人 7，232人 14 ，490人 2，898人

46:J.I'~ 42，818人 8，022人 12.041/、 2，182人

，17 ;1"). :19.210へ 7，554人 1，1. H，，<} " 2，971人

一 一一

Q
d
 

F
h
u
 



(4) 老人の健康

老人の健康状態は，窓外と良好のようにみえますが，老人の心身の機能障

害は，本人の自党のないうちにも進行しているものです。

そこで毎年， 65歳以上の老人に対し，医悶i'師，1河i叩市会の協力を得て健!康頃診査を:支定

し，疾病の早期発見お kび早期治療をつうじて，老人の健康ー保持につとめて

います。

これら健康診査の状況はつぎの表 4-28のとおりですが毎年受診率は，低

率を示しています。昭和47年に行いました仏sJぷ診査の結果をみますと，受診

者は 797人と受診対象者の 20.97労となっています。

N. 4 -28 

'λ.τヲ: p子会y 乱l; 月ミ
ねたきり l

対象者数 受診-d数 二-‘τえ( I:~と、1、'J.'~ その結以
JJt 車内街中会1Y 品IIU，珍先

要ifi僚

45 3，350 597 17.82 228 369 73 296 8 

46 3，500 782 22.34 261 521 133 :~88 7 

47 3，800 797 20.97 328 169 89 380 11 

そのうち「正常」とされた者は， 52. 13 ~ぢ， I要治療」が47.7~ぢとなってい

ます。

また要治療者の傷病についても，老人特有の結果をもたらしています。高

血圧性疾患が36.9%，心臓疾患が27.696と最も多く，その他では，糖尿病，

全結核， )J-f疾患、，同)j易炎など多方面にわた っています。

以上のように，何年老人の健泌をよ町並するために行われています。この検

査も，全部(，句にみても，ま fこ，木iIiの例をみても，低調であります。

このことは，老人層が若い方とちがい，通常'すでに病院などにかかり，治

療を続けている者が多いため，これら診査に受診しない者が多いものと思わ

れます。またさらに最近老人医療制度の充実がなされたため，これらの制度

にのって，検査，治療を受ける者がみうけられる点などが，診査の低率の要

-160-



因とな っていると考えられます。

老人医療費の助成

老人の健康診査によ って，疾病が発見されたとき，または以前から傷病を

持ち，その治療に当 っているときなどで，医療費の負担が多く，その医療費

の負担にたえかねて治療がうけられないようでは，なんにもなりません。

このため国では，昭和48年 1月 1日から，老人福祉法の一部を改正し，国，

都および市の三者によ って，その費用を負担しあい， 70歳以上の老人に対し

て，医療費の自己負担分を公費で負担する制度をもうけました。

また東京都では，独自の方法により，国の制度に該当しない老人，あるい

は，年令65歳以上の老人に対して，医療費の助成を行な っています。これら

の制度は，いずれも本人あるいは扶養義務者の所得によ って，制限はされて

いますが，大部分の老人は， どちらかの制度に該当することになります。

ちなみに現在，医療証の交付を受けている老人数を紹介しますと，国の制

度にあ っては， 2，309人，都の制度にあ っては， 1，170人，合計しますと，

3，479人の老人が医療費助成の対象とな っています。

それでは，老人の医療費に対して，公費の負担がどの程度になるか，ある

いは，老人の医療回数などについて検討をしてみましょう 。

表 4-29(医療制度が昭和48年 1月 1日からですので，半年分の資料とな

ります。〉でいわれるとおり，老人の自己負担分を公費でまかなっている額

老人医療(困分)の状況(1)l ~6)J 分)

表 4-29 公費負担の状況 (48.1月分-6月分)

入 院 人

件数 U t.文 金額 1'1ニ 数 日数

社会保険
f'j". 11 1'1 ['1二 11 

258 5，923 11，147，865 4，180 16，810 

1"1以健康保険 232 5，352 5，814，018 3，275 13，173 

い;1鉄 共 済 4 28 65，075 133 572 

fi 494 11，303 17竺竺58j_7，588 1 30，555 119，502，33 
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が本年 1 月 ~6 月分まで約 表 4ー29のつづき

3，650万円であります。年
r-ーーーー

間には約8，000万円に達す 1'j: 童文 日数

る見込みです。これを該当
社 会 保 険

件 日 円

される老人で除して， 1人
4，438 22，73 24，086，760 
一

平均年間公費負担額を算出
邑|民健康保険 3，507 18，52 11，923，952 

いil鉄共済 137 600 518，580 
しますと，約 34，640円と ト一一一一一 ーーー

/1ち1、

なります。

また，老人が医院などで治療を受ける同数は，平均して半年で 3.5凹， し

たがって 1年間で 7日前後という数値となります。

さらに 1件あたりの治療費の平均は，入院を除いて，約 6，200円となり，

この医療費に対する自己負担金(社会保険にあっては 5訓， Irl民健康保険に

あっては， 3割。〉を公費で、助成しています。

表 4-30 

入院

|入院 外

均

、17_ 1り

34，467111 

2，5701'1 

4，5191'J 

1 f'j"-あたり公的f!.jll-相

社会保険法、'i{i l云出 tl(

5訓負担額 | 医療 tl(

43，2081リ 86，4161']

3，09511J 6，1901'J 

5，4271'J 10，854ドj

1 EI以健康保険法、'i占医療代

3 :刊f:t.tIt傾 医療 t~

25，060円 83，5331'J 

1，865rl 6，2161'J 

3，400円 11，333円

このように多くの老人が，医療費助成の制度にの

って，経済的負担にたえかねることなし治療を受

けて健康保持につとめている現状です。ただ，この

制度が健康保険の保険給付における白己負担分を助

成するものであるため，入院外の場介には，無料化

が行き届いているといえましょう。しかしながら，入院の場合には，種々の

保険給付外経費がケースによってはあります。今後これら経質'について，

定の枠を設けて助成をするなど検討を要する問題といえましょう。
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表 4-31 入院忠行・ H ・H ・..入院平均U数および公'j'(負担の額

社会保険該当省

同保該吐i者

1"1鉄共済該lli者

介 ;11

表4-32 

参./!;

1人あたり平均入院日数

5，923+258=22.95 11 

5，352+232=23.06 

28+ 4= 7.00 

11，303+494=22.88 

医療率

494件

7，588件

8，082件

2l.39% 

328.62% 

350.02% 

※ 'i~ Jmで老人 1 人予防3.5回の医療をうける 。 したがっ

て年間 7凹程度の医療をうけることとなる。

( 5) 老人の諸扶助関係

手当の支給

1 Ilあたり公7J(f!m額

1，882円 (3，764円)

1，086円 (3，620円)

2，324円 (4，648円)

1，506円 (4，010円)

※参考半期で老人 1人平均

3.5回の医療をうける。した

がって年間 7回程度の医療を

うけることとなります。

日野市高令者福祉条例の定めるところによ って，毎年9月15日の敬老の日

を基準に， 70歳以上の老人の長寿をお祝いし，敬老金の贈呈を行っています。

敬老金の額については， 70歳--74歳が3，000円また， 75歳以上の老人には

5，000円とな っています。また東京都も，同じn寺期に75歳以上の老人に対し，

5，000円の敬老金を贈呈しています。

これら祝金の受給者も，毎年増加し，昭和47年度にあっては， 70--74歳ま

で， 1，236人， 75歳以上 1，102人，合計で， 2，338人の老人が対象となりま

した。

また，市の独円の手当として，同じ条例内に健康管理手当の支給を定めて

おり，これも70歳以上の老人に対し，年2JilJに分けて支給しております。こ

の手当は，老人が常に健康の保持のため，あるいは保健衛生的な費用につか

えるため支給しているもので，刀額500円，年6，000円となっています。

臥床老人に対する扶助

市内には，常時ねたきりの状態，またはこれに準ずる状態にある65歳以上
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の老人は， 195人います。このうち55人は病院にて治療をされていますが，

あとの 140人は，打室でねたきりの状態にあります。

表 4-33の臥床老人の実能調査(昭和47年 8刀実施〉は，病院入院中の老

人を除く人を対象として行ったものであるが，これらねたきりの状態、の原閃

となっている病名は，循環系のものが， 56.9;;ぢと高率になっています。ま

た，ねたきりの状態にある期間は，すでに 1年以上の人が圧倒的に多くなっ

!臥床老人尖 態調査

表4ー33 病名(109件)

循環系

リュウマチ及び、神経桁 1 16 

老衰

カリエス その他外fu
泌I/j(.系 1.8 

ねたきりの状態は (104('1".)

~ç JSi 

5 

ト

ぃ

'

唱

E

A

d

A

を

p
h
v
q
t
u

h
T
l
n
L
a
a宮
司

i

η

L

% 

20.2 

42.3 

15.4 

22. 1 

食事は(104f'l二)

2J五 I頁

~件35 7 2 

自分でできる

半分手伝ってもらう 35.6 

白分では，できない 11. 5 

.udx:は(104f'I二)

一 一 -ー

I良 fI: % 

(1分でできる 25 24. 1 

ある程度， (1分でできる 39.4 

(1分で，できない 36.5 
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ています。

このことはいうま

% 1 でもなく，病状など

2.8 

4.6 

0.9 

0.9 

が固定化し，完治が

困難なものが多い状

態にあるといえま

す。

さらに，これら老

人の日常生活におい

てもその半数が， 自

分ですることができ

ず，他の人のかい助

を必要としていま

す。

これらのかい助を

主として行っている

人に対しての回答

は，嫁が42.396と最

も多く，その{也では，

配遇者，娘の世話が

目立っています。

このようにねたき



表 4-33のつづき 排便は(121(午)

工頁

自分で，できる

常時おむつを使用

夜は，おむつを使用

夜は，便器を使用

介護人が便所へつれてゆく

主として，世話をしているのは誰か(1041'1リ

事 項

両日 f瓜 者

嫁

，l!， 子

合良

孫

そ の 1& 

医{iにかかっているか (104('1') 

事 項

p る

いない

住居は (104件)

事 項

白 家

家

件

53 

21 

4 

22 

21 

イ牛

27 

44 

6 

23 

1 

3 

件

79 

9 

% 

43.8 

17. 3 

3.3 

18.2 

17.4 

% 

26.0 

42.3 

5.8 

22. 1 

O. 9 

2. 9 

% 

76.0 

8. 7 

り老人のほとんど

が，何らかの病状を

もっており，本人11

身の精神的肉体的苦

痛は大へんなもので

あると思われます。

またかい助される家

人の負担も大きいも

のです。

以上，ねたきり老

人の実態について，

筒qiにふれました

が，現在その施策と

して，老人福祉手当

と臥床老人見舞金の

2つの手当の支給を

行ない，老人に対す

る経済的負担の軽減

をはかっています。

老人福祉手当は，

公営住宅 12 11. 5 
』一ー トー

r 正 の イ也 4 3.8 

6カ月以上，臥床お

よびこれに準ずる状

態にある老人に対し支給している手当で65歳以上で入院中の人も該当してい

ます。月額5，000円の手当となっており，昭和48年 8月 1日で 195人の老人

が支給を受けています。また，臥床老人見舞金は， 日野市高令者福祉条例の

定めにより，在宅ねたきり老人を常にかい助されている家族の人たちに支給

されるものであって，年間， 5，000円の見舞金として，昭和48年度は， 140人

の人に支給されました。



一人暮し老人に対する扶助

一人詳し老人夫態l淵査 ，11司ft件数 120

表 4-34 電話の有無(120('1ー)

事 項 1'1二 % 

あ る 60 50.0 

な p 60 50.0 

一人特しの理由(120件)

ト↑'，
 

，4a
'
 

I頁

子供がないから 35 

子供がいるが，同居したくない I 36 

子供がいるが，同居させてくれぬ 11 

その他 38 

日常生活で不便なこと (142件)

111 ~_ r 1t~ % 

な一一ーい j 96 J ~ 
食・H 14 9.9 

打 火 4 2.8 

入浴 9 6.3 

n いもの

の イ也

13 

6 

9.2 

4.2 

生，H11
(はどうしているか (1521'1二)

r.(i 

34 

39 

年金思給"!i.;の不就労収入 34 

その他 45 

家版以外の人で話し十日千はいますか (1201'1') 

' J~ Jtl 件%

いない 20 1 16. 7 

る 1 100 1 83.3 
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木市が行なった一

人芥し老人の実態調

査， (昭和47年 8)1)

によりますと，一人

暮らしの老人は約

120人となっていま

す。

一人暮らしの理1Ll 

として，子供がし、な

いおよび子供がし、る

が11i]居したくないと

いう老人が約60%を

示しています。住居

関係については，

69.2%が円宅あるい

は公営住宅に入居し

ており ，また日常生

活においても不{吏な

ことはないと答えて

いる老人が， 67.6必

という数値となって

います。

しかしながら，や

はり孤独感を感じて

いる老人が多く，そ

れらの対策が必要と

なっています。



表 4-34のつづき 医者にかかっていますか(120f'ド)

~.lJ ~μ 

いない

いる

住}iiは(120{'1二)

項 1'1二

白 家 55 

1111 16 
ト一一一一一一

家 16 
ト一一

公営住宅 28 
ト一一一一一ー

そ の イ也 5 

19台〉

% 

45.9 

13.3 

13.3 

23.3 

4.2 

現在，一人暮し老

人に対し，千子ってい

る施策として，すこ

しでも孤独感から解

放できるように，ま

た事故などの防止も

加え，連絡用電話の

設置を昭和48年度か

ら計画的に行ってい

ます。(昭和48年度

さらに，定期的にとれら老人を訪問jし，話し相手となれるような友愛訪問

制度の発足も，昭和48年10月 1日から実施しています。

その他，現在15世帯にホームヘノレバーの派遣を行い， 日常生活のかい助や

相談相手になったりし，これら老人の福祉をより向上させるよう努めていま

す。さらに今後，経済的な面は，勿論のこと，生活環境の整備に関する対策

が必要と思われます。

(6) 老人の活動関係

老人クラブへの参加

これまで生活慣習として，ひたすら働きつづけてきた老人が，自由時間を

もつような年代になって，孤独感や欲求不満におちいりやすい例が多くみら

れます。

このような孤独感や欲求不満におちいらないためにも，老人クラブへの参

加がのぞまれるわけです。老人クラブに参加し老人同志で種々の活動を行

うことにより，老後の生きがいを見出すことは少なくないわけです。

老人の生きがいの施策の中心に，老人クラブの参加あるいはクラブ活動の

推進がおかれているのも周知のとおりであります。

しかしながら，老人クラブへの参加の実能は， 60歳以上を対象としている
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とはいえ，まことに低い参加率を示しています。

東京都全体として， 12.7%の参加率であり，また26市の平均値は29.6彪で

あります。さらに本市としては，参加数 1，748人， 60歳以上の老人数 7，212

人。参加率は24.2~ぢとなっております。

一般に農村部に比べ，都市部の老人は老人クラブへの参加が低いといわれ

ています。それは，都市部で、は元来地縁的な結び、つきが弱いことにもよりま

すが，都市の老人たちは，社会の第一線から退いてからも，社会的あるいは

私的活動をつづける人が多いことによるものと考えます。

これらのことは，都区部あるいは，表 4-35，図 4-3の各市の状況をみ

てもいえることです。

さて，本市の老人クラブについても，現在地域差が目だちます。 20の老人

クラブおよび 1，748人のクラブ会員をみても，その大部分が新興住宅地域以

外であります。高11I番台団地，百草台団地をはじめ，まだ老人クラブ組織がな

い地域が新興住宅地域に多く目立ちます。

また実際に，老人クラブの活動に参加する老人は65歳以上の人が多く， 60 

歳---64歳までの人はごく少数であるといえます。以上の点が市内の老人クラ

ブ参加率を低率にしている大きな原因といえるでしょう。

老人クラブの助成

都および市では，老人の生きがいを助長する意味から，できるだけ多くの

老人クラブが組織され，また参加する老人がふえ，十分な活動が行なえるよ

う運営費などの補助を行ない，その育成をはかつているところであります。

これらの補助金も，昭和46年度 1クラブ刀額6，000円，昭和47年度 1クラブ

月額10，800円，昭和48年度 1クラブ10，800円十人員害IJ ( 1人年間， 720円〉

と毎年増額しております。そしてこれらの補助金はつぎの事業に主に使われ

ています。

老人クラブの活動状況

本市に存在する20の老人クラブは，福祉センター中央会館，高幡会館およ

び地区センターを利用し，平均 1カ月 4回の活動を行なっています。勿論，
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表 4-35 

No. 4"1 クラブ数 会只数 60才以 1--人I1 (人) hll入率(%)

1 八五千 rli 138 8， 781 24，571 35.7 

2 立 )11 62 5，045 9，952 50.7 

3 武蔵型I'di 11 1，495 12，816 11. 7 

4 三 lぽ rli 23 1，967 11，897 16.5 

5 7f 梅 di 47 5，173 7， 748 66.8 

6 )1子中 rli 62 4，830 11，835 40.8 

7 1I?1 島市 22 1，272 5， 784 22.0 

8 調布市 17 1，558 11，186 13.9 

9 11IJ I日 62 5，365 14，481 37.0 

10 小金チ1:ni 10 1，856 7，119 26.1 

11 11 ~y. 市 20 1，748 7，212 24.2 

12 点村山市 36 2，253 8，554 26.3 

13 国分寺市 18 1，973 6，268 31. 5 

14 国立市 14 989 4，333 22.8 

15 回無市 3 730 4，240 17.2 

16 保谷市 12 1，062 6，660 15.9 

17 宿生 rli 20 1，273 2，469 51. 6 

18 d(1 江 ;:IJ- 6 663 4，354 15.2 

19 東大和市 6 812 3，129 26.0 

20 m瀬iIi 14 923 3，548 26.0 

21 .4[久留米di 12 1，142 4，497 25.4 

22 武蔵村iJI rli 9 802 2，276 35.2 

23 多摩 di 11 992 3，075 32.3 

24 稲 J)長 di 6 550 2，013 27.3 

25 秋)11 iIi 17 1，087 2，806 38. 7 

26 小平市 29 2，397 8，914 26.9 

689 56， 734 191， 737 29.6 

n
U
 

F
O
 



地域性，会凡の状況などによ って，活動の方法に若干のちがいがありますが

それぞれ会の4、?色を持ちながらその活動を進めています。

活動内容を大きくわけますと，扶養の向上，健戚増進， レクリエーション，

図4-3 地域社会との交流，その他

の5つに大別できます。 1

円の活動の中で，大別した

|天分の活動を 2つ以上組合

わせて行うことが多いわけ

ですが，それぞれの活動の

比率はつぎのとおりです。

この図 4-3でもわかる

とおり，老人が白ら教養の

向上をめざし，外部から講

師を招き，研修会を実施し

たり，また施設見学，映画

鑑賞などを積極的に行い，

それに努めていることが，あらわれています。またこの中には各クラブとも

趣味を中心としたサークノレ活動もさかんで，俳句，短歌あるいは書道などを

定期的に行っている老人クラブが比較的多く文化祭への参加もかなり多くあ

ります。

健康増進の活動として，体操，歩行などの軽運動，あるいは保健衛生など

の講座を保健所と連絡を十分とりながら行われています。

また地域社会との交流活動としては，公園，道路などの公共施設の清掃を

定期的に実施しているクラブが多く，さらには駅前に花を植えたり，クラブ

女性員により雑きんぬい， (老人ホームなどへ寄付〉なども実施されていま

す。

このように多くのクラブの活動が実施されて，そ人同志の協力によりそれ

ぞれ成果をおさめておりますが，今後はさらに，地域社会との交流あるいは，
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社会活動への参加を一層強化する気風がみられています。

昭和48年度においては， 日野市老人クラブ連合会の計画で，市内 1人ぐら

し老人の年末訪問なども行う予定にな っていますが，これなどもその一つの

表われだと思います。

以上，老人クラブについてふれてみましたが，一説では日本の老人会が岐

路に立っているといわれています。これら老人クラブの組織および運営につ

いては，幾多のむづかしい点はあるにせよ，今後さらに，老人クラブ指導者

の育成，名実ともに充実した老人クラブの迩営などを確立し，全老人が積極

的に参加し，豊かな，楽しい老後を送れるようにしなくてはならないと思い

ます。

それには，老人自身の努力もさることながら，地域社会の方々の老人への

理解と，種々の協力が不可欠の条件となることはいうまでもありません。
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3 低所得と福祉

国民の消費生活は一段と向上はしているものの，なお，疾病，傷害などの

ハンディを負い，なんらかの理由により，生活能力を欠き，社会の水準より

転落する者の存在があるとき，福祉行政のなかで，これらの人を，いかにし

て効果的に自立，助長に結びつけるかが，福祉行政に課せられた使命です。

福祉行政のなかでとくに重要視されている，生活保護については，生活困

窮の程度において必要な保護を行い，最低限度の生活を保障するとともに，

その自立，助長を目的として，昭和25年に「生活保護法」が制定されました。

生活保護は，厚生大臣が決めた保護の基準と，保護をうけようとする家庭

の得ている収入の対比によ って決められます。保護の種類には，生活，教育，

住宅，医療，出産，生業，葬祭の 7種類の扶助があります。

しかし，生活保護法の運用のみでは，すべての低所得者階層を救うことは

困難です。最低生活の保障と併行し，世帯更生資金(社会福祉協議会〉の貸

付，また，本年8月に実施した「日野市生活つなぎ資金貸付の制度」があり

ます。

( 1) 最低生活を保障するための生活保護制度

最近の経済成長の結果，国民の消費水準は昭和35年以来， 10年間に約 3倍

に達し，家計の支出内容も，飲食費中心から，家具什器費，教養娯楽費，交

際費などの比重が高くなり，生活の多様化が進行しつつあります。

そのかげにあって，生活保護をうけている人々は，物価の著しい上昇のた

め，社会生活の維持に必要な支出をきりつめて食費にあてざるを得ない傾向

がうかがわれます。

このあいだにあって，生活保護基準は，一般世帯との格差縮少をはかる見

地から，かなりの引き上げがなされています。最近では，年々， 13，...， 14~ちの

引き上げが行われていますが，それにもかかわらず，一般世帯と被保護世帯

との消費水準の格差は容易に縮小せず，エンゲ、/レ係数もまだ， 50%台にとど

まっているのが現状です。
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人円の増加にともない保護率は，年々fl¥少ですが上昇の傾1(IJにあります。

図4-4 消費支出の費目別構成費

一般勤労者世帯と被保護労働者世帯 (45年度)

食料

32.1% 

、、 、、 、、

資料一一般世帯は総理府家計調査(総理府)

被保護世帯は被保護者生活実態調査(厚生省)

A4-39 {足j住交給状況

年度 SS世丹 総人11
被1弘法 111: ':1;' 

被保，ji.Qti 人 11 総人11
111: 借 1以地ヰ: í~: ，i{&+ m tx 

44年 1) 1 26，906 82，840 219 8.1 405 ，1. 9 100.0 

46年3Jl 34，005 101， 610 348 10.2 667 6.6 122.7 

47ijミ1JJ 35， 738 106，855 449 12.5 822 7.7 129.0 

48年4rJ 37，257 112，518 496 13.3 911 民.1 135.8 

当市には，昭和48年 4)1現在 }< 4 -40 }，'f'七('1:，必とJ!ll'f{.保護のう日ri

で，保護受給世，liFは496あり，

府古にて保護をうけている|止;貯

は， 270単身にて施設などに入

所している世市は， 226です。

その構成比をみると，ほぼ，半

数の'，';.IJ合であり，昭和48年 4)J

現在の府七保護の住'むの状況を

みると， "1 活KI止イ i~; (9.306)，併
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48. :1 51. 7 

270 226 
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行指数

100.。
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家 235世帯 (8796)，その他 (3.7%)です。借家の内訳をみると，都営住宅

入居者 100世帯，市営住宅入居者 5世帯，その他民間アパートなど 130世帯

です。

最近は老人，母子，身体障害者を中心とする世帯が，被保護世帯の大部分

をしめるようになっています。とれらの臼力では社会の変化に対応できない

人々には適切な処遇が要求されます。それには， (ア)保護基準の改善に加えて

1-< 4 -41 IIt帯知型の分対iJ，f;主保護

:fJ I 母 f 父子 身附 老人 ぷ!ぷ'ij=. その他

世帯数 54 5 4 53 2 99 217 
47年 1J j 

率 24.8 2.3 1.8 24.4 0.9 45.8 100.0 

世帯数 68 5 4 70 2 121 270 
48年4月

率 25.2 1.8 1.5 26.0 o. 7 44.8 100.0 

資産の保有に特別の配慮をする。付)円常生活に支障のある者には十分な養護

を，そして勤労収入のある者には特別の配慮をする。(ウ)老齢者などの家族に

かける負担を軽減する。(エ)その他，所得保障施策では，補うことのできない

特殊な要求に気をくばり，他の福祉施策の拡充と活用をはかること…・

などが必要です。このように生活保護世帯の構成は，傷病をもっ者，働けな

い者，高齢者など社会的弱者に大きな片寄りをみせている。こう した被保護

者に対して，新しい制度的対応が必要で、す。

単身世帯にて施設な 表4-42 lit身入院(Jj凶J!AW)

どに入所している状況

をみると，精神障害に

て治療している者が大

部分をしめています。

つぎに胞設(救護施設など〉に入所している者がつづいています。

市内に住所がない場合， またはあきらかでない場合の入所に要する費用は

東京都で負担することになっています。市内には東京光の家(定只174人)，

七生病院(277床〉などがあり，これらの施設に入所している人たちは住所不
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定者で，費用は東京都の負担でまかなわれこれを都費負担といっています。

生活保護の開始，廃止などの 点 4-43 都費負担分

状況をみると，巾諦件数は 3年

連続，ほぼ同数値を示していま

す。保護開始の理由は医療扶助

をともなうものが約805ぢです。

昭和48年 1月の医療扶助受給

人只をみると，被保護者は 900

44年1月

46年3月

47年 1月

48年4fJ

被保護世帯

219 

348 

449 

496 

JA4-44 

都費負担数 割合

67 30.6 

98 28.1 

175 38.9 

165 33.2 

人であるので約 52必の者が医療扶助をうけてい {ri~ lil~ 1:1.] 'l{ ì 、 J{~ !I: (1) '/}~iJC 

ます。 ~ "' I J:ill~
昭和47年度において，生活保護を行うに要した

経費は， 2億 6千59万 1千余円とな っており，こ

のうち 53%は医療扶助によってしめられていま

す。この保護費は，実施機関の長，つまり都道府

県および市町村長が支弁することにな っています

友4-45 医療扶助人l~

|:::入 人 外

-自立 ~J，j 車内被 精神 ー・般的 車内核

47. 1 56 4 104 164 176 9 

48. 1 58 3 101 162 300 3 

(各年1月分)

来

精神

9 194 250 

9 312 474 

が，この負担割合は国が80必，残りの20%は，おのおのの地方公共同体(都

道府県および市町村〉が負担することになっています。

(2 ) 被保護世帯に対する法外援護

最低生活の保障は|孟|の責任において実施しています。しかし，その保障水

準と一般世帯の生活水準の格差は，毎年基準改定が行われていますが，縮小

されていません。とくに所得水準の上昇の持しい東京都においては，被保護

者の生活は容易ではありません。そこで，被保護者に対して，生活水準の向

上と自立更生への意欲を促進するため，独自の援護を行っています。
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表4-46 扶助別金額

ぶ?と1 43 44 

生 iS 1，738，021 37.2 35，968，783 39.7 

f主 ~t:: 338，293 7.2 7，183，920 7.9 

数 育 88，160 1.9 1，235，923 1.4 

|来 1琵 2，474，873 52.9 45，822，919 50.6 

ヨニ '¥1恰. 38，000 0.8 241，548 0.3 

~~ JタJ5、〈 。 116，98fi 0.1 

山 1、~ 。 。
4，677，347 100.。90，570，078 100.。

45 46 47 

48，317，737 36.8 71，276，219 39.3 103， 990， 160 39.9 I 

8，657，804 6.6 10，982，467 6.1 14，994，436 

1，611，868 1.2 2，260，952 1.2 3，068，889 1.2 

72，510，426 55.1 96，534，786 53.2 138， 180， 792 53.0 

194，760 0.2 177，644 0.1 160，760 0.03 

125，702 0.1 212，385 0.1 196，690 0.07 

。 。 。
131，418，297 100.。181，444，453 100.。260，591， 727 100.。

東京都の行う法外援護

(対在宅の被保護者に対して

0 日用品の支給として1，800円相当の肌着の支給

o 夏期栄養補給として小巾学生に対して瓦休み中に1，300円相当の

乳製!日1を支給しています。

o /1¥産祝!日 として 2，500円相当のベビー用1171を支給しています。

0 小巾学生に対して運動衣および学生服を，小学生4，000円，中学

生5，000円相当のものを支給しています。

0 付添看護料の助成として，生活保護の看護基準額と慣行料金の差

額について助成しています。
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当市の行う法外援護

o 7月， 12月の年 2回，一世帯 2，000円の現金と 1人当り 1，500円

相当の品物(食料品など〉を支給しています。

o 年 1回，小中学生を対象にレクリエーションを実施

社会福祉協議会の行う法外援護

o 宇皮保護者に対して12月に一世帯 1，000円，人頭割 700円を支給

0 準要保護世帯に対しては 7月に一世帯 2，000円， 12月に一世帯3，

000円，人頭書IJ1，000円を支給しています。

付) 世帯更正資金の貸付

低所得世帯などの方が，商売や事業をするために必要な資金などを低利で

貸付けています。資金の貸付業務は社会福祉協議会で実施しています。

貸付金の種類は①更生資金として，生業費，支度費，技能習得費，②生活

資金，③福祉資金として，福祉費，山産費，葬祭費，転宅費，④住宅資金，

⑤療養資金，⑥災害援護資金，⑦修学資金として，修学費，就前支度金があ

ります。

(ウ) その他の援護

公益質屋の廃止にかわるものと

して昭和48年 8月より「日野市生

活つなぎ資金貸付制度」を実施し

ました。 これは一時的に生活資金

の必要を生 じた市民に対し，資金

を貸付け，市民の生活水準の確得

に寄与することを円的 としてお

表 4-47 W，:l}!ど'1:資全の貸付イ'1:数

~ 43 44 45 46 

生業資金 5 8 4 

保護資金 3 5 2 15 

住宅資金 l 2 2 2 

修学資金 2 3 

生活資金

災害資金

11 15 11 18 

47 

7 

3 

14 

り， 貸付金の額は一世帯5万円以内であり ，すでに15件の者に貸付をしてい

ます。

件) 低所得者に対する生活指導

0 生活保護法なと福祉法を運用するにつき，社会福祉主事(社会福祉

事業法第17条，第四条に規定〉が福祉事務所に配置されています。生活保護
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法などにかかる面綾相談，生活指導，ならびに安保護世帯の調査，家庭訪日り

などを行い，必要な措置をしています。

とくに生活保護受給世帯については，その世帯の円立，助長，更生を円的

とすることから，定期的な効果ある訪問を行い，生活指導など，あらゆる相

談に応じています。そのため，関係機関(医療機関，保健所，公共職業安定

所，民生児童委只， 児童福祉司など〉との横の連絡を密にした運用がなされ

ています。福祉事務所には現在 8~，の社会福祉主 'J，:が配置されています。

0 低所得階層に対して，指導援護の地域の奉仕者として民生児童委nの

役割は大きい。社会奉仕の精神をも って， 地域社会の生活に困窮している人

のみならず，児童，心身障害者などのことで問題をもっている人々の保護指

導にあたっています。したがって，福祉事務所(社会福祉主事〉との調和の

とれた協力関係こそ，対象者への奉仕につながるものです。

現在45名の民生児童委只の配置がされています。 (48年10)172名になる。〉

-179-



4 心身障害者(児〉の福祉

(1) 身体障害者

手や足が不自由であったり，限がみえなかったりする人達が社会の一員と

して，生活の確保ができるよう， Ilfl和24年12刀に制定された，身体障害者福

祉法の内容は「身体障害者の更生を援助し，その更生のために必要な保護を

行ない，もって身体障害者の福祉を図る」とし，また，障害者自ら進んで、障

害を克服し，社会経済の活動に参加で、きるよう努めるとしています。

身体障害者に対する援護更生措授として，更生施設，授産施設等による職

業指導訓練，治療をほどこし，社会復帰や就労への道を聞いています。福祉

事務所では，身体障害者の実態，判定などにもとずいて，具体的な福祉の措

iE指導，援護を行なっています。身体障害者(児〉をかかえている世帯を

訪問し，対象者のかい護や，家庭の手伝いをする心身障害者ホJムヘノレパー

卒業を行なっています。また身体に障害のある方の更生援護の相談に応じ，

必要な指導を行なう民間人として，身体障害者相談員がおかれています。

身体障害者手帳交付状況

}:{ 4 -48 J]'体Il，'?，i;:.(i'J二IIJh交付つ|犬訓 (48. 4. 1現)

汗〈 43 41 15 16 47 補…者l
)J主体不i'I UJ 251 269 3B 371 411 11 

11 I τ1n /)[ゾ;1'1 i~: 24 27 25 24 8 。
n~い 'r~じ: /; ~;1、 '1!3と 89 98 95 131 141 5 

J r~ I(I， '1、よ j;)';i. I [ ì~: 2() 28 :~7 1G 74 11 

l人l 12 o 
ト

;.)9:-¥ 125 t179 581 6/j{) 27 
」一一ー ーー』ー 一ーーーーョ一一一ーー 」ー一- 一一ーー ーー一

身体障害者が各科;の援殺を受けるために必寝耳1:手11長ですの

要件として上肢，下)伎， f本幹， 日， IL詰:Ari7f.心臓および呼吸器などに|嘩

宵があるため日常生活が著しく制限される方に身体障害者手Ij長が交付されて

います。
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区分 人員 % 区分 人員 % 

産業 38 6 疾病 256 42 

Jfi、i 堂広コE 27 4 先天性 78 13 

交通 36 6 出産 31 5 

公 務 16 3 不明 60 10 

戦傷 30 5 その他 35 6 

対象人員607人 障害の原因

身体障害になる直接の原因

は，疾病が4296と圧倒的に多く

中でも原因不明のものが10~ぢあ

ります。これは近年の多様化し

た社会機構によるものであると

思考されます。

表 4-49

心身障害者(児〉福祉手当

本市では，心身障害者(児〉を保護養育している方を対象に手当を支給し

ています。支給額は月額，身障者 1，....， 2級者 3，000円， 3，....， 4級者2，500円

精薄者 1 ~2 度者 3 ， 000 円， 3，._， 4度者 2，500円と障害程度によって異って

います。なお，心身共に障害のある者に対しては， 1，500円が加算され支給

されています。

表 4-50 身体|河口j~:11 (リよ)fi'，I祉 T、li支給状況 (48. 9. 1I)~ ) 

ii:& !立 J〈も;:人 Li 支給金制 心身 f;'\;'~ ~I i~: 

1~ 戸松 150 3，000IJ] 34"， 

身体障害者(リよ)

3~4級 214 2，500円 l名

1 ~2 皮 9 3，0001lJ 

MネIII{~切り有(山)

3~ 4)立 32 2，5001lJ 

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は，精神または身体に重度の障害を有するため， 日常生

活において常H寺のかい護を必要とするか，あるいは廃疾の状態にある20歳末

満の児童を養育している家庭に支給されている手当です。

昭和48年 9月 1日現在， 15名の方に支給されています。

受給者の内訳

Q
U
 



身障 1級一 61'， 身障 2級一5名 精薄-2名

脳性マヒー 1名 血液疾患- 1名

補装具

表4-51 

〈々
'1:， 4，1 ~5 16 47 

支H I fl¥j:f'l! 交付 jJ¥j:fll! ~H l fIM! ~・(.j- I fl'~J'j! ~H lm'l! ~1.J 修 f'H

盲人安全つえ 9 5 8 16 39 

~ìIì 聡 訪日 2 2 2 l 10 l 20 4 

J安 }jJ( 5 l 12 12 2 2 21 4 62 10 

3主 !、I_ 2 l l 6 l 9 

'I( い 2 2 2 l 6 l 12 3 

松栄づえ 2 2 2 2 8 

I，'，i， 'j- :J 

IIH $*' 
J定 IIJ~ l l 

ト一一 ト一一

16 1!) -旬〉 2~リ1 戸、J 30 5 68 / 158 20 

日常生活能力ならび、に職業能力などの機能の障害を補うための，補装具.の

交付修理を行なっています。

昭和43年度末の給付件数は，交付.16{'1:，修理 1件であったが47年度末では，

交付68件，修理7件であり 日常生活，就労などの手助けとなっています。

障害児のための補装よしは，失ll'H:の権限ですが市長に権限委任がされていま

す。

J{ 4 -52 ìiíH封1~J1iの補装れの交付-および修理;1犬況

[ヌ
43 44 45 46 47 

交付 I1毎Jlfl 交付ー修理 交付修Jlli 交付 I1基1'[1. 交付修理 交付修理

~…6i H l 3 4 

義IIU l l 2 

義JJ主 2 l 2 1 2 8 1 

2 l 4 l 6 12 l 

戦12病者の方の補装JLは東京都が無料交付をしています。昭和47年度にお

いても12件の交付がありました。
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国鉄運賃割引

身体障害者手11長所持者に対して国鉄運賃の割引を行っています。年々利用

者が増加されてきています。

表 4-53 身体附吉;:-fi国鉄旅客jjI白書1]引証川別発行枚数

Jj[ 以14 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 

Jìí-~山 J IJ 32 60 16 78 45 38 26 44 29 28 21 28 445 

43 介護川 10 39 14 32 24 42 27 22 25 10 15 57 317 

42 99 30 110 69 80 53 66 51 38 36 85 762 

l jl_~山Jl J 55 38 44 45 60 39 20 32 62 26 12 71 504 

44 介 護川 4 I 19 28 41 30 36 8 22 27 8 4 145 272 

59 57 72 86 90 75 28 54 89 34 16 116 776 

li í_~山Jl J 42 40 37 64 61 57 41 20 57 36 51 57 563 

45 介 護川 24 42 17 57 31 33 40 3 24 33 24 58 386 

66 82 54 1ヌ1 92 90 81 23 81 69 75 115 949 

単独川 36 47 45 81 44 43 37 40 44 14 32 44 507 

46 介 護川 60 38 1R 66 30 39 21 20 28 11 52 15 398 

96 85 63 147 74 82 58 60 72 25 84 59 905 

単独JlJ 22 37 50 79 56 47 31 62 67 43 46 47 587 

47 介諮問 21 9 70 ~6 84 37 34 137 44 76 27 15 590 

43 46 120 115 140 84 65 199 111 119 73 62 1，177 

身体障害者 (児〉のための施設

居宅において十分に更生の援護を受けることができない身体障害者(児〉

の福祉の増進を図るため，身体障害者更生援護施設および児童福祉施設があ

ります。

身体障害者更生援護施設は，身体障害者福祉法の規定により。 18歳以上の

障害者を対象とした施設で，これには，それぞれの障害者を収容または通所

させて，医学的および社会的更生のために必要な知識，技能を与える施設(し

体不自由者更生施設，失明者更生施設，ろうあ者更生施設， 内部障害者更生

施設〉一般の企業で雇用されることが困難な者などを収容または通所させて
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作業訓練を行う焔設(身体障害者授産施設〉その他(補装具製作施設，点字

図書館，点字山版施設〉があります。

身体障害者のための施設には，児童福祉法の規定により盲ろうあ児施設，

虚弱児施設があり，そこへし体不自由児等を入所させ，これらの児童が将来

の生活に適応し，独立の生活を営むことができるよう医学的治療をほどこし

たり必要な指導訓練を行っています。

表 4-54

よト〈
し体不自由者更生純設

身

ft: 失 fりjお更生 1tili設

ろうあ .(i'E生胞 t目立

，_， 
内自JI附古.:.{J~疋生 1tili ，没

者ー
身体問主.(i授産施設

育 ~~ 方包 さ3KJn4• 

身

{本 ろうあ児施設

V~ )Jを!ij~ ~よ施設

'.l:;ζ 

し体不J'III!児 1tili，没
リL

ill:tt心身附古f~.!.胞設

日野市社会福協協議会

世帯更正資金

43 

人以手IJ川

2 

3 

1 

44 45 46 47 

人H 平IJ川 人以平IJm 人以利用 人口利川

l 

3 3 3 3 

1 l 

3 2 2 2 

3 4 3 3 

3 3 4 4 

低所得世帯および身体障害者のいる世帯に対し，必要な資金を貸し付け，

その世帯の経済的自立と生活意欲の助長をはかる制度です。この貸付業務は

地域社会福祉協議会に委託しています。身体障害者更生資金とは，身体障害

者が，生業，就職，技能習得するための資金を貸付けます。

限度額 ア.生業費30万円 イ.支度費 3万円，ウ.技能習得費，月額 3千円

43年度世帯更生資金貸付状況 3件 800，000円

44年度

45年度

46年度

47年度

11 

11 

11 

// 

5件

6件

8件

2件
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(2) 精神薄弱者の福祉

概要

社会適応性の低し村神薄弱者，ちえのおくれた児童の福祉増進のために，

昭和35年 3刀に制定され，精神薄弱者福祉法の理念思想に， もとづいた精神

薄弱者のための更生施設授産施設，などにおける更生白活に必要な指導司1:練

知識技能を与え対象者の社会更生のための，諸策が講じられています。

福祉事務所では，精神薄弱者(児〉の実態を把握し，その相談に応じた対

象者の自立更生のための指導援護をはかっています。本市では在宅障害児の

自立更正の訓練を行う施設「希望の家」を設置しています。なお心身障害者

ホームヘノレパーが日常のかい護などお世話をしています。また精神薄弱者の

更生援護の相談に応じて必要な助言を行う，地域の奉任者として精神薄弱者

相談員がおかれています。

愛の手帳

ぷ4-55 愛の千|限所持状況の推移

いぐ 43 44 45 46 

キ11j村It~~弱 11 31 34 

村ネ11 1 泊予~ß9 c. 37 41 

68 75 

そこで，精神薄弱者(児)

の実態を知り，その保護お 表4-56 

よび自立更生の援助をはか

るため，身体障害者手帳に

準じた，愛の手I[長の交付を

行っています。

手I[長交付による受益は，

(ア〉 所得税，住民税の

47 

38 103 

50 128 

88 231 

精神薄弱者〈児〉の福

祉を増進するために，

施設における収容保護

と平行して在宅の援護

をはかる必要がありま

す。

~6 1 117 1 ，:1 

75 88 :m 

減免， (イ〉 者I~営交通機関および民営ノミスの無料または割引乗車， (ウ) [樟
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害福祉年金の受給， (エ〉 特別児童扶養手当の受給， (オ〉 自動車税， 自動

車取得税の免除(1度--3度〉などです。

障害の原因

精神薄弱者(児〉の障害の原因は下記のとおりです。

先天性一28名 34% 出産-17名 21~ぢ i

交通-2名 2% 原因不明ー18名 22~ぢ)対象者 82名

疾病-11名 13~ぢ その他-6名 8 %) 

都営交通機関利用の優遇措置

精神薄弱者が都営交通機関を利用する際，電車，パス共通の無料乗車券の

交付，料金割引などの措置を受けられます。なお乗車券は，愛の手11長に添付

されています。

日常生活用具の給付および改善

本市では重度の精神薄弱者に対し， 日常生活を秤易なものにするため， 日

常生活用具の給付および改善をしています。

9月末現在利用件数なし。

施設

精神薄弱者更生施設

精神薄弱者福祉法により精神薄弱者であって，職業訓練を行えば社会で働

くことができる人，家庭環境の事情で家にいることが本人や家族のために好

ましくないと思われる人を入所させて保護するとともに，その更正に必要な

職業訓練を行う施設です。

ウ
I

F
H
U
 

A
q
 

表 精神苅弱者更生1M諸施設入所状況
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精神薄弱児施設

表4-58 

j邑|点]0包'I立

46 

26 

ちえのおくれた児童を援護

するため児童福祉法により，

家庭において養育することが

できないとき収容して，独立

円活に必要な知識，技能を与

47 I入所人民

える施設です。また，精神薄弱児通園施設があり，社会に適応で、きるよう必

要な生活，学習，運動などの指導を行う施設です。

日野市立 「希望の家」

神

害

ず

は

4

立

い

生

て

。

後

精

障
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を
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ま

ら

内

身

れ
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の
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の
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時
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時
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表 4-59 人rI児の q:_令 }JIJ附"， i~:状況

なぐと l 2 3 4 5 6 

ダウン症 l 1 2 

脳 性マヒ 2 1 

利減、I' II~-J症 l 

1'1 l羽 症 4 

fl'l t~~ 1 2 

1時まで開園しています。 9月30日現在，入園児は男13名，女 4名が通園し

ています。
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1 学校教育

( 1) 義務教育施設

昭和38年市制施行時の小中学校数は，小学校7校，中学校3校の計10校で

した。また建物も，玉小とー中それに二中の一部を除いてはすべて木造校舎

であって，プールは全校にありましたが，体育館はひとつもないという状況

でした。 10年後の現在では，小学校13校，中学校5校の計18校で， 10年間で

1.8倍に増え，校舎も全校が鉄筋コンクリート造となり，体育館も全校に建

設されました。しかし残念なことに，当時はほとんどなかったフ。レハブ教室

が現在では32教室も使われています。このプレハブ教室を一日も早くなくす

ことが，当面の大きな課題です。では，なぜプレハブ教室を使用しなければ

ならなくなったのか，少し詳しくご説明します。

表 5-1 学校・学級児童生徒数の推移

lX 小 学校 111 学校 メ口ト、 1;川1. 

学校字紙児童 学校学級生徒 学 校 学 級 児 童 生 徒

43 8 175 6，670 3 60 2，452 11 235 9，122 

44 9 194 7，288 3 61 2，476 12 255 9，764 

45 10 218 8，075 4 66 2，683 14 284 10，758 

46 11 242 9，101 4 73 2，958 15 315 12，059 

47 12 263 9，930 4 81 3，275 16 344 13，205 
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表 5-2 年度別学校・学年別内訳

lて3皮一ミご伐~字、1¥、、区f¥F分年
児 m 生 f;g 書k ふい'・. 紋 事k

1 2 3 4 5 6 1 I 2 3 1 4 5 I 6 

11!i'T"第一小学校 143 131 137 157 152 15155 875 4 1 3 4 1 4 4 1 4 23 

11好百にンl、ザ:tx 9.1 94 101 83 75 67 514 :~ 1 3 31 2 21 2 15 

rm第三小学校 133 117 105 86 80 70 591 31 :l 31 2 21 2 15 

1J!J!f第四小学校 114 102 102 98 92 92 600 3 1 :~ 31 3 31 3 18 

[m第五小学校 258 259 260 216 195 177 ]， 365 61 6 61 5 51 4 32 

L1U第六IJ、こ戸校 233 172 161 139 104 93 902 61 4 4 1 4 31 3 24 

ìl~J i.'.f.小学校 246 193 189 195 152 157 1，141 61 5 51 5 41 4 29 
43 

-']L山小学校 151 131 138 97 91 7.1 682 4 1 3 41 3 31 2 19 

小学校 ill・ 1，372 1，199 1，193 1，071 955 880 6，670 35130 32 281 26 24 175 

rl'1'f'第一小学校 282 234 254 770 71 6 6 19 

rm1.!1ー中学校 397 376 336 ]， 109 91 9 8 26 

七生小学校 202 189 182 573 51 5 5 15 

11
'

こ:;::校日l 881 799 772 2，452 21 120 19 60 

rllJ'f'~'~一小学校 138 142 136 136 156 151 859 4 1 4 4 1 4 41 4 24 

rl~Hìー小学校 101 95 98 100 94 76 564 31 :l 31 3 31 2 17 

IITf'第二小学校 163 B7 109 105 76 79 669 4 1 <1 :~ 1 :l 21 2 18 

11~1 Í' ~ì \lq/J、・川支 124 115 97 104 9s 92 627 :l 1 :~ 31 3 :ll :l 18 

11~' Í' ~ì Il小企2校 290 249 256 253 20(I 187 1，411 71 6 61 6 51 5 35 

11~1 Í'~ì/， /J 、 '?t支 241 231 169 157 J:li 1(l.1 1，039 61 6 11 1 .1 .11 3 27 

il~1 {tl IJ、fjと校 283 235 198 185 2(l.1 169 1，:m 71 6 51 5 51 4 32 
.11 

3ド111小ネ{支 188 154 136 143 100 9.1 815 51 4 4 1 4 31 3 23 

II!I'T'~\八小'd-:t (103) (64) (65) (56) (71) (56) (415) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (13) 

小学校 μ| 1， 5~8 1，358 1，199 1，183 1，068 952 7，288 39136 32 九2129 26 191 

f1 n '1'~-'"・';::校 253 274 231 758 61 7 6 19 

rl 'l'Í' ~ì="''';:十支 402 391 371 1，1臼 9 1 9 9 2i 

七生1/':';と校 190 182 182 [)5.1 51 5 5 15 

中 学 校 合 計 845 847 i84 2， .Iili 201 21 20 

経済社会構造の変動にともなう人口の都市集中現象は，ここ10数年来急速

な勢いを示してきました。本市も南部の丘陵地帯をはじめ市内の随所で宅地

造成や住宅建設が行われ，新しい市民の人々がぞくぞく転入しています。こ

れが人円の社会増とH手ばれるものです。しかもこの社会増による新しい市民

の人々は，比'1安的若い世帯の人が多いため，入居当初は夫婦 2人か小さ な子

供との 3人iJl帯位が 多いわけですが，入居後に子供を山生するケースが多

く，未就学児の増加がめだちます。新しく本市に転入された|時点では社会増

と呼ばれますが，その後の出生による増加は自然増です。すなわち本市は，

社会増と自然増とがお互に関連しながら，人口が急増しているわけです。例

n
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表 5-2のつづき fドJ立川，、{-校・ :/:inJIJ内訳

lrFミ
J~ 

、f

i，じ u 』ー k，l~ Li 

-匂》 5 G 1 1 2 3 1 tl ;， 1 (I 

IIH~\ 寸ト / j '~ 1，lh l:lh 11" I:)i 1:，1; 1m 8fi7 '11 ，1 ι11 1 ，11 ，1 21 

11'I'(:，f¥ '.-J 、 2 ・ f~ 11X 1m I[)九 I()I I()り りH (;:，7 :， 1 :l II :l :， 1 :l lX 

11 ~'(山小γ'f:( I:l:; 1 :;~l 12り IIL 1()2 II 712 :， 1 1 II :l :ll L 1H 

11 ~'(~\I川小 ?f'~ I:l(l 12() 118 % 1():i ~IH liili 11 :; :ll :l :， 1 :1 1'1 

11 ~'(:，f\ I L') 、 ' ?f'~ :tn 叶4内t【， 2，11 L，I8 216 206 1.451 61 i h 1 () lil :， :ll; 

11 ~，(，:.îいに小 ?f~ 211 2‘もl L28 169 158 136 1.169 61 h lil 1 :，0 

，I~J Ü~~ 小，-: !'~ 1'!:l 2[)I 181 149 146 144 1.023 51 5 51 1 ~Î 
IS 

‘ド 111小 r:校{:<: 
204}'1 t 

1H:l 1，， 1 122 144 100 904 51 5 ，11 :1 11 :l L 1 

m(~\ 八 'J 、 1111 (;:l 68 59 69 453 31 :l 21 2 21 L 11 

i'jlIITJ'小 J"!~ 「、j;) 町l7 :;1 :l7 J:l 17 1 ~l:， ~ 1 :】p 11 1 11 1 H 

(ii! {i IJ 、'戸 f '~ l，!)!)!) 1， [):i7 1，101 1， L 1L 1，218 1. I()L 8， ()I:， 11 1 1~ :)7 1 :;:; :lll ;{I 21H 

'J、 ・・... H ，， 1 LI;H -旬3、:，‘;， ~Î9 Hil:! h 1 li 1'1 

1I'I'f'~\ '1"'，・h 111> ¥11:' :lりl 1， L1L 111 1 ~} LK 

1I'I'(':u _'1' /[;: :!O:! 188 1，11 1;1 fi 》 11; 

じ '1" '1'・.. どH 11 1 ‘4 

'1' "，' [':': ，， 1 '1:，1 nl>i 81;8 I:!，G出 -】"} hh 
←ー

11 ~'(-~'\ "J 、/!~ llH Il'l 1，11 1 r; 1 ;8 H九7 11 1 11 1 L 1 

11 ~'(~\ '.-J、f付 111 121 11111 IO:l IIHI 11.; 1;78 11 :， ~ I : ~ 

:t tet t 

片L11 ~'(~\ソj 、 'd 'i: 17:¥ 1 L~} 1:il; 12:1 10り 1111 Î~11 11 :1 11 :1 

11'1'(-め114小";::f':': 1L:l 1.l~1 11:1 1l:l りH 1111 1 ;~H 1 ;1 1 11 :， 
11 ~'(-あ"小'/=tえ 2:;9 ~~J~J L:H ~:ll ‘2:~:‘・， 1，IC，:l fil f; 101 f) .、>i

11 ~'(;"，j'\λ小，)"・t'i: :Wfi 210 lり2 191 111; 111 1， [)8fi 日日 " :!x 

;I'IJ M'，小";:， t'i: 212 21:; 212 LOl 1:i9 1:;:， 1，:no 司il!'i )1 .， ¥11 

ーl' 11I小牧 118 77 H2 日:l 1;1 ï~l 510 :， 1 2 :.'1 :1 ー-・- 11 

11 ~'(:，f\八小〆校 109 91 98 6:l (;1 S8 ，181i ]1 :1 11 :! :.!I :: 

41i (i 1';1-t.'小{:校 197 120 98 HO 12 1;10 :; 1 :， 11 '，' 11; 

iiI!介 小 .，;:-村 188 146 138 102 7(i 78 i:!H 11 :1 ‘.ー" '恥， :!II 

小 Jム校 ，;1 1，941 1，626 1，597 1， 111 1，2;'，1 1，2，12 19-:tm 191 ，12 1:，1:日) :1:， 1 :11 ヱl三

11 型(-~ -'1'・';:=校 273 275 2S9 807 同t 【f 

片十ト ー
11'1%1 :q，学校 469 41:l :l95 1111υ 

じ'1:'1'学校 227 20:l 214 (i，)) (I 1 5 s ](; 

113!f:'.ii ~'I' ・F校 115 92 2:lO :， 1 :l / 

中・戸校，，1 1，084 9Kl 891 ~ ， 9SH 2i 1 LS 21 i:， 

えば，ある学校で 6年生が 120人 (3学級〉卒業して，新たに 1年生が 250

人 (6学級〉入学するというような例がありますが，同時に学区内に 200世

帯位の集団住宅の入居でもあると，白:然士171だけで 3学級の増であり，これに

集団住宅による社会閉を考慮すると，一度に 6学級--8学級も増加してしま

うという例もあります。こういう傾向が市内の各学校でしかも毎年続いて起

っているわけですから，先に述べたとおり 10年間に小中あわせて 8校も新設
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表5-2のつづき 年度別学校・芋11:，川内訳

除守護
児 j'_j'i: ゴi lA~ H 

" 
奇止 t~ 

2 3 4 5 6 1 1 '2. :， 1 4 5 1 () 

111'(-¥.1¥ー小予校 136 157 145 137 140 1:，7 8:'2 。11 4 <1 1 4 11 1 4 21 

11 目 (-~\ _-_小γ:校 137 143 127 112 100 1();) 722 4 1 4 31 3 31 3 20 

II~! (- ~Y':::小，そ校 199 172 124 148 124 llO 877 51 4 31 4 31 3 22 

11 n~\llq /J '--;::校 119 125 137 108 108 99 69時 31 3 41 3 31 3 19 

11!J!f'第五小学校 252 244 193 249 231 227 1， ;，96 61 6 51 6 61 6 35 

11'1'(-第六小石校 191 206 217 184 197 H'2. 1，n7 51 5 51 5 51 .1 29 

H~J 1，.&"小 学 校 287 281 210 210 206 15g 1，3:'3 71 7 51 5 :;1 1 ;l:， 
コドiJl小;そ校 105 120 91 92 98 70 576 31 3 31 3 31 :2 

m f;r;八小'?車交 159 137 110 114 79 85 684 ，1 1 4 31 :， 21 '2. 18 
47 

(I ，'，・.:t~ ノl 、~，?: 校 116 9C! 66 52 40 4;1 412 31 :3 21 2 I1 1 12 1 

j屯{~ IJ、'戸校 197 185 151 121 101 75 8:l0 51 5 ，11 3 31 2 22 I 

1")申請7i'IJ、';::f'<: 100 105' 64 56 41 33 :199 31 3 21 2 11 1 12 

ノl、と校 ，11 1，998 1，969 1，635 1，581 1，464 1，283 9，930 52 1 51 431 43 391 35 262 

11 ~ fお- '1" ;: 校 271 276 268 815 71 7 6 20 

日目f第二'I"A交 545 459 408 1，412 131 11 10 3.1 

七生 '1'・';::校 254 226 204 684 61 6 5 17 

1Ij'{'郊で主'1"';と校 137 126 101 364 4 1 3 3 10 

'1' ';::校江| 1，207 1，087 981 :l，275 30127 2.1 81 

校を建設したり，既存の学校の増築を行ってきても追いついていかなかった

というのが実情です。市の財政にも限りがあり，学校建設にばかり予算を投

入してしま ったら，均衡ある市の発展は望めません。そこでやむおえない措

置としてプレハブ教室が建設されるということにな ってしまいます。

しかし，プレハブ教室は鉄筋校舎にくらべ騒音や寒暑などに対して問題点

が多くあります。教育的には，一日も早くこれをなくすことが必要です。国

の補助制度の不完全さもプレハブ教室増加の大きな原因でもあります。ここ

で今春開校した日野第七小学校の建設に対する国の補助金について簡単にふ

れてみます。

七小は，建築延面積約3，050m2で，工事請負金額は 169，800千円です。で

すから 1m2あたりの建築単価は約56，000円ということになりますが， 国庫補

助金は 1m2あたり 46，000円です。また，国の基準によ る補助面積は2，578m2

で， 実際の建築面積とは約472m2の差があります。 すなわち，単価と面積の

両方から市の超過負担がなされているということになります。この超過負担
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表 5-3 日野市立小・中学校施設保有状況

児童 教 主 |別

学 校名 学級数
生徒数 普通 I'P:手、ト 1"'1ー〉イ(1くt 1'611: x Jム 家))'1 tJUf!t1 [;<]i": f'1~ f辿

日野第一小学校 768 21 21 1 l 
(1) 

1 l 1 

日野第二小学校 718 19 (31) 6 1 1 l 1 l 1 

rl野第三小学校 957 26 26 1 l 1 1 1 1 

11肝第四小学校 724 19 19 1 l l 1 1 1 

11野第五小学校 1，104 28 28 2 2 l 1 1 

11肝第六小学校 1，164 30 
(3) 

l l l 1 1 
(1) 

潤 徳ノl、学校 1，525 37 (928 ) l l l l 1 1 

、!と山小 :'l校 624 18 19 l l 1 l 1 1 1 

11 ~f節八小学校 815 21 21 1 l 1 l 
(1) 

1 

百草14?小平校 451 13 
(2) 

1 I I l 
(1) 

1 

j竜介小学校 978 25 25 1 ー‘〉 2 1 l 1 1 

Icd幡ft小学校 499 16 (412 ) l l l 1 l 

II !Jl f'~\ じ小学校 352 12 12 1 l I 1 1 

10，679 285 2(625 1) 14 15 (1l3 ) B 2 (29 ) (1l2 ) 

11 ~r'第一中芋校 872 23 23 2 1 1 2 2 1 1 

II'H第二中学校 1，000 25 25 2 2 
(2) 

2 1 l 

じ生中学校 742 18 
(1) 

2 1 1 1 2 
(1) 

1 1 

LI ~f'釦 _: '['学校 456 12 12 1 1 1 2 2 (1) l 

11'Jlf';j'>;IJLJ中学校 537 14 (212 ) 1 l l 2 2 l 

3，607 92 (38) 9 8 6 4 7 10 
(1) (l3 ) 
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s. 48. 1 2 . l.f.~UI宇( )はプレハブ

{i(':: l.ill !日j E フ。

月;;~ ~\~ *;i rt その{也 ヰWLl 十点u '11 {;5 }/<;!l !)i i< 悦 fJ山本 w jレ

l (1) l l l / 1 l 
27 

l (323 ) l l 1 6 l 

l 33 l l l l l 1 l 

1 26 1 l 1 l 1 l G l l 

l 9 46 l l 1 l 5 l l 

l (3l3 ) l (1) l l 
(1) 

2 (935 ) l l l 5 

1 29 l l l l 5 

l (2l7 ) l I 

1 (:1t) 7 l l l l 6 

1 35 l l l l l l / 

l (418 ) l 1 l l l 5 

l 18 l l 1 l l l l / 

13 11 (32657 ) 13 13 9 (1l2 ) B 11 7(75 ) B 13 

33 l l l 1 l l 7 l l 

(233 ) 2 l l l l i 7 l l 

(2l6 ) l 1 l l l 7 l 1 

(220 ) l l l l i 6 l l 

(2) 
l l l l l l l 7 l l 

(7) 
6 5 5 5 5 4 4 31 s :3 

q
3
 

Q
d
 



表5-4 施設の整備状況 (単位千円)

年 J!f l人j tlJ¥ (5' 
工事内訳 面w 事業~'(

度 /Ii/Io/.支tH令 相;支，'/'，i;: 起f，'t 一般財源

校舎建設工事 6，225 176，872 102，280 :~l. 500 4::l， 092 il|ヘ， 1じL'l1.， 1|l 

38 屋内体育館建設工 )J~

川 t也 H ~:X: 21，055 56，532 2G，000 30，532 >J、， 11小，、1"111

校舎建設エボ 6，073 8(42，20738 ) 
182，7 

l2(白Ul，，210131) 18，500 4.1，165 '1、 il叫lljl小U'lJ、 W~I幼f.I~\ '1、.幻j、1'.

39 出内体育館建設工事 1，174 29，720 5，027 7，000 17，69:1 

J/J tt!J， ム回4一， ~:X: 6，222 6，214 (i，21<1 li小、小、，/，

校舎建設工 'J~ 4，908 (18l，069626 ) (11555 ，61H) ~5 ， ()O() Wi，I;，I) l、lドLI小l人小，ftjJjlfJtl小
168， 5，09.1 6il，S7L 111小.

40 }長内体育館建設工 'Ji 1， 607 42，680 9.722 9， ()OO 2:~ ，り58 1/'，仁'1.'/'

m I也 1開 lて. ~x. 6，222 6，211 6，211 li小/、小， ー二1/'

校合建設工'jC 3，721 147，443 l()()，947 lfi， :~()U 30，196 、1"111小， 二1/'

41 hl内体育館建設工 'Ji 587 16，538 2，626 5，50() 8， ，112 、/(111小

川 I也 H ~]( 9，376 147，443 100，947 16， :-lO() :-lO，196 >J'， 

校舎述設工事 7，485 2 (19，l)30) (11，889) 
11，000 112， :115 

小，ンl、，1，小
53，910 130，5% ，、、

42 I.:iI内体育館建設工 'Ji 832 21，750 5，322 10，0りO 6，428 11小

JfJ 地 ):"1 、l ~X 23，163 147，377 105，000 ~2 ， 377 :小，I'LI小，八小

校合建設工 'Ji 2，121 88，000 16，795 24，000 ~7 ， 205 Id、/、小

43 !il内体育館建設工 'Ji 761 23，840 5，88..J 8，000 9，956 日目 M~小

月j I也 主由l ~X 

校-:7ill ~立工 'J ~ 7，746 3(65，47464 1) (4.1，79，1) 10，035 102，700 1(2109.，39352 3) ljlLL|J小l、主lr1JifIlttl小fì~J 、
01， 69，397 

44 }jl内体育館建設工事 1，442 51，780 11， 072 1，962 16，300 22，426 IIq小，六小

}/J 地 よl ~X 16，065 179，812 17，000 160，000 2，812 ili1{干小

校舎建設工* 5，887 
(221，059) (12l，J3 92) お， 929 l:-l8，OOO (96，567) 1じ小III，-itElf|T1 'l、
333，787 79，731 107，127 

45 }jJ，村体育館建設工事 1，522 51，790 19，086 18，000 14，704 小，小

J/J I也 よl ~X 27，247 129，254 129，254 it~ 介IJ、.: 1/ 1

校舎建設工 'F 8，891 413，119 44，827 18，289 1:-37，700 212，303 刈(i附fJlff ffrrjl、、 I it~介づ、

46 脳内体育館挫設工 'Jc 2，163 94，375 19，089 6，781 3-1，700 33，805 j八ti!小介小， (f f'.'(fi/J、

m I也 よl ~X 48，434 7l4，406 16，073 o J 400，000 298，333 ~L~ý、 J). じ小 ["J附
小I I'J，¥'(fi/J、

校合建設工事 (96..639591 ) (31725l，， 890945 ) (B8 G，56G) 2，181 45，459 156，900 (:-¥5，338) 
91， :'155 ノl|、，八小i':liじH小i)) 

t/'， i'LI'i'， 

47 !五内体育館建設工事 3，014 95，699 10，915 20，928 20，600 43，256 i;'J~I~;'ì/J 、 :.'/1

庁j 地 買 ~:X: 
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解消のために10数年来，市長会，教育長会などで国に陳情を続けており，年

々少しづっ改斧はされてきています。ことに本年度からは，国の補助金の負

担率も，人口急増都市は従来の 2分の lから 3分の 2に引きあげられました

し，補助基準面積も平均約 2割アップになりました。補助単価もH宇年にくら

べ12必位アップされています。しかし，単価にしても，面積にしてもまだま

だ相当の開きがありますので，これからもさらに強い運動を展開して行かな

ければなりません。幸い東京都も補助金や貸付金を基準にもとづいて許可し

てくださいますので，これらの運動とあいまって，プレハブ解消に努力して

行きたいと考えています。

( 2 ) 学校給食

小学校の給食は，幾多の変遷をへながら，昭和32年より完全給食5日型で

開始されました。当初の脱脂粉乳にかわ って，Hg和41年 9刀からは週 2本の

牛乳を使用，そして昭和43年 7月から，全給食時に牛乳を使用するなどして

その改詳につとめてきました。

関係職員については，各校 1名の栄養士，昭和47年度から新たに調理貝の

配置基準をさだめました。給食実施回数はおよそ，186回，...，191回とな ってい

ます。

中学校については，昭和38年10月からミルク50%，脱脂粉乳50%の混合委

託によるミノレク給食が全校に実施され，昭和40年 6月には全部牛乳に切りカ

)，(5-5 

J' 校 {. 校

給食|刻係峨Ll 給食関係職n
年度 実施校 {I:.J主 実施校

~j~上 ，1I，\JJ~U1 公j主上 .1)，'，JJfnLl 

43 8 8 36 44 43 3 。 。。
44 9 9 41 50 44 3 。 。。
45 10 9 46 55 45 3 。 。。
46 10 10 50 60 46 3 。 。。
47 12 12 68 80 -17 4 。 。。

(新J立によるl}fHfi準備NJ川を除き100%実施)
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えられま したが，まだ完全給食にはいたっていません。 中学校の市部を表5

-7によりみると，末実施45.6弘 ミル ク28.1%，完全給食は26.3%となっ

て，中学校の遅れがめだちます。

学校ごとの栄養士の配置により栄養指導管理，食事調整と実際的な知識経

験により学校給食にあたっており，また調理職員については，魅力的な食事

にするため(昭和48年4月より児童数600人以下-4人，601-900人- 5人，

901-1，200- 6人， 1，200人人以上300人増すごとに l人と改正〉職員の適正

配置と調理技術，栄養，衛生知識などについて給食会を中心に研修会をもち

資質の向上をはか っています。

表 5-6 給食実施内容の推移

一一一一」き 43 44 45 46 47 

型 ，フ士巳， 三~ P元:c ~ ，元ームー・ ノ玄、、 rフ」己で， こJε¥ r元-L，. 宝ノ¥

年間実施回数 190 191 189 189 186 

施給食実

児童 6，524 6，998 8，102 8，410 9，962 

教 職員 243 275 300 329 358 
守二

員人
調理 ~- 1 f也 65 75 86 58 73 

6，832 7，348 8，488 8， 797 10，393 
校

月平均給食費 850 900 1，100 1，100 1，300 

1 IIII 当り 給食~'? 48.4 54.4 62，6 65.5 75.0 

型 ミjレク ミjレク ミJレク ミJレク ミルク

年 間 実施回数 170 178 175 168 150 

J施給実主

ノ" し1 且主4千 2，427 2，459 2，697 2， 748 3，303 I 

教職員 105 79 126 129 143 
ヲー

人員
調理主i他 。 。 。 。 。

2，528 2，542 2，823 2，877 3，446 
校

凡平均給食 11( 93 100 100 100 100 

1 [QI当り給食i'? 13 14.10 15.22 17.27 17.27 
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表 5-7 百15内小中学校給食実施状況

{. 中交 ';:: 中交
ノ2弘3、 ，11

全自~I |ベ日1I di :~I~ IlIf.Hffll 1:自1[1 区 ~ll~ rli f:ll 町村mj

{. 4交 数 1，186 838 294 日 522 377 lH 31 1，708 

リ~ 'I'¥ 'j: l，l t~ 903，175 653， ，¥li 237，865 11，893 341，221 252，220 83，161 5，813 1，244，399 

，ヌ・.じ・ 実 11t!i枚数 1，178 838 288 f・s:】3 ，111 351 30 27 1，589 

全 :X 11t!i :.N 99.3 100.0 98. 0 96. :{ 78.8 93.9 26.3 87.1 93.0 
給食

~~ ，'j'i:'u，E t~ 898，981 653，417 233，747 11. 817 262.377 235， fi5:{ 21，227 5， ，197 1，161，358 

ミ :M!ii也校数 6 6 5円/ 2:~ 32 2 63 
Jレ

ク'x 11t!i );，~ 0.5 2.0 10.9 6.1 28.1 6.5 3.7 

給食
~~託生徒数 4，118 4，118 10，499 16，567 23，637 293 44，617 

米
;だ 11t!if交政 2 2 らl 52 2 56 

').;; :X施術 0.2 3.7 10.3 45.6 6.4 3.3 

F低 ~U往生徒数 76 76 38，348 38，295 53 38，424 

( 3 ) 学校保健と児童生徒の体位

児童 ・生徒の健康管理については，とくに環境の変化にと もなう新しい病

気に対する予防もとり入れ.健康の保持をはかっています。

現在18校の学校医(内科，歯科， 眼科，耳鼻科， 薬剤師〉と保健会が中心

に，定期健康診断をはじめと し， 結核検診，心臓検診，寄生虫検査，尿検査

細菌検査たどを実施し，これなどは直接体位にあらわれ，表 5-8，5-9で

示すような体位の向上となってあらわれています。

(4 ) 移動教室

小学校 5年生の移動教室

千葉県安房郡持井海岸の民宿による臨海学校は，宿の狭さ，海水の汚染，

交通事J情の悪化などにより，昭和45年から，真鶴海岸における 日帰 りの移動

教室となりま した。 しかしこの移動教室L 極端な交通事情の悪化により，

適地への変更が学校側から要請されています。

小学校 6年生の移動教室

林間学校と して，夏季休業中に実施 してきま したが， Ir.l鉄の車両の都合に

より ，昭和45年から，一学期巾に移動教室と して行われるようにな り， 全市
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表 5-8 1.過去 5年liiJにおける児童生徒の体位の抗移

I~一|山~";牛一 三¥度且生¥川び

j'-

l 2 3 年 4 

1ノ1J1 ムー フ; !メ; ~g ~ょ !Jj k 

43 115.2 114.1 120， 5 119.8 125.5 125.8 130.8 l30.4 

44 115. :3 114.7 120.3 119.9 126. 1 125.5 131. 2 131. 2 
身長

45 115.5 114.5 121. 1 120.4 126.5 125.3 131. 5 131. 3 
(cm) 

46 115.4 114.6 121. 2 120.3 125.8 125.8 131. 6 131. 0 

47 115.6 115.0 121. 2 120. 2 126.6 125. 7 131. 6 131. 3 

43 20.3 19.6 22.4 22. 1 25.0 24. 7 27.6 27.0 

44 20.2 19.9 22.9 22.1 25.4 24.9 28. 1 28.2 
体主

45 20.5 19.8 22.8 22.0 25.4 24.6 28.0 27.6 
(kg) 

46 20.3 19.9 22.9 22.3 25.6 24.9 28.2 27.6 

47 20. 7 20.2 22.9 22.3 25.5 25.0 28.5 28.1 

43 56.8 55.0 59. 1 57.5 61. 3 60.0 63.4 61. 2 

44 56.9 55.8 58.9 56.8 61. 0 58.9 62. 7 61. 7 
胸間

45 57.0 55.5 59. 1 57.4 61. 3 59.2 63.0 61. 8 
(cm) 

46 57.2 55.6 58. 7 57.9 61. 5 61. 0 65.6 62.0 

47 57.4 56.0 59.5 58. 1 61. 6 60.0 64. 1 62.2 

43 64.6 64.2 67.3 66. 8 69.5 69.3 71. 8 71. 5 

44 64.8 64.3 67.2 67.0 69.8 69.5 61. 9 72.0 
庄市

45 65.0 64.6 67.5 67.0 70. 1 69.3 71. 9 71. 9 
(cm) 

46 64.9 64.3 67.4 67.0 70.0 69.4 72.1 71. 6 

47 65. 1 64. 7 67.6 67. 1 70. 1 69.6 71. 9 71.8 

身長 0.4 0.9 O. 7 0.4 1.1 -0.1 0.8 0.9 

上44(37師持年年差) 

体重 0.4 0.6 0.5 0.2 0.5 0.3 O. 9 1.1 

胸囲 0.6 1.0 0.4 1.4 0.3 。O. 7 1.0 

，*三と官I百 j 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 O. 1 0.3 

児童生徒の体位は、表で示すように身長について全般的に伸びがみられ、小学

という伸びを示している。これを昭和37年を対照にすると、男子小中平均では
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校 司l 校

5 iノj:・ 6 l 2 3 

!出 ム- リj k ヲJ 女- ヲ〕 k クj 与;

135.8 135.8 140.5 143.4 147.4 148.4 154.4 152.3 160.8 153.4 

136. 1 136.9 141. 6 143.8 147.7 143.2 155.0 152.6 161. 6 154.6 

136.0 137. 1 141. 8 143. 7 148.1 149.2 154.7 152.6 161. 6 154.5 

136.4 137. 7 141. 9 lt111.5 148.4 149.7 156.0 153.2 162.8 155.0 

137. 1 137.3 142.3 1411.4 1118.5 149.9 156.4 153.5 162.9 155.2 

30.9 31. 2 34.1 35.5 38.6 40.2 411.3 45.7 49. 7 47.6 

31. 0 30.9 34.8 36.0 39. 1 41. 1 44.3 45.0 50.2 48.8 

31. 3 31. 9 34.8 36.5 40.3 41. 3 44.3 45.6 50.6 48.0 

31. 2 31. 4 35.0 36. 7 41. 0 40.5 45.6 45.6 49. 7 49.4 

31. 8 31. 6 35. 1 36.5 :38.3 111. 6 45.8 44.9 51. 1 48. 7 

66.0 64.9 68.0 68.11 69.9 73.3 70.5 75.8 79. 1 78.9 

67. 1 64.1 68.0 68.3 72.1 73.3 7<1.0 75.6 78. 7 78.2 

65.8 65.3 68.3 67.8 71. 6 72.5 74.9 75.4 78.3 77.5 

66.2 65.5 71. 4 69.3 71. :3 72.9 75.4 76.2 77.4 77.4 

66.3 65.2 68. 7 69.5 71. 5 73. 7 75.5 75.4 79. 7 78.2 

73.8 74.4 76. 1 77.8 79. 5 80. 7 8:1.0 83.0 85.9 83.5 

74.0 74.5 76.3 78.0 79.2 80.9 82.6 82.1 86.5 83.6 

73.9 74.1 76.6 77.6 79.0 80.8 82.2 82.9 86.0 8<1.0 

74.0 74.4 76.3 78.0 79.9 81. 4 8:3.3 83.5 86.2 811.5 

74.0 74.5 75. 7 78.2 80.0 81. 8 83.9 83.5 86.5 84.2 

1.3 0.5 1.8 1.0 1.1 1.5 2.0 1.2 2. 1 1.8 

o. 9 0.4 0.4 1.0 -0.3 1.4 1.5 -0.8 1.<1 1.1 

0.3 0.3 O. 7 1.1 1.6 0.4 5.0 -0.4 0.6 -0.7 

0.2 0.1 -0.4 0.4 0.6 1.1 0.9 0.5 0.6 O. 7 

生男子を平均すると1.1cm、女子で0.6cm、中学男子では1.7cm、kチでは1.5cm 

3.6cm、女子で 3.9cmも伸びています。
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表 5-9 2 . 体位の木 l 打、 I~均と叩ならびに全[件、F均との比l政

区;
身長 (cm) 体重 (kg)

リj !;._- リ1) !;._-

、|ιιJ1 1七 、|と均 Jt 、 1 ;-fJ 比干l~J 1 1ヒ|
ト一一

11 ~I f' 11 ~. (Ì 1 I ll ~ . O 20.7 1 I 20.2 
ト一一一一一ト

G 行15 11S. () o 1 lltl.7 十o.:) 20. 7 o I 20.:1 -0.1 

うそ11¥1115.2 +0.4 lltl. ;) 十o.7 20.tl 十O.:) 20. 1 十().1 

11 ~I f' 121. 2 120.2 22_9 22.3 

7 自15 121. 0 +0.2 120. 1 寸().1 2:).2 ー ().:) 22.6 (). :) 
ート一一一

"í~ 1 EI 120.5 +0.7 119.7 十 O.~ 22.8 十O.1 22.2 →O. 1 
ト一一 一 司

II']![- 126.6 1 2~ . 7 2~). ~ 25.0 

8 行15 126.3 +0.3 126.0 -0.3 25.9 -0.4 2~.~ ().5 I 

全lfil 125.9 +0.7 125.2 +0.5 25. :) +0.6 2，1.9 斗().1 
J-

11肝 B1.6 131.3 28.5 28. 1 

9 行15 B1.5 +0.1 131.0 十0.3 28.9 -0.4 28.4 -0.3 

全11¥1130.9 +0.7 130.6 +0.7 28.0 +0.5 27.9 +0.2 

11型f 137.1 137.3 31. 8 31. 6 
一

10 liIS 136.5 +0.6 137.4 -0.1 32.3 -0.5 32.4 -0.8 
中交

全匝| 135.8 十1.3 136.8 +0.5 31. 3 十0.5 31. 7 -0.1 

11'J!f 142.3 144.4 35. 1 36.5 

11 自15 141. 8 十0.5 143.5 +0.9 35. 7 0.6 36.9 0.4 

全1EI 141. 1 +1.2 143.2 +1.2 34.7 +0.4 36.3 十0.2

11 ~H 148.7 149.8 38.3 41. 6 

12 占15 148.7 01149.8 o I 40.5 -2.2 42.2 ().(j 

ト一一一一

全1"1 1tl7.8 +0.9 149.0 十0.8 39.5 -1.2 41. 5 十O.1 

11 ~f 156. 1 153.5 45.8 44.9 

J- 13 自15 156. 1 o 1 153.3 +0.2 46.2 -0.4 46.4 1.S 

全Ij，1154.9 +1.2 152.6 +0.9 44.9 十0.9 45. 7 0.8 

11 ~f 162. 1 155.2 51.1 48. 7 
車交

14 自15 162. 1 o I 155.2 o 1 51. 8 -0.7 48.9 -0.2 

全国 161. 2 十0.9 154.5 +0.7 50.4 +0.7 48.8 一0.1
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胸部 (cm) IA1~ I日 (cm)

:.11 I;_' リJ I;_' 

、|三均 よヒ 、 I ~ 均 比 、 ! と l~J よヒ 、|乙均 上ヒ

57.4 56.0 65. 1 6/1. 7 

57.4 o 1 56.2 -0.2 61. 9 +0.2 61. 5 -0.2 

57.4 o 1 56.0 o 1 6，1. 6 +0.5 G4.2 →0.5 

59.5 58.1 67.6 67.1 

59.6 -0.1 58.0 +0.1 67.5 斗0.1 (i6.8 -1 ().:~ 

59.5 o 1 57.9 +0.2 67.2 十O./[66. 7 -卜0./1

61. 6 60.0 70.0 69.6 

61. 9 -0.3 60.5 -0.5 69.8 +0.2 69.1 +0.2 

61. 6 o 1 60.1 -0.1 69.5 十O.5 69.2 トO.tl

64.1 62.2 71. 9 71. 8 

64.4 -0.3 62. 7 +0.5 72.0 -0.1 71. 8 () 

63.8 +0.3 62.6 -O.tl 71. 7 +0.2 71. 6 寸0.2

66.3 65.2 74.0 74.8 

66. 7 -0.4 65.9 一O.7 74.4 -0.4 74.6 +0.2 

66.2 +0.1 65. 7 -0.5 73.8 +0.2 74.4 +0.4 

68. 7 69.5 75. 7 78.2 

69. 1 -0.2 69.5 o 1 76.6 -0.9 77.8 +0.4 

68.8 -0.1 69.5 0176.1 -0.4 77.6 +0.6 

71. 5 73.6 80.0 81. 8 

71. 9 -0.4 73.9 -0.3 79.8 +0.2 81. 3 +0.51 

71. 5 o 1 73.7 -0.1 79.3 十O.7 81. 0 +0.8 

75.5 75.4 83.9 83.5 

75.8 -0.3 77.4 -2.0 83.3 +0.6 83.4 +0.1 

75.2 +0.3 76.9 -1.5 82.8 十1.1 83. 1 +0.4 

79. 7 78.2 86.5 84.2 

79. 7 0179.1 -0.9 86.9 -0.4 8，[. 2 。
79.3 +0.4 79. 1 -0.9 86. 1 +0.4 84.3 -1・O.1 
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表 5-10 高行中点検z診実胞状況

小中別 年度 Y4京生徒数 ツ )x n日 J安 BCG io: 接

43 6，670 3， 757 6，364 160 95 

44 7，473 3，396 6，559 467 81 

、』、二， 45 8，378 4，083 7，292 4115 39 

46 9，101 5，157 8，148 524 169 
中交

47 9，962 6，908 5，926 902 146 

43 2，452 318 2，372 2 30 

44 2，638 468 2，397 52 16 

F、』、，・ 45 2， 798 355 2，652 27 8 

46 2，958 435 2，885 49 50 
中交

47 3， ~)03 381 3，243 52 68 

の学校が連fTで行います。

中学校2年生の移動教室

従来，夏季休業中に，八ヶ岳の大成荘を利用して，林間学校として実施し

てきましたが，宿泊できる人数が少ないことと，短期に終わりたい学校の希

望もあり，参科高原(長野県〉本栖湖(山梨県〉などと，適切な時期を選び

移動教室として実施するように， 昭和47年から変わりました。

いずれも参加率が高く，好評です。これなどのほかに，巾学校 3年生は，

関西方面に修学旅行を，各中学校ごとに)ミ施しています。

表 5-11 /J"、戸校 5学il=-移動教主

?(I 校
(1: Jii 参加| ;T.: 

形態 Jl;j )yi' JfJJ 11:] 参加キ:
ti 数 山市数 Y47it数 tOliiU1ti 

43 I ~\~ れ)l'iilj.;;.l
t2 fl 958 851 88.8 107 

71止校. {: 7. 28~8. 1 8 
44 (T・ ~Vl ~)

:{ 
1，081 957 88.3 121 

" 
45 

移主動教

6. 8~6. 12 10 5 1，243 1，165 93.7 75 
点在qiilf.;;:

" 
ト一一一ー

46 6. 7~6. 11 11 1，2S!J 1，220 97. :) 7I 
(や11ポJIIvn 一47 5. 2 (j ~6. 1 12 1，449 1， 417 97.8 96 
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表 5-12 小学校 6学年移動教室

ミ( f;行(1 
数校

花 ~~f~ 参加| 引率
形態 場所 則 rln ~;::{ ，主 参加率

数 児IE数 児童数 教職L1数

43 林 8. 7-8. 9 883 802 90.8 72 
ト一一ーーー一一一ー 11:1つ中交三 2 8 

44 8.25-8. 29 962 942 94.1 78 
1-' 光 汗lト一一一ー

45 

移到4司k、J1B4jγ H f 4 r 

7. 2-7. 6 10 6 1，122 1，083 96.5 83 
ト一一一一一 (栃木県) 3←一一

46 6.29-7. 3 11 1，251 1，219 97.5 90 
，-， ト一一一

47 7. 9-7.13 12 1，279 1，256 98.2 94 

表 5-13 中学校 2学年移動教室

じよ: I数m fl 校数{. 
在籍 参加l 引率

形態 .l'J;)円i J明間 っそif. 参加率
児童数 児童数 教職員数

43 中本 7.23-8. 6 785 491 62.6 47 
八ヶ岳

44 n日 7.22-8. 9 871 742 85.2 60 
大成~.t 2 3 

45 :J< ・ 7.22-8.11 869 779 89.6 67 
(111梨県)

46 車交 7.22-8. 3 570 466 81. 8 46 
一

会主科牧場 6.18-6.20 
移 2 

(長~f県)

重~J il'i 旦 7.26-7.28 3 
47 4 1，079 1，049 97.2 62 

事文 (山梨県)

室
木柄? 胡 9.12-9.14 

円

(山梨県)
」 一一一

備考 昭和46年度に日野第二中学校(対象在籍生徒数413名)は不参加

( 5 ) 中学校卒業者の進路状況

昭和37年に77.396であった高校進学率が，昭和47年度で、は97.6%に増加し

ています。就職者は12.7~ぢから O.Ol ~ぢと激減 しています。また無業者および

各種学校関係は，昭和46年度をさかいに急減しておりますが，その内訳は各

種学校(和洋裁〉および職業訓練所に進んだものと思われます。

表 5-14にみられますように，各学校の進学率にほとんど差がなくなって

います。
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表 5-14 過去 5{ドIIlJの進予状況の推移(就職進つ毛布を合む)

Ild 校(全 日市IJ)
卒業-(i'数

，、jと校名 i~、- 、J. 私 _¥f. 

)~ 
リj !x リJ 禾i !J} 女

， ， ~I r抗 '111";::校 128 118 246 45 50 95 72 57 120 

， ， ~Ir~"'~ --111'予校 168 167 335 85 81 166 73 88 161 
'1:1 

じノ1:111 .，;と校 102 71 173 59 29 88 37 37 74 

:~98 356 754 189 160 349 182 173 355 
ト一一ト一一一一ー

， ， ~Ií'~'~ '111乍校 12:) 116 2:)9 53 62 115 49 42 91 
ト一一一ー トートー← ー

， ， ~I r~"'~ '.111";と校 21:) 155 368 98 62 160 100 89 189 
小1F一ーー 一一一一ト

じノ1:111 .';::校 91 104 198 38 :)2 70 45 63 108 

一一一 4:)0 :)75 805 189 156 345 194 194 388 

， ， ~]r抗 '11 1 ";::校 146 B7 283 68 S8 126 65 63 128 

，，~! r抗 '.111";::校 201 191 :)92 91 82 173 94 106 200 

15 じ '1:1-1' .';三校 121 101 225 61 SO 111 45 43 88 
一 一

" ~'r抗 :.11 1 ";::校 6 6 12 3 2 5 3 4 7 

471 4:)8 912 22:) 192 115 207 216 423 

"~H ~'~ -" l'、j三校 120 149 269 57 71 128 59 69 128 

， '~í'~""~ '.'-11'、戸校 203 192 395 106 105 211 92 85 177 

46 じ'1:11' .‘{:校 109 105 214 73 5，1 127 23 46 69 

II!J!i'抗 :.1:1'予校 15 8 23 8 5 13 7 3 10 

447 454 901 244 235 479 181 203 384 

日型f筑 -11'学校 144 130 274 74 79 153 58 48 106 

日野第二rll学校 186 224 410 86 109 195 97 112 209 

47 七 生 中 学校 92 113 205 42 70 112 47 37 8，1 

日野第三中学校 53 52 105 30 26 56 23 26 49 

475 519 994 232 284 516 225 223 448 
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国J 校(定時制) 高等専
ALK 1 進学率

公立 私立 門 学 校

男 女 言十 男 女 男 女 男 女 男 女

3 3 120 107 227 94 90 92 I 

158 160 318 94 96 95 

2 97 67 164 95 94 96 

4 l 5 375 334 709 94 93 94 

1 2 3 2 2 105 106 211 85 91 88 

1 1 7 7 206 151 357 96 97 97 

4 4 87 95 182 92 91 92 

6 2 8 9 9 398 352 750 93 93 93 

1 1 2 l 1 135 122 257 92 89 91 

2 2 1 1 186 190 376 93 99 96 

106 93 199 82 89 88 

6 6 12 100 100 100 

1 3 4 2 2 433 411 844 92 94 93 

1 1 116 141 257 97 94 96 

4 4 202 190 392 100 98 99 

3 3 l l 100 100 200 92 95 93 

15 8 23 100 100 100 

3 1 4 5 5 433 439 872 97 97 97 

4 4 136 127 263 9，1 98 96 

l l 2 2 185 222 407 99 99 99 

2 2 89 109 198 97 96 97 

53 52 105 100 100 100 

3 6 463 510 973 97 98 98 
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表 5 15 過去 5il'-IIIJの進路状況(J;f，tqi出11をfTむ)

i且 '白 苧. 行 q.urrl;且，{:行 似たれ その{也

~í: 1::行以 ，:':il交(J>II制) ，:':， I~( í.Ë II.~;j，IJ ) t
山
E・一3・:;1，11 :mぬれ ，::，1立(立Il.j:t;II) 合fキH 死亡

/!，' 

主主 '1， fJ、，'f_ をミ ，'f_ 初、 '1. 1"1'戸I立 公lr. f1、立 ，，1 1";:: f立 不 J下

')11 :1りH 189 182 :371 17 4 4 6 

Yλ IJ.. 
‘
l'ifi 160 17:1 3:n 1-1 l l 8 

，;1 1 1:，1 3-19 3;'5 701 31 5 5 1，1 

リ11 I:m 18り 191 9 392 18 2 8 12 

11 1 I~ :175 15(; 191 :150 15 10 

μ1 1 8(1九 Jl:> :IH8 :1
‘
t ‘》 日 22 

ト一一ー
リ11 171 :!(l7 ‘》 t:¥:! ，}') 19 

一 トー
1，¥"'; lりゴ 三lfi 109 日 ，) 2 19 

リlこ W， I:!:l ‘》 811 30 :18 
トーー ト一一

リ11 117 :!II 181 5 ，/:10 10 3 3 

I(ill.正 151 ~;)S 20;) ，1:18 11 2 
トー

リ0] liり :IH 1 日 日68 21 4 4 5 

リ11 175 ，)づ~S 16:1 6 

171 1;;， 51 ~l :!81 2~3 507 

~191 5Hi 118 !l70 

c& 5 -16 特殊学級の配iiq状況

l勾 平F
(， !i'.(' j;'I:校七 ，;'Z ;i'( q二 JIII H)JII J且 ";:: 1 ベ J~X uiIi汚

;ふ級 t~ リ~m'tf，Ë 教u
卜一一
11 'I'I'~"_ 小 j ・ 1 主

11 ~'[，~"I，ジj 、 "n主 11111'1135(1'-4円l口 ~'I 'I ;'ì1j 全 1，(M~ 3 28 4 
1¥ Y{、 j ・中/~

11 ~' f'抗 '1";::t'.<: 
11~' [，:'.i.\ - 'I";: 悦 1II{fII:18(HJllll 今 .... 2 21 3 

n州、 f・糾

;I'，'J i出'J、J 怜 lill，'(_じ']: 45fドj交
;I'，'J f't;，小'/ I '~ 11，'1.[11 12(I'，5J 1111 今

n '11 f 糾 リ~ lji:";::1主l Jfi 止

じ'1:'1''';:: t立
じ~ '1"';・t立 1111 flJ42f!'，5 J J 111 イシ // 。

1¥ Y{ ・;:; m 

11 ~'fあ小"n'~ 訪日u
11 ~'['第一小 f 校 1I{{f1l46(ド4JJHI 全 |ベ Jl'X l 4 2 

"Jj nu ..;:: #JA 乍級

じ'1 '1' ・ I'~
じ '1 '1'・f・h IIIlflllifHJl111 今 .... l 7 2 

，;Ij II:J 'f 級
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(6) 心身障害児学級

心身に障害をもっ子どもの教育を保証しようとする考え方と，当然教育を

うけさせてもらいたいとする要求とがあいまって，心身障害児教育は，ます

ます多様化してきています。

かつては促進学級的な特殊学級も，父兄の強い要望で、本来の特殊学級的な

色彩をおびてきました。

とくに寝たきりの子供に対し，訪問学級が設置されたことは，特筆されて

よいかと思います。指導車両を配置し， 1週 4日訪問指導をしています。

表 5-17 持殊学級別・学年別児童生徒数

足孟4:11!l 年 2 ir 3 年 4 ij'- 5 if 6 '<r'-

男女 51)1 j;( 男女 男ムー 男女 男女 ヲ~ 1 1;.: 

43 2 3 1 1 51 4 3 5 1 1 17 7 

44 2 2 3 l 2 6 4 3 1 116 6 
11 ~H 第 三 小字校

45 3 l 1 21 3 4 l 2 7 6 118 9 
特殊 学 ti&

46 3 l 2 l 2 6 2 3 5 6 1 2 16 16 

47 3 2 2 2 1 2 7 4 2 1 4 2 111 17 

43 2 3 7 l 5 3 12 7 

44 2 5 2 21 6 l 13 4 
11 ~H ~; 一 rll 学校

45 2 3 l 4 2 1 2 2 9 5 
特殊 学級

46 2 4 3 4 l 6 2 14 6 

47 2 6 5 5 1 4 l 15 6 

43 2 8 3 3 21 2 2 2 2 2 2 118 12 
i問徳小学校特殊"/:j&

44 3 l 8 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3 122 17 
(七生児童字国分救主)

45 6 l 2 9 4 5 5 9 s 6 1 2 32 18 

43 3 111 10 8 5 9 2 28 17 I 

七生111学校判例;乍級
44 3 4 5 1 10 10 8 1 4 22 19 

( じ生~~.lli学園分教主 )
45 5 6 111 8 6 1 10 10 24 27 

日野第一小学校訪問学級 46 l 2 2 l 5 

訪 日:] ..;::級 47 2 l 4 

じ'し 11 1 '-;::校 ~jjn:]";と級 47 l 2 3 1 5 2 
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( 7) 教育相談の状況

IT8和42年 9月，教育相談室開始以来7年口を迎えました。米談者は年ごと

に増加しており， 1-f1し込みは， rわたしたちの便利帳J，広報「ひの」または

学校の紹介などによるものです。而按治山の延回数は，日目不1145年 162回，昭

和46年 420回，IIR和47年 530回と上昇しています。

「知能，学業に関するもの」が従米は多かったのですが，最近は「性格行

動」に関するものがふえています。心陪児に対する相談や検査も実施し，ま

すます重要の皮介をましているのが教育相談といえます。

N. 5 -18 

いで"-.，_ f品川'/'1:桁・行 1'}j! Ni {I/I 身 体 | 知 iiE-学業
い入~ !(進出 0;菌作)!その他
UE\付託，，1 に|則するもの|に/l，\Hi むの Ilï~H - るもの
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(8) 就学援助

生活保護をうけていないけれども，経済的に就学困難な，児童 ・生徒に対

して，教育費の援助を行っています。国の補助をうけて行っているものに学

用品費，修学旅行費，学校給食費，医療費などがあり，市独自のものとして

は移動教室費，卒業記念アルバム費，中学校制服費などがあります。

援助費をうけられるかどうかの認定は，一定の基準によって毎年行われま

すが，人口増加にともない，認定数は増加傾向を示しており，学校によっ て

多少の差があるのが特徴です。

表 5-19 就学援助費該当人民および援助額

ぱ
援助者認定数 援助 'J;'( 内 訳 l人出り

援助の内容
小学校中学校 計 支給額 園町 平均t.)1D}J告J1

43 101 45 1'46 ，、;::HJ ，，;/， 1'( 1，983，3臼 815，798 1，167，566 13，585 

44 99 47 146 修ρ;::旅行1'( 2，207，409 885，939 1，321， 470 15，119 

45 125 48 173 学校給食1'( 3，024，830 1，243，086 1，781，744 17，485 

46 149 60 209 校外活動V(3，706，936 1，575，807 2，131，129 17，737 

47 188 91 279 医 療 白 等 5，565，645 2，418，298 3，147，347 19，947 

表 5-20 学校別認定児童・生徒数

年度 同小 五小 /"/J、;I'.'J小 手小 J¥/j、百小 iゆj、高4、言| -J:j' 二中 七J:jl 三中 f也市 言l 合計

43 25 2 17 14 10 3 8 1 22 101 17 17 11 45 146 

44 18 l 18 18 10 5 8 1 21 99123 14 10 47 146 

45 17 2 20 25 17 6 114 21 l 2 125 26 12 10 48 173 

46 13 3 17 21 15 16 29 26 1 2 6 149 26 15 13 5 l 60 209 

17 15 6 18 26 15 22 27 10 l 8 7 3 188 38 25 24 4 91 279 
し 一一一 L 一一
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( 9 ) 教職員の研修と研究委託

立教職員の資質向上のため， 円野市教育委只会主催で表 5-21のように実施

しています。研修の内界も年々多様化し，受動的な形式から能動的な，授業

公開，研究協議，実技研修などに変化してきました。

とくに教育現代化の流れにのって，教育工学，教育機器に関する研修の要

望が強まっています。

委託研究で特筆すべきこととしては，教育委只会指定研究として，授業研

表 5-21 (2) 教職員研修会

足せ空 43 44 45 46 47 

川数人数 [111数 人 数 川数人 数 川数人数 I lI lt~ 人数

学校経営研修会 4 160 8 320 4;'0 11 550 
15 1，050 

教務主任研修会 3 ~5 56 2 2.1 2 36 

新任教諭研修会 8 200 12 360 16 416 14 560 

'Jc務主 'F研修会 2 2'1 3 42 3 90 2 60 

教育工学、機出研修会 30 4 140 

体育実技研修会 25 40 l ~5 

音楽実技研修会 l 40 l 40 ~5 

図工実技研修会 2 80 30 l 45 

理科実技研修会 2 90 

(J:'lf人教諭研修会 4 200 l 40 l 30 l 30 

幼稚園教諭研修会 5 200 2 60 3 90 2 60 2 60 

ノ1:目指導研修会 3 45 3 90 3 54 

道徳教育研修会 2 50 3 120 

学校 ~I r!}館研修会 l 25 25 

i寄進教諭研修会 19 

.'f写実技研修会 3 90 

教背中11談研修会 26 650 22 440 23 460 23 460 23 575 

校内研修会(幼・小・中) 51 13，470 43 1，246 

教 育 講 演 会 2 140 

特殊教育研修会 l 20 

社会科地域学腎研修会 40 40 l 40 

50 2，100 52 1，324 56 1，413 119 3，262 116 3，740 
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表 5-22 (1) 教職lj委託研究 5月1日現在

海」:!と (1由研究 予校別il1ii研究 研究協力校(Ilil) 教委派泣研究 教委指定研究

43 30 14 3 9 3 59 

44 50 14 4 8 76 

45 50 16 4 23 3 96 

46 50 4 30 7 91 

47 50 2 30 3 85 

230 44 17 100 16 407 I 

究がとりあげられたことです。この研究は将来の当市の学校教育を動かす，

重要なものと考えています。

(10) 教職員年令別男女別構成

教職只は学級数の伸びと比例 し，昭和43年度を 100としますと 昭和47年度

は145となります。総勢 505人です。

社会情の地域は，年々若い教師が多くなってきており，またひしめく 40代

は当市においても顕著です。婦人教師は年々噌加しており，昭和47年度の婦

人教師のしめる割合いは， 小学校64.1労，中学校41.6~ぢとなっており，おそ

らく，数年後には小学校は70%の婦人教師によってしめられるものと推察さ

れ学校経営もいちだんとくふうを要することになります。
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表 5-23 教職員・年令別・男女別構成 各年度 3月31日現在

民議 字 中交 中 字 車交 A 口 計

男 女 言十 男 女 男 女 計

20~29 19 48 67 8 12 20 27 60 87 

30~39 41 43 84 32 11 43 73 54 127 

40~49 30 38 68 26 7 33 56 45 101 
43 

50~59 20 4 24 6 2 8 26 6 32 

60以上 1 。 1 1 。 2 。 2 

メI〉l、舌~i' 111 133 244 73 32 105 184 165 349 

20~29 28 62 90 5 13 18 33 75 108 

30~39 44 48 92 32 11 43 76 59 135 

40~49 42 43 85 31 8 39 73 51 124 
44 

50~59 21 5 26 6 7 27 6 :13 

60以上 1 。 l 。 1 2 。 2 

合計 136 158 294 75 33 108 211 191 402 

20~29 33 70 103 2 11 13 35 81 116 

30~39 41 41 82 35 24 59 76 65 141 

40~49 51 43 94 38 9 47 89 52 141 
45 

50~59 21 5 26 6 2 8 27 7 34 

60以上 1 1 2 。。。 l l 2 

合計 147 160 307 81 46 127 228 206 434 

20~29 34 88 122 2 13 15 36 101 137 

30~39 33 38 71 37 25 62 70 63 133 

40~49 58 45 103 34 9 43 92 54 146 
46 

50~59 22 9 31 8 3 11 30 12 42 

60以上 1 2 。。。 l 1 2 

介計 148 181 329 81 50 131 229 231 160 

20~29 36 102 138 6 17 23 12 119 161 

30~39 25 44 69 21 26 47 46 70 116 

40~49 64 51 115 49 13 62 113 64 177 
47 

50~59 22 11 33 9 3 12 31 14 45 

60以上 3 1 4 1 2 4 2 6 

合計 150 209 359 86 60 146 236 269 505 
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2 幼児教育

( 1) 市立幼稚園

表でみるように年々幼児人口が増加していることは，児童・生徒数の推移

と軌をーにしています。現在4つの公立幼稚園で， 5歳児全員入国をたてま

えとし，余裕がある場合， 4歳児の入園を認めることにしています。 4歳児

の応募は，地域によっていくらかの差はありますが4倍，.....， 7倍の競争率です。

国では就園困難な家庭に就園奨励補助政'の制度を設けています。

表5-24 市立幼稚図の応~~状況の推移

|¥足分¥¥ ¥¥年¥度 43 44 45 46 47 

Ü~ rr WJ I1n 5jlJ 
1 il:' 2 '.ド 11f 2 {I'. 1 1ド 2'.ド 1 {I'. 2 il'. 1 11'. 2 ilミ

保有 (!止Tf f，rn 保l{ i~n 保育 似ff 仏:ff f民TI 保育

Mシ司~~

Mえj8兄犬13 V£ 

募集人L~ 200 80 240 40 280 40 240 80 200 

幼稚| 点| 

J;包主主人u 160 311 166 297 190 242 152 332 175 

0.8 3.9 O. 7 7.4 0.7 6.1 0.6 4.2 0.9 

入図決定者数 160 80 166 40 190 40 152 80 175 

~1 

応荻況

募集人員 80 40 120 120 40 80 一 120 

幼稚| 剖

応募人民 79 123 70 78 128 51 115 

率 1.0 3.1 0.6 0.7 3.2 0.6 1.0 

入国決定者数 79 40 70 一 78 40 51 115 

L状事況し、

募集人民 120 40 120 40 120 40 120 160 
‘，鳴r~

応募人L1 62 118 69 99 83 111 87 122 

幼稚l去l Z存 0.5 3.0 0.6 2.5 0.7 2.8 0.7 0.8 

入国決定者数 62 40 69 40 83 40 87 122 

L状況募6 

募集人口 120 

稚閣ip幼Aq z 
J;包非人以 42 

率 0.4 

入国決定者数 一 42 

応1況bh A; 

募集人L~ 400 160 480 80 520 120 440 80 600 
A l l 

応接人 L~ 301 552 305 396 351 481 290 332 4日

率 0.8 3.5 0.6 5.0 0.7 4.0 0.7 4.2 0.8 

人|立|決定者数 301 160 305 80 351 120 290 80 454 一

- 213ー



JA 5 -25 rli立幼稚園の設白状況 ※印は兼任園長を含む

1'， 私: IW A 地 ，t{}:ii1t{I:.)] 11 ';:級事文 定日 教職員数 用務員数

日目i-di立第一幼稚|剖 多I~~平 4 JII 3 S. 40.4.1 7 280 9 1 

ゐ 昨~Lー// 、1~111135 S. 40.4.1 3 120 ※ 5 1 

。 第ミク 11 ~!r2800 S. 41. 4.1 4 160 ※ 6 l 

。 第[JLJ // イi111431-6 S. 48.4.1 3 120 ※ 4 1 

(2 ) 家庭教育通信 (ホーム ・スタディー乳幼児講座〉

故近，青少年の非行化の問題，学生問題などが大きな社会問題として浮彫

りにされ，そのたびに家庭教育のあり方が論じられています。

昭和44年 4月，家庭教育の問題が当教育委n会の重点施策のーっとしてと

りあげられ， 1家庭教育振興 5ヵ年計阿」が打山されました。

家庭教育通信のあらまし

この家庭教育通信・は，計阿にもられた問つの事業の中で最大の規模をもっ

と同時に，この事業の独れIj性は高く全問的に評価され，今や当市に端を発し

た波紋は全同におよんでいます。そして，この計阿が施行されて今年で 5年

を経過し，市内の 3歳児から 6歳児をもっすべての家庭に幼児の家庭教育に

関する教材が届けられ，計阿の9896を着々と消化し，すでに量的課題から質

的課題へと移行しつつあります。

この通信は，従来の集める社会教育から教材を届ける教育への脱皮である

といえます。つまり，一定の学習の場に参加するためには，本人の学習意欲

は勿論，さらに時間的，物理的抵抗を越えなくてはなりません。その抵抗を

越えて集まってくるのを待つ姿勢から届けるという能動的姿勢への転換で

す。この方式の導入により，従来の百単位の対象から万単位へと飛躍できた

ことになります。この大巾な対象の拡充は，これからの社会教育行政のあり

方を示唆しているといっても過言ではないと脅えます。

そして，昭和45年 4刀，磐石の布石を完了し，まず，人間形成の上で一つ

のキー ・ ポイントといわれる 13 歳児」に 1'(~}11，(を合わせ，いつでも，どこで

も，だれでも学習できるように乳幼児講座として各家庭に通信を届けるダイ
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レクト・メーノレ方式に踏み切りました。以来，年次的に対象の輸は拡充され

現在， 0歳児を除く未就学児の全家庭に定期的に)iJJけられています。その数

は，市内の37，025世帯の 26.47% に当たる 9，800位帯におよんでいます。

内容的には，幼児の年令，発達段階に合わせて心理的，身体的な問題，さ

らに季節的なトピックスを加味して，それぞれ専門分野の学者に執筆を依頼

しています。その際，理論より実際性を重視し，また，断片的な知識のら列

をさけ一貫性を保った 図5-23 

め スタッフはレギュ

ラー化しています。こ

の5人のスタッフと市

教委とで，年間のカリ

キュラムは組まれてい

ます。

2 年度別推移

10，000 

7，500 

5，000 

46 

教材発送状況の推移

47 48 

昭和45年度一一一一 3歳児をもっ市内全家庭 2，174世帯を対象に年間12

回，はがきく800字〉による家庭教育通信を行う。往

復はがきにより反応をまとめ， 7月，12)l， 3月にス

クーリングを実施。

昭和46年度一一一一 3歳児に加えて， 4歳， 5歳児をもっ家庭 7，500世

帯に対象をひろげる。スクーリングは，各コース毎3

回，合計9回実施。新設の 2コースは，はがきから封

書に切 り替える。

昭和47年度一一一一 6歳児コースを新設。対象10，000世帯にひろがる。

スクーリングは， コース 別と合同を含め年間9回実

施。 6歳児には，受信者からの質問回答欄を設け好評

を符-る。

昭和48年度一一一一一 3歳児から 6歳児までの未就学児をもっすべての家

庭に通信が届けられる。対象のJ広充を完了し，内容の
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プゼシ1J をはかるため，従米の 3 歳y~， 4歳児の教材を全

面(1りに改訂，さらに，予算，人的動的，効呆，要望を

考ほし発送回数に変化をもたせる。

表 5-26 

コース別 発送川数 体 裁(1 ~11 分) 15-

3 才児 if IIU 6 1"1 
色カード(はがき大)l，fIJ而 2枚

IJ~存を全面改I汀総• [:~n328' [: 

4 才 児 。 6 [111 
}¥ンフレット B 6 10ベーシ品Il
ff:~f:数 7800']-:

か

5 才児 。 3 r日|
ノfンフレットB6 16ページキfl 既成の教材を l年
総.]-:数12，t180';-= k\l，~1t 

6 -}-vよ 。 2 1日l小冊子 s G 36ページkll 。

( 3) 予算の推移

家庭教育関係予算は，昭和39{f:，文部省が家庭教育の必裂性を打山して以

来，昭和4必3年にいたるまで

た。昭和4必3年皮，一U山位t帯当たり 3円という数字でしたが， 5年後の昭和48年

度には 3，706，000円，一世帯当たり 100円という大巾な伸び率を示し市教委

の家庭教育に取り組む姿勢がうかがわれます。

当初，暗中模索の状態から出発したこの通信も 5年の歳月とともに定着化

し，それにともない市 図5-2

民の期待と反応は際限

なく大きくふくれあが 500 

っています。この大き 400 

な期待にこたえるべ

く，われわれは，さら

}こ一段の努力と改許を

期しています。

予算の推移

47 48 

- 216 -



3 公民館

日野市中央公民館(日野2，614)は，昭和41年7月5日に市民の学習の場，

文化創造の場としてIJilQnして，ことしで 7年が経過しました。公民館は，市

が設置した社会教育の施設で，その所動は，独自の事業を行ったり，ク¥TLー

ブ，団体活動を援助したり，施設や的lTlを貸し川すことに大別されます。

( 1 ) 施設のあらまし

福祉センターと共用する 4，056m2の敷地に，鉄筋コンクリート 2階建 633

m2の建築面積があり，内部はつぎのようになっています。

談話室 市民のいこいの場として，向山に利用できます。

尖習 室

机聴覚室

介n日，絵画などの練習，サークノレ市部Jに適しています。

視聴、党機材を利用してのl1i9VJが可.能で、す。収界人只30人。

小会議室 15人以下の会議用，または講師控室として利用できます。

講座室(A・B) A， Bをひとつにすると 150人が収容されます。

婦人実習室 調理用具，食器類が備えられた実習用の部屋です。

備品としては16mm映写機，幻燈機，ステレオ，テープレコーダー，電気

オルガン，テレビ，アコーデイオン，アンプ，マイク ，冷蔵庫，オーブン，

電気釜，調理用具，食器類などがあります。

図5-3

公民館利用者数の推移
人千

4
.
q
u
q
u

門
/
L

円
/』

アム¥
(42. 43年は文化祭司産業祭見学者を含む)

/ ~ 

/ 、一一一一九
一一一/

ム世》、， I 
目 。。

41 42 43 44 45 46 47 i仁
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(2) 利用状況

開館当初の利用者は， 18，000人程度でしたが，その後の年間利用者は

20，000人台に定着しています。昭和46年に22，000人台の谷がありましたが，

47年は急上昇し， 48年も 4月から 8月までの小計で 12，500人の利用者があ

り，昨年を大きく上向ることは確実です。新しい団体やクツレープの明加，公

民館講座の開設がその理由に考えられます。

表 5-27 公民館利用の内訳 (47年)

文化グループ|市関係|学校関係|社会教育関係 1 体育関係

10，904人

(43%) 

(3) 公民館事業

4，534人

(18%) 

4，113人

(16%) 

3，394人

(14%) 

2，193人

( 9%) 

社会教育行政に謀せられた使命は，市民の自発的な学習活動を援助する立

場で，補助金など財政的な面から助成したり，効率のよい学習方法について

助言したり，施設，設備をととのえて利用に供する一面と，市民要望を的確

にとらえて，教育，学術，文化に|却する各種の事業を行う二面性をも ってい

ます。行政組織の上では，前者を社会教育課が，後者は公民館が分担して，

行政機関と教育機関をは っきり分断すべきです。このような考え方にた って，

昭和48年度から中央公民館では開館以来はじめて独自の事業を始めました。

参加者の反応の中で，講座開設時期の再考がでましたが， 11月 3日文化の

日を中心に前後 1カ)l間にわたる文化祭，その後の産業祭など，公民館が全

表 5-28 

日持 座 名 内 容

70年代の 11本を与える 今まで子がつけられなかった成人男チが対象

自然と公害 市民辺助問体 1"~Hの ( 1 然を守る会」が後援

私たちの生活と文化財 11 !.llfの歴史を知りたい新しい市民肘のために

夏季開碁教室 岡持述盟の奉仕的協力による短期集中型講座

おiとてj乙の11央回会 往年の名j11fJをι11心におLイ-がそろって楽しめる
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市的な行事の展示会場となるため，その期間をはずして講座を組まなければ

なりません。そのため， どうしても春から夏の暑い季節にかかるわけで，参

加者は一様に冷房設備を望んでいます。

囲必教室は，夫婦づれ，女性の参加が予想以上に多く， /1¥席率は終始変わ

りませんでした。教室終了後も月 2回，公民館ロビーを開放して，アフター

サービスに努めています。

(4) 施設・職員・予算

文部省は，毎年，優良公民館の表彰をしています。昭和45年度に文部省に

優良公民館として表彰の申請のあ ったものの平均値を中として，建築面積，

専任職員，事業予算などについての基準ができています。中小都市の基準に

は，それぞれ上・中・下の評定尺度がありますが，基準の下と本市の現状に

ついて比較してみましよう。

まず，公民館の面積についてみると，対象地域の人口1，000人あたり 43m2

以上が上，43m2，.._，26m2 が中，26m2未満が下となっています。本市の人口

115，000人から考えると， 3，000m2が必要で、すが，現状はおよそ20必の633m2

しかありません。

専任職員 1人あたりの住民数に関する基準は，12，500人以上が下となって

います。この計算でいくと， 9人の専任職員が確保されなければなりません。

しかし現状は主事 1，用務員 1のわずか 2名で，やむなく社会教育課の職員

1人が公民館に勤務しています。

事業費も市民 1人あたり 21円未満が下ですが， 48年度の予算は 614，000円

で充足率は25労に過ぎません。公民館の整備については，人的，物的の両面

から計画的に進められるべきで，社会が急激な発展，変化を遂げている時，

教育機関としての位置づけをしようとすれば，それなりの対策が講じられな

ければなりません。
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4 市立図書館

( 1) 図書館は市民にとって何なのか

日野に図書館ができて 8年になります。この間おおぜいの市民が図書館を

使い，本を読んできました。そこから得たものは人により時によりいろいろ

でしょう。ここで図害館は何をするところで，市民にとって岡害館はどうい

う意味で、あるかをふり返ってみます。

図害合'ffは木を貸川しています。これはilj民が 1人 1人ばらばらに本を買っ

て読むのではなく， ilJ民がお互いに金を出しあって(税金という形で〉図書

館に本を買い集め，共同で貸Hlして木を読むわけです。つまり図書館の本は

市民のものであり，市立図書館はそれをあづかつて，できるだけ効率の高い

方法で市民に使ってもらうところです。

いまの世の中は，知識社会とか情報化社会とか言われています。これは知

識や情報がカになること，いいかえれば，知っている人と知らない人ではそ

のもつ力がちがうことを表わしています。よい生活を築き，皆が幸せになれ

る社会をつくるためにも，誰でも必要なことを知らねばなりません。知る権

利は民主主義の基礎であり。図書館は知る権利を市が市民に保障するための

ものです。図書館はあらゆる資料を市民に提供し，市民の判断の材料に使っ

てもらいます。

誰でも，知識を獲得し，高い教養を身につけたいと思わない人はいません。

自分で必要なことを学ぶこと，これが本当の学問です。市民は自由に自分の

考えで学ぶべきです。市は自分で学ぶ市民のために図書館をつくっていま

す。ここでは，必要な本があります。もしなければリクエストできます。学

ぶ内容を指示したり，ワクにおしこんだりするようなことは一切ありませんo

本を読みなさいとすら言いません。白から学び，白から考える市民が 1人で

も多くなることが， 日野市政を市民のものにする道です。図書館は「市民の

大学」なのです。

堀之内に移動図書館が行くと，いつもおじいさんが待っています。この人
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は時代小説が大好きで， rもっと面白い本を持ってきてくれないかな」と言

いながら本をさがしています。この人にと ってH寺代小説は何よりの楽しみで

移動図書館は生きがいを運んでくる車なのです。このように図書館は面白い

本で市民に楽しみを得・てもらっています。

子どもたちは，小さいときから本が近くにあれば必ず本好きになります。

図書館は子どもの本を子どもの身近かにおき，読みなさいとか感想文を書き

なさいとかは決して言いません。日野の fどもはn本で一番木を読む子ども

たちです。

(2) 市民は図書館をどう使ったか

リi立凶書館は， di民の暮しの中に本をイilJで、も， どこでも，世にでも貸出す

ことを第一の使命としています。 n野市民はどのように，どれだけ図書館の

木を借りたかをみると図のように年々 J'Cl)JIIしています。

図5-4 図 5-5 

万冊

70 

60叫

50 

40 

30 

20 

10 

年度別貸出冊数
万冊

30 

_[ 1_ 一一l_

40 41 42 43 44 45 46 47 
年度

25 

20 

15 

10 

分館別貸出冊数

(1) 

三三一:
40 41 42 43 44 45 46 47年度

の移動図存館 @福祉むンター図書館

(2)祉教位ンター図書館 (5) 高崎図~f館

(む 多lV平児並図:号館 ω平山児~Li図/:館

n野市民の図ミ!?官!?利用を他のdiと比較してみましよう。この 7i!iは n木で

最も利用の多い市です。これでみると， n野は開館以来， 日本で一番図書館

利用の多い，本の好きな町であることがわかります。今までに 3，334，495冊

の本が読まれました。
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表 5-29 人口10人当り年IIlJ1'i'nJ，llIt数ベスト 7

(11(nllt17fl:.ば)

(3) 図書館のすがた

図書館の現状を数字でみるとつぎの上うになります。

:&5 -30 資 料 (II({手1118ff.4 ) J 1 IIIJUr:) 

I'EJ Jj.f うち児菅|刈 J';.

129，181冊 49，14611& 

N. 5 -31 施設

館 名 蔵書 館 名 蔵書

中央館 42，000冊 多摩平児童図書館 11，644冊

高幡図1日:{c 9，697冊 福祉センター図書館 10，525冊

社会教育センター図書館 9，899冊 平山児童図占館 5，234冊

百草台リ己主関 ~i-館 4，323冊 移動図書館 35，859冊

表 5-32 

職員 23名 |移動図書 8 分館 4 91央官i'¥ 8 その他 3 

(4) 市民のくらしに図書館を

どこでも， r身近かに図書館を」

市内のどこへ住んでいる人でも図書館が使えなくては、 "1民の図書館とは

言えません。市立図書館はいま 2台の移動図書館で68カ所のサービスポイン

トを 2週間に 1回巡同しています。また分館が 6館あります。

現在，市の発展にともな って新しい町から移動図書館にきてほしいという

要望が強く出ています。一方移動図書館で、はとても利用に応じきれないよう

なサービスポイントも幾つもあります。 そこで，"i J乏の要求に応える方策は，

分館を利用の多い地区に建ててゆき，その附近にある移動|到干[-';.館のサービス
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ポイントを廃止して新しい地区にその分を移すことです。

また現在の分館は多摩平児童図書館を除いては，図書館と言えるような蔵

書もなく使いにくく，特に児童館に併設された分館は学童保育のための図書

室のようにな っています。なるべく早く分館といえる分館(蔵書約20，000冊〉

にしなければなりません。特に七生地区の市民から，分館建設の声が強くあ

がっています。

0誰でも 「開館時間を長く」

現在，図書館の開館時間は中央館は10時から，分館は 1時半から，そうし

て閉館は 5時にな っています。日曜日は中央館，分館ともに開いていますが，

中央館の土曜日の午後開館してほしいという声が強いのです。たしかに日曜

円は平日の 2，....， 3併の利用がありますから，土曜日の午後開館すれば便利な

人はおおぜいいるはずです。現在開館できないのは職員が足りないためです

が近く土曜開館はできるようになります。

限の見えない人たちにも本が読めるようにという市長の考えで，今年から

盲人，老人， 重度身体障害者のために対面朗読〈木を読んであげること〉を

することになりました。読む人は社会奉仕として読んでくれる人たちです。

本を読んであげることは案外むつかしいことですが，なるべく多くの人がこ

の仕事に参加してほしいのです。

0何でも 「もっと本をJ i席借りの問題」

図書館の本は市民のものですから，市民の読みたい本をできるだけ多く備

えておかねばなりません。図書館にと って本こそが生命です。いろいろなこ

とを調べたい人に一番適する本を提供するため，図書館では読書案内をして

います。また，市民の求める本は必ず提供するためリクエストサービスに力

を注いでいます。このためには本が十分になければなりませんが，それと共

に本のことをよく知っている本の専門家がなければなりません。現在，図書

館只の能力，数ともに決して十分ではありません。

図書館で調べものをする人，わからないことを尋ねる人に資料を紹介し，

簡単なことは答えてあげるサービスがレファレンスです。世の中が複雑にな
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り，いろいろな日常生活の中に知らねばならないことの多い今日，ますます

重要なサービスになっています。

この仕事は主に巾央館でしています。レフアレンス室には机といすを備え

誰でも調べものができるようになっています。ところが，この部屋が図書館

の本を使わない席借りに占領され，本当に調べものをする人は使えないよう

に一時なりました。そこで現在席貸しはしないことを同く守り，調べものを

する人はいつでも利用できるようになっています。府借りをさせるべきだと

いう主として長験生の戸もあります。しかし，図書館というところは市民に

「資料Jを促供するところであり，子どもも老人も|苅芹館を楽しく使うため

に， I~I ，年館が'Z'験勉強館になってはならないのです。

( 5 ) これからの図書館

11 ~!f の |χ115館は，今まで 8 ~FIIU ， lχl占叫{がI!il亡の生活に役立つことを口ざ

してf斤!日jしてきました。そうして'11央凶7判官もi主設されたいま，今までの|打

l~の要求と質のちがう要求がうまれてきています。それは一層多くの図書の

併出しにともなう質の高い大量の図書への要求，資料ばかりでなく情報，特

に生活に直接役立つ情報の要求，資料の多様化の要求などです。これを解決

する道は，資料の一層の充実と分館の拡大にあります。市立図書館はこれら

の要求に応えるため， 8年前のスタートにいま一度たち返って，何でも，ど

こでも，誰にでもをモットーに，全力をあげ生きいきしたサービスをili民と

ともに展開してゆきます。このため，市民が図書館運営に参加する道を開か

ねばなりません。これがうまく行くかどうかが図書館の将来を決定すること

でしょう。
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5 市民体育

( 1 )概要

日野町時代の社会体育活動は，各種競技団体の育成と各種専門競技大会を

小心に進め られ，一般市民が行う体育活動とはほど遠く，一部の愛好者のた

めの体育活動というJ必じが強くありました。

昭和36年にスポーツ振興法が制定され，体育指導委員の誕生とともに，体

育指導委員を中心に市民の健康づくりが重視されはじめ，地域，職域の有志

指導者の養成をはかると同時に，文部省の指定による 4種口のスポーツ教室

が開催されました。そして，昭和41年に体育指導委員が中心となって， [""ス

ポーツに関する世論調査J (対象:一般市民， 配布数:3，000枚，回収率:

67~ぢ〉が実施されました。この結果にもとづいて昭和42年から本格的な地域

体育活動の振興をはかることになりました。具体的には，地域体育活動を推

進するため「日野市民スポーツ」がつくられ，各地域への巡回指導によって

普及され，地域市民のスポーツに対する関心を深めてきました。

しかし，年々，高度成長する社会にあって，その生活様式も近代化される

に従い余暇時間は明大し，その欲求も多傑化しています。こうしたことから

昭和47年にスポーツ振興指定地区を選び，その地区に対して「スポーツに関

する意識調査J (対象:平山および豊田地区の市民，配布数:880枚，回収

率 :57%)を再度尖施しました。その結果から，新しい角度で地域体育活動

を恨強く推進しています。

このような)I~礎の l二に立って， itil'¥;の健康づくりを口標に地域|行民を主体

としたスポーツ教宅やスポーツレクリエーション大会， ソフトボーノレ大会を

はじめ，歩く迎!TYJ大会などとともに，体育協会並ひ、に各種競技団体の育成や

各種専門競技の普及を日間して， rlJの広い体育活動を展開しています。

( 2) 市民の体力づくり

スポーツというと， とかく競技スポーツに結び、つけがちですが，これから

のスポーツは，いつでも， どこでも，誰にでも気軽にやれるスポーツをつう
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じて， 自分向身の健康づくりに役立てるものでなくてはならないということ

から，昭和42年に市民スポーツ研究会が発足し，市民の誰でもが，やさしい

ノレーノレで、楽しみながら参加できるスポーツについて検討しました。色々と検

討した中から， I市民スポーツ」として，パレーボーノレ，パドミントン，ベ

ビーテニス， ソフトボーノレを定め，おのおののルーノレや用具も簡易なものに

考案されました。この Illi民スポーツ」を地域に普及するため，体育指導委

員が中心となり，各地域を巡向指導してきました。この結果は， 中年庖を中

心に男子ではソフ トボーノレ，女子ではパレーボーノレや体操のグループが誕生

し，地域市民の健康づくりと親陸に効果をあげています。しかし，経済の成

長とともに生活様式も変化しています。そこで，生活に即応したスポーツを

ということから，スポーツへの参加率が比較的少ない平山地区および収同地

区に的をしぼり，アンケートを実胞しました。その結果にもとづいてIIR和48

年より新しい形のスポーツ教室を開催し， このスポーツ教室をつうじてグ、ノレ

ープづくりや地域の指導者の育成をはかつています。また，昭和47年からは，

表5-33 各種スポーツ教主 I Jf.JH~;1火況 (単位 :人， 実数)

~ 37 38 39 40 41 42 43 t!1 45 t!6 47 t三

スケー卜手文'七 150 158 165 160 98 95 -般 rlil( 対象

スト-t-X 可: W1 95 110 110 1 5:~ B5 135 BO 95 t!8 t!:~ ク

盟fタト r目列車文本 t!t! t!:~ t!l 今

I:i. .(J: f文 寸1 t!9 t!5 t!O 116 50 4シ

di L( /]'， ?永救可: 66 88 13-1 68 61 t!5 51 65 t!2 ク

地]"主スポーツ教主 91 15.1 92 47 地域 dil¥:.N象

!な，叫水 j永政宗 203 91 47 41 52 '本出 M人 対 象

リ~ !j'i: /J， i/~ t-.文主 433 5Hi 359 373 376 小";::'1:児 ~iυJ象

十大}，:テニス字文京 100 ー般 dil( ，t.J象

硬式テ土ス宇文京 60 ク

ノ〈ドミントン車文京 50 'l 

剣 JU t-x 可: 40 'l 

.Jl'iJJ/.(i・"昨 iJ，.t~.~ 61 83 6:~ 6{I 7・l 100 100 t!o // 

一一L 一一

注，表中の空白は開催されていません。
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地域家庭婦人スポーツサークノレへの尖技指導員派遣制度を設け， ク守ループの

育成に役立っています。

( 3 ) 市民ソフトボール大会

昭和42年に in野市民スポーツJの制定により，従来，あまりスポーツ活

動に参加の機会に恵まれない30歳以上の中高年層を対象に市民ソフトボーノレ

大会が開催されました。チーム編成は各自治会を単位とし，当初は市内を 8

ブロックに分けて各ブロックごとに地区大会を行い，上位 2チームが中央大

会に出場しその技を競っています。なお，現在地区大会は 4ブロックとな っ

ていますが， このソフトボーノレ大会を通じて地域市民の親睦とともに，各自

治会問の交流に役立っています。

表 5-34 市民ソフトボール大会開催状況 (単位入、*数)

(4) 市民スポーツレクリエーション大会

備 す号

白治会単位

30歳以上男k

昭和37年以来，市内の地域連合自治会〈当初小学校単位 7地区，現在13地

区〉ごとに補助金を交付して，健全なスポーツレクリエーション活動を全市

民に普及するために開催されています。健全なるスポーツレクリエーション

活動が，個人の肉体的，精神的な健康を育てることはもちろんですが，この

大会を通じて地域の市民がお互いに協力し合い，主催して白から参加するこ

とは，地域市民の親睦と連体感を深めるのに大きな効果をあげるばかりでは

なく，多くの市民がスポーツレクリエーション活動に参加|し，健康の維持と

増進に成果をあげています。なお，昭和42年以降は「体育の日」の記念事業

として開催されています。
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表 5-35 市民スポーツレクリエーション大会開催状況 Oii.H，延人数)

沿〈!:f 37 38 39 40 42 43 ~ ， l ~5 ~6 

11 里子東部 1，873 2，100 1，647 1，850 2，300 1，500 1，849 

11 里子 阿部 1，800 1，852 1，693 1，922 1，700 1，800 1，800 1，300 1，540 

日型r-fi来日[1 2，966 3，400 :~， 000 2，500 1，000 2，800 2，200 2，000 

11 Tffi Illj :;[1 903 1，100 1，100 600 1，000 876 900 960 950 

盟 m I 1，162 1，276 1，250 960 1，000 

南告[1 * 1，330 1，200 1，300 1，500 1，600 2，000 2，350 2，850 2，500 

南部 f!!:i 1，350 1，120 1，250 1，700 1，819 1，622 2， 17ll 1，f-i;1:1 

多摩平平山fi 600 1， UOO 1，00() l，()()() 

多摩 平 公 社 1，200 1，500 1，600 1，7llり

l包申書行1?>ti 1，20υ 1，800 

平山 * 
平山 西

注，昭和41年は中止いたしました。なお、空白の欄は

会場又は地域の都合により開催されていません。

(5) 歩く運動大会

~7 (5-

2，50() ~ IJ、';::[ズ

1，56() ]小

1，3()() 日ノl、

1，10() 3ノl、。

2小

2， (i()l) i['，'j/J、

、['，小

1， ;~()() 
{、 '1、
1(/;1-I 1) IHI fH' 

1，80() I:H-J、り/ifJHli

3， ()OO ~5 ij'.より nnHU

1，360 ~7rl'-J~ り /IIJm;

1，290 47il:より /IIJllit

生活が近代化されるにつれて，生活の中に「歩く」ということが少なくな

っていく傾向にあります。老若男女を問わず誰にでも手軽にできる運動とし

て「歩く」ことは，身体運動の中でも最も自然で基本的なものであり。今日

の社会生活において健康の保持増進のためにも大切なことであります。昭和

表5-36 歩く運動大会開催状況 ( J[L代人，実数)

42年より「体育の日Jの記念事業として， -d，内 3カ所より総合グランドへの

集中方式で行ってきましたが，交通事情の関係により，現在では「円野市を

見て歩こう」と名称、を変えて実施しています。

( 6) 各種専門競技大会

一般市民にスポーツへの関心を深めると同時に，スポーツ愛好者の水準の
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向上を口指し，体育協会および各種競技連盟の協力を得て，各種の競技大会

などを開催しています。昭和34年には 6種目の競技大会でしたが，昭和47年

には14種目の競技大会などが開催されるようになり，年々，スポーツ愛好者

人口も増加し，記録挑戦の場として盛大になりつつあります。

ウ
t

n
ペU

F
h
u
 

表 各種I!H1j競技大会など開催状況 (単位人，実数)

〉〈 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 (iII! f'!; 

少年 n 球 大会 675 540 日0 357 390 290 420 555 690 930 1，100 

':1 f;R 大 1t 毛 80 112 95 62 130 136 127 180 180 180 350 47年より個人戦

IJ< j永 大 ノ平日弘、 150 368 180 241 298 350 126 185 230 258 190 431[:より小苧生の:illを"，，1ニ

+人パ lui 球大会 110 192 194 192 174 154 164 182 234 152 196 

~Ij 近 大 会 65 116 124 183 233 265 201 300 28.1 

駅 伝 大 会 98 112 100 56 64 105 46 41 33 58111'.ドよりクロλカントリー大会

F主上競技大会 251 288 300 454 456 480 399 4u:l 455 469 1¥31 

ハイ キング 80 42 I 60 60 I 110 5S 110 46 110 67 52 

リイクリング大会 301 50 80 I 80 230 43831年Fよよりり交Ilfj(通1E'liftYのためrl'止

硬式庭球大会 130 182 156 116 150 164 421jô よりIlfJ H~

i=} 道 大 3品"、 55 601 67 70 I 70 68 。

~圧1M.人パレ -;1<ール大会 195 220 180 901 90 45 " 

サッカ一大会 200 195 495 615 650 43"[:より ImHli

クレー射!'1.大会 341 34 44年il:より開会均催1 
46 より の郎合で中止

パスケ y トポール大会 244 47年よりl別(11(

バドミントン大会 78 。

Q
d
 

つ臼っ“



( 7) 体育関係団体の育成

昭和25年に日野町体育会が設立され青年団体が主体となり野球と陸上を中

心に活動してきましたが，新しい競技連盟の誕生とともに昭和33年には U野

町体育協会と名称、を改め， 15年を抑えるにいたりました。当日寺の加盟団体は

4連盟でしたが，現在では18連盟をかかえる大世帯に発展してきました。体

育協会は，市からの補助金，連盟からの会費および分担金などの収入により

運営されています。事業としては教育委員会から委託される14種円の各種競

技大会の開催をはじめ， 18連盟の連絡調整機関として活躍する一方，都民体

育大会および都下市町村総合体育大会などの中央大会への役員，選手の派遣

を行っています。昭和44年には，こうした業績が認められ，社会体育優良団

体として文部大臣賞を受賞しています。

一方，体育協会加盟団体である各18の競技連盟は，体育協会の事業に協力

し，各種競技大会などを開催して体育協会を盛り上げるとともに，連盟独自

の事業を行い選手の養成と水準の向上を目指すとともに，地域ili民へのスー

ポツの普及と奨励をはかるため，教育委只会が行うスポーツ教室などに尖技

指導員を派遣し， Tlî氏の位九I~づくりにも大きく文献しています。

表 5-38 体育協会各担述叩加盟状況

年度 33 34 35 37 40 41 42 43 47 48 

力11 軟 l笠 il次 (1 ;]'( J;L 111 引l'貧Ij 硬 G ク~)日 ノ1 ノ1 采アス

式 |二式 11!j_~ 式 レ ド手ml 
?i]< J~J~ b~' j立 ，ι IU  ミツ j立チキ

野競庭 IIL 身、j" ン会 二L

刊i
球技球

述辿 述 辿 述 辿 自|戸辿
J主 I;f {本 連述 述辿 辿 j虫

ン jレ

述1V1L辿J 11I 1l L j 名 ~fl 日/，7. 見1 r，)lI 11!{J ~~~7. ~~J，l DLi ~)l J. 11llJせ IIIJ IIIJ II)J 

( 8 ) 体育指導委員

flBfll36年にスポーツ娠興法の制定にともなって，地域スポーッy;ri@Jの丈際

的指導者として昭和37年に151'1 (現在定只20名〉が任命されました。当初Jは
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暗中模索の中で，文部省の指定する勤労青少年対象のスポーツ教室に協力し

ながら自己研修を積み重ねてきました。昭和41年にスポーツに関する世論調

査を契機に，本市における社会体育活動の推進者として活躍しています。 日召

和42年には「日野市民スポーツ」を定め，その普及に努める一方，日目和43年

には水泳初心者指導法「ひの泳ぎ」を発表するなどその意欲は目ざましいも

のであります。また，地域においてはグループづくりの指導，助言をし，そ

の育成にあたるとともに， 地域スポーツ教室におν、ては実際的な実技指導者

としてその本領を十分に発揮 し，全市民の健康づくりの第一人者と して，地

域スポーツ活動の振興に大きく寄与 しています。

( 9 ) 社会体育施設

社会体育施設として昭和40年 4月に多摩平第一公園内の野球場およびテニ

表 5-39 体育施設設悶状況

No b包 Z立 1'， 設;;IUIミ)J11 lリ? 11: 地 上見 悦

多摩'f節-公園里子球場- 40. 4.29 11肝rli多j班、!と 4fll 6，091m' l面

2 // 庭球助 40. 4.29 // 2，142m' 4面

3 11 ~í' di以プ ール 40. 8.15 Il ~f rli川辺坊1\之 l人J 190 5.923m' 
50mフール 25mプール幼児プール

4 多jf川総合グランド野球.tJ/~ 42. 5.25 11 ~H r! î~Jr )1:353 16(リ主OlO.5I)EmJ'主I幼と~dNn)

5 今 おl'球n~ 42. 5.25 今 4，日6m' 7 rui 

6 多](!.>y第一公凶 1JI:球場 43. 9. 1 11 ~!r-けi多殿、|乙4Ji 1 1，254m' 21(1I 

7 、F111台第一公園野球場 45. 4. 1 11 ~r' けi胞が斤_5 Ji 1 8，793m' 11iri 

8 イシ 出球.tJ/~ 45. 4. 1 ぞ， 2，10伽1・ 3面

9 学校体行施設 I)H1次 46. 5. 1 rlil)、JIII'-;::校 校lt|l丘:、2、111ヘHじfR'l11:t|1(3i|11148f11より)

10 小学校遊び場IJf.J欣 46. 7. 1 rI î~人H ''';::校 全校々 出

11 ナイ タ 一 施;支 46. 7. 1 rli立;t'¥1 111乍校 校庭

12 小中 学校プー ル 1)f.J放 46. 8. 1 r!il人j小rll";刊交 全校フール
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表 5-40 ス場が日本住宅公団から木市に移管されて以

来，同年の 8月には市民プーノレが浅川河川敷

に設置され，昭和42年多摩川河川敷に総合グ

ランに昭和45年平山台第一公団内に野球場

とテニス場が設置されるにいたっています。

学校施設rmJ.&平IjJ日状況

示ドヒ空

年々増加するスポーツ人口の中で，現在の

施設では要望に答えることが不充分なこと

と，体育館利用の要望が多いことから，昭和

46年に「日野市立小学校および中学校の施設

の開放に関する規則」を定め，学校開放を実

施しました。小学校の校庭を地域の当該校児

童および幼児の安全な遊び場として開放する

体育館

校庭

ナイター

あそび喝

プール

とともに，中学校においては校庭および体育 表 5-41 

件数

人口

n-数

人員

件数

人以

件数

人員

件数

人員

46 17 

156 80 

2，572 3， 777 

63 80 

3，450 3， 795 

77 149 

2，335 3，596 

649 419 

24，412 19，693 

67 120 

6，229 13，531 

館を社会体育の場として開放しています。ま 多摩平第一公園内胞設利用状況

た，夏季には当該校の児童，生徒および保護 議吉久Ji
者の体力の向上に資するため，学校教育に支

障のない範囲において学校プーノレを開放して

います。さらに，同年の 7月には第一中学校

校庭にナイター施設とクラブノ、ウスが設置さ

れるなど，学校施設の開放は他の社会体育施

設と同様に市内のスポーツ愛好者， とくに勤

野球場

庭球場

排球場

労青少年には有効に利用され，市民の健康づ 表 5-42 

件数

人員

件数

人員

件数

人員

46 47 

576 494 

14，524 10，978 

985 1，066 

5， 702 8，102 

192 139 

3，026 2，104 

くりに，親睦の場として効果をあげていま
平山台第一公園内施設利用状況

す。
晶君主空 46 47 

件数 420 350 
野球場

人員 9，176 13，123 

件数 243 711 
庭球場

人員 1，647 5 ，858 
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表 5-43 市民プール利用状況

年度 40 41 42 43 44 45 46 47 

大人 1，002 4，819 10，431 10，400 14，748 14，711 14，390 15，311 

小人 2，640 10，586 30，372 30，873 48，333 50， 764 45，538 50，495 

計 3，642 15，405 40，803 41，273 63，081 65，475 59，928 65，806 

表 5-44 多摩川総介グランド利用状況

施\i;以~年度 42 43 44 ~5 46 47 f/iii 4・

件数 269 272 303 178 123 305 
(HfパJパ{仰州州i刊州4羽利州』引|H川I~州4 |ド二 j 川1-4811ド'':IJ川lノ]の川~If lf( J;品

人Ll 4，380 16，391 11，702 11， o:):~ 8，505 6，580 
1I({{lI.I7t!'.8J 1-4811'':1 

I ~ {!'/flにより{削11'1'11:。
1'1'数 6 9 9 18 2 5 

1JI:球 n}
人tl 1，600 520 1，072 1，325 700 780 
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6 文化

( 1 ) 文化財

文化財は，今まで限られた一部のTIi民の関心でしたが，近年都ili化が進む

につれ，これを保護，保存しようとする動きが高まってきました。

TIi内には，文化財保護法によって凶が指定した重要文化財として，金剛寺

不動堂，同じく仁王門，百草八|幡神社の銅造阿弥陀如来座像の 3件をはじめ

者15重宝として金剛寺五部権現社殿，安養寺木造阿弥陀如来座像，大昌寺説法

色葉集，史跡として平山季重の基があります。この外に市指定の文化財が31

件，参考文化財が 7件あります。

教育委只会の文化財行政は， il:i史編さん室， )1ミ談会など，関係機関・団体

などと連携をとりながら，調査活動として， 2次にわたるやl'明上横穴古墳の

発制，東京西線追跡〈平111)発掘，古文書，板li可について行いました。

市民への普及活動としては，各種の刊行物を配布したり，郷土史ライブラ

リーを広報に掲載したほか，文化祭の一環として毎年文化財展を開催してい

ます。また，文化財説別板も年次計pllIによって伝年 10本程度更新していま

す。

さらに保護活動としては， l~具類の収集，無形文化財の採録に努めていま

す。文化財保護には，正確，綿密なnRi]査が必要です。現在文化財専門委只に

よって，T1T指定文化財のTTf.調査が進められています。

( 2 ) 文化団体

社会教育を推進する同:体として，社会教育関係|寸ii11，:の存在は，大きなな義

をもっていますが， 日 ~!rdi体行協会に匹敵する文化系の団体として， 日野市

文化協会があります。本di内文化諸団体の発展向上と，相互の交流をはかり，

笠かな市民文化に寄与することを口的として，昭和44年に創立しています。

|昭和48年度の文化協会力IlNLI司体は， 日目fdî阻:IJ~連盟， 日野吉道連盟， 日野ili 

アマチュア与其述介会， 日野I!jilケ詠込m但，邦点会 1191]:文1'f1S，11野市舞踊連盟，

日illfilJ洋舞連盟， 口f1lfdi民謡述盟;し IJ野市俳句連盟， 日野iI i菊友会， 日野盆
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表 5-45 円野市指定文化財一覧

犯行砕け 純日リ r， ~{j、 o数 /iJj' :(1' J色 miE1I'.JIII ~~' I'H • /iJ，イ[行
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Jえ会， rI野di夫術述illL 1I ~!rïlîボーイスカウト・ガーノレスカウト連合協議会，

日野フォークダンス同好会， 日野音楽友の会など15団体，未加盟団体には短

歌，茶道，華道，合唱などがあります。文化協会は，体育協会のように古い

歴史をもたないため，解散や合併，あるいは協会からの脱会など，きわめて

流動的です。

これらの同体から，補助金申請があれば，補助金交付要項によって助成し

ています。との補助金は，団体活動Jが軌道にのるまで、の育成補助で、あり，そ

の目的が達成されたと判断されたときは， 日野市社会教育関係団体事業委託

要項によって，特定の事業委託に切換え，補助金打切団体に道をひらいてい

ます。

( 3 ) 市民文化祭と文化施設

rIi制施行10周年記念，第11回市民文化祭は， 794，000円の予算で， 日野di

文化協会に委託しています。市民が主体となった，市民文化の創造をねらい

としているからです。しかしながら，市内に大きな文化施設がないため，文

化祭行事を集約することができず，会期は半刀にわたり， 5カ所のタコ足会

場で，困難な運営を余儀無くされています。特に昭和48年から新しく参加す

る演劇，吹奏楽は，練習の場にも事欠き，音響効果，照明，舞台装置など満

足すべきものはなに一つない状態です。

学習需要の増大，学習要求の多様化に十分対応し得る文化施設の建設は，

市民の文化的学習環境を高める意味でも重要なことであり，急がなければな

りません。
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1 農業

( 1) 宅地化する農地

都心から近い関係上，年々人口の増加によって，本市の農業は大きく変わ

っています。それは，市民は住宅を必要とし，その住宅問題が土地の問題と

直接むすびついているからです。もともと土地は，農地として食糧生産の場

とされ，また，丘陵地帯と一体となって門然景観を形づくってきました。

昭和41年の農地総面積は619.63haで、あ ったが，47年には 500haと，年間平

均20haが宅地化されています。

この宅地化をさらに進行させているのが，新都市計両法による市街化区域

の決定であります。 しかも， ili街化区域は多摩川，浅)11と多摩動物公園付近

を除く全域であるため，農業の衰退を否定することはできません。すなわち，

農地の壊廃や不作地のllf/)J11は成業者の生産意欲の減込に拍車をかけています

が，それでも di全体で、は 863戸の農家があります。

本diの総111:花:数Jotび総人11から， J.民家戸数なり}~家人けをみると，農家

率は 2.3%，).快楽人 11~t，iは 1. 7必となっています。したがって，わずかな農

家のなかにも，進行する都dj化の影響により，農業経営条件や環境の悪化に

おされて，兼業化した農家が相当みうけられ，農業所得の減少によって貸家，

アパートなどの経営を兼ねるなど一部を農業以外からの収益にたよる経営に
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変わってきました。

農地の本来の性院は生産の場でありましたが，人口の増加により，農業の

立地条件は日々悪化をたどっています。しかし，このような環境に苦慮しな

がらも，都市益を追求し，狭小な基盤に超集約的農業経営を常む農家が意欲

的に生まれてきています。農業意向調査の結果でも，こんご当分のあいだ(5 

年以上〉農業をつづたいという農業者が 187名と全体では少ないけれど，経

営をつづ、けようとしています。

表 6-1

45 

47 

総|止，lii-数

30，212 

35，737 

出家戸 t!Uえび j伝来月Ij t~

2 ，H{fd~ 

566 

460 

農地の転用状況についてみると，昭和33年を契機に転用がふえ， 36年頃か

ら上昇し年間平均 520件で，面積も 20haが転用されています。そのおもな

用途は住宅用地です。しかも農地転用の地域は非常に無秩序，不規則で，農

地は全般に虫食い状態にな っています。したがって住宅地の中に農地が残る

表 6-2

I山口

Jti 11 

件数

I(!i 1t't 

表 6-3

子ぞ
45 

46 

47 

稲 類 麦類

10，360 320 

6，440 240 

5，960 160 

J;A地転川の推移

6f1 7J47fl  

1111 ， ，H " 111 1 1111 1 ，tI 
375 577 

農業生産額推計 (単位:万円)

野菜類 いも類 果実類 花キ類 畜産 その他 合 計

24，901 1，560 4，280 2，500 10，155 800 54，876 

26，391 2，020 5，270 2，800 8，868 700 52，729 

26，210 1，610 6，260 3，000 7.700 700 51，600 
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という形態を呈し，こう した状態は，農業生産条件の悪化につながっていま

す。

つぎ、に農家の印jきですが，全体の傾向として，農家数は減り，都|↑J化のな

かで，成業指向型農家と農業縮小型の農家との分離が，あきらかとなってき

たといえます。

こう した農家と農地の減少が， jLU芝生産にどんな影響を与えているか，表

6-4で推移をみてみましょう。

表 6-4 農作物販売推計 (単位:万円)

〉ξと稲類 麦類 野菜類 いも類 果実類 花キ類 畜産 その他 ぷE〉3、 昔n

45 3.359 132 16.185 468 3.638 2.375 8.405 8ω 35.362 

46 933 120 17.154 606 4.480 2.660 7.243 700 

47 1.451 62 17.036 483 5.321 2.850 6.850 800 34.853 

(2) 重金属公害

昭和45年，都下におけるカドミワム汚染問題が表面化し，都の実態調査が

進行するなかで，同年10月下旬，東京の水田汚染が新聞などで公表されま し

た。

本市でも第 1次調査26カ所のうち，不幸にも 7カ所の土じょうから東京都

基準の 0.4ppmを上回るカ ドミウムが検出され大きなショックを受けま し

た。 引きつづき第 2次調査で86戸の農家と 18haの水田 (全水田250haの7

%)が 「カドミウム産米対策地域」と して指定の線引きがされました。汚染

源は東京都公害局が中心となってー追求調査を していますが， 工場などの排水

による複合公害的要素があるため，水系ごとにあらゆる角度から調査してい

ます。

地域指定を受けたところは， 水稲など食べるものの裁培ができないため，

植木，花キ類など観tt用作nへ転換 しています。またこの紋培技術の修得は

先進地悦察， )J~示ほを l没けてらli他MIYJ におこな J ています。

昭和46年度 5カ所，面積50a， 47年度3カ所，面積30a， 48年度 3カ所，
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面積30a，とそれぞれ常農形態を水稲から観賞用作目へと転換しつつありま

す。該当者への数済は農家特別対策事業として都，市があたっており，この

ようなことから一日も早くカドミウム汚染公拝を解決するよう関係機関とと

もに努力しています。

( 3 ) 米の生産調整

米の刀給はnr!~が減退し生産が高い水準で、交定しおり，生産過剰状態にあ

るため，米生ei調j査が実焔されています。

全i::1で米の総生産Elは1，380万 tでこれに対する総需要号が1，150万 tで，

その泣 230万 tが余剰量として生産調整の対象となり，全|日i'1":Jに配分されま

す。

東京都がr~己分をうけた目標数量は 1 ， 200 t 表6ー 5 米生産調整の推移

で， このうち当市へは217.3t (面積換算69.9

ha)となりました。

一方農業者からの売渡量は希望により I~ 由

であるため売渡希望を調査した結果本年度は

116.7 t (1，946俵〉で昨年度を 22.44t (374 

依〉上まわりました。

年

46 

47 

48 

実施戸数 調整面積

618 l，102，582m' 

583 991，940 

569 1，004，632 

このようにして山された数量が生産調整の対象となるため，その面積は

69.9haをはるかに上まわる100haとなり該当農家数も569戸となりました。

(4) 畜産と都市化

畜産のおもなものは牛と鶏および豚であるが都市化による農地の減少，環

境衛生などの問題から飼養成家数は減少し， Jぷ業以ー家は他県へ移行していま

すーo ~6-6 家畜飼長農家及ひþ"iJ 長;in~H;{推移 各年 12}J ;k~見 tt.:

fhNi.*勿(/)!I:)じl二つい

ては経常技術の改j!?が

はかられているが，経 45 12 285 33 243 59 13，557 

費のよ自大と価格の変動 46 12 67 16 324 30 15，858 

が多く安定した経営は
47 61 17 343 22 13，290 
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困難で， しかも住宅地内での経営はいろいろの問題も生じ苦慮しているが，

完全な対策には経費も共大なものとなり，利益のうすいことなどから畜産施

設への投資もむづかしくなってきています。

( 5 ) 都市農業の確立

農家の経済を安定するため生鮮食糧などを供給するねらいで， とくに地区

的にみて平山，東光寺地区の野菜，根菜類と，下回地区の花き類，さらに近

年市内では大規模な施設で野菜類の栽培をしている盛岡地区が生産地となっ

ています。

また多摩川なしとして知名度の高いなしも，観光産業として市民とのつな

がりをふかめています。

このような生産基盤を今後も持続する必要もあるが，農業を続けようとす

る成家も都Tli化の波にまき込まれ，後継者と労働力の不足によ って農業経営

が破壊されるばかりでなく都市の自然環境を保持するうえにも影響をおよぼ

し，環境保全上からも農地の無秩序な開発を農業サイドからも防ぎ，都市の

中で調和した農業を存続し，都市における景観，あるいは防災の役割をあわ

せもつ生産緑地として生産基盤の整備や育成と，生産環境整備を目的とした

緑地対策，公害対策を総合的に配慮し，都市農業の確立に努力しています。

( 6) 農業委員会と農政

農業委員会などに関する法律により設置されている農業委員会は，法の定

める20名の農業委員により運営され，市内農業全般の指導に当 っています。

また農地は農地法によ って擁護され農地以外のものに使用されるときには

届出をすることにな っています。この届出も市街化区域のみであ って，調整

|又j或は許可申請の制j立をとり，農業の破壊を擁護しています。

行I~ïlî化の進行は農業の破壊をまねき，あらゆる公害を与え生活環境は悪化

しています。

このようなときに緑の保護にあわせ，生産緑地の誕生によって緑地保全と

災害および生活環境にゆとりをもたせる空間地は，生活上絶対必要とされ，

これによって空気の清浄化にもつながる大きな役割をもっているが，最近こ
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の農地に対する宅地なみ課税が問題にな っています。

東京の米どころとして注目されてきたが都市化と重金属公害，および米生

産調整などにより年々，米の生産も減少しています。

世界的に非常に農産物の生産量が減収してきた今日，他人ごととはいえな

い時代へと進行しています。

農業委員会では汚水により米のl来は低下し， )Jt情もむづかしくな ってきた

ので、公害に強い品種を 5カ所で状培，新品種の普及に力をいれています。
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2 商 業

( 2 )概要

市内には，中央線と京王線が走り，その駅も七駅にのぼっています。

そのため都心へは，大変便利となっていますが|可鉄，私鉄の合流がなく，

また南と北を結ぶ道路網が不十分のため，発展はそれぞれの小地域的な発展

にとどまり，他市に見られるような客足が集中する中心商業地帯が残念なが

らないため，隣接の立川，八王子などの同期的な発展とその経済圏の谷間に

ある関係上，消費者がその先進商庖に流出しているのが現状といえます。

このような現状のなかで，他地区から進出してきた商庖もあるが，多数を

地元商庖がしめ，その商法も現在の庖で満足している感じさえあります。そ

こで団地商庖街への進出をはかり，あわせで近代商法を学び，低滞気味の商

魂に所をいれ，ょうやくその方向へ進行しています。

(2 ) 商業施設の配置形態と業種構成

市内の商業施設の特質として，他市にくらベ商庖数が少ないことです。と

くに百貨庖，大型スーパ一周はない。また，経常規模もちいさく，それぞれ

の従業員数をみてもわかるように，八王子市の 4.6人，立川市の5.5人に対

し， 当市は 3.3人と いう比率となっています。

また，多くの商庖集団 (商庖会，名庖街〉がありますが，そのなかでとく

に競合関係にあると思われるのは， 日野，豊田，高幡不思jの各駅周辺商庖街

です。

業種構成についても

貝回品〈衣料・身の同

品)265ぢ，最寄品(食

料品など)74%の構成

で，当市の商業は最寄

品関係が主体となって

います。

表6-7 商庖数・従業者数及び年問販売額の推移

年問販売額

41 689 159 530 2，534 3，97 
l3 'i jJ I11 

43 825 3，085 12，914 

45 948 3，772 21，885 

47 1，096 290 806 4，239 

資料:商業統計調査 (注)47年は概数
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表6-8 規模別商居数・常時従業者数・年間販売額の推移

50以人上

昭和
商 庖 数 825 666 131 17 

常時従業者数 2，869 1，474 815 215 126 339 ム

43年 百万円
年間販売額 12，914 3，882 3，697 2，071 899 2，365 ム

昭和
高 庖 数 948 767 134 30 8 7 2 

常時従業者数 3，772 1，788 879 390 199 516 ム

45年
年間販売額 21百，8万63円 6.210 4.788 3.695 3，418 3.775 ム

資料:商業統計調査
表 6-9 分知別商底数及び従業省数の推移

区分 | 一般卸売業
各種商品

ゐ中公.C‘ 数 飲食匝
小売業

年次 ""'1商j苫数 |ムム:1商居数 |呼佐行ー数一 || 商JJ5数 I業..有a 数-|| 商!百数 ;|業‘，')劣J従数

43 825 2，869 29 265 157 585 2 

45 948 3，772 48 437 181 741 

47 1，096 4.239 49 506 226 816 2 

織物 川l身の | 飲食 料ん ，---1 ，_・"""・
その他小売業

商l点数 | | 商 J~{数 1 ~:.::' ':~ 1 商!占数 1 .曲""'JIN.凡|内J，Ii数 I:，:: リ数山 il'fiJg数
常時従

業者数

71 171 360 1，110 11 :34 55 195 140 426 

86 265 388 1，237 11 29 61 206 173 817 

81 200 439 1，528 17 103 71 249 211 777 

資料 商業統計調査(注)47年は概数
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( 3 ) 大型庖の動向

豊田駅北口附近で多摩平名居街に|苅庖，常に現代感覚ととりくみ，新鮮な

アイデアのもとに，日用品，雑貨など最寄品が主体の高島屋ストアーがあり

ます。また高島屋ストアーの南側で，豊田駅附近で、スーパーとして， もっと

も早く設立された新生ストアーがあり，綜合食料品が主体で， 日野駅北側に

も開庖し，駅前商庖街のなかでも特殊な存在です。また，高幡不動駅南側に

商庖街の中心地に開庖した，スーパー忠実屋が食料品，衣料，雑貨を主体と

して，新風を吹き込んでいます。これからは近代的大型スーパーの進出によ

って，消費人口の他市流出を大巾に阻止し吸引したいものです。

( 4 ) 商圏と競合関係

日野市の競合関係にあるのは，立川市，八王子市であって，小売業全般の

流山流入の状況を比較してみると，立川市55~ぢ流入，八王子市11~ぢ流入に対

し， 日野市55%流出となっています。

八王子，立川の商圏の谷間にある，当市の場合の商業機能は，近隣小売商

業ともいえます近隣消費者のための局地的な商!苫で，最寄品を中心とした小

売庖舗が多いのが現状です。

購買層の他市への流出は大きいが，昭和40年の小売額を 100とした場合，

八王子市 3.2労，立川市4労とのび率は非常に低いが，当市は43%と高い率

をしめしています。販売高において成長をしめしたのは，人口増と大型スー

ノξーのすくないことなどが，商業をとりまく客観情勢が有利に作用している

ことと思います。

( 5 ) 消費者教育

物価の値上りは，消費者にとって切実な問題です。消費者物価は昭和35年

以来，上昇ムードにすっかりのり，タクシ一代などをはじめあらゆるものが

値上りしています。とくに理容料金はマスコミなどによって騒がれず，知ら

ぬうちに値上りをつづけています。このような値上りのなかで，生鮮食料品

の高騰は激しく， 45年の春には野菜の暴騰がありました。

値上りムードのなかで，さらに食料品に対する添加物などからの公害問題
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は，生活上もっとも大切な健康を害する大敵として，消費者は充分とれに対

する知識を広め，一人一人が「かしこい消費者」とならなければいけないと

思います。 したがって，豆腐一品買うにも時間的に余裕をもつことが大切で

購入品の計画を立てるなど，ちょ っとした工夫で楽しい生活ができます。

Ttiでは，毎年度消費者モニターを住民一般から募集 し，市内の品物に口を

光らせています。このための勉強会および見学などにより ，知識を広めた結

果が生活のかてとなれば幸いです。また，消費者モニターを経験した方を，

表 6-10 消費者物価指数と家J"!-tl(の推移

氏分 消費者 物価指数 卸売物価指数 東京都民部勤労

40年= 100 45年 =100 家計

ト一一一一一一

fド次

全 国
全国対比 東京都 対前月

数
対前月

実収入 消費支出
月un比 区部 (年)比 (年)比

% % % 円 円

45 130.4 7.7 130.4 7.2 100.。 3.6 121，898 91，072 

46 138.4 6‘l 138.6 6.3 99.2 -0.8 135，173 102，604 

47 144.6 4.5 145.3 4.8 100、0 0.8 154，546 113，494 

資料:東京都小売物価統計調査

表 6-11 ?ii 't't {i物価指数

JI '一イ'ミ

代11 ~ I 平上旬 、!とよとj 7J1 6 J I 7 J I lは川士丸、，j 川 j川jI 刈川川川川川li川川liiji山W川川州{日引刊刊川川jドパ川川川q午川N川|ド川川州三斗川中11いlμi

% % 
J芯 ノち、 106.3 111.4 11l.2 124.0 124.8 0.6 12.2 

食 1':1 106.6 110.6 109. 1 123.8 124.3 0.4 13.9 

住 103.7 108.6 109.4 118.3 118.9 0.5 8.7 

光 要品 101. 6 105.6 101. 3 113.0 113. 1 O. 1 11. 6 

被 日目 109.2 115.4 116.8 139.6 140.8 0.9 20.5 

~m 1-'f 106.3 112.6 113.5 121. 6 122.9 1.1 8.3 
2ik--1削!J、1・+問 l門"11.' 

106.7 112. 7 112.9 125. 1 126.1 0.8 11. 7 
を除く総合

資事: 1 ・ ~[ !;c 自1 1小必~0}Úlli統 ， :1- ， : 1.'， 1 f仁
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中心に消費者の会を結成し，消費者活動の基盤を確立し，さらに市民運動に

展開させたいものです。

図表最終欄の48年7月現在を費目別にみると

o食料指数 124.3となり，前月に比べ(+)0.496と上昇をしめした。こ

れは，生鮮魚介，鶏卵が値下がりしたものの，塩干魚介，果

物がかなり値上りしたほか，肉類も値上りがみられたためで

す。

o住居指数 118.9となり，前月に比べ (+)0.596と上昇をしめした。こ

れは， :i;J1表替え費，水道工事費などの設備修繕が値上りした

ためです。

0光熱指数 プロパンガスなど，わずかに値上りがみられたものの全体で

は113.1となり，前刀に比べ(+)0.1% と徴)J~ をしめした。

o被服指数 140.8となり，前nに比べ(+)0.996と上昇をしめした。これ

は，男子皮ぐっ，婦人ゲタ，指輪などの身の回り品のほか，

下着などの衣料が値上りしたためです。

o雑費指数 122.9となり，前月に比べ(+)1.1% と上昇をしめした。こ

れは，新聞代の値上げなどにより，教養，娯楽が上昇したた

めです。
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3 工業

~市の工業は，通称 H 野五社 c n 野口動市，小西六，富士電機，オリエン

ト時計，神鋼危機〉と， さらにこれと関連する企業が多いのが現状です。

平山台区画整理による工業同地の造成で，帝人，東芝など平山グループが

くわわり，工業都市として進行したが， しかし，土地の値上がり，騒背など

の公害問題もくわわり工業都市への方I(IJが中|析され， (1然と大下企業は現状

維持となり，進展性もなくなってきました。

中小企業においては，近代化などによる生産性のI(IJ上が課題で、あるため，

住宅地域としての性格と共存可能な範問内で発展しています。

また，中小企業対策においても，求人活動の推進および融資ありせん'J;:業

などを行なっています。

市内への学卒新就職者に対する事業としても，遠くはるばる故郷を陥れて

当市にこられた方を，一同に招き市内の紹介などを合め，歓迎会を行ない，

最近急激に流行しはじめたUターン作戦なるものに対応するため，求人確保

にもそれぞれの工夫で定着させる方向に進めています。
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表6ー 12 胤模別工Jl，l fl' 従業 R数及 ひ'製必，~:，，'I'， ~;i古ft~の IIUJ; 許可 12)131111見h

l 年次[ I二 L 44 l k l 4ω 

6 

区分 r:コ川J凡刷Lt呪見l佼児則月別'1 ...n '-'''"' I ''~~~"^ II'，~向mザ刊I川刷再鮒d門句写， ，い リ川t凶官H門可 賓帆入 J出「月山1'，~何11似官似H川て吋，tj ~Ør -'..." 1'........ ".... ..... "川I '，~伶κkぶ;訓百泊1τ

総 tf _1い同工ど116

ぺ
5ω叩刊0ω引
3

つ
I10ω心ぷ4J州8心ぷぷJ川i誌ぷ辺叫;Z立引;;引1い93 I 川 135ピ斗ぷr:2叫i誌;

3人以下 6 16 I 48 4 11 57 5 Jo1 ， 76 1 6 18 70 

4 - 9 I 28 172 I 410 25 

4，165 6 

163 452 25 173 564 213 668 

287 1，204 23 331 1，224 

169 408 9 221 L 046 8 197 868 

357 1，292 12 459 1，790 11 430 1，637 

713 3，027 6 406 2，539 6 392 2，449 

857 3，451 7 922 4，473 7 824 3，654 

b. 670 4，781 4 958 6，340 

11，495 4 1，596 12，736 4 1，660 17，806 

ム 2，063 14，651 2 ム ム

108，226 4 11，402 122，333 4 12，814 137，915 

資料 U'l統，ir，ιlft 

10 - 19 1 14 211 1 477 19 

20 - 29 I b. 260 523 7 

30-49 I 9 329 1，102 10 
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表6-13 従業1'ilX内，沢製造品 1 1'， ~;mi内訳及び現金給与総Mi~の推移 (II¥{立百万円各fド12)J3111)

区分| 従 3昆 -/j 数 世I ji'i UU Il'. f，1 鰍等

工場数 税金給

総数 'iiWI労働-/j
他人::IH及び り総釘l

総 lX 製冶J市山待費Ii 加l工l:t収入傾 修理料収入額年次 '事政従業 H

43 97 16，503 16，485 18 11，770 108，539 108，539 

44 93 17，260 17，239 21 135，956 108，114 1，493 11 

45 101 18，257 20 17，599 166，215 164，632 1，557 26 

46 17，970 20 19，495 173，303 172，374 789 141 

資料.工業統計調査
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4 観光

現在，わたくしたちをとりまく社会の環境は，高度化した文明によって，

ささえられています。

技術革新は，産業や経済が大きく前進した反面，人聞が生きていくうえに

とって，必要なものを数多 くうば、っ てしまいました。それは人口と産業の都

市集中化で，生活環境を極度に悪化してしまいました。しかし， こんにち滑

らかな水や空気，そして緑と太陽を求め，失われつつある白然と，人間性の

回復をはかろうと努力しています。

観光レクリエーションの誌は，昭和46年における国民全体量からみると，

1人当り回数は，約42回とな っています。このうち， 1泊以上の観光レクリ

エーション量は，総観光レクリエーションヰの18.8%をしめしています。

したがって，単なる脱都市現象でなく， とかく自己を見失いがちな現代社

会において， 自己を再発見する機

会として，大きな役割をも ってい

ます。

このようなことから生活のなか

に， Iうるおい」と「し 1こい」を

求めるため，人間行動として，位

置づけられなければ、ならないが，

Jj 図6-1
20 

こんにちのように物質，文明の先 10 
100 T-
r一一ーー司

行した現代社会は，生産第一主義

の結果と都市への急激な人口の集

中が，自然を破段し，人間の心と

心のふれ合いを忘れた，精神的な

欠如ではないでしょうか。

かつて，市民の生活環境の一部

ともなっていた「原っぱ」なども

/、

45 
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表6-14 写真コンクール出品数 少なくなり， レクリエーシヨンスペースも

l 都市生活の合理性と，経済性の優先によっ

て消えさりつつあります，その現象のひと

つとして，多摩丘陵地域一帯は緑の多い「い

こい」と心に「うるおい」の満される場と

して，愛されてきましたが，都市化による波頭は，容赦なく押 し寄せ平Jn.地

はもちろん，li:陵地への住宅造成により，年々その容姿を大きく変えて しま

いました。そのため都心から僅か40分近くで緑を充分求められたものが，赤

裸な姿を露出するはめとなってしまったので，ハイキングコースは分断さ

れ， しかも丘陵とともにその名を知られている，高幡不動尊および百草園な

ども，季節によっては，おとずれる容も少なくなっています。また，これに

反して躍進しているのが多摩動物公園です。

このようなことからも，観光事業の一環性をもっ表 6-15多服動物公団入間数

たため，撮影会による H観光日野H をキャッチフレ I fl'. 人 H

ーズに，広く市外に紹介しています。この撮影会も， 45 1，423，440人

毎年実施していますが，非常に好評で年々 山l日も多 46 1，529，417 

くなっています。また参加者も遠くは，千葉，崎玉 47 1，778，852 

などからも訪れ充実 したものになりま した。 資料 :多摩動物公園湖べ

さらに迫力のある菊まつりの開催は，秋のシーズンにふさわ しい各種菊の

花で会場はなごやかな雰囲気となり，会期も約一ヶ月の長期にわたり開催さ

れますが，近隣では見られない菊人形による名声高い時代物が被露さ れ， 観

客を楽 しませています。

また，この菊まつりへの出lR1者も，T!i内菊友会をはじめ，近隣市からも参

表6ー 16 加が多く大変好評で，年々山品点数も多くなっていま

悩まつり 山品数 す。このような事業の開催によって， rli内はもちろん

遠方からの観光客誘致に努力しています。
46{下 744}，'，i，

47{j三 818}，'，i，
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財政

1 概要

健全な地方自治とは，市町村がr'I主f内にその地域の特性を活かし，住民の

福祉の増進をはかつていくことであり， 自主的に行動するためには，まず市

町村が自主財源〈税等〉によっ て，財政運営を行うことであります。 (1主財

源であれば国から何ら制約を受けずに，市の判断にJ占づ、いて，これを住民福

祉のために， もっとも合理的に使用することができます。

また自主財源は，直接住民が納付するものですから，その使用について住

民の監視，批判も厳しく，その住民の自治行政への関心も深まっていく， と

いう意味で真の自治の発展のために望ましいのです。

しかし，人n急増，生活水準の上昇などにより，市民の市政に対する要望

は，数限りなく寄せられ，また，市としてやらなければならい事業が山積さ

れています。

これに対して，自主財源は年間総予算に対して，約50%でこの割合は年々

低下する傾向にあります。この他は，国と，都からの支出金，地方債，事業

収益金(競輪，競艇収入〉交付税など，その他の収入でまかな っています。

近隣市と財政力指数

自主財源， とりわけ，税収入(地方税〉の多少によ って，同体の財政力が
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あるとか，ないとかいわれます。この財政力を表わす方法として，一般化さ

れているものに，基準財政収入額 ト基準財政需要額があり ，この数値は「財

政力指数」と呼んでいます。

表 7-1 財政力指数

指数が 1を標準として 1未満になると交付税の対象となります。

0基準財政需要額....一地方団体が合理的で，妥当な水準で、行政活動を行って

いくために，最少限必要な財政需要(一般財源〉を示すものです。

0基準財政収入額…・・・通常標準的に徴収し得るであろうと考えられる。税収

入のうち，基準財政収入額として算定された，標準的な財政支出との見

合いの額(標準税収入の25%)です。

図7ー 1 20 I ノ

10-1 

基準財政収入額 一一一 / 

基準財政需要額 一一一 / 

グ

メグ/
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2 税収の概要

表 7-2 ljl.位了'1リ

}'{ 4 4 4 5 4 6 4 7 

di 民税 l金 額
389，4 467，194 581，5871 839，4371 1，135，912 

(伊| 人) I 4311'.}主刈比 1 0 120 149 1 216 1 292 

，Ii 此脱 |令 制 174，826
1 

221司 511 263，698 283，065 338，338 

(1.1; 人) I 43Q'.1主丸l比 100 126 1 5 1 162 194 

てiそ 吉fl 482，586 581，953 674，016 812，856 956，484 
I，'il'，と'tiN~ f;~ I 

43q'.1'工丸tJt 100 121 140 198 

合 古(¥1 10‘274 11司 689 14， 799 17， 135 
'Ii[ (110J 'Il脱 |

43q:.)主対比 1 1 3 144 162 167 

，Iiたばこ 114‘807 135，200 171，322 172，118 188，370 

?i'i 'l竹見 43q:.}主対比 100 117 149 1 5 0 164 

くな 在民 84，724 ! 96，541 114，136 125，536 143，142 
屯/，ガ スN I

4311:.}主対比 100 114 135 148 169 

ノ、弘". 剤、 51，623 62，247 85，532 126，802 171，642 
n1Slli，:lPlil税 |

431ドl主対比 100 121 166 246 332 

合 MI 1，308，327 1，576，335 2，376，428 2，951，023 
di税0-，:1 I 

4311:.}i対比 100 120 146 182 226 

税収を税目別に過去 5年間について，その増減の状態をみると，都市計画

税，市民税個人分，固定資産税，市民税法人分のl慣に伸張が著しくな ってい

ます。個人市民税では毎年課税最低限や，諸控除の引上げが行われますが，

所得の伸びが這に減税分を上回っており，法人市民税では経済好況の持続に

より，固定資産税は評価の上昇，および，事業所の償却資産への投資が活発

であ ったことなどが原因と考えられます。 とくに，都市計画税は，評価の上

昇にともなう急激な税負担の地加を避けるため， とられていた負担調整措置

がおわったためです。その他の税目も，いずれも附加していますが，それぞ

れが，各年度内にしめる剤介では，個人市民税が最も比重が高くな っており，

固定資産税，法人市民税は逆に低くな る傾向が見られます。
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図7-2

億円
30 

20 

10 

年度

市税の特色

293| 29. 7 

43 44 

% 

45 

% 
34.2 

% 
35.3 

46 

千円
2，951 ，023 

%1固定
32.41資産税

47 

市税の現年課税分(滞納繰越分を除く〉の人円1人当りを，昭和471f.度分

について， 都下26r1iの場合と比較しますと，法人di民税で、は家屋および，償

却資産にかかる固定資産税，電気にかかる電気ガス税などが多くなっており
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税収の面から本市は，工業都市型であるということができます。

しかし，土地にかかる固定資産税が小さいことは，価格の最も高い宅地の

割合が少ないともいえます。 さらに市税合計では，最近の財政需要増にかか

わらず，税収だけは依然富裕団体のグソレープに入ります。

表 7-3

日野市人口 26 rli rl1 M I~':j 傾 26r!j1111詰低釦 26市の平均 26 市 I11

1人当り 円 JlJ ドl 円 I-l肝 II-jJJ旧(立

市民税(個人) 10，656 18.125 6，473 11，440 第15位

// (法人) 3，168 9，297 734 2，122 第 3位

車屯資 土 !ill 1，387 5，355 780 2，174 第20位

1，lill)I 家 屋 3，571 3，895 1，774 2，914 出4f立

定税 償却資産 3.571 3，571 356 1，434 出1{，'L 

一一交付金・納付金 406 1，465 158 523 ~~D7位

ト一一一一

昨臼動車税 159 317 98 163 第11位

市たばこ消費税 1，762 2，043 929 1，467 tî~ 5 {立

電ガ 電 気 分 1，106 1. 377 615 891 ?;i¥ 4位

ス ト一一一一ー一一一一一一

気税 ガス分 234 447 ※81 216 第11位
ト一一一一一

nII Ilj計画干見 1，603 3，267 836 2.184 !JD5{IL 

rli 税合計 27.623 39，730 15，086 25，252 ~""\ 4位

(注)1.人口は47年 1月111による

2. ガス分の統，11ー は自~Irll- ガス のない 1 rljを除外

市民税

人口増とともに，当然納税義務者数も増加しますが，個人市民税について

納税義務者一人当りの税額の川lびが大きく，人:rlJな所得用の傾向を示してお

ります。

法人では，昭和46年度まで 1法人当りの税額が上昇の傾向にありましたが，

47年度では，初めて停滞がみられます。

-256-



表 7-4

年度 43 44 

税額 (~見年課税分) 390，千08円4 469，8千60円
f岡

車内 税 総数
人 人

26，227 27，942 

義務 J奇 43年度対比 100 106 

人

金額 14，873Pl 16，815円
トー

43年度対比 100 113 

税額(現年課税分) 日75，4千72円 221，6千81円
i1; 

il; 人 童文 521 633 

人

1法人当り税額 336，7981'J 350，206111 

※納税J受務者数及び法人数は 7)]111JJL向。

資産税関係

表 7-5

工頁干~

品名
土 よ也

税
回

告目 ，疋~ 家 屋

( 

資
現

産
償却資産

年
手見

2果 言l'
平見

分 交付金 ・納付金
) 

都 市計画税

宅
土地の評価 額

地
諜固定税資産価税格の

等

の
課都市税計画倒税絡の

{前

格

撃
固定資産税

占s市計画税

43 

39千，02円6 

221，234 

198，872 

459，132 

24，146 

51，238 

10，113，千60円9 

2，701，670 

7，543，795 

26.7% 

74.6% 

※宅地等の{ilIi絡は7月 1U現在

44 

559，057 

25，157 

62，533 

10，880千，53円0 

3，490，097 

10，880，530 

32.1% 

100.0% 
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45 46 47 

587，6千16円 846，0千12円 1，137，千64川2 
←一一ー トー

人
34，968 人

人
30，760 36，379 

117 133 139 

19，103P] 24，19411J 31，272/1J 

128 163 210 

9千1|11 
264，911 282，5千32円 338，3千13円

746 797 970 

355，10811J 378，72911J 348，776円

45 46 47 

60千，30円0 147，千2円16 

323，292 375，300 

290，548 382，416 

647，140 777，310 904，932 

28，503 35，670 43，400 

85，732 126，887 171，747 

48，299千，59円0 51，734千，27円6 55，011，千41円0 

5，068，338 7，140，298 10，297，256 

19，909，221 34，581，774 55，011，410 

10.5% 13.8% 18.7% 

41. 2% 66.8% 100% 



地価の値上りが激しいため，宅地については負担調整措置により，また農

地については， 38年度の評価額を据置いて税額算出の価格とされてきました

が，その結果固定資産税の課税標準は，現在なお評価額の20;;ちにも達してい

ません。なお， 45年度の評価額が急激にふえているのは， 3年ごとの全面的

な評価替えの年に当ったからです。

諸税関係

軽自動車税

表 7-6 

年度 43 44 45 46 47 

原付円転車及び
2，804 2，803 2，859 2，853 2，838 

小型特殊 '11
Ji Ll 、

I~ 'i': I'J 到'J '11 
1，378 1，545 1，664 1，617 1，640 

(除I'LJ愉采イIJ)

I陀|川 'Ii命来JTl!Il 993 1，271 1，693 2，184 2，443 
政

二愉小型1'1助'Il 18 32 79 144 228 

税額(引fド 11~!税分) 10，339下I'J 12，027 T-I'J 14，450T・I'J' 16，693 r'I'J 17，7201-I'J 
』 ~ 

軽四輪乗用車と，二輪小型自動車を除いて頭打ちの傾向にあります。

市たばこ消費税

表 7-7

~ 43 44 45 46 47 

完上本数 200，471千木 205，152千木 246，942千本 240，435千本 254，205千本

完 1:木数
100 102 123 120 127 43{1三対比

Jii イil日 3 jl116銭4匝 3円64銭 1)l[ 3円83銭 3)111. 3円95践 5)I!l 4円09銭4}IT[ 

※ liij"u は全|巨1'1'.1句。日 ~fdi IrLdulで、は20-30銭J目

売上本数の伸びは緩慢ですが，単価の高い上級への移行がみられます。
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電気ガス税

表7-8 

託々 里
'iSI u ， 税額

:，κ，t 43年度対比

税制

方「

43if)度対比

ス ト 一一一一一ー一一

11川?に付す

る ?千及 +
'-ーーーーー

43 44 

71，236千円 80，931千円

100 113 

13，487千円 15，609千円

100 116 

38.9% 39.9% 

45 46 47 

95，897千円 106，042千円 118，530千!IJ

135 149 166 

18，238 f円 19，493千川 24，611千川

135 144 182 

43.9% 46.5% 47.5% 

本市では，事業所が多い関係から，電気にかかる税収のうち， 50必-60%

が事業所分とみられます。従って税収のj順調なイ|↑lびは，経済好況の持続と力11

えて，一般家庭の消費増によるものと芳えられます。ガス分については， 47 

年度に急激にふえているのは，年度途中に料金のアップがあ ったからです。

地方交付税〈普通交付税，特別交付税〉

市町村の財政力は，全国的にみて非常に格差があり，また市町村の面積，

人口の密度などにより，住民一人当りの行政費用は異なります。よ って，そ

れぞれの市町村が同一の水準により，行政を行うためには，財政力の低い市

町村の住民は，財政力の豊かな市町村の住民にくらべ，はるかに重い税を負

担しなければなりません。

したがって，住民の税負担の公平をはかり，市町村間の財政力の格差と，

行政の質，量の均一化を図るため， I宝|では市町村が国家的見地から見た一定

水準の行政弘行えるよう財源の調整をしています。その財源の調整の一つ

に，地方交付税があります。この地方交付税は国税のうち，所得税，法人税，

酒税の総額の32 ~ぢの額を国は全国の市町村に対して，前に述べた方法により

算定し，算定した基準財政収入額が，基準財政需要額に比べて，少ないとき

はその不足分の額を交付すると定めています。

-259-



超過負担の調

表7-9

1.i_ の
年 左 の 内

事 業 名 総事業白 補助基本傾 トー一一一国庫補助 ト一一一一 部

度 補助率負担制 補助率補助制

A B % C % D 

小中学校施設整備'J._~ 441，159 188，209 88，765 。
小学校々合 120，800 40，964 50.0 20，482 。
中学校々合 225，050 115，208 50.0 57，604 。
小 学校屋体 5，769 5，769 33.3 1，923 。

一
中学校 屋体 89，540 17，512 50.0 8，756 。

47 
清掃施設整 備費 54，354 12，540 。4，180 。

し尿処理施設 54，354 12，540 33.3 4，180 。
公 営住宅建設資 62，670 46，632 。23，316 。

第一種公営住宅 62，670 46，632 50.0 23，316 。
公園事業費 14，740 6，000 G 3，000 。

公 園 14，740 6，000 50.0 3，000 。
幼稚園施設整備費 30，600 14，715 。4，905 9，810 

幼 稚 園 30，600 14，715 33.3 4，905 9，810 

計 603，523 268，096 124，166 9，810 
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48.9.13. (単位千円)

内 訳

訳 左 の 内 訳 超 過

市負担額 地方負担額 都
市負担額 負担率 f穏 考

起 {責 一般財源 補助額 起 {責 一般財源 一AJ % 
E F G H J 

77，700 21，744 252，950 66，387 55，000 131，563 29.8 

19，500 982 79，836 18，818 24，000 37，018 30.6 三中

54，400 3，204 109，842 26，641 21，000 62，201 27.6 一中，二中

3，800 46 。 。 。 。0.0 高幡台小

。8，756 72，028 20，928 。41，100 45.9 三中

6，000 2，360 41，814 9，000 10，000 26，814 49.3 

6，000 2，360 41，814 9，000 6，000 26，814 49.3 

19，800 3，516 16，038 10，824 6，000 5，214 8.3 

19，800 3，516 16，038 10，824 。5，214 8.3 

。3，000 8，740 2，000 。6，740 45.7 

。3，000 8，740 2，000 。6，740 45.7 

。 。 15，885 15，330 。 555 1.8 

。 。 15，885 15，330 。 555 1.8 

103，500 30，620 335，427 103，541 61，000 170，886 23.3 
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本市は，昭和45年までは財政的に恵まれた市として，交付税の不交付団体

でしたが，昭和46年74，641千円，昭和47年62，185千円の交付を受けて，交付

団体となりました。財政的に苦しくなったことになります。

図7-3 地方交付税

仁コ普通交付税蔭麹特別交付税

千
万

10 

5 

円/年度

3 超過負担

43 44 

9.08 

8.03 

::~II] 際議
45 46 47 

市町村・の行政に，国は補助金制度を設けて，補助基準額に補助率をかけ，

算定した補助金を交付すると定めています。

この補助率によって，固と市町村の負担割合が決められているわけです

が，国の補助基準額は実際の経費に関係なく，はるかに低い額で定められて

います。

しかし，経費は切りつめるわけには行きません。したがってそのぶん，市

の持ち出しが多くなるということです。

この負担すべき額をこえて市が負担する経費を，超過負担といっています。

例えば，小学校建設についてみますと，建設費は， 1億 2千万円で，補助率

は2分 1のですから， 6千万円の補助金が期待されるわけです。国の補助金

は2千万円で，実際の経費に対して 6分 1のとなり，超過負担額は， 8千万

円となります。

また，国は補助金の算定について，児童生徒一人当りの校庭，校舎の基準

面積も低く，規制されています。したがって，近い将来生徒の増加すること
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を予想して，教室数を余分に見込んで，建築することも認められていませ

ん。

よって，国の基準より余裕をもった，校庭，校舎，整った設備のよい学校

を建設しようとすれば，更に市の負担する経費は，増大するわけです。

4 地方債

地方債は，地方公共団体が行う事業の財源に充てるための，長期借入金で

す。国は，国民から集めた国民年金や，厚生年金などを，各地方公共同体へ

貸し出して，その運用を計ります。各市では，これを一定の手続きにより借

り入れ，学校，市営住宅，道路，幼稚園，その他の建設及び，用地取得など

を行っています。

この地方債は，返済期限が長く年賦の分常lJで返すものですから，単年度に，

少ない経費で大きな事業が出来るため，各市町村でこれを利用しています。

昭和47年度における，本市の借入の総額は，図 7-4のとおりで， 23億円 と

なっています。

図7- 4
蜘

口

悶
凶

20 

5 予算と決算

予算とは， r一定の期間における収入，支出の見積」で，いくつかの原則

により成り立っています。
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予算には，一般会計と，特別会計があります。特別会計はその事業の内容

を明確にするため，一般会計から切り離して会計事務を行っています。この

うち事業が企業としての性格が強く，独立採算制を原則とするものを，特に

公営企業会計と呼んでいます。

本市は公営企業として，病院，上水道，下水道(法非適〉農業共済があり

その他は，国民健康保険及び，都市計画特別会計があります。

一般的に市の財政の大きさ，財政のしくみをみるには，一般会計及び，都

市計画特別会計をいっしょにしたもので，見れば適正なものがわかるとされ

ています。これを普通会計といいます。

予算が見積りであるのに対し，決算は収入，支出の結果を表わしたものを

いいます。

当初予算のとおりに執行され，決算がスムーズに行われることは，理想的

な財政運営です。しかし実際には，物価の異状変動や，政治上の問題から，

しばしば予算を追加(補正予算〉することがあります。

歳入，歳出の決算額

普通会計における歳入について見ますと，昭和47年度は60億 7千 5百万円

で，昭和43年度の 25億 3千 3百万円の 2.4倍と，大きく伸張を示していま

す。その各年度の，対前年度伸び率をみますと，昭和44年度は38.9%，昭和

45年度は12.1%，昭和46年度は41.5;;ぢ，昭和47年度は 8.8%と増加していま

す。

歳出

昭和47年度は， 56億 2千万円で昭和43年度の24億 2千 9百万円の2.31倍と

なっています。

各年度の，対前年度伸び率をみますと，昭和44年度は31.6%，昭和45年度

は12.4%，昭和46年度は48.5%，昭和47年度は 5.1労となっています。

歳出については，性質別，目的別に分類してみました。性質別は，物件費

(賃金，旅費，交際費，印刷製本費，食糧費など〉人件費，投資的経費， (道

路を造ったり，学校用地を買ったり，学校を建設したり，区画整理をしたり
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する費用〉などがどのくらい歳出されているかをみることにより，使途がわ

かります。又目的別については，予算にある総務費(総務に関する，消防，

交通安全などの各費用〉民生費(福祉向上費)，など教育費(小，中学校建

築，社会教育，図書館の費用〉などがいくら歳出されているかわかります。

6.075百万円

5.584百万円

46 

地方蛾与税

自動車取槽，~宜付金
地方交付税

立通安全対帯主付金

分担金負担金

使用料手数料

財 度 収 入

寄 付 金

口その他

地方債

m ~音収入

繰越金

図7-5

60 

1 
歳

入50

( 

決

算
) 

隆司者刷会
国庫支出金

3.946百万円
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図7-6 普通会計(歳出)
公償貸

維持制修費

露国その他 1ft 立金

投資出資貸付金

扶助費 投資出資貸付金

繰 出 金

関刷費等

~~:~:~:~:]物件'L~
人件 t'(

投汽的経t~

40 

30 

20 

10 

1・円，
;11竃
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6 事業収益

競輪，競艇

自転車競技法，モーターボート競技法， の規定により， 11市競輪事業組合

4市競輪事業組合に昭和41年に加入し，市の財政の援助と なっ ています。過

去 5年間の収入は，図 7ー 7のとおりです。

図7-7

競輪と競艇による収入(収益事業収入)

仁コ競艇~競輪
2.73 

2.26 
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